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　６　閉　会
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基本方針１ 生活習慣病の発症予防と重症化予防 

取り組み分野 （１）健康管理 

重点目標 各種健康診査受診率・保健指導率の向上 

成果指標 

 目標値（令和 3 年度）（2021 年度） 

             実績               （％） 

平成 30 

(2018 年) 

令和元 

（2019 年） 

令和 2 

（2020 年） 

令和 3 

（2021 年） 

令和 4 

（2022 年） 

① 乳児家庭全戸訪問       98.0％以上 97.7 96.0 91.3 89.4  

② ３～４か月児健康診査受診率  98.0％以上 98.1 97.2 96.4 96.6  

③ １歳６か月児健康診査受診率  98.0％以上 98.1 97.9 97.9 94.4  

④ ３歳５か月児健康診査受診率  95.0％以上 96.4 93.6 95.8 91.8  

⑤ 特定健康診査受診率      48.0％ 33.3 32.3    24.2 （速報値）29.5  

⑥ 特定保健指導実施率      60.0％ 50.9 61 52.4 （速報値）37.1  

具体的取り組み 

①健康診査を受けやすい環境の整備 

平成３０年度 

活動実績及び成果 

（平成３１年３月末現在） 

令和元年度 

活動実績及び成果 

（令和２年３月末現在） 

令和２年度 

活動実績及び成果 

（令和３年３月末現在） 

令和３年度 

活動実績及び成果 

（令和４年３月末現在） 

令和４年度 

取り組み内容と今後の方向性 

（令和４年４月から 

令和５年３月まで） 

１・個人通知・広報・市公式ホームページ・メール配信等を利用し，健康診査の案内を実施                        【健康増進課】 

 乳幼児健診個別通知の発送率： 

 100% 

 乳幼児健診においては，健診日程

の 2 か月前を目安に対象者全員に個

別通知を送付し，健診日や健診内容

について説明しました。 

 ただし，3～4 か月健診について

は，受診率が目標値より低いことか

ら，受診率向上に向けての取り組み

が今後必要です。 

健康診査対象者全員に，前年の受

診歴の有無に応じて内容を変えた案

内チラシを同封し，受診券を個別送

各乳幼児健診について，個別通知

を行いました。 

健診未受診者については，電話や

訪問等で勧奨を行い，必要に応じて

こども家庭課とも連携しながら受診

勧奨を実施しました。 

健診日に来所できない場合は，別

日を設け個別支援を行いました。 

健康診査対象者全員に，前年の受

診歴の有無に応じて内容を変えた案

内チラシを同封し，受診券を 5 月に

個別送付しました。 

国保 14,135 通 後期高齢 9,474 通         

各乳幼児健診について，個別通知

を行いました。 

健診未受診者については，電話や

訪問等で勧奨を行い，必要に応じて

こども家庭課や保育園・幼稚園とも

連携しながら受診勧奨を実施しまし

た。 

令和２年度より集団健康診査に

「心電図・眼底検査・貧血検査」を

追加しました。集団健診と医療機関

検診の負担金を統一しました。 

保健センター年間予定表・市公式

ホームページに健康診査のご案内を

 各乳幼児健診について，個別通知

を行いました。 
健診未受診者については，電話や

訪問等で勧奨を行い，必要に応じて

こども家庭課等の関係機関とも連携

しながら受診勧奨を実施しました。 
平日の健診日に来所できない方を

対象に土日健診を実施しました。 
休日健診受診者数：13 人  

 

特定健康診査と高齢者健康診査対

象者の案内チラシを同封し，受診券

を５月末に個別送付しました。 

各乳幼児健診について，個別通知

を行います。 

健診未受診者については，電話や

訪問等で勧奨を行い，必要に応じて

こども家庭課等の関係機関とも連携

しながら受診勧奨を実施します。 
平日の健診日に来所できない方を

対象に土日健診を実施します。 
 

特定健康診査と高齢者健康診査対

象者の案内チラシを同封し，受診券

を５月末に個別送付しました。 

８月と 9 月に過去の特定健診の受
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平成３０年度 

活動実績及び成果 

（平成３１年３月末現在） 

令和元年度 

活動実績及び成果 

（令和２年３月末現在） 

令和２年度 

活動実績及び成果 

（令和３年３月末現在） 

令和３年度 

活動実績及び成果 

（令和４年３月末現在） 

令和４年度 

取り組み内容と今後の方向性 

（令和４年４月から 

令和５年３月まで） 

付しました。（6 月） 

＜内訳＞ 

 国保 14,344 通 後期高齢 8,889 通 

市ホームページ・市広報紙への掲

載をしました。 

佐貫駅・市庁舎・中根台歩道橋に

横断幕を設置しました。（６月・９

月） 

各コミュニティセンターの健診前

月に健診日程の回覧板を回しまし

た。 

例年 6～8 月の予約制の健診の予約

者数が少ないため，過去の特定健診

受診歴，レセプトの有無から，対象

者を抽出し，受診券発送直後に受診

勧奨はがきを発送しました。 発送

数：3,786 通 

10 月には，過去の特定健診の受診

歴・健診結果・問診票の内容等の

データ分析等を行い，特性が異なる

6 グループに分類し，特性にあわせ

た受診勧奨通知を発送しました。 

発送数：6,330 通 

市公式ホームページ・市広報紙へ

の掲載を行いました。 

市庁舎・中根台歩道橋に横断幕を

設置しました。（6 月・9 月） 

 

掲載しました。集団健診の定員が

減ったため，予約可能日時が分かる

よう，随時メール配信や市公式ホー

ムページの更新を行いました。 

特定健康診査と高齢者健康診査の

受診券・健診案内文を新型コロナウ

イルス感染症感染拡大防止のため，

1 ヶ月遅らせ６月末に郵送しまし

た。 

国保 13,844 通 後期高齢 9,826 通 

 ９月には，過去の特定健診の受診

歴・健診結果・問診票の内容等の

データ分析等を行い，特性が異なる

４グループに分類し，特性にあわせ

た受診勧奨通知を発送しました。ま

た，新型コロナウイルス感染症感染

拡大防止のため集団健診の定員を減

らしたため，医療機関健診も併せて

記載し，受診勧奨を行いました。発

送数：3,679 通 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国保 13,717 通 後期高齢 10,030 通 

９月に過去の特定健診の受診歴・

健診結果・問診票の内容等のデータ

分析等を行い，特性が異なるグルー

プを７グループに分類し，特性にあ

わせた受診勧奨通知を発送しまし

た。また，1 月に受診の可能性が高

い対象者を抽出し，受診勧奨通知を

発送しました。 

発送数 ９月：10,934 通 

    １月：3,066 通 

診歴・健診結果・問診票の内容等の

データ分析等を行い，特性が異なる

グループを７グループに分類し，特

性にあわせた受診勧奨通知を発送し

ます。 



3 

 

平成３０年度 

活動実績及び成果 

（平成３１年３月末現在） 

令和元年度 

活動実績及び成果 

（令和２年３月末現在） 

令和２年度 

活動実績及び成果 

（令和３年３月末現在） 

令和３年度 

活動実績及び成果 

（令和４年３月末現在） 

令和４年度 

取り組み内容と今後の方向性 

（令和４年４月から 

令和５年３月まで） 

２ ・乳幼児健康診査の実施・40 歳から 74 歳までの国民健康保険被保険者に対する特定健康診査の実施・高齢者健康診査などの実施 

  ・特定保健指導の実施                                                     【健康増進課】 

 乳幼児健康診査を実施し，乳幼児

の成長発達の確認や病気の早期発

見，保護者の子育て支援しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 乳幼児健康診査を実施し，乳幼児

の成長発達や病気の早期発見に努め

ました。子育てに関する悩みの有無

も確認し，保護者に寄り添った支援

をしました。 

３～４か月児健康診査受診者数 

376 人（受診率 97.2％） 

１歳６か月児健康診査受診者数 

428 人（受診率 97.9％） 

３歳５か月児健康診査受診者数 

440 人（受診率 93.6％） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

乳幼児健康診査を実施し，乳幼児

の成長発達や病気の早期発見に努め

ました。また，子育てに関する悩み

の有無も確認し，保護者に寄り添っ

た支援をしました。 

３～４か月児健康診査受診者数 

235 人（受診率 95.1％） 

６～７か月児健康診査受診者数 

（新型コロナウイルス感染拡大防止

のため中止した３～４か月児健康診

査の代替措置） 

169 人（受診率 98.3％） 

※乳児集団健診利用者 

404 人（受診率 96.4％） 

１歳６か月児健康診査受診者数 

422 人（受診率 97.9％） 

３歳５か月児健康診査受診者数 

504 人（受診率 95.8％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

乳幼児健康診査を実施し，乳幼児

の成長発達や病気の早期発見に努

め，必要に応じて受診勧奨を実施し

ました。また，子育てに関する悩み

の有無も確認し，保護者に寄り添っ

た子育て支援を行うとともに，希望

される方には育児相談（たんぽぽく

らぶ）を紹介し，母親の困り感を解

消できるよう支援しました。 
３～４か月児健康診査受診者数 

308 人（受診率 96.6％） 

６～７か月児健康診査受診者数 

（新型コロナウイルス感染拡大防止

のため中止した３～４か月児健康診

査の代替措置） 

23 人（受診率 92％） 

１歳６か月児健康診査受診者数 

369 人（受診率 94.4％） 

３歳５か月児健康診査受診者数 

423 人（受診率 91.8％） 

保健師・管理栄養士が問診票の結

果から必要と判断した保護者に管理

栄養士が栄養指導を実施しました。 

小児期からの生活習慣が将来の生

活習慣病に繋がっていくことから，

バランスのよい食事，望ましい間食

（飲み物を含む）の取り方，生活リ

ズムの整え方等を伝えました。 

 

 

 

乳幼児健康診査を実施し，乳幼児

の成長発達や病気の早期発見に努め

ます。病気が疑われる場合には，医

療機関への受診勧奨を行います。発

達面や子育ての悩みの有無を確認

し，保護者に寄り添った子育て支援

を行うとともに，希望される方には

発達相談（おひさまくらぶ）や育児

相談（たんぽぽくらぶ）を紹介し，

母親の困り感を解消できるよう支援

していきます。 

小児期からの生活習慣が将来の生

活習慣病に繋がっていくことから，

保健師・管理栄養士が問診票の結果

から必要と判断した保護者には，バ

ランスのよい食事，望ましい間食

（飲み物を含む）の取り方，生活リ

ズムの整え方等を伝えていきます。 
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平成３０年度 

活動実績及び成果 

（平成３１年３月末現在） 

令和元年度 

活動実績及び成果 

（令和２年３月末現在） 

令和２年度 

活動実績及び成果 

（令和３年３月末現在） 

令和３年度 

活動実績及び成果 

（令和４年３月末現在） 

令和４年度 

取り組み内容と今後の方向性 

（令和４年４月から 

令和５年３月まで） 

 18 歳～39 歳の健康診査について

は，乳幼児健診時，保護者へ健診受

診券を作成し，健診の案内を実施し

ました。 

 特定健康診査・高齢者健康診査を

集団（保健センター・たつのこア

リーナ・各コミュニティセンター）

及び医療機関（茨城県医師会，竜ケ

崎市・牛久市医師会加入医療機関）

で実施しました。 

 医療機関と連携を取り，保健指導

の要望があった場合は，医師からの

指示カロリーをもとに保健師・管理

栄養士で保健指導を行いました。 

相談件数延べ：9 件 

早期から生活習慣の見直しを行い，

生活習慣病重症化を予防するため，

18 歳～39 歳の健康診査を行いまし

た。受診者数：251 人  

特定健康診査・高齢者健康診査を

集団（保健センター・たつのこア

リーナ・各コミュニティセンター）

及び医療機関（茨城県医師会，  

竜ケ崎市・牛久市医師会加入医療機

関）で実施しました。また，特定健

康診査では，かかりつけ医からの情

報提供制度を実施しました。 

特定健康診査受診者数：3,366 人 

高齢者健康診査受診者数：1,442 人 

かかりつけ医からの情報提供：36 人 

 

早期から生活習慣の見直しを行

い，生活習慣病の重症化を予防する

ため，18 歳～39 歳の健康診査を集

団及び医療機関で行いました。昨年

度受診者には，申し込み不要で受診

券を送付したり，医療機関等にポス

ターを掲示したり，受診勧奨をしま

した。 

特定健康診査・高齢者健康診査を

集団（保健センター・たつのこア

リーナ・総合福祉センター）及び医

療機関（茨城県医師会，龍ケ崎市医

師会加入医療機関）で実施していま

す。 

今年度は，新型コロナウイルス感

染症の緊急事態宣言発令のため特定

健康診査・高齢者健康診査の受診券

は 1 ヶ月遅らせ６月末に発送しまし

た。また，７月より集団健診を実施

しています。 

特定健康診査受診者数：2,474 人 

高齢者健康診査受診者数：1,077 人 

かかりつけ医からの情報提供：74 人 

 

特定保健指導に関しては，参加者

に合わせ，土日に保健指導を実施し

ました。また，健診時初回面接の予

約が難しかった方には，個別で電話

をし，参加者の予定に合わせて実施

しました。 

医療機関での健診を受けた方に関

しては，特定保健指導のご案内通知

を送り勧奨しました。 

土日の特定保健指導者数：16 人 

特定保健指導初回（個別）：222 人 

特定健康診査・高齢者健康診査・

生活習慣病健康診査を集団（保健セ

ンター・ニューライフアリーナ龍ケ

崎・総合福祉センター）及び医療機

関（茨城県医師会，龍ケ崎市医師会

加入医療機関）で実施しました。新

たにサプラスクエア サプラにおい

て健診を実施しました。 

 健診と併せて，早期から生活習慣

病の重症化を予防するため，40 歳～

74 歳だけでなく，18 歳から対象と

し，特定保健指導を実施しました。 

特定健康診査受診者数：3,009 人 

高齢者健康診査受診者数：1,176 人 

かかりつけ医からの情報提供：50 人 

集団健診当日に，腹囲や BMI で保

健指導対象となる可能性がある者に

対して，保健指導の初回分割面接を

実施。生活改善のアドバイスととも

に，保健指導の目的について説明を

行いました。また，初回面接日の予

約を健診日に行いました。平日や日

中来所が難し対象者には，土日や夕

方に保健指導を実施したり，電話に

て保健指導を行いました。 

医療機関で健診を受けた方に関し

ては，特定保健指導のご案内通知を

送り勧奨しました。 

 

 特定健康診査・高齢者健康診査・

生活習慣病健康診査を集団（保健セ

ンター・ニューライフアリーナ龍ケ

崎・総合福祉センター・サプラスク

エア サプラ）及び医療機関（茨城

県医師会，龍ケ崎市医師会加入医療

機関）で実施します。 

 健診と併せて，早期から生活習慣

病の重症化を予防するため，40 歳～

74 歳だけでなく，18 歳から対象と

し，特定保健指導を実施します。 
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平成３０年度 

活動実績及び成果 

（平成３１年３月末現在） 

令和元年度 

活動実績及び成果 

（令和２年３月末現在） 

令和２年度 

活動実績及び成果 

（令和３年３月末現在） 

令和３年度 

活動実績及び成果 

（令和４年３月末現在） 

令和４年度 

取り組み内容と今後の方向性 

（令和４年４月から 

令和５年３月まで） 

３ ・健康診査未受診者への受診勧奨                                                【健康増進課】 

 特定健診未受診者へ健診時問診票

の記載内容や過去 5 年間の受診歴の

有無，医療機関受診歴（レセプト）

の有無でグループ分けを行い，対象

者に合った内容の勧奨通知を送付し

ました。（10 月） 

勧奨通知数：11,114 通 

（内訳） 

① 過去 5 年間で 1 回以上特定健診

受診歴のある人   

A4 サイズ圧着通知：3,088 通 

② 過去 5 年間で 1 回も特定健受診 

歴がない人 

圧着はがき：8,026 通 

うち 医療機関受診歴なし

3,269 通 

   医療機関受診歴あり 

4,757 通  

 12 月時点で特定健診未受診者のう

ち，過去の受診歴などから，受診確

率が高い群に年度最後の健診への勧

奨通知を送付しました。（1 月） 

 圧着はがき：4,636 通 
 

各コミュニティセンターで実施さ

れる健康診査の案内について，回覧

版を利用して周知することで受診勧

奨を行いました。 

例年 6～8 月の予約制の健診の日程の

予約者数が少ない状況のため，過去

の特定健診受診歴，レセプトの有無

から，対象者を抽出し，受診券発送

直後に受診勧奨はがきを発送しまし

た。発送数：3,786 通        

10 月には，過去の特定健診の受診

歴・健診結果・問診票の内容等の

データ分析等を行い，特性が異なる

6 グループに分類し，特性にあわせ

た受診勧奨通知を発送しました。発

送数：6,330 通  

９月には，過去の特定健診の受診

歴・健診結果・問診票の内容等の

データ分析等を行い，特性が異なる

４グループに分類し，特性にあわせ

た受診勧奨通知を発送しました。ま

た，新型コロナウイルス感染症感染

拡大防止のため集団健診の定員を減

らしたため，医療機関健診も併せて

記載し，受診勧奨を行いました。集

団健診の定員制限，医療機関のキャ

パシティの問題からより受診へとつ

ながりやすい過去３年間１回でも受

診したことのあるグループへ通知を

しました。発送数：3,679 通 

１月には，９月発送者のうち未受

診者に対し，受診勧奨通知を発送し

ました。 

新型コロナウイルス感染拡大防止

のため，３密を避ける観点から，集

団健診受付時間や実施場所の変更点

について必要に応じてハガキなどで

通知しました。 

６月：松葉地区国保加入者 1,096 人 

       後期高齢者 753 人 

 シルバーリハビリ教室，まいん健

幸サポートセンターへ出向き，健診

の受診勧奨を行いました。 

 

９月に過去の特定健診の受診歴・

健診結果・問診票の内容等のデータ

分析等を行い，特性が異なるグルー

プを 7 グループに分類し，特性にあ

わせた受診勧奨通知を発送しまし

た。また，1 月に受診の可能性が高

い対象者を抽出し，受診勧奨通知を

発送しました。 

発送数 9 月：10,934 通 

   1 月：3,066 通 

 

４月上旬に龍ケ崎西地区，10 月に

川原代地区の特定健診受診対象者の

うち，令和元年度受診，令和２年度

未受診者と 40 歳代と 50 歳代で令和

2 年度未受診者へ訪問し，健診の受

診勧奨を行いました。 

 訪問者数：222 人 

８月と９月に過去の特定健診の受

診歴・健診結果・問診票の内容等の

データ分析等を行い，特性が異なる

グループを７グループに分類し，特

性にあわせた受診勧奨通知を発送し

ます。 

龍ケ崎地区の特定健診で連続受診

のうち令和３年度未受診と無料対象

年齢である 41 歳と 51 歳へ訪問し，

健診受診勧奨を行います。 
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取り組み分野 （２）循環器疾患 

重点目標 ・メタボリックシンドローム予備群・該当者を減らす 

・循環器疾患の有病率を減らす 

成果指標 

 目標値（令和 3 年度）（2021 年度） 

             実績               （％） 

平成 30 

(2018 年) 

令和元 

（2019 年） 

令和 2 

（2020 年） 

令和 3 

（2021 年） 

令和 4 

（2022 年） 

① しょっぱいものを食べ過ぎると血圧が高くなりやすいこ

とについて知っている児童生徒の割合  

小学 6 年生 80.0％ 中学３年生 90.0％ 

－ - - 
小学 6 年生：74.9 

中学 3 年生：91.1 

 

② カップめんのスープを半分以上飲む児童生徒の割合  

小学 6 年生 60.0％ 中学 3 年生 55.0％ 
－ - - 

小学 6 年生：60.3 

中学 3 年生：54.1  

③ 特定健康診査受診率        48.0％ 33.3 32.3    24.2 （速報値）29.5  

④ 特定保健指導実施率        60.0％ 50.9 61 52.4 （速報値）37.1  

⑤ メタボリックシンドローム予備軍・該当者の割合 

予備軍 8.5％  該当者 12.0％ 

予備軍  8.5 

該当者 16.8 

予備軍  8.8 

該当者 16.5 

予備軍 10.4 

該当者 17.9 

予備軍  9.8 

該当者  18.5 
 

⑥ Ⅰ度高血圧（140/90mg）以上の人の割合（40-74 歳）

18.0％ 
22.9 23.5 28.4 27.6  
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具体的取り組み 

①健康診査を受けやすい環境の整備【高血圧予防のための取り組み】 

平成３０年度 

活動実績及び成果 

（平成３１年３月末現在） 

令和元年度 

活動実績及び成果 

（令和２年３月末現在） 

令和２年度 

活動実績及び成果 

（令和３年３月末現在） 

令和３年度 

活動実績及び成果 

（令和４年３月末現在） 

令和４年度 

取り組み内容と今後の方向性 

（令和４年４月から 

令和５年３月まで） 

１・幼児健康診査時に保護者の血圧測定及び減塩指導                                         【健康増進課】 

 プレ・ママ教室参加者で，血圧が

Ⅰ度高血圧以上の方に個別指導を実

施しました。   指導者数：1 人 

 新生児訪問の際に，母親の血圧測

定を実施し，高値の方への受診勧奨

や保健指導を実施しました。 

 乳幼児健診に来所した保護者全員

に血圧測定と塩分チェックシートを

実施し，減塩のポイントを指導し，

生活習慣の改善ができるよう支援し

ました。血圧測定の結果，治療が必

要な保護者については，受診勧奨を

実施しました。 

 

健診受診者保護者の平均塩分摂取

量 ：11.2g（全国平均 9.9g） 

＜全国平均参考文献：平成 29 年国民

健康・栄養調査結果の概要より＞ 

 

 

 

 

プレ・ママ教室に参加された方

で，血圧が高い方については，減塩

のポイントや体重管理を含めた個別

栄養指導及び保健指導をしました。 

指導者数：8 人 

新生児訪問時には，母親の血圧測

定を行い，血圧が高い方については

受診勧奨すると共に血圧を下げるた

めのポイントの指導を実施しまし

た。 

乳幼児健診に来所された保護者全

員に血圧測定と塩分チェックシート

を実施し，大人とこどもの適正な塩

分摂取量を伝えることで，家族で減

塩に取り組めるよう支援しました，

血圧が高く治療が必要と判断した場

合には，受診勧奨をしました。 

塩分チェックシート実施者数： 

            842 人 

健診受診者保護者の平均塩分摂取

量 ：11.0g（全国平均 9.9g） 

 

プレ・ママ教室に参加された方

で，血圧が高い方については，減塩

のポイントや体重管理を含めた個別

栄養指導及び保健指導をしました。 

指導者数：1 人 

新生児訪問時には，母親の血圧測

定を行い，血圧が高い方については

受診勧奨すると共に血圧を下げるた

めのポイントの指導を実施しまし

た。 

乳幼児健診に来所された保護者全

員に血圧測定と塩分チェックシート

を実施し，大人とこどもの適正な塩

分摂取量を伝えることで，家族で減

塩に取り組めるよう支援しました，

血圧が高く治療が必要と判断した場

合には，受診勧奨をしました。 

塩分チェックシート実施者数： 

            1,270 人 

健診受診者保護者の平均塩分摂取

量 ：10.9g（全国平均 9.9g） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プレ・ママ教室では妊娠中の様々

なリスクを回避するために塩分の摂

りすぎを防ぐ工夫について指導を実

施しました。 

参加者の中で，血圧が高い方につ

いては，減塩のポイントや体重管理

を含めた個別栄養指導及び保健指導

を実施しました。 

指導者数：３人 

 

新生児訪問時には，母親の血圧測

定を行い，血圧が高い方については

受診勧奨するとともに血圧を下げる

ためのポイントの指導を実施しまし

た。 

訪問後，自宅測定勧奨をした方に

ついては，家庭での血圧の経過や受

診状況を乳幼児健診時に確認し，血

圧が高い方に関しては再度受診勧奨

や保健指導を実施しました。 

 

乳幼児健診に来所された保護者全

員に血圧測定と塩分チェックシート

を実施し，適正な塩分摂取量を伝え

ることで，家族で減塩に取り組める

よう支援しました。治療が必要な場

合には，資料と血圧記録用紙を配布

し，受診勧奨を行いました。 

塩分チェックシート実施者数： 

            1056 人 

健診受診者保護者の平均塩分摂取

量：10.4ｇ（全国平均 10.1ｇ） 

 

プレ・ママ教室の中で妊娠中の

様々なリスクを回避するために塩分

の摂りすぎを防ぐ工夫についての指

導を実施していきます。 

参加者の中で，血圧が高い方につ

いては，減塩のポイントや体重管理

を含めた個別栄養指導及び保健指導

を実施していきます。 

 

新生児訪問時には，母親の血圧測

定を行い，血圧が高い方については

受診勧奨するとともに血圧を下げる

ための生活や食事についての指導を

実施していきます。 

訪問後，家庭血圧の測定記録を勧

奨した方については，乳幼児健診時

に家庭での血圧の経過や受診状況を

確認し，血圧が高い方に関しては再

度受診勧奨や保健指導を実施してい

きます。 

 

乳幼児健診に来所された保護者全

員に血圧測定と塩分チェックシート

を実施し，適正な塩分摂取量を伝え

ることで，家族で減塩に取り組める

よう支援していきます。治療が必要

な場合には，資料と血圧記録用紙を

配布し，受診勧奨を行っていきま

す。 
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平成３０年度 

活動実績及び成果 

（平成３１年３月末現在） 

令和元年度 

活動実績及び成果 

（令和２年３月末現在） 

令和２年度 

活動実績及び成果 

（令和３年３月末現在） 

令和３年度 

活動実績及び成果 

（令和４年３月末現在） 

令和４年度 

取り組み内容と今後の方向性 

（令和４年４月から 

令和５年３月まで） 

２・市広報紙，市ホームページ，メール配信等を利用し，健康診査の案内を実施                       【保険年金課・健康増進課】 

 市広報誌・市公式ホームページ・

回覧板を活用し案内を行いました。 

 18 歳～39 歳の健康診査について

は，乳幼児健診時，保護者へ健診受

診券を作成し，健診の案内を実施し

ました。 

 特定健康診査・高齢者健康診査の

周知を下記のとおり実施しました。 

対象者全員に，前年の受診歴の有

無に応じて内容を変えた案内チラシ

を同封し，受診券を個別送付。（６

月） 

市公式ホームページ・市広報紙へ

の掲載。 

佐貫駅・市庁舎・中根台歩道橋に

横断幕を設置。（６月・９月） 

昨年度，健診未受診者等に訪問。

（5 月） 

特定健診未受診者へ健診時問診票

の記載内容や過去 5 年間の受診歴の

有無，医療機関受診歴（レセプト）

の有無でグループ分けを行い，対象

者に合った内容の勧奨通知を送付し

ました。（10 月） 

勧奨通知数：11,114 通 

 （内訳） 

① 過去 5 年間で 1 回以上特定健

診受診歴のある人   

A4 サイズ圧着通知：3,088 通 

② 過去 5 年間で 1 回も特定健受  

診歴がない人 

圧着はがき：8,026 通 

うち 医療機関受診歴なし

3,269 通 

   医療機関受診歴あり 

4,757 通  

市広報紙・市公式ホームページ・

回覧板等様々な周知方法で案内を行

いました。 

18 歳～39 歳の健康診査について

は，乳幼児健診時，保護者へ健診受

診券を作成し，一人ひとり健診につ

いて説明し健診の案内をしました。 

例年 6～8 月の予約制の健診の日程

の予約者数が少ないため，過去の特

定健診受診歴，レセプトの有無か

ら，対象者を抽出し，受診券発送直

後に受診勧奨はがきを発送しまし

た。発送数：3,786 通 

10 月には，過去の特定健診の受診

歴・健診結果・問診票の内容等の  

データ分析等を行い，特性が異なる

6 グループに分類し，特性にあわせ

た受診勧奨通知を発送しました。発

送数：6,330 通 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市公式ホームページにがん検診等

案内を掲載しました。 

９月には，過去の特定健診の受診

歴・健診結果・問診票の内容等の

データ分析等を行い，特性が異なる

４グループに分類し，特性にあわせ

た受診勧奨通知を発送しました。ま

た，新型コロナウイルス感染症感染

拡大防止のため集団健診の定員を減

らしたため，医療機関健診も併せて

記載し，受診勧奨を行いました。発

送数：3,679 通 

また新型コロナウイルス感染拡大

防止のため，３密を避ける観点か

ら，集団健診の受付時間や実施場所

の変更点について必要に応じてハガ

キなどで通知しました。 

集団健診の定員が減ったため，予

約可能日時が分かるよう，随時メー

ル配信や市公式ホームページの更新

を行いました。 

 

 

市公式ホームページにがん検診等

案内を掲載しました。 

５月下旬に特定健診・高齢者健診

の受診券を個別通知しました。 

特定：13,717 通 

高齢：10,030 通 

９月に過去の特定健診の受診歴・

健診結果・問診票の内容等のデータ

分析等を行い，特性が異なるグルー

プを 7 グループに分類し，特性にあ

わせた受診勧奨通知を発送しまし

た。また，１月に受診の可能性が高

い対象者を抽出し，受診勧奨通知を

発送しました。 

発送数 ９月：10,934 通 

   １月：3,066 通 

 

 

市公式ホームページにがん検診等

案内を掲載しました。 

５月下旬に特定健診・高齢者健診

の受診券を個別通知しました。 

８月と９月に過去の特定健診の受

診歴・健診結果・問診票の内容等の

データ分析等を行い，特性が異なる

グループを７グループに分類し，特

性にあわせた受診勧奨通知を発送し

ます。 
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平成３０年度 

活動実績及び成果 

（平成３１年３月末現在） 

令和元年度 

活動実績及び成果 

（令和２年３月末現在） 

令和２年度 

活動実績及び成果 

（令和３年３月末現在） 

令和３年度 

活動実績及び成果 

（令和４年３月末現在） 

令和４年度 

取り組み内容と今後の方向性 

（令和４年４月から 

令和５年３月まで） 

 12 月時点で特定健診未受診者のう

ち，過去の受診歴などから，受診確

率が高い群に年度最後の健診への勧

奨通知を送付しました。（1 月） 

 圧着はがき：4,636 通 
 

 

３・健康診査の実施 

・４０歳から７４歳までの国民健康保険被保険者に対する特定健康診査の実施 

・特定保健指導の実施                                                        【健康増進課】 

 18 歳～39 歳に対して健康診査，

40 歳から 74 歳までの国民健康保険

被保険者に対する特定健康診査を実

施しました。 

 特定保健指導は参加者に合わせ土

日や夜間にも実施しました。 

18 歳～39 歳の健康診査：282 人 

土日の特定保健指導実施者数：15 人 

18 歳～39 歳に対して健康診査，

40 歳から 74 歳までの国民健康保険

被保険者に対する特定健康診査を実

施しました。  

18～39 歳の健康診査：251 人 

特定健康診査・高齢者健康診査を

集団（保健センター・たつのこア

リーナ・各コミュニティセンター）

及び医療機関（茨城県医師会，竜ケ

崎市・牛久市医師会加入医療機関）

で実施しました。また，特定健康診

査では，かかりつけ医からの情報提

供制度を実施しました。 

特定健康診査受診者数：3,366 人 

高齢者健康診査受診者数：1,442 人 

かかりつけ医からの情報提供：36 人 

特定保健指導は参加者に合わせ土

日や夜間にも実施しました。 

土日の特定保健指導実施者数：21

人 

７月より 18 歳～39 歳に対して健

康診査，40 歳～74 歳の国民健康保

険被保険者に対する特定健康診査を

実施しています。  

特定健康診査・高齢者健康診査を

集団（保健センター・たつのこア

リーナ・新規追加場所として総合福

祉センター）及び医療機関（茨城県

医師会，龍ケ崎市医師会加入医療機

関）で実施しました。また，特定健

康診査では，かかりつけ医からの情

報提供制度を実施しました。 

特定健康診査受診者数：2,474 人 

高齢者健康診査受診者数：1,077 人 

かかりつけ医からの情報提供：74 人 

特定保健指導に関しては，参加者

に合わせ，土日に保健指導を実施し

ました。また，健診時初回面接の予

約が難しかった方には，個別で電話

をし，参加者の予定に合わせて実施

しました。 

医療機関での健診を受けた方に関

しては，特定保健指導のご案内通知

５月末に 40 歳～74 歳までの国民

健康保険被保険者に対する特定健康

健診受診券を送付しました。 

集団健診は，６月より開始し，今

年度は，新しくサプラスクエア サ

プラで健診を１日実施しました。 

特定健康診査受診者数：3,009 人 

高齢者健康診査受診者数：1,176 人 

かかりつけ医からの情報提供：50 人 

集団健診当日に，腹囲や BMI で保

健指導対象となる可能性がある者に

対して，保健指導の初回分割面接を

実施しました。生活改善のアドバイ

スとともに，保健指導の目的につい

て説明を行っています。また，初回

面接日の予約を健診日に行っていま

す。平日や日中来所が難しい対象者

には，土日や夕方に保健指導を実施

し，電話にて保健指導を行いまし

た。 

 

土日の特定保健指導者数：16 人 

５月末に 40 歳～74 歳までの国民

健康保険被保険者に対する特定健康

健診受診券を送付しました。 

集団健診当日に，腹囲や BMI で保

健指導対象となる可能性がある者に

対して，保健指導の初回分割面接を

実施します。生活改善のアドバイス

とともに，保健指導の目的について

説明を行います。また，初回面接日

の予約を健診日に行います。 



10 

 

平成３０年度 

活動実績及び成果 

（平成３１年３月末現在） 

令和元年度 

活動実績及び成果 

（令和２年３月末現在） 

令和２年度 

活動実績及び成果 

（令和３年３月末現在） 

令和３年度 

活動実績及び成果 

（令和４年３月末現在） 

令和４年度 

取り組み内容と今後の方向性 

（令和４年４月から 

令和５年３月まで） 

を送り勧奨しました。 

土日の特定保健指導者数：16 人 

特定保健指導初回（個別）：222 人 

 

 

特定保健指導初回（個別）：263 人 
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②健康診査の必要性の周知 

平成３０年度 

活動実績及び成果 

（平成３１年３月末現在） 

令和元年度 

活動実績及び成果 

（令和２年３月末現在） 

令和２年度 

活動実績及び成果 

（令和３年３月末現在） 

令和３年度 

活動実績及び成果 

（令和４年３月末現在） 

令和４年度 

取り組み内容と今後の方向性 

（令和４年４月から 

令和５年３月まで） 

４・毎年健康診査開始前月に受診券送付。市広報紙，市ホームページ等で周知                               【健康増進課】 

（特定健康診査・高齢者健康診査） 

 対象者全員に，前年の受診歴の有

無に応じて内容を変えた案内チラシ

を同封し，受診券を個別送付。（６

月） 

（内訳） 

 国保   14,344 通   

 後期高齢  8,889 通 

 

市公式ホームページ・市広報紙へ

の掲載。 

佐貫駅・市庁舎・中根台歩道橋に

断幕を設置。（６月） 

昨年度，健診未受診者等に訪問。

（5 月） 

特定健診未受診者へ健診時問診票

の記載内容や過去 5 年間の受診歴の

有無，医療機関受診歴（レセプト）

の有無でグループ分けを行い，対象

者に合った内容の勧奨通知を送付し

ました。（10 月） 

勧奨通知数：11,114 通 

 （内訳） 

① 過去 5 年間で 1 回以上特定健診

受診歴のある人   

A4 サイズ圧着通知：3,088 通 

② 過去 5 年間で 1 回も特定健受診 

歴がない人 

圧着はがき：8,026 通 

うち 医療機関受診歴なし

3,269 通 

   医療機関受診歴あり 

4,757 通  

 12 月時点で特定健診未受診者のう

ち，過去の受診歴などから，受診確

（特定健康診査・高齢者健康診査） 

 対象者全員に，前年度の受診の有

無に応じて内容を変えた案内チラシ

を同封し，受診券を個別送付しまし

た。（5 月） 

市公式ホームページ・市広報紙へ

の掲載を行いました。 

市庁舎・中根台歩道橋に横断幕を

設置しました。（6 月・9 月） 

昨年度の健診未受診者等に訪問を

しました。 

 例年 6～8 月の予約制の健診の予約

者数が少ないため，過去の特定健診

受診歴，レセプトの有無から，対象

者を抽出し，受診券発送直後に受診

勧奨はがきを発送しました。発送

数：3,786 通 

10 月には，過去の特定健診の受診

歴・健診結果・問診票の内容等の

データ分析等を行い，特性が異なる

6 グループに分類し，特性にあわせ

た受診勧奨通知を発送しました。発

送数：6,330 通 

特定健康診査・高齢者健康診査対

象者へ受診券を個別に送付しまし

た。（６月下旬） 

９月に，過去の特定健診の受診

歴・健診結果・問診票の内容等の

データ分析等を行い，特性が異なる

４グループに分類し，特性にあわせ

た受診勧奨通知を発送しました。ま

た，新型コロナウイルス感染症感染

拡大防止のため集団健診の定員を減

らしたため，医療機関健診も併せて

記載し，受診勧奨を行いました。集

団健診の定員制限，医療機関のキャ

パシティの問題からより受診へとつ

ながりやすい過去３年間１回でも受

診したことのあるグループへ通知を

しました。発送数：3,679 通 

１月には，９月発送者のうち未受

診者に対し，受診勧奨通知を発送し

ました。 

新型コロナウイルス感染拡大防止

のため，３密を避ける観点から，集

団健診の受付時間や実施場所の変更

点について必要に応じてハガキなど

で通知します。 

全ての集団健診が予約制となった

ことに伴い，できるだけ予約可能日

時等を分かりやすく情報提供できる

よう，随時メール配信や市公式ホー

ムページの更新を行い，より丁寧な

電話応対による健診予約の促しを図

りました。 

 

 

特定健康診査・高齢者健康診査対

象者へ受診券を個別に送付しまし

た。（５月下旬） 

（内訳） 

 国保   13,717 通   

 後期高齢 10,030 通 

市公式ホームページへの掲載を行

いました。 

９月に過去の特定健診の受診歴・

健診結果・問診票の内容等のデータ

分析等を行い，特性が異なるグルー

プを７グループに分類し，特性にあ

わせた受診勧奨通知を発送しまし

た。また，1 月に受診の可能性が高

い対象者を抽出し，受診勧奨通知を

発送しました。 

発送数 ９月：10,934 通 

   １月：3,066 通 

 

 

特定健康診査・高齢者健康診査対

象者へ受診券を個別に送付しまし

た。（５月下旬） 

市公式ホームページへの掲載を行

います。 

８月と９月に過去の特定健診の受

診歴・健診結果・問診票の内容等の

データ分析等を行い，特性が異なる

グループを７グループに分類し，特

性にあわせた受診勧奨通知を発送し

ます。 
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率が高い群に年度最後の健診への勧

奨通知を送付しました。（1 月） 

 圧着はがき：4,636 通 

 

 

③健康診査のフォローの実施 

平成３０年度 

活動実績及び成果 

（平成３１年３月末現在） 

令和元年度 

活動実績及び成果 

（令和２年３月末現在） 

令和２年度 

活動実績及び成果 

（令和３年３月末現在） 

令和３年度 

活動実績及び成果 

（令和４年３月末現在） 

令和４年度 

取り組み内容と今後の方向性 

（令和４年４月から 

令和５年３月まで） 

５・健康診査結果説明会の実施（個別健康相談実施）                                         【健康増進課】 

 健診結果説明会は移動健康相談に

統合し保健センターだけでなく，そ

の他 8 月に馴柴コミュニティセン

ターで個別健康相談を実施しまし

た。 

健康相談実施者数：96 人 

 

 健診当日には，Ⅰ度高血圧

（140/90 以上）の方に保健指導を

行いました。 

 さらに，健診結果返却時に高血圧

140/90 以上，LDL-ｃ140 以上，

HbA1c6.5 以上の方，心電図要精密の

方等 1403 人に電話・訪問・手紙等

で検診後フォローをしました。 

 

 

 

 
 

保健センターだけでなく，松葉・

八原コミュニティセンターで移動健

康相談を実施しました。 

健康相談・移動健康相談実施者数：

71 人 

健康相談実施日以外にも相談が

あった場合には随時対応していま

す。 

健康相談実施日以外の相談者：41 人 

健診当日には，49 歳以下のⅠ度高

血圧（140/90 以上），50 歳以上の

Ⅱ度高血圧（160/100 以上）の方に

保健指導を行いした。また，家庭で

の血圧測定を行ってもらうため，血

圧計のない方には，血圧計の一時貸

出を行いました。 

血圧保健指導者数：141 人 

健診結果返却時に高血圧 140/90

以上，LDL-ｃ140 以上，HbA1c6.5 以

上の方，心電図要精密の方等電話・

訪問・手紙等で保健指導や受診勧奨

をしました。 

結果返却時の保健指導者数：1,292

人 

 

 

 

 

健康相談は健診開始後の６月から

実施しています。健康相談実施日以

外にも相談があった場合には随時対

応しています。 

健康相談日実施者数：60 人 

健康相談日外相談者数：60 人 

血圧が高めの方には，新規に小冊

子「血圧手帳」を配付し，掲載され

ている正しい血圧測定の方法に従っ

て家庭血圧を数週間記録していただ

いた上で医師の判断を仰ぐよう勧め

ました。市民が記録した血圧手帳を

医療機関に持参して受診するという

事で，すぐに内服を開始されるケー

スもあり，速やかに治療へつなげる

支援を行うことができました。ま

た，血圧計をお持ちでない方には，

血圧計の一時貸出を行うことで，ご

自身の家庭血圧を知っていただくこ

とができ，血圧計の購入を後押しす

ることにつながりました。 

 

 

 

 健康相談は，特定の日程を設けず

通年で行いました。 

健康相談実施者数：74 人 

 血圧が高めの方には，小冊子「血

圧手帳」を配付し，掲載されている

正しい血圧測定の方法に従って家庭

血圧を数週間記録していただいた上

で医師の判断を仰ぐよう勧めまし

た。 

 また，血圧計をお持ちでない方に

は，血圧計の一時貸出を行いまし

た。 

 

 健康相談は健診が開始する６月か

ら実施します。今年度は相談日を設

定して行います。相談のあった方の

地区担当の保健師・管理栄養士が相

談を行います。健康相談実施日以外

にも相談があった場合には随時対応

していきます。 

 血圧が高めの方には，小冊子「血

圧手帳」を配付し，掲載されている

正しい血圧測定の方法に従って家庭

血圧を数週間記録していただいた上

で医師の判断を仰ぐよう勧めます。 

 また，血圧計をお持ちでない方に

は，血圧計の一時貸出を行います。 



13 

 

６・対象者へ特定保健指導を実施                                                  【健康増進課】 

 特定保健指導の実施率の向上のた

め，今年度より健診当日と健診結果

返却時の 2 段階で特定保健指導を開

始しました。 

 市広報誌 8 月号に特定保健指導の

効果について掲載し，取り組み等の

周知をしました。 

特定保健指導対象者数：525 人 

特定保健指導実施者数（実施率）：

285 人（54.3％） 

 特定保健指導の実施率向上のため

集団健診当日に，面接予約をとり，

健診結果の返却と当時に保健指導を

実施し，対象者が面接しやすい体制

をとりました。 

特定保健指導対象者数（集団健診）: 

438 人 

特定保健指導実施者数（集団健診）: 

361 人（実施率：82.4％） 

 

特定健診当日と特定健診結果返却

時に高血圧に対する保健指導を実施

しました。 

高血圧指導件数（集団）113 人 

血圧が高めの方には，新規に小冊

子「血圧手帳」を配付し，掲載され

ている正しい血圧測定の方法に従っ

て家庭血圧を数週間記録していただ

いた上で医師の判断を仰ぐよう勧め

ました，市民が記録した血圧手帳を

医療機関に持参して受診するという

事で，すぐに内服を開始されるケー

スもあり，速やかに治療へつなげる

支援を行うことができました。ま

た，血圧計をお持ちでない方には，

血圧計の一時貸出を行うことで，ご

自身の家庭血圧を知っていただくこ

とができ，血圧計の購入を後押しす

ることにつながりました。  

 

 

 特定保健指導の実施率向上のため

集団健診当日に，分割面接の実施及

び結果返却日の予約をとり，健診結

果返却と当時に再度保健指導を実施

し，対象者が面接しやすい体制をと

りました。 

 血圧の高めの方には，食事，運動

指導及び必要に応じて受診勧奨を実

施しました。 

 

特定保健指導対象者数（集団健診）: 

315 人 

特定保健指導実施者数（集団健診）: 

288 人（実施率：91.4％） 

 

特定保健指導の集団健診当日の分

割面接を実施します。人間ドック受

診者へ特定保健指導チラシの配布，

対象者への勧奨通知，また龍ケ崎済

生会病院受診者への保健指導を委託

します。 

 40～50 歳の指導率向上に向けて，

PC やスマートフォンを活用した保健

指導導入の検討を行います。 

 



14 

 

④生活習慣病，メタボリックシンドローム予防に関する知識の普及 

平成３０年度 

活動実績及び成果 

（平成３１年３月末現在） 

令和元年度 

活動実績及び成果 

（令和２年３月末現在） 

令和２年度 

活動実績及び成果 

（令和３年３月末現在） 

令和３年度 

活動実績及び成果 

（令和４年３月末現在） 

令和４年度 

取り組み内容と今後の方向性 

（令和４年４月から 

令和５年３月まで） 

７・母子健康手帳交付時に妊娠高血圧予防についての保健指導                                     【健康増進課】 

 母子健康手帳交付時に BMI を算出

し，体重と妊娠高血圧症の関係を説

明し妊娠期の健康管理のために適正

な体重増加やバランスのよい食事・

休養などについて保健指導を実施し

ました。 

母子健康手帳交付時に BMI を算出

し，体重と妊娠高血圧症の関係を説

明し，妊娠期の健康管理のために適

正な体重増加について保健指導を実

施しました。 

母子健康手帳交付時に BMI を算出

し，体重と妊娠高血圧症の関係を説

明し，妊娠期の健康管理のために適

正な体重増加について保健指導を実

施しました。 

 

母子健康手帳交付時に BMI を算出

し，体重と妊娠高血圧症の関係を説

明し，妊娠期の健康管理のために適

正な体重増加について保健指導を実

施しました。 

妊娠前において肥満の方には，血

圧が高くなる可能性が高いため，血

圧が高いことで起こりうるリスクに

ついて記した個別健康相談のお知ら

せを配付し健康相談の勧奨を行いま

した。 

妊娠届数：394 人(転入者含む) 

(うち，BMI25 以上：56 人)  

母子健康手帳交付時に BMI を算出

し，体重と妊娠高血圧症の関係を説

明し，妊娠期の健康管理のために適

正な体重増加について保健指導を実

施します。 

妊娠前において肥満の方には，血

圧が高くなる可能性が高いため，血

圧が高いことで起こりうるリスクに

ついて記した個別健康相談のお知ら

せを配付し健康相談の勧奨を行いま

す。 

 

８・児童生徒の健康に関する知識の普及啓発                                         【指導課・教育総務課】 

 学校教育指導方針に沿って児童生

徒の発達段階に応じた保健教育，飲

酒や喫煙の害について，薬物乱用防

止教育，性に関する指導等が各学校

で実践されました。特に，城ノ内中

学校では「がん教育講演会」を開催

し，生徒，保護者だけでなく，市内

小中学校の健康教育担当者を集めて

学習会を実施しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 学校教育指導方針に沿って児童生

徒の発達段階に応じた保健教育，飲

酒や喫煙の害について，薬物乱用防

止教育，性に関する指導等が各学校

で実践されました。 

 薬物乱用防止に関する講演会や性

に関する講演会等，外部からの講師

を招き，専門的な話を聞くことがで

きました。 

 

 

児童生徒の実態や発達段階に応じ

て計画的に保健教育を実施していま

す。特に，飲酒・喫煙・薬物乱用の

防止教育や，性に関する指導におい

ては，専門的知識を有する外部指導

者を効果的に活用し，児童生徒の健

康への意識が高まるような健康教育

が実践されるよう，学校訪問を通し

て指導助言を行いました。 

新型コロナウイルス感染症の予防

を講じながら，専門的知識を有する

外部指導者を招聘した講演会を実施

できました。 

 

児童生徒の実態や発達段階に応じ

た計画的な保健教育を実施していま

す。 

特に，飲酒・喫煙・薬物乱用の防

止教育や，性に関する指導において

は，専門的知識を有する外部指導者

を効果的に活用し，児童生徒の健康

への意識を高める健康教育が実践さ

れるよう，学校訪問を通して指導助

言しました。 

今年度は全ての学校で外部講師を

招聘し，15 校で対面での講演会を実

施し，２校はオンラインによる講演

会を行いました。 

児童生徒の実態や発達段階に応じ

た計画的な保健教育を実施していき

ます。 

特に，飲酒・喫煙・薬物乱用の防

止教育や，性に関する指導において

は全校で実施し，専門的知識を有す

る外部指導者を効果的に活用し，児

童生徒の健康への意識を高める健康

教育が実践されるよう，学校訪問を

通して指導助言を行っていきます。 

新型コロナウイルス感染拡大防止

のため講師の招聘や講演会等のもち

方についてオンラインでの講演会な

ども検討に入れながら適切な指導を

していきます。 
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平成３０年度 

活動実績及び成果 

（平成３１年３月末現在） 

令和元年度 

活動実績及び成果 

（令和２年３月末現在） 

令和２年度 

活動実績及び成果 

（令和３年３月末現在） 

令和３年度 

活動実績及び成果 

（令和４年３月末現在） 

令和４年度 

取り組み内容と今後の方向性 

（令和４年４月から 

令和５年３月まで） 

９・各種健康教育・講演会の実施 

 ・地域や職域からの依頼による健康教育出前講座に実施 

 ・ポスター，チラシ，市ホームページ等を利用した普及活動 

 ・食生活改善推進員による料理教室等の委託事業に実施 

 ・地元企業へのチラシ配布 

 ・被扶養者への受診勧奨                                                      【健康増進課】 

 ヘルス講演会を 6 回開催しまし

た。 

 食生活改善推進員による料理講習

会等や新たに農業政策課の地域おこ

し協力隊と連携し，フードスクエア

カスミ龍ケ崎中里店での食育活動を

行いました。 

ヘルス講演会 

「胃がんについて」：37 人 

「薬について」：56 人 

「おとなの眼について」：47 人 

「こどもの花粉症」：20 人 

「糖尿病」：78 人 

「COPD」：47 人 

料理講習会：16 回  

参加者数延べ：150 人 

ヘルス講演会を 6 回開催しまし

た。 

6 月「喫煙の害と禁煙について」：

24 人 

8 月「糖尿病の食事について」：82

人 

9 月「心臓病について」：103 人 

10 月「小児の生活習慣病につい

て」：12 人  

食生活改善推進員による主食・主

菜・副菜のそろったメニューの料理

講習会や男性の料理教室では，ポリ

袋で簡単に一品作れる講習会を行い

ました。 

伝達講習会   ４回：３７人 

親子の料理教室 ４回：６１人 

男性の料理教室 ２回：１３人 

茨城食文化伝承 ４回：３６人 

 

ヘルス講演会を３回開催しまし

た。 

６月「眼の成人病について」:中止 

８月「子どもの眼について」:20 人 

９月「胃の病気について」:16 人 

10 月「乳がんについて」:15 人 

11 月「骨粗しょう症ついて」:中止 

１月「聴こえについて」:中止 

 ６月，11 月，１月に予定していた

ヘルス講演会は新型コロナウイルス

感染症感染拡大防止のため中止しま

した。また，実施したヘルス講演会

は，感染症対策として完全予約制と

し，参加者はマスクの着用，検温と

手指消毒，会場は換気を行いながら

の実施となりました。 

食生活改善推進員による料理講習

会 16 回開催予定でしたが，調理実

習は新型コロナウイルス感染症への

リスクが高いため中止しました。 

 

 

ヘルス講演会を，新型コロナウイ

ルス感染防止対策を行いながら１回

開催しました。 

６月「目の成人病について」:中止 

８月「子どもの便秘について」：11

人 

３月「聴こえについて」：中止 

 ６月，３月に予定していたヘルス

講演会は新型コロナウイルス感染症

感染拡大防止のため中止しました。 

８月の講演会は感染予防の観点か

ら，少人数の予約制で実施しまし

た。 

 

 食生活改善推進員による活動は，

休会に伴い令和３年度は実施しませ

んでした。今後の新たな活動に向け

て引き続き話し合いを実施しまし

た。 

ヘルス講演会を３回開催します。 

６月「乳がんについて」 

８月「こどもの便秘と夜尿症につい

て」 

２月「高血圧症について」 

感染症対策として完全予約制とし，

参加者はマスクの着用，検温と手指

消毒，会場は換気を行いながら実施

していきます。 
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取り組み分野 （３）糖尿病 

重点目標 ・糖尿病の有病率を減らす 

成果指標 

 目標値（令和 3 年度）（2021 年度） 

             実績               （％） 

平成 30 

(2018 年) 

令和元 

（2019 年） 

令和 2 

（2020 年） 

令和 3 

（2021 年） 

令和 4 

（2022 年） 

①  26 週頃の妊婦健康診査の血糖値 100mg/dl 以上の割合 

  （妊娠糖尿病の早期発見）           

33.0％ 

42.4 45.6 39.9 41.7  

②  特定健康診査の受診率（再掲）             

48.0％ 

33.3 32.3    24.2 (速報値）29.5  

③  特定保健指導の実施率（再掲）             

60.0％ 

50.9 61 52.4 (速報値）37.1  

④  糖尿病腎症により新規に透析を導入される人数    

6 人 

12 人 19 人 8 人 10 人 

 

 

⑤  糖尿病有病者の割合 （40-74 歳）      

18.0％ 

19.7 19.3 19.2 20.0  

⑥  メタボリックシンドローム予備群・該当者の割合（再

掲） 

   予備群 8.5％  該当者 12.0％ 

予備群      8.5  

該当者 16.8 

予備群 8.8 

該当者 16.5 

予備軍 10.4 

該当者 17.9 

予備群      9.7  

該当者 18.2 
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具体的取り組み 

①妊娠糖尿病予防への取り組み 

平成３０年度 

活動実績及び成果 

（平成３１年３月末現在） 

令和元年度 

活動実績及び成果 

（令和２年３月末現在） 

令和２年度 

活動実績及び成果 

（令和３年３月末現在） 

令和３年度 

活動実績及び成果 

（令和４年３月末現在） 

令和４年度 

取り組み内容と今後の方向性 

（令和４年４月から 

令和５年３月まで） 

１・母子健康手帳交付時の保健指導，プレ・ママ教室時の栄養指導，妊婦の個別栄養指導                         【健康増進課】 

 母子健康手帳交付時に，すべての

妊婦に妊娠中の適正な体重増加量に

ついて保健指導するとともに，糖尿

病の既往や家族歴のある方には，妊

娠糖尿病予防のため，食事のポイン

トについても保健指導を実施しまし

た。 

 プレ・ママ教室で，妊娠期の食事

について，集団指導を実施し，尿糖

（±）以上の方には個別相談を実施

しました。 

 母子健康手帳交付時に，すべての

妊婦に妊娠中の適正な体重増加量に

ついて保健指導するとともに，糖尿

病の既往や家族歴のある方には，妊

娠糖尿病予防のため，食事のワンポ

イントアドバイスをしました。 

 プレ・ママ教室で，妊娠糖尿病の

理解を深めていただくため，妊娠糖

尿病について説明を行うとともに，

妊娠糖尿病予防のための食事のポイ

ントについても説明し，妊娠糖尿病

の予防に努めました。 

 妊娠糖尿病を予防するために，支

援方法について，糖尿病専門医や産

婦人科医にアドバイスをいただき，

連携しながら支援できるよう，実施

に向けての準備を行いました。 

母子健康手帳交付時に，すべての

妊婦に妊娠中の適正な体重増加量に

ついて保健指導するとともに，糖尿

病の既往や家族歴のある方には，妊

娠糖尿病予防のため，栄養指導を実

施しました。 

栄養指導者数：94 人 

 プレ・ママ教室で，妊娠糖尿病の

理解を深めていただくため，妊娠糖

尿病や，妊娠糖尿病予防のための食

事のポイントについても説明し，妊

娠糖尿病の予防に努めました。 

 妊娠糖尿病を予防するために，支

援方法について，糖尿病専門医や産

婦人科医にアドバイスをいただき，

連携しながら支援できるよう，実施

に向けての準備を行いました。 

 

母子健康手帳交付時に，すべての

妊婦に妊娠中の適正な体重増加量に

ついて保健指導を行いました。ま

た，妊娠糖尿病を予防するために，

妊娠糖尿病のリスクがある妊婦に

は，栄養相談を行い，相談結果をか

かりつけ医と共有・連携しながら支

援しました。 

妊娠届数：394 人(転入者含む) 

栄養指導者数：158 人(電話込み) 

プレ・ママ教室で，妊娠糖尿病の

理解を深めるため，妊娠糖尿病や予

防のための食事のポイントについて

説明し，妊娠糖尿病の予防に努めま

した。 

プレ・ママ教室第 1 講座参加者

数：24 人 

母子健康手帳交付時に，すべての

妊婦に妊娠中の適正な体重増加量に

ついて保健指導を行います。また，

妊娠糖尿病を予防するために，妊娠

糖尿病のリスクがある妊婦に対して

は，栄養相談を勧奨し，相談結果を

かかりつけ医と共有・連携しながら

支援します。 

プレ・ママ教室で，妊娠糖尿病の

理解を深めるため，妊娠糖尿病や予

防のための食事のポイントについて

説明し，妊娠糖尿病の予防に努めま

す。 
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②妊娠糖尿病から糖尿病に移行させないための取り組み 

平成３０年度 

活動実績及び成果 

（平成３１年３月末現在） 

令和元年度 

活動実績及び成果 

（令和２年３月末現在） 

令和２年度 

活動実績及び成果 

（令和３年３月末現在） 

令和３年度 

活動実績及び成果 

（令和４年３月末現在） 

令和４年度 

取り組み内容と今後の方向性 

（令和４年４月から 

令和５年３月まで） 

２・乳児家庭全戸訪問時や 3～4 か月児健康診査時に定期的な健康診査受診または病院受診を勧奨 

 ・3～4 か月児健康診査時における栄養指導                                             【健康増進課】 

 妊娠糖尿病の既往がある方は，糖

尿病を発症するリスクが高いため，

定期的に健診を受けるよう，保健指

導を実施しました。 

 ３～４か月児健診時に管理栄養士

による食事指導を実施しました。 

妊娠糖尿病だった産婦には赤ちゃ

ん訪問時や３～４か月児健診時に状

況を確認し，定期的に健診を受ける

よう保健指導をしました。 

３～４か月児健診時には，管理栄

養士による食事指導を実施しまし

た。 

妊娠糖尿病だった産婦には赤ちゃ

ん訪問時や３～４か月児健診時に状

況を確認し，定期的に健診を受ける

よう保健指導をしました。 

３～４か月児健診時には，管理栄

養士による食事指導を実施しまし

た。 

 

 

妊娠糖尿病だった産婦には新生児

訪問時や３～４か月児健診時に状況

を確認し，経過観察になった場合で

も定期的に健診を受けて確認するよ

う保健指導をしました。 

乳児健診時には，必要に応じて管

理栄養士による食事指導を実施しま

した。 

妊娠中，妊娠糖尿病の既往のあっ

た産婦については，新生児訪問時や

３～４か月児健診時に産後の健康状

態を確認します。また，産後，医療

機関で定期受診の必要はないと言わ

れた方については，年１回の健診受

診の必要性を伝えていきます。 

乳児健診時に管理栄養士による食

事指導を実施していきます。 
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③健康診査を受けやすい環境の整備 

平成３０年度 

活動実績及び成果 

（平成３１年３月末現在） 

令和元年度 

活動実績及び成果 

（令和２年３月末現在） 

令和２年度 

活動実績及び成果 

（令和３年３月末現在） 

令和３年度 

活動実績及び成果 

（令和４年３月末現在） 

令和４年度 

取り組み内容と今後の方向性 

（令和４年４月から 

令和５年３月まで） 

３・ 市広報紙，市ホームページ，メール配信等を利用し，健康診査の案内を実施                       【保険年金課・健康増進課】 

市広報紙・市公式ホームページ・

回覧板で健康診査の案内を実施しま

した。 

乳幼児健診時に 18 歳～39 歳の保

護者の方へ受診券を手渡しし，健診

の必要性を説明しました。 

対象者全員に，前年の受診歴の有

無に応じて内容を変えた案内チラシ

を同封し，受診券を個別送付。（5

月） 

（内訳） 

 国保  ：14,344 通   

 後期高齢： 8,889 通 

 

対象地区を決め，検診日近くにハ

ガキによる受診勧奨を行いました。

（9 月） 

 北文間地区 

 国保：613 通 後期高齢：415 通 

 龍ケ崎西地区 

 国保：1,213 通 後期高齢：918 通 

その結果，去年と比べて，５～６

割受診者が増えました。 

 

特定健診未受診者へ健診時問診票

の記載内容や過去 5 年間の受診歴の

有無，医療機関受診歴（レセプト）

の有無でグループ分けを行い，対象

者に合った内容の勧奨通知を送付し

ました。（10 月） 

勧奨通知数：11,114 通 

 （内訳） 

① 過去 5 年間で 1 回以上特定健診受

診歴のある人   

A4 サイズ圧着通知：3,088 通 

 市広報紙・市公式ホームページ・

回覧板等様々な周知方法で案内を行

いました。     

 18 歳～39 歳の健康診査について

は，乳幼児健診時，保護者へ健診受

診券を作成し，一人ひとり健診につ

いて説明し健診の案内をしました。 

 例年 6～8 月の予約制の健診の予約

者数が少ないため，過去の特定健診

受診歴，レセプトの有無から，対象

者を抽出し，受診券発送直後に受診

勧奨はがきを発送しました。 

 （6 月）発送数：3,786 通 

 対象地区（龍ケ崎・八原）を決

め，健診日近くにハガキによる特定

健康診査受診勧奨を行いました。 

（9 月）発送数：龍ケ崎地区 1,371

人 八原地区：917 人  

 過去の特定健診の受診歴・健診結

果・問診票の内容等のデータ分析等

を行い，特性が異なる 6 グループに

分類し，特性にあわせた受診勧奨通

知を発送しました。 

（10 月）   発送数：6,330 通 

 

特定健康診査・高齢者健康診査対

象者へ受診券を個別に送付しまし

た。（６月下旬） 

９月に，過去の特定健診の受診

歴・健診結果・問診票の内容等の

データ分析等を行い，特性が異なる

４グループに分類し，特性にあわせ

た受診勧奨通知を発送しました。ま

た，新型コロナウイルス感染症感染

拡大防止のため集団健診の定員を減

らしたため，医療機関健診も併せて

記載し，受診勧奨を行いました。集

団健診の定員制限，医療機関のキャ

パシティの問題からより受診へとつ

ながりやすい過去３年間１回でも受

診したことのあるグループへ通知を

しました。発送数：3,679 通 

１月には，９月発送者のうち未受

診者に対し，受診勧奨通知を発送し

ました。 

 新型コロナウイルス感染拡大防止

のため，３密を避ける観点から，集

団健診の受付時間や実施場所の変更

点について必要に応じてハガキなど

で通知しました。 

全ての集団健診が予約制となった

ことに伴い，できるだけ予約可能日

時等を分かりやすく情報提供できる

よう，随時メール配信や市公式ホー

ムページの更新を行い，より丁寧な

電話応対による健診予約の促しを図

りました。 

 

 

特定健康診査・高齢者健康診査対

象者へ受診券を個別に送付しまし

た。（５月下旬） 

９月に過去の特定健診の受診歴・

健診結果・問診票の内容等のデータ

分析等を行い，特性が異なるグルー

プを７グループに分類し，特性にあ

わせた受診勧奨通知を発送しまし

た。また，1 月に受診の可能性が高

い対象者を抽出し，受診勧奨通知を

発送しました。 

発送数 ９月：10,934 通 

   １月：3,066 通 

 

特定健康診査・高齢者健康診査対

象者へ受診券を個別に送付しまし

す。（５月下旬） 

市公式ホームページへの掲載を行

います。 

８月と９月に過去の特定健診の受

診歴・健診結果・問診票の内容等の

データ分析等を行い，特性が異なる

グループを７グループに分類し，特

性にあわせた受診勧奨通知を発送し

ます。 
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平成３０年度 

活動実績及び成果 

（平成３１年３月末現在） 

令和元年度 

活動実績及び成果 

（令和２年３月末現在） 

令和２年度 

活動実績及び成果 

（令和３年３月末現在） 

令和３年度 

活動実績及び成果 

（令和４年３月末現在） 

令和４年度 

取り組み内容と今後の方向性 

（令和４年４月から 

令和５年３月まで） 

② 過去 5 年間で 1 回も特定健受診 

歴がない人 

圧着はがき：8,026 通 

うち 医療機関受診歴なし

3,269 通 

   医療機関受診歴あり 

4,757 通  

 12 月時点で特定健診未受診者のう

ち，過去の受診歴などから，受診確

率が高い群に年度最後の健診への勧

奨通知を送付しました。（1 月） 

 圧着はがき：4,636 通 

診者が増えました。 
 

４・健康診査（40 歳未満）の実施 

 ・40 歳から 74 歳までの国民健康保険被保険者に対する特定健康診査の実施 

・特定保健指導の実施                                                      【健康増進課】 

 健診診査（40 歳未満）の受診者は

282 人。40 歳未満の方に対しても保

健指導を実施しています。 

 対象者に応じて土日の保健指導を

実施しました。 

  

土日の保健指導実施者数：14 人 

40 歳未満の健康診査を実施し，保

健指導対象者には 40 歳以上の方と同

じように保健指導を実施しました。

対象者が利用しやすいように土日の

保健指導を実施しました。    

土日の保健指導実施者数：21 人 

７月より 18 歳～39 歳に対して健

康診査を実施し，40 歳未満の方の保

健指導を実施しました。 

特定保健指導に関しては，参加者

に合わせ，土日に保健指導を実施し

ました。また，健診時初回面接の予

約が難しかった方には，個別で電話

をし，参加者の予定に合わせて実施

しました。 

医療機関での健診を受けた方に関

しては，特定保健指導のご案内通知

を送り勧奨しました。 

土日の特定保健指導者数：16 人 

特定保健指導初回（個別）：222 人 

 

40 歳未満の方にも継続して健康診

査，保健指導を実施しました。 

集団健診当日に，腹囲や BMI で保

健指導対象となる可能性がある者に

対して，保健指導の初回分割面接を

実施し，生活改善のアドバイスとと

もに，保健指導の目的について説明

を行いました。また，初回面接日の

予約を健診日に行いました。平日や

日中来所が難し対象者には，土日や

夕方に保健指導を実施したり，電話

にて保健指導を行いました。 

医療機関で健診を受けた方に関し

ては，特定保健指導のご案内通知を

送り勧奨しました。 

土日の特定保健指導者数：16 人 

 

35 歳には，無料健康診査を実施

し，受診しやすい環境整備を行いま

す。 

18 歳～39 歳の健康診査を実施

し，保健指導対象者には 40 歳以上の

方と同じように保健指導を実施して

いきます。対象者が利用しやすいよ

うに土日の健康診査，保健指導を実

施します。     
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④健康診査の必要性の周知 

平成３０年度 

活動実績及び成果 

（平成３１年３月末現在） 

令和元年度 

活動実績及び成果 

（令和２年３月末現在） 

令和２年度 

活動実績及び成果 

（令和３年３月末現在） 

令和３年度 

活動実績及び成果 

（令和４年３月末現在） 

令和４年度 

取り組み内容と今後の方向性 

（令和４年４月から 

令和５年３月まで） 

５・ 個人通知，市広報紙，市ホームページ，メール配信等を利用し，健康診査の案内を実施 

・ イベントでの広報活動                                               【保険年金課・健康増進課】 

 市広報紙・市公式ホームページ・

回覧板を活用し案内を行いました。 

 18 歳～39 歳の健康診査について

は，乳幼児健診時，保護者へ健診受

診券を作成し，健診の案内を実施し

ました。 

 特定健康診査・高齢者健康診査の

周知を下記のとおり実施しました。 

（内訳） 

 国保   14,344 通   

 後期高齢 8,889 通 

・対象者全員に，前年の受診歴の有

無に応じて内容を変えた案内チラシ

を同封し，受診券を個別送付。（６

月・９月） 

・市公式ホームページ・市広報紙へ

の掲載。 

・佐貫駅・市庁舎・中根台歩道橋に

横断幕を設置。（６月・９月） 

・昨年度，健診未受診者等に訪問。

（5 月） 

・特定健診未受診者への勧奨通知を

送付しました。健診時問診票の記載

内容や，過去 5 年間の受診歴の有

無，医療機関受診歴（レセプト）の

有無でグループ分けをし，対象者に

合った内容の勧奨通知を送付。（10

月）。 

 A4 サイズ圧着通知 3,088 通 

 

 

 

 

 

 

（特定健康診査・高齢者健康診査） 

 対象者全員に，前年度の受診の有

無に応じて内容を変えた案内チラシ

を同封し，受診券を個別送付しまし

た。（5 月） 

国保 14,135 通 後期高齢 9,474 通 

市公式ホームページ・市広報紙へ

の掲載を行いました。 

市庁舎・中根台歩道橋に横断幕を設

置しました。（6 月・9 月） 

 例年 6～8 月の予約制の健診の予約

者数が少ないため，過去の特定健診

受診歴，レセプトの有無から，対象

者を抽出し，受診券発送直後に受診

勧奨はがきを発送しました。発送

数：3,786 通        

10 月には，過去の特定健診の受診

歴・健診結果・問診票の内容等の

データ分析等を行い，特性が異なる

6 グループに分類し，特性にあわせ

た受診勧奨通知を発送しました。発

送数：6,330 通  

特定健康診査・高齢者健康診査対

象者へ受診券を個別に送付しまし

た。（６月下旬） 

９月に，過去の特定健診の受診

歴・健診結果・問診票の内容等の

データ分析等を行い，特性が異なる

４グループに分類し，特性にあわせ

た受診勧奨通知を発送しました。ま

た，新型コロナウイルス感染症感染

拡大防止のため集団健診の定員を減

らしたため，医療機関健診も併せて

記載し，受診勧奨を行いました。 

発送数：3,679 通 

新型コロナウイルス感染症感染拡

大防止のため，３密を避ける観点か

ら，集団健診の受付時間や実施場所

の変更について必要に応じてハガキ

などで通知します。 

全ての集団健診が予約制となった

ことに伴い，できるだけ予約可能日

時等を分かりやすく情報提供できる

よう，随時メール配信や市公式ホー

ムページの更新を行い，より丁寧な

電話応対により健診の予約を促しま

した。 

 

 

特定健康診査・高齢者健康診査対

象者へ受診券を個別に送付しまし

た。（５月下旬） 

９月に過去の特定健診の受診歴・

健診結果・問診票の内容等のデータ

分析等を行い，特性が異なるグルー

プを７グループに分類し，特性にあ

わせた受診勧奨通知を発送しまし

た。また，1 月に受診の可能性が高

い対象者を抽出し，受診勧奨通知を

発送しました。 

発送数 ９月：10,934 通 

   １月：3,066 通 

 

４月上旬に龍ケ崎西地区，10 月に

川原代地区の特定健診受診対象者の

うち，令和元年度受診，令和２年度

未受診者と 40 歳代と 50 歳代で令和

２年度未受診者へ訪問し，健診の受

診勧奨を行いました。 

 訪問者数：222 人 

８月と９月に過去の特定健診の受

診歴・健診結果・問診票の内容等の

データ分析等を行い，特性が異なる

グループを７グループに分類し，特

性にあわせた受診勧奨通知を発送し

ます。 

龍ケ崎地区の特定健診で連続受診

者のうち令和３年度未受診と無料対

象年齢である 41 歳と 51 歳へ訪問

し，健診受診勧奨を行います。 
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平成３０年度 

活動実績及び成果 

（平成３１年３月末現在） 

令和元年度 

活動実績及び成果 

（令和２年３月末現在） 

令和２年度 

活動実績及び成果 

（令和３年３月末現在） 

令和３年度 

活動実績及び成果 

（令和４年３月末現在） 

令和４年度 

取り組み内容と今後の方向性 

（令和４年４月から 

令和５年３月まで） 

過去 5 年間で 1 回も特定健診受診歴

がない方 

圧着はがき       8,026 通 

医療機関を受診していない人： 

            3,269 通 

医療機関を受診している人： 

            4,757 通 

６・毎年健康診査開始の前月下旬に受診券送付。広報，市ホームページ等で周知                             【健康増進課】 

対象者全員に，前年の受診歴の有

無に応じて内容を変えた案内チラシ

を同封し，受診券を個別送付。 

（6 月） 

（内訳） 

 国保  ：14,344 通   

 後期高齢： 8,889 通 

 

市公式ホームページ・市広報紙へ

の掲載。 

佐貫駅・市庁舎・中根台歩道橋に

横断幕を設置。（６月・９月） 

対象者全員に，前年度の受診の有

無に応じて内容を変えた案内チラシ

を同封し，受診券を個別送付しまし

た。（5 月） 

国保 14,135 通 後期高齢 9,474 通 

市公式ホームページ・市広報紙へ

の掲載を行いました。 

市庁舎・中根台歩道橋に横断幕を

設置しました。（6 月・9 月） 

特定健康診査・高齢者健康診査対

象者へ受診券を個別に送付しまし

た。（６月下旬） 

９月に，過去の特定健診の受診

歴・健診結果・問診票の内容等の

データ分析等を行い，特性が異なる

４グループに分類し，特性にあわせ

た受診勧奨通知を発送しました。ま

た，新型コロナウイルス感染症感染

拡大防止のため集団健診の定員を減

らしたため，医療機関健診も併せて

記載し，受診勧奨を行いました。 

発送数：3,679 通 

 新型コロナウイルス感染拡大防止

のため，３密を避ける観点から，集

団健診の受付時間や実施場所の変更

点について必要に応じてハガキなど

で通知しました。 

 

 

特定健康診査・高齢者健康診査対

象者へ受診券を個別に送付しまし

た。（５月下旬） 

国保 13,717 通  

後期高齢 10,030 通 

 

９月に過去の特定健診の受診歴・

健診結果・問診票の内容等のデータ

分析等を行い，特性が異なるグルー

プを７グループに分類し，特性にあ

わせた受診勧奨通知を発送しまし

た。また，1 月に受診の可能性が高

い対象者を抽出し，受診勧奨通知を

発送しました。 

発送数 9 月：10,934 通 

   1 月：3,066 通 

 

市公式ホームページへ掲載しまし

た。 

 

特定健康診査・高齢者健康診査対

象者へ受診券を個別に送付しまし

た。（５月下旬） 

市公式ホームページへの掲載を行

います。 

８月と９月に過去の特定健診の受

診歴・健診結果・問診票の内容等の

データ分析等を行い，特性が異なる

グループを７グループに分類し，特

性にあわせた受診勧奨通知を発送し

ます。 
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⑤健康診査のフォローの実施 

平成３０年度 

活動実績及び成果 

（平成３１年３月末現在） 

令和元年度 

活動実績及び成果 

（令和２年３月末現在） 

令和２年度 

活動実績及び成果 

（令和３年３月末現在） 

令和３年度 

活動実績及び成果 

（令和４年３月末現在） 

令和４年度 

取り組み内容と今後の方向性 

（令和４年４月から 

令和５年３月まで） 

７・ 40 歳から 74 歳までの国民健康保険被保険者に対する特定健康診査の実施                             【健康増進課】 

 特定健康診査・高齢者健康診査を

集団（保健センター・たつのこア

リーナ・各コミュニティセンター）

及び医療機関（茨城県医師会，竜ケ

崎市・牛久市医師会加入医療機関）

で実施しました。 

 また，特定健康診査では，かかり

つけ医からの情報提供制度を実施し

ました。 

【受診者数】             

【単位：人】 

 
特定

健康

診査 

高齢

者 

健康

診査 

計 

集団

健診 

3,216 1,152 4,368 

医療

機関

健診 

392 197 579 

情報

提供 

16 ー 16 

計 3,624 1,349 4,993 
 

 

 特定健康診査・高齢者健康診査を

集団（保健センター・たつのこア

リーナ・各コミュニティセンター）

及び医療機関（茨城県医師会，竜ケ

崎市・牛久市医師会加入医療機関）

で実施しました。また，特定健康診

査では，かかりつけ医からの情報提

供制度を実施しました。 

 

 

【受診者数】             

【単位：人】 

 
特定

健康

診査 

高齢

者 

健康

診査 

計 

集団

健診 

2,985 1,229 4,214 

医療

機関

健診 

381 213 594 

情報

提供 

36 ー 36 

 

計 3,402 1,442 4,844 
 

７月より 40 歳～74 歳の国民健康

保険被保険者に対する特定健康診査

を実施しました。  

特定健康診査・高齢者健康診査を

集団（保健センター・たつのこア

リーナ・総合福祉センター）及び医

療機関（茨城県医師会，龍ケ崎市医

師会加入医療機関）で実施しまし

た。 

 新型コロナウイルス感染拡大防止

のため，３密を避ける観点から，集

団健診の受付時間や実施場所の変更

点について必要に応じてハガキなど

で通知しました。 

【受診者数】             

【単位：人】 

 特定

健康

診査 

高齢者 

健康診

査 

計 

集団

健診 

1,792 804 2,596 

医療

機関

健診 

682 273 955 

情報

提供 

74 ー 74 

計 2,548 1,077 3,625 

 

 

 

 

 

健康診査を毎年受診することで，

自分の体調の変化を経年的に見るこ

とができるため，治療中の人も含め

健診受診勧奨を実施しました。 

 集団健康診査当日，尿糖に所見が

見られた者に対して個別に指導を行

い，生活習慣改善へのアドバイスを

実施しました。 

 

【受診者数】             

【単位：人】 

 特定

健康

診査 

高齢者 

健康診

査 

計 

集団

健診 

2,449 914 3,363 

医療

機関

健診 

560 262 822 

情報

提供 

50 ー 50 

計 3,059 1,176 4,235 
 

集団健康診査，医療機関健診，か

かりつけ医紹介制度による情報提供

制度を引き続き実施していきます。 

集団健診受診時には，必要に応じ

て個別保健指導の実施。医療機関健

診受診者には，結果の見方のパンフ

レットを配布し，健診結果が有効活

用できるよう取り組んでいきます。 
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平成３０年度 

活動実績及び成果 

（平成３１年３月末現在） 

令和元年度 

活動実績及び成果 

（令和２年３月末現在） 

令和２年度 

活動実績及び成果 

（令和３年３月末現在） 

令和３年度 

活動実績及び成果 

（令和４年３月末現在） 

令和４年度 

取り組み内容と今後の方向性 

（令和４年４月から 

令和５年３月まで） 

８・ 健康診査結果説明会の実施（個別健康相談実施） 

特定保健指導等の実施                                                       【健康増進課】 

移動健康相談を馴柴コミュニティ

センター，長山コミュニティセン

ターの 2 か所で実施しました。 

移動健康相談実施者数：14 人 

特定保健指導は，対象者に応じて

土日や夜間時間も実施しました。 

土日の特定保健指導者数：15 人 

移動健康相談を松葉・八原コミュ

ニティセンターの 2 か所で実施しま

した。 

移動健康相談実施者数：6 人 

特定保健指導は，対象者が利用し

やすいように土日や夜間時間も実施

しました。 

土日の特定保健指導者数：17 人 

 

今年は移動健康相談というかたち

ではなく，相談があった方に面接・

訪問等で随時対応しました。 

健康相談日以外の健康相談実施

者：60 人 

特定保健指導は，対象者の生活に

合わせて，土日に実施しました。 

土日の特定保健指導者数：16 人 

 

 健康相談希望者には面接・訪問等

で随時対応しました。 

 

 肥満は糖尿病発症の最大のリスク

要因となるため，特定保健指導にお

いて，適正な体重管理のためのアド

バイスを実施しました。対象者の生

活に合わせ，管理栄養士・保健師が

個別に栄養指導，運動指導を行いま

した。 

健康相談希望者には面接・訪問等

で随時対応していきます。 

 

 肥満は糖尿病発症の最大のリスク

要因となるため，特定保健指導にお

いて，適正な体重管理のためのアド

バイスを実施していきます。対象者

の生活に合わせ，管理栄養士・保健

師が個別に栄養指導，運動指導を

行っていきます。 

 

⑥生活習慣病，メタボリックシンドローム予防に関する知識の普及 

平成３０年度 

活動実績及び成果 

（平成３１年３月末現在） 

令和元年度 

活動実績及び成果 

（令和２年３月末現在） 

令和２年度 

活動実績及び成果 

（令和３年３月末現在） 

令和３年度 

活動実績及び成果 

（令和４年３月末現在） 

令和４年度 

取り組み内容と今後の方向性 

（令和４年４月から 

令和５年３月まで） 

９・児童生徒の健康に関する知識の普及啓発                                         【指導課・教育総務課】 

 バランスよく栄養摂取できる学校

給食の提供と体力アップ推進プラン

に基づいた各校の取組により，児童

生徒の健康増進と体力の向上を目指

しました。 

 発達段階に応じた食に関する正し

い知識と望ましい食習慣の育成に関

する情報提供を推進しました。 

 学校で健康診断を実施し，疾病の

早期発見，早期治療を推進しまし

た。 

 児童生徒の現状分析，評価を行

い，対象者及び内容について「ヘル

シ-スク-ル（小児生活習慣病）」

【新規事業】の企画書を作成しまし

バランスよく栄養摂取できる学校

給食の提供と体力アップ推進プラン

に基づいた各校の取組により，児童

生徒の健康増進と体力の向上を目指

しました。 

保健の授業では，栄養教諭や養護

教諭の指導のもと，生活習慣病につ

いて学習し，望ましい食生活習慣や

生活習慣病の予防法について学びま

した。 

 発達段階に応じた食に関する正し

い知識と望ましい食習慣の育成に関

する情報提供を推進しました。 

 学校で健康診断を実施し，疾病の

早期発見，早期治療を推進しまし

感染症対策を行いながら，現在ま

で栄養教諭や養護教諭による専門的

知識を生かした食に関する指導を行

い，児童生徒の望ましい食生活習慣

を形成，生活習慣病の予防に努めま

した。 

学校訪問を通して健康診断結果を

確認し，疾病の早期発見，治療勧

告，受診完了報告の状況確認を行い

ました。 

今年度は新型コロナウイルス感染

状況から健康診断等が遅れました

が，全校無事終了できました。 

 

 

栄養教諭による専門的知識を生か

した食に関する指導を行い，児童生

徒の望ましい食生活習慣を形成，生

活習慣病の予防に努めました。今年

度は 14 校が市内の栄養教諭を講師と

して招聘し，対面での授業を実施し

ました。３つの学校は養護教諭が

チーム・ティーチングとして授業に

参加しました。 

保健師・管理栄養士が，学校訪問

を通して健康診断結果を確認し，疾

病の早期発見，治療勧告，受診完了

報告の状況確認を行いました。 

栄養教諭による専門的知識を生か

した食に関する指導を行い，児童生

徒の望ましい食生活習慣を形成，生

活習慣病の予防に努めます。 

保健師・管理栄養士が，学校訪問

を通して健康診断結果を確認し，疾

病の早期発見，受診勧告，受診完了

報告の状況確認を行います。 
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平成３０年度 

活動実績及び成果 

（平成３１年３月末現在） 

令和元年度 

活動実績及び成果 

（令和２年３月末現在） 

令和２年度 

活動実績及び成果 

（令和３年３月末現在） 

令和３年度 

活動実績及び成果 

（令和４年３月末現在） 

令和４年度 

取り組み内容と今後の方向性 

（令和４年４月から 

令和５年３月まで） 

た。 た。 

１０・各種健康教育の実施 

  ・地域や職域からの依頼による健康教育・出前講座の実施 

  ・市広報紙，ポスター，チラシ，市公式ホームページ等を利用した普及活動 

  ・食生活改善推進員による料理教室等の委託事業の実施 

  ・地元企業を通してのチラシ配布                                                【健康増進課】 

 ヘルス講演会を 6 回開催しまし

た。 

ヘルス講演会 

「胃がんについて」：37 人 

「薬について」：56 人 

「おとなの眼について」：47 人 

「こどもの花粉症」：20 人 

「糖尿病」：78 人 

「COPD」：47 人 

 6 月の糖尿病講演会では，

HbA1c6.5％以上の方を対象とした講

演会を実施しました。 

参加者数：60 人 

 また，市広報紙 8 月号に講演会の

内容を掲載しました。 

12 月に糖尿病について（飯野クリ

ニック 小林和人先生），平成 31 年

2 月には，市広報紙に糖尿病講演会

の内容を掲載しました。 

糖尿病重症化予防に向けた連絡会議

を内科医，歯科医，眼科医の参加の

もと平成 31 年 1 月 28 日に実施しま

した。 

 食生活改善推進員による料理講習

会等や新たに商業施設での食育活動

を 2 回実施しました。 

 健診結果が以下の方々に対して保

健師・管理栄養士による電話や訪問

での受診勧奨及び保健指導を実施し

ました。 

 ヘルス講演会を 5 回開催しまし

た。（新型コロナウイルス感染症拡

大防止のため 3 月は中止） 

「喫煙の害と禁煙について」：11 人 

「糖尿病の食事について」：81 人 

「動脈瘤 静脈瘤について」：103

人 

「小児の生活習慣病について」：12

人 

「大腸がんについて」：75 人 

7 月・11 月に糖尿病重症化予防の

ために，前年度の健診結果（ヘモグ

ロビンＡ１ｃ6.5％以上とヘモグロビ

ンＡ１ｃ6～6.4％）をもとに，対象

者に通知を出し，糖尿病専門医によ

る講演会を実施しました。参加者

数：124 人 

 糖尿病重症化予防連絡会議を 9 月

に実施し，糖尿病連携手帳活用等に

ついて協議しました。 

 11 月 14 日の世界糖尿病デーに合

わせ，市広報紙に糖尿病連携手帳に

ついての記事を掲載しました。 

 健診結果が以下の方々に対して保

健師・管理栄養士による電話や訪問

での受診勧奨及び保健指導を実施し

ました。 

・HbA1c6.5～6.9 の未受診の 69 歳ま

での方 

・HbA1c7.0～7.9 で未治療の 74 歳ま

ヘルス講演会を３回開催しまし

た。（新型コロナウイルス感染症感

染拡大防止のため６，11，1 月は中

止） 

８月「子どもの眼について」:20 人 

９月「胃の病気について」:16 人 

10 月「乳がんについて」:15 人 

実施したヘルス講演会は，感染症

対策として完全予約制とし，参加者

はマスクの着用，検温と手指消毒，

会場は換気を行いながら実施しまし

た。 

前年度の健診結果がヘモグロビン

A1c6.5％以上及びヘモグロビン A1c 

6.0～6.4％の方を対象とした糖尿病

重症化予防講演会を予定していまし

たが，新型コロナウイルス感染症感

染拡大防止のため中止となりまし

た。対象の方には，血糖改善や合併

症予防に関するリーフレットを送付

しました。 

９月に糖尿病重症化予防連絡会議

を実施し，糖尿病専門医，眼科医，

歯科医との情報共有と，糖尿病連携

手帳を普及するための計画について

協議しました。 

10 月に糖尿病の未治療者または中

断者に対して，受診勧奨通知を送付

しました。 

11 月に市広報紙にて糖尿病につい

ヘルス講演会を，新型コロナウイ

ルス感染防止対策を行いながら１回

開催しました。 

６月「目の成人病について」:中止 

８月「子どもの便秘について」：11

人 

３月「聴こえについて」:中止 

 ６月・３月に予定していたヘルス

講演会は新型コロナウイルス感染症

感染拡大防止のため中止しました。 

８月の講演会は感染予防の観点か

ら，少人数の予約制で実施しまし

た。 

 

糖尿病重症化予防の取り組みとし

て，11 月と 12 月のりゅうほーに記

事を掲載しました。 
11 月糖尿病連携手帳の活用について 
12 月糖尿病と歯周病の関連について 
 

前年度の健診結果がヘモグロビン

A1c6.5％以上及びヘモグロビン

A1c6.0～6.4％の方を対象とした，糖

尿病重症化予防講演会を予定してい

ましたが，新型コロナウイルス感染

症感染拡大防止のため中止しまし

た。そのため上記の対象者に糖尿病

重症化予防のためのリーフレットを

郵送しました。 

A1c6.5％以上：282 人 

ヘルス講演会を，新型コロナウイ

ルス感染防止対策を行いながら３回

開催します。 

６月「乳がんについて」 

８月「便秘・夜尿症について」 

２月「高血圧について」 

 

糖尿病重症化予防の取り組みとし

て，前年度の健診結果がヘモグロビ

ン A1c6.5％以上及びヘモグロビン

A1c6.0～6.4％の方を対象とした，糖

尿病重症化予防講演会を開催しま

す。 

 

糖尿病及び高血圧未治療者または

治療中断者に対し，糖尿病の重症化

を防ぐために，受診勧奨通知を送付

し受診勧奨に努めます。 
 

 糖尿病連携手帳普及のための５か

年計画の中間評価を行い，糖尿病重

症化予防連携会議で糖尿病専門医・

眼科医・歯科医・薬剤師のご意見を

伺いながら，計画の修正を行い糖尿

病連携手帳の活用を推進していきま

す。 

 

健診結果が以下の方々に対して保

健師・管理栄養士による電話や訪問

での受診勧奨及び保健指導を実施し
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平成３０年度 

活動実績及び成果 

（平成３１年３月末現在） 

令和元年度 

活動実績及び成果 

（令和２年３月末現在） 

令和２年度 

活動実績及び成果 

（令和３年３月末現在） 

令和３年度 

活動実績及び成果 

（令和４年３月末現在） 

令和４年度 

取り組み内容と今後の方向性 

（令和４年４月から 

令和５年３月まで） 

・HbA1c6.5～6.9 の未受診の方 

・HbA1c7.0～7.9 で未治療の 74 歳ま

での方 

・HbA1c8.0 以上の方（年齢制限な

し） 

・LDL-ｃ180 以上の 74 歳までの方 

・Ⅱ度高血圧（160/100）以上で 74

歳までの方 

 また，以下の方々には，健診結果

に資料を同封し，受診勧奨を行いま

した。 

・HbA1c6.0 以上の方 

・LDL-ｃ160～179 で 74 歳までの方 

・Ⅰ度高血圧（140/90）以上の方 
 

での方 

・HbA1c8.0 以上の方（年齢制限な

し） 

・LDL-ｃ180 以上の 74 歳までの方 

・Ⅱ度高血圧（160/100）以上で 74

歳までの方 

 また，以下の方々には，健診結果

に資料を同封し，受診勧奨を行いま

した。 

・LDL-ｃ160～179 で 74 歳までの方 

・Ⅰ度高血圧（140/90），中性脂肪

300 以上，LDL140～159，尿酸 8～

8.9 の方 

保健指導者数：1,292 人 

 

ての記事を掲載しました。糖尿病予

防のためのポイントとともに，新型

コロナ感染症重症化予防のために血

糖コントロールが重要であること

や，糖尿病連携手帳活用について周

知しました。 
健診結果が以下の方々に対して保

健師・管理栄養士による電話や訪問

での受診勧奨及び保健指導を実施し

ました。。 

・HbA1c6.5～6.9（69 歳以下の未受

診者） 

・HbA1c7.0～7.9（74 歳以下の未治

療者） 

・HbA1c8.0 以上（年齢制限なし） 

・LDL-ｃ180 以上（74 歳以下） 

・Ⅱ度高血圧（160/100）以上（74

歳以下） 

 また，以下の方々には，健診結果

に資料を同封し，受診勧奨を行いま

す。 

・LDL-ｃ160～179（74 歳以下） 

・Ⅰ度高血圧（140/90），中性脂肪

300 以上，LDL140～159，尿酸 7.1

～8.9（69 歳以下） 

保健指導者数：623 人 

 

 

 

ヘモグロビン A1c6.0～6.4％の方 

            131 人 

糖尿病の未治療者または治療中断

者に対し，糖尿病の重症化を防ぐた

めに，受診勧奨通知を送付しまし

た。 
受診勧奨通知者数 
未治療者：29 人 
治療中断者：16 人 
糖尿病重症化予防連絡会議を実施

し，糖尿病専門医・眼科医・歯科

医・薬剤師の立場から糖尿病連携手

帳の普及に向けて，ご意見を伺いま

した。糖尿病連携手帳の普及のため

のポスターやリーフレットを医療機

関や薬局に設置し，医師や薬剤師等

と連携を図りながら，糖尿病重症化

予防に取り組みました。 

 
健診結果が以下の方々に対して保

健師・管理栄養士による電話や訪問

での受診勧奨及び保健指導を実施し

ました。。 

・HbA1c6.5～6.9（69 歳以下の未受

診者） 

・HbA1c7.0～7.9（74 歳以下の未治

療者） 

・HbA1c8.0 以上（年齢制限なし） 

・LDL-ｃ180 以上（74 歳以下） 

・Ⅱ度高血圧（160/100）以上（74

歳以下） 

 また，以下の方々には，健診結果

に資料を同封し，受診勧奨を行いま

した。 

・LDL-ｃ160～179（74 歳以下） 

・Ⅰ度高血圧（140/90），中性脂肪

300 以上，LDL140～159，尿酸 7.1

～8.9（69 歳以下） 

保健指導実施者数：1,370 人 

ます。 

・HbA1c6.5～6.9（69 歳以下の未受

診者） 

・HbA1c7.0～7.9（74 歳以下の未治

療者） 

・HbA1c8.0 以上（年齢制限なし） 

・LDL-ｃ180 以上（74 歳以下） 

・Ⅱ度高血圧（160/100）以上（74

歳以下） 

 また，以下の方々には，健診結果

に資料を同封し，受診勧奨を行いま

す。 

・LDL-ｃ160～179（74 歳以下） 

・Ⅰ度高血圧（140/90），中性脂肪

300 以上，LDL140～159，尿酸 7.1

～8.9（69 歳以下） 
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取り組み分野 （４）がん 

重点目標 ・がんの死亡者を減らす 

成果指標 

 目標値（令和 3 年度）（2021 年度） 

             実績               （％） 

平成 30 

(2018 年) 

令和元 

（2019 年） 

令和 2 

（2020 年） 

令和 3 

（2021 年） 

令和 4 

（2022 年） 

①胃がん検診受診率 

40～64 歳 男性 16.4％ 女性 12.2％ 

65～74 歳 男性 18.6％ 女性 14.1％ 

男性  女性 

12.0   9.8 

11.6   7.8 

男性  女性 

9.3   7.6 

9.8   6.3 

男性  女性 

6.3   4.4 

7.2   4.5 

男性  女性 

6.2   6.2 

9.2   6.0 

 

②肺がん検診受診率 

40～64 歳 男性 23.0％ 女性 20.3％ 

65～74 歳 男性 37.4％ 女性 36.6％ 

21.4  18.2 

27.0  26.7 

18.6  15.6 

24.5  25.3 

11.3  10.5 

16.7  15.1 

13.1  15.1 

21.4  20.7 
 

③大腸がん検診受診率 

40～64 歳 男性 27.0％  女性 20.3％ 

65～74 歳 男性 28.4％  女性 26.8％ 

19.3  19.4 

19.6  19.2 

16.7  16.4 

17.4  18.7 

12.4  11.7 

13.7  12.9 

9.2   13.8 

16.9  16.9 
 

④乳がん検診受診率 

40～64 歳   35.1％   65～74 歳  13.7％ 
42.0  10.3 37.4  12.2 35.9   6.7 42.6   7.8  

⑤子宮頸がん検診受診率 

20 歳代   19.5％ 

30 歳代   35.3％ 

40～64 歳  29.8％ 

65～74 歳   17.1％ 

12.3 

36.6 

35.4 

12.9 

7.0 

26.9 

31.8 

13.6 

9.1 

22.7 

32.0 

11.9 

10.6 

27.0 

36.9 

13.0 

 

⑥要精密検査受診率 

胃がん検診：  88.3％ 

肺がん検診：  84.3％ 

大腸がん検診：77.9％ 

乳がん検診：  91.5％ 

子宮頸がん検診：81.2％ 

91.7 

92.6 

84.5 

88.4 

97.6 

92.4 

88.3 

77.9 

93.3 

86.2 

84.1 

93.1 

84.4 

84.2 

83.0 

85.5 

83.3 

83.6 

90.0 

83.3 

 

⑦標準化死亡比      現状維持 
男性：0.95 

女性：1.01 

男性：0.97 

女性：0.99 

男性：0.97 

女性：1.00 

男性：0.98 

女性：1.01 
 



28 

 

具体的取り組み 

①がんと生活習慣病との関係性の周知 

平成３０年度 

活動実績及び成果 

（平成３１年３月末現在） 

令和元年度 

活動実績及び成果 

（令和２年３月末現在） 

令和２年度 

活動実績及び成果 

（令和３年３月末現在） 

令和３年度 

活動実績及び成果 

（令和４年３月末現在） 

令和４年度 

取り組み内容と今後の方向性 

（令和４年４月から 

令和５年３月まで） 

１・がん予防推進員への研修会実施 

 ・がん予防推進員による「がん予防チラシ」の配布 

 ・市広報紙，市公式ホームページ等の活用 

・健康診査結果説明会の有効活用                                                   【健康増進課】 

 がん予防推進員の中央研修会を，

６月に実施しました。 

 その中で，市の新規事業（胃がん

医療機関健診）等について説明する

とともに，チラシの配布等を通して

市民への健診受診勧奨を依頼しまし

た。 

 研修会欠席者には，郵送等でチラ

シの配布を依頼しました。 

参加者：17 人（推進員数：50 人） 

 ヘルス講演会「胃がんについて」

（講師：龍ケ崎済生会病院消化器内

科佐藤巳喜夫先生）を６月４日

（木）に実施しました。 

 参加者：47 人 

 市公式ホームページに各がん検診

のお知らせを掲載し，受診勧奨をし

ました。 

 がん予防推進員の中央研修会を，

６月に実施しました。がん検診やが

ん予防に関する知識を深めるととも

に，チラシの配布等を通して市民へ

の健診受診勧奨を依頼しました。 

内容： 

・市が実施するがん検診について 

・がん予防推進員によるがん体験談 

・乳がんセルフチェックデモンスト

レーション（講師：看護学生） 

 研修会欠席者には，郵送等でチラ

シの配布を依頼しました。 

参加者：19 人（推進員数：55 人） 

 

 6 月 26 日の婦人科検診において，

看護学生による乳がんセルフチェッ

クデモンストレーションを実施し，

がん検診を定期的に受けると同時に

セルフチェックを実施する重要性と

その方法について説明しました。 

 

 市公式ホームページ，市広報紙に

各がん検診のお知らせを掲載し，受

診勧奨をしました。 

例年実施している，がん予防推進

員の中央研修会については，新型コ

ロナウイルスの感染拡大防止の観点

から中止としました。 

 その際，がん検診が７月から実施

予定の周知用チラシを作成し，推進

員の通知に同封しました。 

県の疾病対策課主催のがん予防推

進員養成講習会は中止となりまし

た。 

がんの集団健診の予約人数が制限

されたことに伴い，できるだけ予約

可能日時等を分かりやすく情報提供

できるよう，随時メール配信や市公

式ホームページの更新を行い，より

丁寧な電話応対による健診予約の促

しを図りました。 

 

 

 

がん予防推進員研修会は，新型コ

ロナ新型コロナウイルスの感染拡大

防止の観点から中止としました。 

令和２年度は新型コロナウイルス

の影響もあり，特定健診と同時に受

けていたがん検診（胃がん，肺が

ん，大腸がん）も受診者が減少と

なったため，令和３年度は，訪問し

受診勧奨を実施しました。 

 龍ケ崎西地区：133 人 

川原代地区：89 人 

 

市公式ホームページ，市広報紙に各

がん検診のお知らせを掲載し，受診

勧奨をしました。 

 がん予防推進員研修会は，新型コ

ロナウイルス感染症の感染状況をみ

ながら開催の是非を検討していきま

す。 

 ヘルス講演会「乳がんについて」

を６月９日に開催しました。 

 がん予防推進員にも講演会のお知

らせを通知し，正しい知識の普及に

努めていきす。 

 

 令和４年度は，健診受診率の状況

から龍ケ崎地区において，訪問によ

る健診の受診勧奨を行います。 

 

 市公式ホームページ，市広報紙に

各がん検診のお知らせを掲載し，受

診勧奨を行っていきます。 
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②がん検診の必要性の周知 

平成３０年度 

活動実績及び成果 

（平成３１年３月末現在） 

令和元年度 

活動実績及び成果 

（令和２年３月末現在） 

令和２年度 

活動実績及び成果 

（令和３年３月末現在） 

令和３年度 

活動実績及び成果 

（令和４年３月末現在） 

令和４年度 

取り組み内容と今後の方向性 

（令和４年４月から 

令和５年３月まで） 

２・がん予防推進員への研修会実施 

 ・がん予防推進員による検診普及啓発のための「がん検診受診勧奨チラシ」の配布 

 ・市広報紙，市公式ホームページの活用 

 ・国民健康保険，後期高齢者医療保険加入者への受診勧奨用チラシの同封 

 ・成人式において子宮頸がん検診のパンフレット配布 

 ・がん検診チラシの全戸配布 

 ・働く世代（地元企業）へのチラシ配布                                               【健康増進課】 

 現会員向けに 6 月に研修会を開催

しました。「胃がん医療機関健診」

についての説明，意見交換会を実施

しました。 

参加者 17 人（推進員：50 人） 

 県主催のがん予防推進員養成講座

に 9 人の方が参加しました。 

 市民の参加を増やすために，市広

報紙などで参加者を募集しました。

（市広報紙 10 月号に掲載） 

 市公式ホームページに各がん検診

のお知らせを掲載し，受診勧奨をし

ました。 

成人式で子宮頸がん検診のパンフ

レットを配布しました。 

 現会員向けに 6 月に研修会を開催

し市で実施するがん検診について説

明しました。 

参加者：19 人（推進員数：55 人）  

県主催のがん予防推進員養成講座に

3 人の方が参加しました。市民の参

加を増やすために，市広報紙にて参

加者を募集しました。 

 市公式ホームページに各がん検診

のお知らせを掲載し，受診勧奨をし

ました。 

 

 大腸がん検診の未受診者勧奨通知

を過去 5 年間で一度でも大腸がん検

診を受けた国民健康保険加入者以外

の未受診者に送付し，勧奨しまし

た。勧奨者数：2,481 人 

例年実施している，がん予防推進

員の中央研修会については，新型コ

ロナウイルスの感染拡大防止の観点

から中止としました。 

 その際，がん検診が７月から実施

予定の周知用チラシを作成し，推進

員の通知に同封しました。 

県の疾病対策課主催のがん予防推

進員養成講習会は中止。 

広報紙にてがん検診の周知を行

い，市公式ホームページ，市広報紙

に各がん検診のお知らせを掲載し，

受診勧奨を行いました。 

国民健康保険，後期高齢者医療保

険加入者への健康診査受診券郵送時

にがん検診の受診勧奨用チラシを同

封しました。 

 

 

がん予防推進員の中央研修会につ

いては，新型コロナウイルスの感染

拡大防止の観点から中止としまし

た。 

国民健康保険被保険者，後期高齢

者医療被保険者へ特定健康診査・高

齢者健診の案内とがん検診の案内を

５月下旬に送付しました。 

 市公式ホームページに各がん検診

のお知らせを掲載しています。 

 市内の商業施設等に検診ポスター

掲示やチラシの設置を行いました。 

 

 がん予防推進員の中央研修会は，

新型コロナウイルス感染症の感染状

況をみながら開催の是非を検討して

いきます。 

 県疾病対策課主催のがん予防推進

員養成講習会の開催時には市民に周

知します。 

 市公式ホームページに各がん検診

のお知らせを掲載し，受診勧奨をし

ます。 
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③がん予防啓発のための講座等の実施 

平成３０年度 

活動実績及び成果 

（平成３１年３月末現在） 

令和元年度 

活動実績及び成果 

（令和２年３月末現在） 

令和２年度 

活動実績及び成果 

（令和３年３月末現在） 

令和３年度 

活動実績及び成果 

（令和４年３月末現在） 

令和４年度 

取り組み内容と今後の方向性 

（令和４年４月から 

令和５年３月まで） 

３・ がんに関する講演会の実施                                                   【健康増進課】 

 下記のとおり講演会を実施しまし

た。 

 

 平成 30 年６月４日（木） 

「胃がんについて」 

 講師：龍ケ崎済生会病院 

    消化器内科 

    佐藤巳喜夫 先生 

    参加者：47 人 
 

 下記のとおり講演会を実施しまし

た。 

令和元年 12 月 11 日(水) 

「便秘と検診と大腸がんについて」

講師：龍ケ崎済生会病院 

消化器内科  

佐藤巳喜夫先生 

   参加者：83 人 

同日に大腸がんクイズラリーをが

ん予防推進員 8 人の協力のもと実施

し，知識の普及と大腸がん検診受診

勧奨をしました。 

 

下記のとおり講演会を実施しまし

た。 

令和２年９月 10 日（木） 

「胃の病気について」 

講師：斎藤クリニック 

院長：斎藤 隆晴 先生 

参加者：16 人 
 

令和２年10月８日 （木） 

「乳がんについて」 

講師：牛尾病院  

外科部長 田中 秀行 先生 

参加者：15 人 

 

 

 がんに関する講演会は，令和３年

度は実施していません。 

下記のとおり講演会を実施しまし

た。 

令和４年6月９日（木） 

「乳がんについて」 

講師：牛尾病院 

    診療部長 田中 秀行先生 

 参加人数：15 名 
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④がん検診受診率向上への取り組み 

平成３０年度 

活動実績及び成果 

（平成３１年３月末現在） 

令和元年度 

活動実績及び成果 

（令和２年３月末現在） 

令和２年度 

活動実績及び成果 

（令和３年３月末現在） 

令和３年度 

活動実績及び成果 

（令和４年３月末現在） 

令和４年度 

取り組み内容と今後の方向性 

（令和４年４月から 

令和５年３月まで） 

４・胃がん，乳がん，子宮頸がん，大腸がん検診無料クーポン事業の実施 

 ・利用しやすい検診体制の整備 

 ・未受診者への受診勧奨通知 

 ・乳幼児健康診査時や健康教室での婦人科検診の受診勧奨 

 ・市広報紙，市ホームページ等の活用 

 ・市内医療機関へのチラシ設置依頼                                               【健康増進課】 

 ６月上旬に，対象者へがん検診無

料クーポン券を郵送しました。 

クーポン発送者数 

子宮がん：1,950 通 

乳がん：2,642 通 

胃がん：1,058 通 

大腸がん：5,343 通 

 11 月に未受診者に対して受診勧奨

通知を下記の対象者に実施しまし

た。 

41 歳：乳がん・子宮がん（447

通），21 歳：子宮がん（401 通） 

未受診者勧奨通知を送付し，未受診

者の方がどうして検診を受けないの

か理由を知るために，アンケートは

がきを勧奨通知に同封しました。 

はがき回収：18 枚 

 胃がん検診未受診者に対して，受

診勧奨を 11 月に実施しました。 

対象：2,196 通 

 肺がん・大腸がん検診未受診者に

対して対象地区を決め，検診日近く

にハガキによる受診勧奨を行いまし

た。（9 月） 

 北文間地区 

 国保：613 通 後期高齢：415 通 

 龍ケ崎西地区 

 国保：1,213 通 

後期高齢：918 通 

 その結果全体の受診率が 5～6 割増

 婦人科検診において，保育を実施

（年に 3 回）するとともに，土日の

健診等，がん検診をうけやすい環境

整備を行いました。 

保育利用者：14 人 

 回覧板にて，各地区コミュニティ

センター健診日に合わせた回覧によ

る周知を行い,特定健診とともに肺が

ん・大腸がん検診の受診勧奨をしま

した。 

 5 月下旬に,対象者へがん検診無料

クーポン券を発送しました。 

クーポン発送者数 

子宮がん：383 通 

乳がん：456 通 

胃がん：509 通 

大腸がん：4,398 通 

 国民健康保険加入者，後期高齢者

健康保険加入者へ特定健康診査・高

齢者健診の案内とがん検診の案内を

5 月下旬に送付しました。 

 大腸がん検診未受診者に対して，

受診勧奨通知を 10 月に発送しまし

た。 

 市内の医療機関・商業施設等（飲

食店，イトーヨーカ堂）へ検診ポス

ター掲示やチラシの設置を依頼しま

した。 

 ３～４か月児健診，１歳６か月児

健診，３歳５か月児健診にて，母親

平日の婦人科検診がお子さん連れ

の方でも利用しやすいよう，保護者

が検診バスに乗っている間，お子さ

んをお預かりしました。 

乳幼児健康診査に来所した母親に

対して各種健康診査の案内を行いま

した。 

国民健康保険被保険者，後期高齢

者医療被保険者へ特定健康診査・高

齢者健診の案内とがん検診の案内を

６月下旬に送付しました。 

市内の医療機関・商業施設等（飲

食店，イトーヨーカ堂）に検診ポス

ター掲示やチラシの設置を行いまし

た。 

市村乳がん検診の未受診者勧奨通

知を過去３年間で一度でも乳がん検

診を受けた国民健康保険加入者以外

の未受診者（64 歳以下）に送付し，

勧奨しました。勧奨者数：870 人 

 

 

５月下旬，対象者へがん検診無料

クーポン券を郵送しました。 

子育て中の方が婦人科検診を受診

しやすいよう，保護者が検診バスに

乗っている間，お子さんをお預かり

しました。また，働いている方が受

診しやすいように特定健診・婦人科

健診等では，土日健診日をそれぞれ

設定しました。 

国民健康保険被保険者，後期高齢

者医療被保険者へ特定健康診査・高

齢者健診の案内とがん検診の案内を

５月下旬に送付しました。 

今年度，新しくサプラスクエア 

サプラで一般健診（予約制）を実施

しました。 

 

 

 

５月下旬，対象者へがん検診無料

クーポン券を郵送しました。 

子育て中の方が婦人科検診を受診

しやすいよう，保護者が検診バスに

乗っている間，お子さんをお預かり

します。また，働いている方が受診

しやすいように特定健診・婦人科健

診等では，土日健診日をそれぞれ設

定しています。 

国民健康保険被保険者，後期高齢

者医療被保険者へ特定健康診査・高

齢者健診の案内とがん検診の案内を

５月下旬に送付しました。 
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加しました。 

 指針の変更に伴い，平成 30 年度よ

り 50 歳以上の方で偶数年齢の方を対

象に新規事業で胃がん医療機関検診

（内視鏡検査：50 人）や胃がんリス

ク検査を開始しました。 

 特に，胃がん検診の勧奨を重点的

に実施しました。また，乳幼児健康

診査の通知に婦人科がん検診の案内

通知を同封し，受診勧奨を実施しま

した。 

 婦人科検診での，お子さんの預か

り保育を 3 回実施しました。（10 人

定員） 

 8 月：11 人 9 月：9 人 3 月：8

人 保育実施 

 ３～４か月児健診，１歳６か月児

健診，３歳５か月児健診にて，母親

に婦人科検診の受診券を配布しまし

た。 

 市内の医療機関・商業施設等（飲

食店，理容室，イトーヨーカ堂）へ

検診ポスター掲示やチラシの設置を

依頼しました。 

に婦人科検診の受診券を配布し受診

勧奨しました。 
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⑤がん検診要精密受診率の向上 

平成３０年度 

活動実績及び成果 

（平成３１年３月末現在） 

令和元年度 

活動実績及び成果 

（令和２年３月末現在） 

令和２年度 

活動実績及び成果 

（令和３年３月末現在） 

令和３年度 

活動実績及び成果 

（令和４年３月末現在） 

令和４年度 

取り組み内容と今後の方向性 

（令和４年４月から 

令和５年３月まで） 

５・要精密検査対象者へのパンフレット配布 

・個別通知や電話による受診勧奨                                                   【健康増進課】 

 要精密検査対象者へは個人通知と

ともに必要に応じてパンフレットを

同封し，受診勧奨しました。 

 勧奨しても未受診者の方に対して

は，電話や再通知による勧奨をしま

した。 

 要精密検査対象者への個人通知と

ともに，茨城県登録医療機関の案内

文を同封し,受診勧奨しました。 

 また，個人通知の内容を見直し，7

月からは新しい勧奨通知を送付しま

した。 

 県のがん検診推進協議会ワーキン

ググループ会議に参加し，大腸がん

検診精密検査受診率向上に向け，研

究しました。 

要精密検査対象者への個人通知と

ともに，茨城県登録医療機関の案内

文を同封し，受診勧奨を行いまし

た。 

３か月程度を目途に受診の状況が

確認できない未受診者へは再度受診

勧奨を行いました。 

 

 

要精密検査対象者への個人通知と

ともに，茨城県登録医療機関の案内

文を同封し，受診勧奨をしました。

また，受診状況の確認できない方に

は，電話や再通知による勧奨を行い

ました。 

要精密検査対象者への個人通知と

ともに，茨城県登録医療機関の案内

文を同封し，受診勧奨していきま

す。 

また，受診状況の確認できない方

には，電話や再通知による勧奨を行

います。 
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基本方針２ 社会生活を営むために必要な機能の維持・向上 

取り組み分野 （１）こころの健康  

重点目標 自殺による死亡者をなくす 

成果指標 

 目標値（令和 3 年度）（2021 年度） 

             実績               （％） 

平成 30 

(2018 年) 

令和元 

（2019 年） 

令和 2 

（2020 年） 

令和 3 

（2021 年） 

令和 4 

（2022 年） 

①産後アンケート調査で９点以上だった人の割合   10.0％ 5.7％ 6.1％ 4.5％ 3.2％  

②困った時に相談できる人がいない児童生徒の割合  

小学 6 年生：4.0％  中学 3 年生：4.0％ 
－ ー ー 

小学６年生：6.5 

中学３年生：6.3 
 

③最近１か月の間に，ストレスやイライラを感じたことがある

者の割合 60.0％ 
－ ― ー 66.0％  

④自殺者数 0 人 11 人 7 人 16 人 14 人  
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具体的取り組み 
①こころと体の悩みの相談体制を充実するための取り組み 

平成３０年度 

活動実績及び成果 

（平成３１年３月末現在） 

令和元年度 

活動実績及び成果 

（令和２年３月末現在） 

令和２年度 

活動実績及び成果 

（令和３年３月末現在） 

令和３年度 

活動実績及び成果 

（令和４年３月末現在） 

令和４年度 

取り組み内容と今後の方向性 

（令和４年４月から 

令和５年３月まで） 

１・妊娠中からメンタルヘルスの支援を電話や訪問により実施                                     【健康増進課】 

 子育て世代包括支援センターの

母子保健コーディネーターを中心

に，妊娠中からメンタルヘルスの

支援を電話や訪問により実施し，

安心して出産・育児ができるよう

支援しました。 

なお，支援が必要な妊婦に対し

ては，ケアプランに沿って関係各

課や関係機関等と連携を図りなが

らきめ細やかな支援につなげてい

きました。 

 

妊娠８か月時電話訪問等（リス

ク無）延件数： 

495 件 

要支援妊婦電話訪問延件数： 

594 件 

要支援妊婦訪問指導延件数： 

32 件 

不在等で電話や訪問で直接お話しが

できなかった場合には，手紙を出す

ことで 100%のフォローを実施しまし

た。 

 子育て世代包括支援センターの母

子保健コーディネーターを中心に，

妊娠中からメンタルヘルスの支援を

電話や訪問により実施し，安心して

出産・育児ができるよう支援しまし

た。 

 また，妊娠届出の際に，子育て世

代包括支援センターの役割，出産後

のフォロー体制や相談窓口をまとめ

た資料を配布し妊娠期から子育てを

通して支援していくことを周知しま

した。 

 今年度からは，プレパパ教室の中

で産後うつ，マタニティブルーへの

家族でできる予防方法や早期発見方

法について講話しました。 

 

妊娠８か月時電話訪問等（リスク

無）延件数： 

524 件 

要支援妊婦電話訪問延件数： 

609 件 

要支援妊婦訪問指導延件数： 

16 件 

 不在等で電話や訪問で直接お話し

ができなかった場合には，手紙を出

すことで 100%のフォローを実施しま

した。 

 

子育て世代包括支援センターの母

子保健コーディネーターを中心に，

妊娠中からメンタルヘルスの支援を

電話や訪問により実施し，安心して

出産・育児ができるよう支援しまし

た。 

 また，妊娠届出の際に，子育て世

代包括支援センターの役割，出産後

のフォロー体制や相談窓口をまとめ

た資料を配布し妊娠期から子育て期

を通して支援していくことを周知し

ました。 

プレパパ教室の中で産後うつ，マ

タニティブルーへの家族でできる予

防方法や早期発見方法についてお伝

えしました。 

 

妊娠８か月時電話訪問等（リスク

無）延件数：324 件 

要支援妊婦電話訪問延件数： 

446 件 

要支援妊婦訪問指導延件数： 

24 件 

 不在等で電話や訪問で直接お話で

きなかった場合には，手紙を出すこ

とで 100%のフォローを実施しまし

た。 

 

 

 

 

 

子育て世代包括支援センターの母

子保健コーディネーターを中心に，

妊娠中からメンタルヘルスの支援を

電話や訪問により実施し，安心して

出産・育児ができるよう支援しまし

た。 

 また，妊娠届出の際に，子育て世

代包括支援センターの役割，出産後

のフォロー体制や相談窓口をまとめ

た資料を配布し妊娠期から子育て期

を通して支援していくことを周知し

ました。 

プレパパ教室の中で産後うつ，マ

タニティブルーへの家族でできる予

防方法や早期発見方法についてお伝

えしました。 

 

妊娠８か月時電話訪問等（リスク

無）延件数：372 件 

要支援妊婦電話訪問延件数： 

      171 件 

要支援妊婦訪問指導延件数： 

       33 件 

 

不在等で電話や訪問で直接お話で

きなかった場合には，手紙を出すこ

とで 100%のフォローを実施しまし

た。 

 

子育て世代包括支援センターの母

子保健コーディネーターを中心に，

妊娠中からメンタルヘルスの支援を

電話や訪問により実施し，安心して

出産・育児ができるよう支援しま

す。 

 また，妊娠届出の際に，子育て世

代包括支援センターの役割，出産後

のフォロー体制や相談窓口をまとめ

た資料を配布し妊娠期から子育て期

を通して支援していくことを周知し

ます。 

プレパパ教室の中で産後うつ，マ

タニティブルーへの家族でできる予

防方法や早期発見方法についてお伝

えしていきます。 
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平成３０年度 

活動実績及び成果 

（平成３１年３月末現在） 

令和元年度 

活動実績及び成果 

（令和２年３月末現在） 

令和２年度 

活動実績及び成果 

（令和３年３月末現在） 

令和３年度 

活動実績及び成果 

（令和４年３月末現在） 

令和４年度 

取り組み内容と今後の方向性 

（令和４年４月から 

令和５年３月まで） 

２・産婦全員に乳児家庭全戸訪問時に「産後アンケート調査」を実施                                  【健康増進課】 

赤ちゃん訪問や産後健診時の際に

エジンバラ・子育て質問票を用い

て，心身の健康状態の把握や必要に

応じて受診勧奨や支援を実施しまし

た。 

なお，エジンバラ 9 点以上の支援

が必要な産婦に対しては，関係機関

とタイムリーな情報共有や支援体制

を構築するなど産後の精神状態に寄

り添った支援をしました。 

産婦訪問実件数：462 件(延 594 件) 

 赤ちゃん訪問や産後健診の際にエ

ジンバラ・子育て質問票を用いて，

心身の健康状態の把握や必要に応じ

て受診勧奨や支援を実施しました。 

 なお，支援が必要な産婦に対して

は，関係機関とタイムリーな情報共

有や支援体制を構築するなど産後の

精神状態に寄り添った支援をしまし

た。 

 産婦の訴えに応じて，産後ケアの

利用を勧め心身共に休息が取れるよ

うな事業を実施しております。 

 今年度より，産後ケアでは，上の

子預かりの制度化を行い，第 2 子以

降でもサービスが利用できるように

しました。 

産婦訪問実件数：407 件(延 451 件) 

赤ちゃん訪問や産後健診の際にエ

ジンバラ・子育て質問票を用いて，

心身の健康状態の把握や必要に応じ

て受診勧奨や支援を実施しました。 

 なお，支援が必要な産婦に対して

は，関係機関とタイムリーな情報共

有や支援体制を構築するなど産後の

精神状態に寄り添った支援をしまし

た。 

 産婦の訴えに応じて，産後ケアの

利用を勧め心身共に休息が取れるよ

うな事業を実施しました。 

 産後ケアについては，今後１歳ま

でに対象が拡大される予定のため，

関係機関と調整しながら事業内容を

決定しました。 

産婦訪問実件数：290 件（339 件） 

今年度はコロナの影響で赤ちゃん

訪問が中止になった期間があり，電

話でフォローしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

赤ちゃん訪問や産後健診の際にエ

ジンバラ・子育て質問票を用いて，

心身の健康状態の把握や必要に応じ

て受診勧奨や支援を実施しました。 

 なお，支援が必要な産婦に対して

は，関係機関とタイムリーな情報共

有や支援体制を構築するなど産後の

精神状態に寄り添った支援をしまし

た。 

 産婦の訴えに応じて，産後ケアの

利用を勧め心身ともに休息が取れる

ような事業を実施し，産後ケアにつ

いては，対象が産後１年未満に拡大

し，訪問型産後ケアを始めました。 

 

産婦訪問実件数：303 件（延件数：

336 件） 

今年度はコロナの影響で赤ちゃん

訪問が中止になった期間があり，電

話でフォローしました。 

 

 

 

赤ちゃん訪問や産後健診の際にエ

ジンバラ・子育て質問票を用いて，

心身の健康状態の把握や必要に応じ

て受診勧奨や支援を実施します。 

 支援が必要な産婦に対しては，関

係機関とタイムリーな情報共有や支

援体制を構築するなど産後の精神状

態に寄り添った支援をします。 

 産婦の訴えに応じて，心身共に休

息が取れるよう産後ケアの利用を勧

めます。なお，産後ケアは昨年度か

ら産後 1 年まで対象を拡大し，訪問

型の産後ケアも導入し，産婦のニー

ズに合わせた質の高いサービスの提

供を心がけていきます。 

 今年度から乳児家庭全戸訪問を茨

城県助産師会に委託し，助産師が訪

問することで授乳や産後の母体ケア

等ニーズの高い分野に対し，専門的

なケアを提供していきます。 
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平成３０年度 

活動実績及び成果 

（平成３１年３月末現在） 

令和元年度 

活動実績及び成果 

（令和２年３月末現在） 

令和２年度 

活動実績及び成果 

（令和３年３月末現在） 

令和３年度 

活動実績及び成果 

（令和４年３月末現在） 

令和４年度 

取り組み内容と今後の方向性 

（令和４年４月から 

令和５年３月まで） 

３・こころと体の悩みや不登校の相談体制の充実                                          【教育センター】 

不安や悩みをもつ児童生徒が前向

きに学校に登校できるように，学校

や保護者との連携を図りながら，教

育相談員８人が専門性を活かし相談

活動を展開しました。 

【相談回数】5,018 回 

【相談内容】 

○不登校：3,860 回 

○集団不適応：96 回 

○対人行動：113 回 

○いじめ：9 回 

○進路：30 回 

○特別支援：608 回 

○就学相談：181 回 

○その他：121 回 

また，学校教育相談員（１人）

は，主に学校運営や教職員に関する

相談活動を展開しました。 

 【相談回数】227 回 

 不安や悩みをもつ児童生徒が前向

きに学校に登校できるように，学校

や保護者との連携を図りながら，教

育相談員８人が専門性を活かし相談

活動を展開しました。 

【相談回数】 5,425 回 

【相談内容】 

○不登校：  2,629 回 

○集団不適応： 358 回 

○対人行動：   111 回 

○いじめ：    6 回 

○進路：     67 回 

○特別支援：  612 回 

○就学相談：  333 回 

○その他：   102 回 

 また，学校教育相談員（１人）に

よる学校運営や教職員に関する相談

活動やＳＮＳによる相談活動を展開

しました。 

○学校教育相談員による相談 

 ・相談回数：327 回 

○ＳＮＳによる相談（新規事業） 

 ・相談等の件数 36 件 

 不安や悩みをもつ児童生徒が前向

きに学校に登校できるように，学校

や保護者との連携を図りながら，教

育相談員 11 人が専門性を活かし相談

活動を展開しました。 

【相談回数】        5,593 回 

【相談内容】 

○不登校：         3,985 回 

○学校生活・集団不適応：  196 回 

○対人行動：          300 回 

○いじめ：           72 回 

○進路：             2 回 

○家庭           50 回 

○障がい・発達         577 回 

○就学相談：         315 回 

○その他：           96 回 

 また，学校教育相談員（１人）に

よる学校運営や教職員に関する相談

活動やＳＮＳによる相談活動，日本

語が困難な児童生徒に対し日本語指

導を展開しました。 

○学校教育相談員による相談 

 ・相談回数：376 回 

○ＳＮＳによる相談 

 ・相談等の件数 43 件 

○日本語指導人数 

 ・児童 10 人 ・生徒７人 

 

 

 

 

 

 

 

 

不安や悩みをもつ児童生徒が前向

きに学校に登校できるように，学校

や保護者との連携を図りながら，教

育相談員 11 人が専門性を活かし相談

活動を展開しました。 

【相談回数】        5,181 回 

【相談内容】 

○不登校：         3,669 回 

○学校生活・集団不適応：  272 回 

○対人行動：          385 回 

○いじめ：           11 回 

○家庭           27 回 

○障がい・発達          89 回 

〇特別支援：        361 回  

○就学相談：         314 回 

○その他：           53 回 

また，学校教育相談員（１人）によ

る学校運営や教職員に関する相談活

動やＳＮＳによる相談活動，日本語

が困難な児童生徒に対し日本語指導

を展開しました。 

○学校教育相談員による相談 

 ・相談回数：414 回 

○ＳＮＳによる相談 

 ・相談等の件数 26 件 

○日本語指導人数 

 ・児童 16 人 ・生徒２人 

市スクールソーシャルワーカー派

遣により，児童生徒及び保護者の生

活環境等の相談と環境へのアプロー

チも含めた支援を行いました。 

○スクールソーシャルワーカーによ

る相談回数 

 ・児童生徒・保護者 683 回 

 ・ケース会議 94 回 

今後も児童生徒のこころの健康の

ために，相談活動を実施していきま

す。令和元年度より開始した SNS に

よる相談や令和２年度より開始した

日本語による日常会話が困難な児童

生徒に対し日本語指導と相談を継続

していきます。また，令和３年度よ

りさらなる相談・支援体制の充実を

図るために，龍ケ崎市立小中学校ス

クールソーシャルワーカー派遣事業

を開始し，児童生徒及び保護者の心

の相談に加え，取り巻く環境へのア

プローチも含めた支援をできるよう

にしていきます。 

その他，適応指導教室に通室する

小学校から中学校に入学する児童

や，中学校から高等学校に入学する

生徒について，継続した支援ができ

るように，中学校や高等学校と引き

継ぎや情報交換を行っていきます。 
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平成３０年度 

活動実績及び成果 

（平成３１年３月末現在） 

令和元年度 

活動実績及び成果 

（令和２年３月末現在） 

令和２年度 

活動実績及び成果 

（令和３年３月末現在） 

令和３年度 

活動実績及び成果 

（令和４年３月末現在） 

令和４年度 

取り組み内容と今後の方向性 

（令和４年４月から 

令和５年３月まで） 

４・うつや精神疾患に関する相談，個別支援                                             【社会福祉課】 

自立支援協議会主催の市民向け精

神障がいセミナー「心の病は突然

やってくる 病とともに地域で暮ら

す」を開催しました。当日は，精神

保健福祉士を配置し，精神疾患に関

する相談窓口も設置しました。 

日時：6 月 19 日（火） 

13 時半～15 時 

場所：馴柴コミュニティセンター 

参加人数：84 人 

龍ケ崎市見守りネットワーク協力

者，協力団体を対象に「見守り活動

と自死予防の推進のために」を開催

し，自殺につながる精神疾患の気づ

き方や声かけの仕方などを学んでも

らいました。 

日時：平成 31 年２月８日（火） 

10 時～11 時半 

場所：龍ケ崎市文化会館 小ホール 

参加人数：65 人 

平成 31 年３月に自殺対策計画「龍

ケ崎市いのち支える自殺対策計画 

～生きる喜びを実感できるまち～」

を策定しました。 

精神保健福祉士・社会福祉士・保

健師がそれぞれの立場から，本人や

家族，近隣住民からの精神疾患に関

する相談に電話・窓口で随時対応

し，相談内容に応じては，関係機関

と連携を取りながら，支援しまし

た。 

様々な相談に対応できるように，

各種精神保健対策関連の研修へ参加

しました。 

 茨城県主催のゲートキーパー指導

者養成講座研修会に参加し，希死念

慮がある方に対する対応の仕方につ

いて学びました。 

日時：令和元年８月２２日 

場所：精神保健福祉センター 

 

 ９月の自殺予防週間には，メンタ

ルヘルス相談会を行い，保健師，精

神保健福祉士が相談者の悩みに寄り

添い，時間をかけて対応することが

できました。 

 

日時：令和元年９月１１日（水） 

   午後１時～４時 

場所：中央図書館２階鑑賞室 

参加人数：２人 

 

日時：令和元年９月１２日（木） 

   午前１０時～正午 

場所：市役所附属棟２階会議室 

参加人数：１人 

 

 随時，社会福祉課の窓口，電話で

精神疾患に関する相談に対応し，必

要に応じて他課や関係機関と連携を

取り個別支援を行いました。 

 

3 月の自殺予防月間にメンタルヘ

ルス相談会を企画し，広報で周知を

しましたが，新型コロナウイルス感

染症拡大防止のため，中止しまし

た。 

 ９月の自殺予防週間には，メンタ

ルヘルス相談会を行いましたが，相

談者は来所されませんでした。 

日時：令和２年９月 14 日（月） 

   午後１時 30 分～４時 

場所：附属棟１階第会議室 

 

 

傾聴ボランティア 31 人にゲート

キーパー講座を実施し，自殺の危険

因子や対応のポイントについての講

義を行いました。 

日時：令和２年 11 月５日（木） 

   午後１時 30 分から３時 

場所：附属棟１階会議室 

 

 

随時，社会福祉課の窓口，電話で

精神疾患に関する相談に対応し，必

要に応じて他課や関係機関と連携を

取り個別支援を行いました。 

 

 

様々な相談に対応できるように，

各種精神保健対策関連の研修へ参加

しました。 

 

 

9 月の自殺予防週間にメンタルヘ

ルス相談会を実施しました。 

日時：令和 3 年 9 月 16 日（木） 

   午前 9 時 30 分～午後 3 時 

場所：附属棟１階 

 

3 月の自殺対策強化月間にメンタ

ルヘルス相談会を実施しました。 

日時：令和 4 年 3 月 18 日（金） 

   午後 1 時 30 分～午後 3 時 

場所：附属棟 2 階 

 

 

シルバーリハビリ体操指導員，民

生委員・児童委員に対して 12 月～3

月にゲートキーパー講座を計７回実

施しました。 

 

 参加人数 延べ 142 人 

 

随時，社会福祉課の窓口，電話で

精神疾患に関する相談に対応し，必

要に応じて他課や関係機関と連携を

取り個別支援を行いました。 

精神保健福祉士・保健師による電

話や窓口における精神保健相談を随

時実施します。必要に応じ，関係機

関と連携を図り，個別的な支援をし

ます。また，9 月の自殺予防週間，3

月の自殺対策強化月間には，メンタ

ルヘルス相談を開催し相談しやすい

場所を提供します。 

 

地域でも，精神疾患の方へ見守り

や，声かけできる人がが増えるよう

にゲートキーパー講座を実施してい

きます。 
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取り組み分野 （２）高齢者の健康 

重点目標 ・社会貢献活動等に参加するなどして，外出の機会を増やす取り組みを行なう。 

・高齢者自らが，自主的，かつ継続的に介護予防に取り組める体制づくり。 

成果指標 

 目標値（令和 3 年度）（2021 年度） 

             実績               （％） 

平成 30 

(2018 年) 

令和元 

（2019 年） 

令和 2 

（2020 年） 

令和 3 

（2021 年） 

令和 4 

（2022 年） 

① 元気アップ体操指導員の人数        45 人 39 人 45 人 41 人 41 人  

① シルバーリハビリ体操指導士数        80 人 76 人 81 人 78 人 78 人  

② 傾聴ボランティア数             40 人 35 人 37 人 34 人 33 人  

③ 元気アップ体操延べ参加者数       7,000 人 7,121 人 6,292 人 3.106 人 4,629 人  

④ いきいきヘルス体操教室延べ参加者数  25,000 人 19,492 人 18,745 人 5.841 人 6,425 人  

具体的取り組み 
①社会貢献活動への参加 

平成３０年度 

活動実績及び成果 

（平成３１年３月末現在） 

令和元年度 

活動実績及び成果 

（令和２年３月末現在） 

令和２年度 

活動実績及び成果 

（令和３年３月末現在） 

令和３年度 

活動実績及び成果 

（令和４年３月末現在） 

令和４年度 

取り組み内容と今後の方向性 

（令和４年４月から 

令和５年３月まで） 

１元気アップ体操指導員中央研修会の開催                                              【健幸長寿課】 

元気アップ体操指導員への支援と

して健康運動指導士による研修会を

2 か月に１回開催しました。 

 年間予定に基づき健康運動指導士

から筋力トレーニングや有酸素運動

などの詳細な指導を受けました。 

全 6 回 176 人参加 

 元気アップ体操指導員への支援と

して健康運動指導士による研修会を

2 か月に１回開催しました。 

 年間予定に基づき健康運動指導士

から筋力トレーニングや有酸素運動

などの詳細な指導を受けました。 

全 5 回 108 人参加 

3 月開催予定の研修会は新型コロナ

ウイルス感染症感染拡大防止のた

め，中止としました。 

 

 

 

元気アップ体操指導員への支援と

して行う健康運動指導士による研修

会は新型コロナウイルス感染症感染

拡大防止の観点から４回（７・９・

11・３月）開催し，筋力トレーニン

グなどの詳細な指導を受けました。 

 108 人参加 

 

元気アップ体操指導員への支援と

して健康運動指導士による研修会を

開催しました。 

開催回数：４回（７月・11 月・１

月・３月） 

参加者数；105 人 

新型コロナウイルス感染症感染拡

大防止のため，５月及び９月の研修

会は中止しました。 

元気アップ体操指導員への支援と

して健康運動指導士による研修会を

２か月に１回開催します。 

開催予定回数：６回（５月・７

月・９月・11 月・１月・３月） 
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平成３０年度 

活動実績及び成果 

（平成３１年３月末現在） 

令和元年度 

活動実績及び成果 

（令和２年３月末現在） 

令和２年度 

活動実績及び成果 

（令和３年３月末現在） 

令和３年度 

活動実績及び成果 

（令和４年３月末現在） 

令和４年度 

取り組み内容と今後の方向性 

（令和４年４月から 

令和５年３月まで） 

２・元気アップ体操指導員養成講座の開催                                              【健幸長寿課】 

元気アップ体操指導員養成講座を

２年に１回実施しており，平成 29 年

度に開催したため， 

次回は平成 31 年度（2019 年）に

開催する予定です。 

令和元年度元気アップ指導員養成

講座を開催しました（10 月～12 月

全 10 回開催）。 

修了人数：10 人 

元気アップ体操指導員養成講座を

２年に１回実施しており，令和元年

度に開催したため，次回は令和３年

度（2021 年）に開催する予定です。 

 

 

 

元気アップ体操指導員養成講座を

開催しました。（全５回・11 月～12

月） 

 前回までとの変更点は，講習を全

５回としたことです。（１回の講習

が半日から１日となりました。） 

修了人数：３人 

元気アップ体操指導員養成講座を

２年に１回実施しており，令和３年

度に開催したため，次回は令和５年

度（2023 年）に開催する予定です。 

３・シルバーリハビリ体操指導士養成講座の開催                                        【健幸長寿課】 

シルバーリハビリ体操指導士養成

は，１級指導士３人が講師となり，

３級指導士養成講座を開催しまし

た。 

講座終了後，６人の方が指導士会

に入会しました。 

（シルバーリハビリ体操指導士会

員数：76 人） 

令和元年度３級指導士養成講座を

開催しました。 

 講座終了後，４人の方が指導士

会に入会しました。 

 

（シルバーリハビリ体操指導士会

員数 81 人） 

１級シルバーリハビリ体操指導士

養成講座が開催され，４人の指導士が

受講をしましたが，新型コロナウイル

ス感染症感染拡大防止のため，県立

健康プラザ会場の実習が中止となり

ました。プラザでの実習が再開次第，

受講再開予定です。 

令和２年度３級指導士養成講座を

開催予定でしたが，新型コロナウイ

ルス感染症感染拡大防止のため，中

止となりました。来年度秋以降に実

施予定です。 

 

 

 

１級養成講座の実習が再開し，３

人の指導士が受講修了しました。４

人受講していましたが，１人体調不

良により，受講中断となり，修了者

は３人となりました。 

３級指導士養成講座は，上記の新

１級指導士３人が講師となり，10 月

に開催しました。（全５日間） 

新型コロナウイルス感染症感染拡

大防止の観点から，１日目を Web 開

催としました。 

 講座終了後，３人の方が指導士会

に入会しました。 

（シルバーリハビリ体操指導士会

員数：67 人） 

令和４年度３級養成講座を 10 月に

全５回の日程で開催し，体操の普及

活動を行う指導員を養成します。 
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②自主的，かつ継続的に介護予防に取り組む体制づくり 

平成３０年度 

活動実績及び成果 

（平成３１年３月末現在） 

令和元年度 

活動実績及び成果 

（令和２年３月末現在） 

令和２年度 

活動実績及び成果 

（令和３年３月末現在） 

令和３年度 

活動実績及び成果 

（令和４年３月末現在） 

令和４年度 

取り組み内容と今後の方向性 

（令和４年４月から 

令和５年３月まで） 

４・健康ウォーキング講座                                                     【健幸長寿課】 

効果的なウォーキング方法につい

ての講話やポールウォーキングの実

践を通して，有酸素運動の効果につ

いて啓発しました。講座時に，健幸

マイレージ事業についての説明を行

い，ウォーキングに対する動機づけ

を図りました。 

［第 1 回（５月～６月）］ 

開催回数４回   

参加者実人数 25 人 

 参加者延人数 78 人 

［第 2 回（10 月～11 月）］ 

開催回数５回   

参加者実人数 22 人 

 参加者延人数 83 人 

［第 3 回（平成 31 年 2 月～3 月）］ 

 開催回数５回 

 参加者実人数 18 人 

 参加者延人数 82 人 

 人称を「健康ウォーキング講座」

から「健幸ウォーキング講座」と変

更し，５回１コースを年３回開催し

ました（第２回まで実施）。 

 正しいウォーキング方法の講話や

体力測定，市内てくてくロード等の

コースをポールウォーキングしまし

た。 

 また，講座開催時に，当課で行っ

ている健幸マイレージ事業の説明を

行い，ウォーキングを通しての健康

づくりに対する動機づけを図りまし

た。 

［第１回（５月～６月）］ 

 開催回数５回 

 参加者実人数 26 人 

 参加者延人数 87 人 

［第２回（10 月～11 月）］ 

 開催回数５回 

 参加者実人数  33 人 

 参加者延人数 116 人 

［第３回（1 月～2 月） 

 開催回数３回 

 参加者実人数 36 人 

 参加者延人数 90 人 

第 3 回の講座は，新型コロナウイル

ス感染症感染拡大防止のため，2 回

は中止としました。 

 

 

 

 

 

今年度は，新型コロナウイルス感

染症拡大防止のため，全講座を中止

としました。 

 

  

「健幸ウォーキング講座」を５月

～６月及び令和４年２月～3 月に開

催し，ウォーキングの効果や姿勢に

ついての講話や市内てくてくロード

等のコースをポールウォーキングし

ました。 

［第１回（５月～６月）］ 

開催回数：４回 

参加実人数：９人 

参加延人数：30 人 

 

［第２回（令和４年２月～３月）］ 

開催回数：５回 

参加実人数：４人 

参加延人数：17 人 

 

健幸ウォーキング講座（全５回２

クール）開催します。 

正しい姿勢や歩き方などの講話，

ポールウォーキング等の実践を通し

て，運動習慣の動機づけやウォーキ

ングの普及を行います。 
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平成３０年度 

活動実績及び成果 

（平成３１年３月末現在） 

令和元年度 

活動実績及び成果 

（令和２年３月末現在） 

令和２年度 

活動実績及び成果 

（令和３年３月末現在） 

令和３年度 

活動実績及び成果 

（令和４年３月末現在） 

令和４年度 

取り組み内容と今後の方向性 

（令和４年４月から 

令和５年３月まで） 

５・思い出を語ろうかい                                                      【健幸長寿課】 

グループ回想法「思い出を語ろう

かい」を傾聴ボランティアが中心と

なり８会場９教室で実施しました。 

［実施場所］ 

総合福祉センター・交流サロンりゅ

う・元気サロン松葉館・市民交流プ

ラザ・フードスクエアカスミ龍ケ崎

中里店・地域福祉会館・石引サロ

ン・ウエルシア龍ケ崎緑町店 

傾聴ボランティアの方への活動支

援を行いました。 

また，新規会場の増設について

も，ボランティアの方と検討しま

す。既存の教室への参加者を増やし

ていくために，広報紙等で周知を図

りました。 

［傾聴ボランティア養成講座］ 

 開催日：11 月 29 日・12 月 26

日 

 開催回数：2 回 

 参加者数（延べ）：17 人 

［傾聴ボランティアフォローアッ

プ研修］ 

 開催日：12 月 

 参加者数：25 人 

定例会（３回）・リーダー会（３

回）を開催し，傾聴ボランティアの

方への活動支援を行います。 

また，既存の教室の参加者を増や

していくために，周知を図りまし

た。 

［傾聴ボランティア定例会］ 

開催回数：３回 

参加者数（延べ）：83 人 

［傾聴ボランティアリーダー会］ 

開催回数：２回 

参加者数（延べ）：19 人 

 

定例会（１回）・リーダー会（３

回）を開催し，傾聴ボランティアの方

への活動支援を行いました。 

また，既存の教室の参加者を増やし

ていくために，周知を図りました。 

コロナウイルス感染症拡大防止の

ため回数を減らして実施しました。 

［傾聴ボランティア定例会］ 

開催回数：１回 

参加者数：25 人 

［傾聴ボランティアリーダー会］ 

開催回数：３回 

参加者数（延べ）：27 人 

 

 

 

定例会（３回）・リーダー会（３

回）を開催し，傾聴ボランティアの

方への活動支援を行います。 

また，既存の教室の参加者を増や

していくために，周知を図っていき

ます。 

６・いきいき健康倶楽部                                                      【健幸長寿課】 

傾聴ボランティアが中心となり，

脳トレ（読み・書き・計算など）を

１会場２教室で実施しました。 

［実施場所］ 

交流サロンりゅう 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

傾聴ボランティアが中心となり，

脳トレ（読み・書き・計算など）を

１会場２教室で実施しました。 

［実施場所］ 

交流サロンりゅう 

傾聴ボランティアが中心となり，

脳トレ（読み・書き・計算など）を

１会場２教室で実施します。 

［実施場所］ 

交流サロンりゅう 

 

傾聴ボランティアが中心となり，脳

トレ（読み・書き・計算など）を１

会場２教室で実施しました。 

［実施場所］ 

交流サロンりゅう 

 

コロナウイルス感染症拡大防止の

ため，人数制限等を設けて実施しま

した。 

 毎週 火・水で実施 

 76 回実施 236 人参加 

傾聴ボランティアが中心となり，

脳トレ（読み・書き・計算など）を

1 会場 2 教室で実施します。 

［実施場所］ 

交流サロンりゅう 
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平成３０年度 

活動実績及び成果 

（平成３１年３月末現在） 

令和元年度 

活動実績及び成果 

（令和２年３月末現在） 

令和２年度 

活動実績及び成果 

（令和３年３月末現在） 

令和３年度 

活動実績及び成果 

（令和４年３月末現在） 

令和４年度 

取り組み内容と今後の方向性 

（令和４年４月から 

令和５年３月まで） 

７・いきいきヘルス（シルバーリハビリ）体操教室の開催                                       【健幸長寿課】 

いきいきヘルス（シルバーリハビ

リ）体操をシルバーリハビリ体操指

導士会が主体となり，各コミュニ

ティセンターや集会所等，45 会場

51 教室で実施しました。 

 

シルバーリハビリ体操指導士会へ

の活動支援を行います。各コミュに

ティーセンターや集会所等，61 会場 

教室で実施しました。   

 参加者の増員を図るため，周知を

するとともに，参加者数が少なく

なっている会場で体験会を実施する

等の取り組みを指導士会と協力しな

がら，進めました。 

7 月にショッピングセンターサプ

ラを会場に体験会を行い，8 月から

新規増設しました。 

実施回数：月 2 回 

参加者数：197 人（8 月～11 月） 

今年度は新型コロナウイルス感染

症感染拡大防止のため，６月まで活

動自粛となりましたが，７月より感

染防止策を講じた上で可能な範囲で

活動を再開しました。 

しかし，令和３年１月から２月末

にかけても活動休止となり，年度を

通して思うような活動を展開できま

せんでした。 

 

新型コロナウイルス感染症感染拡

大防止のため，５月～６月末及び８

月～９月末ならびに令和４年１月～

２月末にかけ活動休止しました。 

 昨年度に引き続き，体操教室での

活動や体操普及活動など，制限があ

る中での活動となりました。 

 コロナ禍での活動とはなります

が，可能な範囲でいきいきヘルス

（シルバーリハビリ）体操の普及を

シルバーリハビリ体操指導士会が主

体となり進めていきます。 

８・元気アップ体操の開催                                                     【健幸長寿課】 

元気アップ体操指導員主体のも

と，各コミュニティセンター等で実

施しました。新たに２会場で開催さ

れるようになりました。 

元気アップ体操指導員主体のもと

に各コミュニティセンター等で実施

しました。新たに１会場で開催され

るようになりました。 

元気アップ体操指導員が主体とな

り，各コミュニティセンター等で実

施しています。 

今年度は新型コロナウイルス感染

症感染拡大防止のため，６月までは

活動自粛となりましたが７月より感

染防止策を講じた上で可能な範囲で

活動を再開しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

元気アップ体操指導員が主体とな

り，各コミュニティセンター等で実

施しました。 

 昨年度に引き続き，新型コロナウ

イルス感染症感染拡大防止のため，

公共施設が休館等となり，８月～９

月末にかけ活動自粛となりましたが

10 月より感染防止策を講じた上で可

能な範囲で活動を再開しました。 

コロナ禍での活動とはなります

が，可能な範囲で元気アップ体操

指導員が主体となり，各コミュニ

ティセンター等で実施します。 
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平成３０年度 

活動実績及び成果 

（平成３１年３月末現在） 

令和元年度 

活動実績及び成果 

（令和２年３月末現在） 

令和２年度 

活動実績及び成果 

（令和３年３月末現在） 

令和３年度 

活動実績及び成果 

（令和４年３月末現在） 

令和４年度 

取り組み内容と今後の方向性 

（令和４年４月から 

令和５年３月まで） 

９・食生活改善推進員による高齢者のための料理の知識や実践方法の普及活動                        【健康増進課・健幸長寿課】 

事業の見直しを行い，元気アップ

体操参加者への料理講習会は廃止し

ました。 

ロコモティブシンドローム・骨粗

しょう症予防教室参加者へ栄養の講

話・試食を行い，毎日の食事でカル

シウムを意識してとるように知識の

普及に努めました。 

参加者：40 人 

ロコモティブシンドローム・骨粗

しょう症予防教室参加者へ栄養の講

話・試食を行い，毎日の食事でカル

シウムを意識してとるように知識の

普及に努めました。 

10 月参加者数：23 人 

ロコモティブシンドローム・骨粗

鬆症予防教室参加者への試食は新型

コロナウイルス感染症感染拡大予防

のため，中止としました。 

会員より高齢者向けのテキスト

「シニアカフェ ドリル＆メニュー」

を配布しました。 

テキスト配付部数：80 部 

 

 

食生活改善推進員協議会は令和３

年度より休会の結果，令和３年度を

もって龍ケ崎市食生活改善推進協議

会は全国及び茨城県食生活改善推進

員協議会を退会しました。 
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基本方針３ 健康を支え守るための社会環境の整備 

取り組み分野 （１）健康づくり支援 

重点目標 ・食生活改善推進員の数を増やす 

・ボランティアの育成・地域活動の推進 

成果指標 

 目標値（令和 3 年度）（2021 年度） 

             実績               （％） 

平成 30 

(2018 年) 

令和元 

（2019 年） 

令和 2 

（2020 年） 

令和 3 

（2021 年） 

令和 4 

（2022 年） 

①食生活改善推進員数  38 人 39 人 35 人 15 人 15 人  

②がん予防推進員数   50 人 50 人 50 人 48 人 48 人  

具体的取り組み 
①・ボランティアの育成，地域活動の推進 

平成３０年度 

活動実績及び成果 

（平成３１年３月末現在） 

令和元年度 

活動実績及び成果 

（令和２年３月末現在） 

令和２年度 

活動実績及び成果 

（令和３年３月末現在） 

令和３年度 

活動実績及び成果 

（令和４年３月末現在） 

令和４年度 

取り組み内容と今後の方向性 

（令和４年４月から 

令和５年３月まで） 

１・食生活改善推進員の養成，研修会の開催                                              【健康増進課】 

食生活改善推進員向けの研修会を

5 回開催しました。 

 親子料理教室向けの研修会と，茨

城食文化伝承事業の研修会を実施

し，推進員全体のスキルアップを図

りました。 

開催回数 4 回 延べ参加者 120 人 

 食生活改善推進員向けの研修会を

２回開催しました。 

 親子の料理教室向けの研修では，

子どもの頃から濃い味に慣れてしま

うと体への負担も大きく，将来生活

習慣病のリスクも高まるので今から

家族で減塩を心がけることの必要性

を伝達しました。 

 茨城食文化伝承事業のための研修

会では，地域で穫れた新鮮な野菜を

毎日の食事にどのように取り入れれ

ば効率よく栄養を摂取できるか，ま

た野菜の持つ多くの力について伝達

しました。 

開催回数２回 延べ参加人数 57 人 

食生活改善推進員向けの研修会を

３回開催しました（うち 1 回は書面

開催）。 

 １回目については新型コロナウイ

ルス感染症の流行により中止とし，

代わりに龍ケ崎市民健康状態の現状

についてとレシピを配布しました。 

 研修会は２回開催しました。防災

士兼管理栄養士の資格を持っている

講師より，災害時の食事の作り方や

食べ方について教示いただきまし

た。 

 また，大塚製薬株式会社の管理栄

養士よりコロナに負けない免疫を高

める食事について教示いただきまし

た。 

開催回数３回 延べ参加人数 76 人 

 

食生活改善推進員協議会は令和３

年度より，休会していますが，会員

向けの研修会を１回開催しました。

女子栄養大学講師経験者を講師に招

いて，学校現場の食育について講話

をしていただき，現会長により会の

歴史について話をしていただきまし

た。 

また，龍ケ崎市食生活改善推進協

議会は令和３年をもって全国及び茨

城県食生活改善推進員協議会を退会

しました。 
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平成３０年度 

活動実績及び成果 

（平成３１年３月末現在） 

令和元年度 

活動実績及び成果 

（令和２年３月末現在） 

令和２年度 

活動実績及び成果 

（令和３年３月末現在） 

令和３年度 

活動実績及び成果 

（令和４年３月末現在） 

令和４年度 

取り組み内容と今後の方向性 

（令和４年４月から 

令和５年３月まで） 

２・がん予防推進員の養成，研修会の開催                                              【健康増進課】 

現会員向けに 6 月に研修会を開催

しました。「胃がん医療機関検診」

についての説明，意見交換会を実施

しました。 

参加者 17 人（推進員：50 人） 

 県主催のがん予防推進員養成講座

に 9 人の方が参加しました。 

 市民の参加を増やすために，市広

報紙などで参加者を募集しました。

（市広報紙 10 月号に掲載） 

 

 

がん予防推進員の中央研修会を，

６月に実施しました。がん検診やが

ん予防に関する知識を深めるととも

に，チラシの配布等を通して市民へ

の健診受診勧奨を依頼しました。 

内容： 

・市が実施するがん検診について 

・がん予防推進員によるがん体験

談 

・乳がんセルフチェックデモンス

トレーション（講師：看護学生） 

 研修会欠席者には，郵送等でチラ

シの配布を依頼しました。 

参加者：19 人（推進員数：55

人） 

 

例年実施している，がん予防推進

員の中央研修会については，新型コ

ロナウイルスの感染拡大防止の観点

から中止としました。 

 その際，がん検診が７月から実施

予定の周知用チラシを作成し，推進

員の通知に同封しました。 

県の疾病対策課主催のがん予防推

進員養成講習会は中止。 

 

 

がん予防推進員の中央研修会は新

型コロナウイルスの感染拡大防止の

ため中止としました。 

 

がん予防推進員研修会は，新型コ

ロナウイルス感染症の感染状況をみ

ながら開催の是非を検討していきま

す。 
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基本方針４ 生活習慣及び社会環境の改善 

取り組み分野 （１）栄養・食生活 

重点目標 ・生活習慣病の予防及び改善につながる食育の推進 

・食育等を通じた子どもの健康づくり 

・20 歳代・30 歳代を中心とした若い世代への食育の推進 

成果指標 

 目標値（令和 3 年度）（2021 年度） 

             実績         （％） 

平成 30 

(2018 年) 

令和元 

（2019 年） 

令和 2 

（2020 年） 

令和 3 

（2021 年） 

令和 4 

（2022 年） 

①全出生数中の低体重児の割合（2,500g 未満）    9.0％ 10.5 8.2 8.1 5.9  

②１歳６か月児健康診査のカウプ指数 18.6 以上の割合  3.0％ 1.7 3.0 0.9 2.4  

③身体測定結果において肥満である児童生徒の割合   

児童：6.0％（6 年生：7.0％）  生徒：9.0％（3 年生：7.0％） 

児童：7.9％ 

(6 年生 10.0%) 

生徒：10.0％ 

(3 年生：8.4%) 

児童： 8.3％ 

生徒：11.3％ 
児童：11.0％ 

生徒：13.0％ 
児童：10.5％ 

生徒：12.5％ 
 

④20 歳～60 歳代男性の肥満の割合    28.0％（国：H34 28.0％） － － － 37.2  

⑤40 歳～60 歳代女性の肥満の割合    19.0％（国：H34 19.0％） － － － 20.7  

⑥20 歳代女性のやせの割合（BM18.5 未満）11.0％（国：H34 20.0％） － － － 14.8  

⑦65 歳～74 歳の BMI≦20 の割合   15.0％以下 14.0 18.2 16.6 19.1  

⑧主食・主菜・副菜を組み合わせた食事を１日２回以上している人の割合 

81.0％ 
－ － － 73.4  

⑨乳製品を毎日たべている人の割合   51.0％ － － － 51.9  

⑩毎日朝食を食べていると答えた児童生徒の割合   95.0％以上 児童：95.4 

生徒：92.5 

児童：94.0 

生徒：90.4  
児童：95.3 

生徒：93.0 
 

⑪朝食を欠食する人の割合（20 歳代）  男性：20％ 女性 25％ 
－ － － 

男性：41.7 

女性：39.3 
 

⑫朝食を欠食する人の割合（30 歳代）  男性：40％ 女性 15％ 
－ － － 

男性：25.0 

女性：17.8 
 

⑬26 週頃の妊婦健康診査のヘモグロビン 11ｇ/dl 未満の割合 

（貧血の早期発見）    35.0％ 
40.2 41.9 34.4 35.0  

⑭26 週頃の妊婦健康診査の血糖値 100 ㎎/dl 以上の割合（妊婦糖尿病の早期発

見）（再掲）       33.0％ 
42.4 45.6 39.9 41.7  

新型コロナ

ウイルスの

為実施なし 
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⑮離乳食教室（５～６か月）の参加率    40.9％ 35.0 38.2 29.2 28.2  

⑯野菜などを植付け（栽培）・収穫・調理の体験型食育を行った保育園・幼稚

園・認定こども園数  18 施設 
18 施設 18 施設 18 施設 21 施設  

⑰児童生徒１人当たりの給食食べ残し量    児童:35.0ｇ  生徒：40.0ｇ 児童：21.8ｇ 

生徒：40.8ｇ 
児童：30.5ｇ 

生徒：43.5ｇ 
児童：26.6ｇ 

生徒：36.6ｇ 
児童：32.5ｇ 

生徒：40.6ｇ 
 

⑱学校給食での塩分摂取量         小学校：2.5ｇ  中学校：3.0ｇ 

 
小学校：2.7ｇ 

中学校：3.1ｇ 

小学校：2.4ｇ 

中学校：2.9ｇ 
小学校：2.1ｇ 

中学校：2.9ｇ 
小学校：2.4g 

中学校：2.8g  

⑲「地産地消」を知っていると回答した割合 

小学６年生：66.5％ 中学３年生：76.5％ － ― ― 

小学 6 年生：

78.7％ 

中学 3 年生：

91.6％ 

 

⑳学校給食における地場産品を使用する割合   50.0％ 74.3 69.8 55.2 68.7  
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具体的取り組み 
①適正体重を維持するための取り組み 

平成３０年度 

活動実績及び成果 

（平成３１年３月末現在） 

令和元年度 

活動実績及び成果 

（令和２年３月末現在） 

令和２年度 

活動実績及び成果 

（令和３年３月末現在） 

令和３年度 

活動実績及び成果 

（令和４年３月末現在） 

令和４年度 

取り組み内容と今後の方向性 

（令和４年４月から 

令和５年３月まで） 

１・母子健康手帳交付時に妊娠前の BMI を把握し保健指導                                       【健康増進課】 

 BMI を確認し，日常生活（特に食

生活）においての保健指導を実施し

ました。 

 また，糖尿病の家族歴がある方に

ついては，糖尿病についての保健指

導を行い，生活習慣病の発症予防に

努めました。 

妊娠届出数：505  

 BMI18.5 未満：52 人（10.3％） 

 BMI 25.0 以上：76 人（15.0％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BMI を確認し，日常生活（特に食

生活）においての保健指導を実施し

ました。 

 また，糖尿病の家族歴がある方に

ついては，糖尿病が与える影響につ

いての保健指導を行い，生活習慣病

の発症予防に努めました。 

妊娠届出数：451  

 BMI18.5 未満：37 人（8.2％） 

 BMI 25.0 以上：40 人（8.7％） 

 

 

BMI を確認し，日常生活（特に食

生活）においての保健指導を実施し

ました。 

 また，糖尿病の家族歴がある方に

ついては，糖尿病についての保健指

導を行い，生活習慣病の発症予防を

目的に，妊娠前期からの体重管理の

必要性について周知啓発を行いまし

た。 

妊娠届出数（転入者込み）：368 件 

 BMI 18.5 未満：39 人（8.6％） 

 BMI 25.0 以上：55 人（14.9％） 

 さらに，BMI と糖尿病の家族歴に

よって必要な方には，お食事手帳を

配布し，管理栄養士が面談や電話に

て，お食事手帳に基づいた栄養指導

を行いました。また，お食事手帳を

活用して医療機関との連携強化を図

りました。 

 お食事手帳配布数：177 人 

 栄養指導者数：141 人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BMI を確認し，日常生活（特に食

生活）においての保健指導を実施し

しました。 

 また，糖尿病の家族歴や妊娠糖尿

病歴，高齢出産の方については，糖

尿病についての保健指導を行い，生

活習慣病の発症予防を目的に，妊娠

前期からの体重管理の必要性につい

て周知啓発を行いました。 

妊娠届数(転入者含む)：394 人 

 BMI 18.5 未満：31 人(7.9％) 

 BMI 25.0 以上：56 人(14.2％) 

 

 さらに，お食事手帳を配布し，管

理栄養士が面談や電話にて，お食事

手帳に基づいた栄養指導を行いまし

た。 

 また，栄養指導を実施した方につ

いては，医療機関に報告し医療機関

との連携強化を図りました。 

お食事手帳配布数：177 人 

 栄養指導者数：159 人 

妊娠前の BMI を確認し，日常生活

（特に食生活）においての保健指導

を実施します。 

 また，糖尿病の家族歴や妊娠糖尿

病歴のある方，高齢出産の方につい

ては，妊娠糖尿病の発症予防および

将来の生活習慣病予防について保健

指導を実施し，妊娠前期からの体重

管理の必要性について周知啓発を行

います。 

 

 対象者にはお食事手帳を配布し，

管理栄養士が面談や電話にて，栄養

指導を行います。 

 栄養指導を実施した方について

は，医療機関に報告し医療機関との

連携強化を図ります。 
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平成３０年度 

活動実績及び成果 

（平成３１年３月末現在） 

令和元年度 

活動実績及び成果 

（令和２年３月末現在） 

令和２年度 

活動実績及び成果 

（令和３年３月末現在） 

令和３年度 

活動実績及び成果 

（令和４年３月末現在） 

令和４年度 

取り組み内容と今後の方向性 

（令和４年４月から 

令和５年３月まで） 

２・各乳幼児健康診査における食事指導                                               【健康増進課】 

各幼児健診時（１歳６か月，３歳

５か月）に，問診票に基づいて，管

理栄養士による食事指導を実施しま

した。 

３～４か月児健診では，離乳食の

集団栄養指導の際に，保護者が１日

３食バランスよく食べるために，野

菜を取り入れやすいポイントを指導

しました。 

１歳６か月児健診では，生活リズ

ムを整え，１日の栄養を３食と間食

で補うためのポイントを指導してい

ます。その中で，甘いものの摂取が

児の体に与える影響についてもお話

ししました。 

各乳幼児健診時（３～４か月，１

歳６か月，３歳５か月）に，「塩分

チェックシート」を保護者に記入し

てもらい，家庭での減塩の動機づけ

を行いました。塩分量が多い保護者

に対しては，管理栄養士から個別指

導を実施しました。 

保護者の塩分チェックシートの点

数に応じた食事指導及び児の年齢に

あった食事について，管理栄養士が

集団及び個別にて指導を実施しまし

た。 

 
健診受診者保護者の塩分摂取平均：

11.2g（全国平均 9.9g） 
＜全国平均参考文献：平成29年国民健

康・栄養調査結果の概要より＞ 

 

 

各乳幼児健診時（３～４か月児・

１歳６か月児・３歳５か月児の全

員）に，問診票に基づき管理栄養士

による食事指導を保護者に実施しま

した。 

2 歳６か月児歯科健診・４歳眼の

健診については，必要に応じて個別

による食事指導を行いました。 

 ３～４か月児健診では，離乳食

の集団栄養指導の際に，保護者が１

日３食バランスよく食べるために，

野菜を取り入れやすいポイントを指

導しました。 

また，母親の妊娠中の経過を確認

し，糖や蛋白などがみられた場合，

産後気をつけることについて説明し

ました。 

１歳６か月児健診では，生活リズ

ムを整え，１日の栄養を３食と間食

で補うためのポイントを指導してい

ます。その中で，甘いものの摂取が

児の体に与える影響についてもお話

ししました。 

各乳幼児健診時（３～４か月，１

歳６か月，３歳５か月）に，「塩分

チェックシート」を保護者に記入し

てもらい，家庭での減塩の動機づけ

を行いました。塩分量が多い保護者

に対しては，管理栄養士から個別指

導を実施しました。 

保護者の塩分チェックシートの点

数に応じた食事指導及び児の年齢に

あった食事について，管理栄養士が

集団及び個別にて指導を実施しまし

た。 

 

 

新型コロナ感染対策として，健診

時間の短縮を図るため，問診により

栄養指導が必要と判断した保護者に

対して，各乳幼児健診において，管

理栄養士が栄養指導を行いました。 

また，健診日に指導が受けられな

い方については，こどもの健康相談

を利用して，栄養指導を行いまし

た。 

１歳６か月児健診は，離乳食完了

となる時期で，食習慣の基本となる

時期であることから，食事に関する

チラシを作成し配付しました。 

また，併せて，保護者記載の塩分

チェック表を基に，保護者への塩分

摂取について保健指導を行いまし

た。 

１歳６か月児健診，３歳５か月児

健診時，すべてのお子さんに対し

て，歯科衛生士がおやつや甘い飲み

物等についての保健指導を行いまし

た。 

 

健診受診者保護者の塩分摂取 

平均：10．9g（全国平均 9.9g） 

＜全国平均参考文献：平成 29 年国民

健康・栄養調査結果の概要より＞ 

 

乳幼児への食事指導だけでなく，

妊娠中及び出産後の母親の尿検査や

血圧の値等も確認し，個々にあった

保健指導を実施しました。 

 

３～４か月児健診ではグループご

とに管理栄養士が「離乳食開始のポ

イント」「保護者の食事」に関する

集団講話を実施しました。 

 実施者数：309 人 

母子健康手帳の記録から妊娠中の

経過を確認し，必要な方には食事に

ついての指導を個別に実施しまし

た。塩分チェック表で塩分の過摂取

が考えられる方や血圧高値の保護者

には減塩等の指導を個別に実施しま

した。 

 ６～７か月健診（コロナ感染症拡

大の影響で本来集団健診であった３

～４か月児健診を医療機関で受診し

た児対象）では離乳食初期のポイン

トの確認と，今後の流れについて管

理栄養士による集団講話を実施しま

した。 

実施者数：22 人 

食事形態や適量が分かるように，

月齢による食品の見本を提示しまし

た。離乳食に関する資料を配布しま

した。妊娠中や産後の様子で必要と

思われたものには，管理栄養士が個

別面談にて栄養指導を実施しまし

た。 

１歳６か月児健診では，計測記録

に管理栄養士が入り，カウプ指数と

問診票の食事に関する項目を確認

し，栄養相談が必要とされる対象者

を抽出，保健指導の時間を利用して

食事，卒乳，生活リズムなどについ

て，対象児に適した指導を実施しま

した。健診受診者全員に「1 歳６か

月児の食事のポイント」の資料を配

布しました。 

３～４か月児健診では管理栄養士

が「離乳食開始のポイント」「保護

者の食事」に関する集団講話を実施

します。 

母子健康手帳の記録から妊娠中の

経過を確認し，必要な方には食事に

ついての指導を個別に実施します。 

 

１歳６か月児健診では，計測の段

階で，管理栄養士がカウプ指数と問

診票の食事に関する項目を確認し，

栄養相談が必要とされる対象者を抽

出し，保健指導の時間に指導を実施

します。健診受診者全員に「1 歳６

か月児の食事のポイント」の資料を

配布します。 

 

 ２歳６か月児歯科健診（医療機関

委託）では，返却された問診票にて

食事や食べ方の相談希望がある方や

フォローが必要と思われる児の保護

者に管理栄養士が電話指導を実施し

ます。 

 

３歳５か月児健診では，１歳６か

月児健診と同様に，計測の段階で管

理栄養士が，栄養相談が必要とされ

る対象者を抽出し，保健指導の時間

を利用して指導を実施します。 

カウプ指数が１歳６か月児健診時

と比較して上昇がみられた児に対し

ては，将来の肥満のリスクを鑑み，

食を含む生活習慣についてリーフ

レットを用いて指導を実施します。 

 

各乳幼児健診時（３～４か月，１

歳６か月，３歳５か月）に，「塩分
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平成３０年度 

活動実績及び成果 

（平成３１年３月末現在） 

令和元年度 

活動実績及び成果 

（令和２年３月末現在） 

令和２年度 

活動実績及び成果 

（令和３年３月末現在） 

令和３年度 

活動実績及び成果 

（令和４年３月末現在） 

令和４年度 

取り組み内容と今後の方向性 

（令和４年４月から 

令和５年３月まで） 

健診受診者保護者の塩分摂取平

均：11.0g（全国平均 9.9g） 

＜全国平均参考文献：平成 29 年国

民健康・栄養調査結果の概要より＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配布数：369 部 

 ２歳６か月児歯科健診（医療機関

委託）では，返却された問診票にて

食事や食べ方の相談希望がある方や

フォローが必要と思われる児の保護

者に管理栄養士が電話指導を実施し

ました。食事バランス，偏食や丸飲

みなどの問題点について口腔の成長

に合わせた指導を実施しました。 

実施数：44 件 

３歳５か月児健診では，１歳６か

月児健診と同様に，計測記録に管理

栄養士が入り，栄養相談が必要とさ

れる対象者を抽出し，保健指導の時

間を利用して，食事内容や量，生活

リズムなど対象児に応じた指導を実

施しました。 

特にカウプ指数が１歳６か月児健

診時と比較して上昇がみられた児に

対しては，将来の肥満のリスクを鑑

み，食を含む生活習慣についてリー

フレットを用いて指導を実施しまし

た。 

保護者の平均塩分摂取量が全国平

均に近づきましたがまだ高値である

ため，各乳幼児健診時（３～４か

月，１歳６か月，３歳５か月）に，

「塩分チェックシート」を保護者に

記入してもらい，家庭での減塩の動

機づけを行いました。塩分摂取量が

多い保護者に対しては，保健師また

は管理栄養士が個別指導を実施しま

した。 

健診受診者保護者の塩分摂取 

平均：10.4 g（全国平均 10.1g） 

＜全国平均参考文献：令和元年国民

健康・栄養調査結果の概要より＞ 

チェックシート」を保護者に記入し

てもらい，家庭での減塩の動機づけ

を行います。塩分摂取量が多い等，

必要に応じて指導を実施します。 
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平成３０年度 

活動実績及び成果 

（平成３１年３月末現在） 

令和元年度 

活動実績及び成果 

（令和２年３月末現在） 

令和２年度 

活動実績及び成果 

（令和３年３月末現在） 

令和３年度 

活動実績及び成果 

（令和４年３月末現在） 

令和４年度 

取り組み内容と今後の方向性 

（令和４年４月から 

令和５年３月まで） 

３・児童生徒の健康に関する知識の普及啓発                                               【指導課】 

体位測定や健康診断結果などを参

考にした生活習慣の指導を行い，自

らの健康について考える意識付けを

行いました。 

また，定期健康診断や歯科検診結 

果など，健康に関する情報を児童生

徒及び保護者に提供し，家庭におけ

る生活改善を通じて，肥満やむし歯

の予防の推進を図りました。 

（参考）スポーツ庁「平成 30 年度全

国体力・運動能力，運動習慣等調

査」より 

対象：龍ケ崎市立小学校 5 年生 

龍ケ崎市立中学校 2 年生 

・やせ傾向：小学生男子 2.3％  

茨城県     2.3％  

      小学生女子 3.7％ 

茨城県     2.0％ 

中学生男子 2.1％  

茨城県     2.4％ 

      中学生女子 3.4％  

茨城県      3.2％ 

・肥満傾向：小学生男子 10.1％ 

茨城県     13.2％ 

小学生女子 10.0％ 

茨城県     10.1％ 

中学生男子 11.3％ 

茨城県      9.5％ 

中学生女子  6.5％  

茨城県      8.0％   

 

市の肥満傾向は，中学２年生男子

を除き，県平均を下回っておりま

す。 

 
「ヘルシースクール（小児生活習慣

病予防教室）」【新規事業】の企画

体位測定や健康診断の集計結果な

どを参考にした生活習慣の指導の充

実を図り，自らの健康について考え

る意識付けを行いました。また，定

期健康診断や歯科検診の結果など，

健康に関する情報を児童生徒及び保

護者に積極的に提供し，家庭におけ

る生活改善を通じて，肥満やむし歯

予防の推進を図りました。 

（参考）スポーツ庁「令和元年度

全国体力・運動能力，運動習慣等調

査」より 

対象：小学５年生，中学２年生 

・痩身傾向：市 小学生男子 3.5％ 

            県   〃   2.1％ 

            市 小学生女子 1.4％ 

            県   〃   1.9％ 

      市 中学生男子 2.4％ 

            県   〃   2.5％ 

      市 中学生女子 5.2％ 

            県   〃   3.3％ 

・肥満傾向：市 小学生男子 10.7％ 

            県   〃   13.9％ 

            市 小学生女子 7.5％ 

            県   〃   9.7％ 

      市 中学生男子 11.1％ 

            県   〃   10.6％ 

      市 中学生女子 6.3％ 

            県   〃   8.9％ 

男女を比較すると，男子の方が肥

満傾向が高く，中２年生男子の肥満

児の割合は県平均を上回っていまし

た。 

  

 

「ヘルシースクール（小児生活習

慣病予防教室）」を市内小中学校に

新型コロナウイルス感染の状況か

ら，今年度は予定されていた時期よ

りも遅れてではありますが全校で無

事健康診断等が実施できました。 

体位測定や健康診断の集計結果な

どを参考にした生活習慣の指導の充

実を図り，自らの健康について考え

る意識付けを行いました。 

また，定期健康診断や歯科検診の

結果など，健康に関する情報を児童

生徒及び保護者に積極的に提供し，

家庭における生活改善を通じて，肥

満やむし歯の予防を推進しました。 

 

※今年度，スポーツ庁「令和元年

度全国体力・運動能力，運動習慣等

調査」なしのためデータなし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 新型コロナウイルス感染防止のた

め，集団健康教育は，実施しません

でした。そのため，今年度の小児生

活習慣病予防の取り組みとして，個

別指導を充実させました。 

学校の内科健診において，肥満や

やせと判断されたお子さんに対して

栄養相談のお知らせを作成し，対象

体位測定や健康診断の集計結果な

どを参考にした生活習慣の指導の充

実を図り，自らの健康について考え

る意識付けを計画的に行うよう指導

しました 

また，定期健康診断及び歯科検診

の結果や学校保健委員会における医

療従事者からの助言など，健康に関

する情報を児童生徒及び保護者に積

極的に提供し，家庭における生活改

善を通じて，肥満やむし歯予防の推

進を図っています。 

（参考）スポーツ庁「令和３年度

全国体力・運動能力，運動習慣等調

査」より 

対象：小学５年生，中学２年生 

・痩身傾向：市 小学生男子 3.3％ 

            県   〃   2.0％ 

            市 小学生女子 2.6％ 

            県   〃   1.9％ 

      市 中学生男子 4.2％ 

            県   〃   2.3％ 

      市 中学生女子 2.0％ 

            県   〃   2.9％ 

・肥満傾向：市 小学生男子 16.5％ 

            県   〃   16.9％ 

            市 小学生女子 12.5％ 

            県   〃   11.1％ 

      市 中学生男子 10.9％ 

            県   〃   11.8％ 

      市 中学生女子 12.0％ 

            県   〃   9.4％ 

 

学校の内科健診において，肥満や

やせと判断されたお子さんに対して

栄養相談のお知らせを作成し，対象

となったお子さんの保護者に，学校

体位測定や健康診断の集計結果な

どを参考にした生活習慣の指導の充

実を図り，自らの健康について考え

る意識付けを計画的に行えるよう指

導します。 

また，定期健康診断及び歯科検診

の結果や学校保健委員会における医

療従事者からの助言など，健康に関

する情報を児童生徒及び保護者に積

極的に提供し，家庭における生活改

善を通じて，肥満やむし歯予防の推

進を図っています。 

 

学校の内科健診において，肥満や

やせと判断されたお子さんに対して

栄養相談のお知らせを作成し，対象

となったお子さんの保護者に，学校

から配付していただき，希望者に個

別栄養相談を実施します。 

 栄養相談に申し込みのあったお子

さん及び保護者に対して，電話や面

談にて管理栄養士が栄養相談を実施

し，初回指導後３か月後に再度電話

や面談にて，継続的に支援して参り

ます。 

 また，栄養相談の結果について

は，学校での保健指導に活用してい

ただけるよう，情報共有を図って参

ります。 

小児科医から肥満ややせのお子さ

んの栄養相談の依頼を受けて，管理

栄養士が面談し栄養指導を実施しま

す。指導結果については，主治医に

報告し連携しながら小児生活習慣病

予防に取り組める体制をとっていき

ます。 
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平成３０年度 

活動実績及び成果 

（平成３１年３月末現在） 

令和元年度 

活動実績及び成果 

（令和２年３月末現在） 

令和２年度 

活動実績及び成果 

（令和３年３月末現在） 

令和３年度 

活動実績及び成果 

（令和４年３月末現在） 

令和４年度 

取り組み内容と今後の方向性 

（令和４年４月から 

令和５年３月まで） 

書を作成し以下の内容について教室

を実施しました。 

① 事前に食事記録表，当日の健康

チェックシートを使用しての自分の

振り返り 

② 生活習慣病と動脈硬化との関連に

ついて 

③ 間食，飲み物のカロリーをクイズ

形式で理解し，間食と肥満の関係，

肥満と血管への影響について 

【実施場所】 小学校 1 か所 中学

校 1 か所 

平成 30 年 12 月 20 日 龍ケ崎西小

学校６学年 60 人に実施 

平成 31 年 ２月 ５日 愛宕中学校２

学年 62 人に実施  

【成果】 

健康教室後のアンケートより 

「生活習慣病について知ることがで

きた」 小学校：88.3％        

中学校：79％ 

「生活習慣病になりたくないと思っ

た」  小学校：83％         

中学校：74.2％ 

一番印象に残ったこと 「塩や脂，

糖を多くとると血管を傷つけるこ

と」 小学校 68.3％  

中学校 71％ 

家族に伝えたいこと「きちんとした

食事をしてください」「生活習慣病

は怖い」「甘い飲み物は砂糖が多く

入っている」などの意見を聞くこと

ができました。 

 

 

 

 

 

実施しました。 

 生活習慣病と動脈硬化や間と飲

み物のカロリーについて，また，体

に及ぼす影響について講話を行いま

した。 

【実施学校】 

・龍ケ崎西小（集団・個別） 

・愛宕中学校（集団） 

・松葉小（個別） 

・城西中（個別） 

・八原小（集団） 

 

 昨年度は，集団指導のみでした

が，今年度は，個別での関わりを持

つことができました。集団では，全

体的な指導となりますが，個別では

保護者も一緒に関わることができる

ため自宅での継続的な関りができる

と思いました。 

となったお子さんの保護者に，学校

から配付していただきました。 

 

今後，栄養相談に申し込みのあっ

たお子さん及び保護者に対して，電

話や面談にて管理栄養士が栄養相談

を実施しました。初回指導後３か月

後に再度電話や面談にて，継続的に

支援しました。また，栄養相談の結

果については，学校に報告し学校と

の連携を図りました。 

栄養相談希望者数：肥満 18 人 

         やせ ２人 

肥満度が改善した者：15 人 

やせが改善した者：１人 

 

小児科医から肥満ややせのお子さ

んの栄養相談の依頼を受けて，管理

栄養士が面談し栄養指導を実施する

「栄養指導連携事業」を開始しまし

た。３件の依頼があり，栄養指導を

行いました。結果は，主治医に報告

し連携しながら小児生活習慣病予防

に取り組んでいます。 

 

から配付していただき，希望者に個

別栄養相談を実施しました。 

 栄養相談に申し込みのあったお子

さん及び保護者に対して，電話や面

談にて管理栄養士が栄養相談を実施

し，初回指導後３か月後に再度電話

や面談にて，継続的に支援しまし

た。 

 また，栄養相談の結果について

は，学校での保健指導に活用してい

ただけるよう，情報共有を図りまし

た。 

栄養相談希望者数：肥満 32 人 

         やせ 14 人 

肥満度が改善した者：19 人 

やせが改善した者：9 人 

 
小児科医から肥満ややせのお子さ

んの栄養相談の依頼を受けて，管理

栄養士が面談し栄養指導を実施しま

した。指導結果については，主治医

に報告し連携しながら小児生活習慣

病予防に取り組める体制をとってい

ます。 
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平成３０年度 

活動実績及び成果 

（平成３１年３月末現在） 

令和元年度 

活動実績及び成果 

（令和２年３月末現在） 

令和２年度 

活動実績及び成果 

（令和３年３月末現在） 

令和３年度 

活動実績及び成果 

（令和４年３月末現在） 

令和４年度 

取り組み内容と今後の方向性 

（令和４年４月から 

令和５年３月まで） 

４．健康相談や結果説明会等で食事指導 

健康相談や移動健康相談を実施し

ました 

健康相談：12 回 

 移動健康相談：1 回 

健康相談実施者数：78 人 

医師より栄養指導実施の依頼があっ

た方を対象に，指示カロリー等をも

とに管理栄養士が糖尿病連携手帳を

活用し，栄養相談を実施しました。 

相談件数：9 人 

 

健康相談・移動健康相談実施者

数：71 人 

健康相談実施日以外にも相談が

あった場合には随時対応しました。 

健康相談実施日以外の相談者：４

１人 

医師からの指示カロリー等に基づ

いた食事指導を実施していますが，

特に糖尿病連携手帳を活用し医療機

関と連携した支援を行いました。 

医師からの栄養指導依頼に基づい

た栄養相談実施者数：12 人   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

健康相談は健診開始後の６月から

実施しています。健康相談実施日以

外にも相談があった場合には随時対

応しています。 

健康相談・移動健康相談実施者数：

120 人 

医師からの指示カロリー等に基づ

いた食事指導を実施しました。 

医師からの栄養指導依頼に基づい

た栄養相談実施者数：８人  

 

 

健康相談は４月より通年で行い，

今年度より特定の日程を設けずに通

年で随時対応しました。 

健康相談実施者：74 人 

 

医師からの指示カロリー等に基づ

いた食事指導を実施しました。 

医師からの栄養指導依頼に基づい

た栄養相談実施者数：４人  

 

健康相談は日程を設けて実施しま

す。健診結果に基づき適正体重を維

持するための指導を行います。 
また，医師からの栄養指導依頼書

に基づき栄養相談を随時実施しま

す。 
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平成３０年度 

活動実績及び成果 

（平成３１年３月末現在） 

令和元年度 

活動実績及び成果 

（令和２年３月末現在） 

令和２年度 

活動実績及び成果 

（令和３年３月末現在） 

令和３年度 

活動実績及び成果 

（令和４年３月末現在） 

令和４年度 

取り組み内容と今後の方向性 

（令和４年４月から 

令和５年３月まで） 

５・特定保健指導における食事指導                                                 【健康増進課】 

特定保健指導栄養教室で食事につ

いて指導を行いました。 

 基本編では，血管内皮とバランス

の良い食事について保健師より講話

を実施しました。 

 対象者の食事には個人差があるた

め，管理栄養士より個別の食事指導

を行っています。 

 応用編ではグループワークを行

い，お互いの生活改善できたとこ

ろ，できなかったところを話し合

い，メタボ改善に向けてグループ間

で意識づけを行っています。 

 また，管理栄養士による講話や試

食も提供し，食生活に関する正しい

知識を学ぶ場となっています。 

 また，血圧，血糖，脂質等の検査

値を改善するための具体的な栄養指

導を実施しました。 

特定保健指導初回（個別)295 人 

栄養教室基本編（8 回）  42 人 

栄養教室応用編（3 回）  29 人 

 特定保健指導栄養教室で食事につ

いての指導を行いました。 

 血糖改善コースでは HｂA1c5.6％

以上の方を対象に糖尿病についての

説明と食事についてのアドバイスを

行いました。 

 血圧改善コースでは血圧について

の説明，食事での減塩のポイントに

ついて説明をしました。 

 体験コースでは 1 食分の食事を提

供し，カロリーダウンのポイント

や，食物繊維の増やし方など説明を

行いました。 

特定保健指導初回 

血糖改善コース（2 回〉・・9 人 

血圧改善コース（2 回）・・14 人 

体験コース  （2 回）・・22 人 

（1 回は平成 30 年度対象者 10 人

含む） 

新型コロナウイルス感染拡大防止

のため，集団栄養教室でなく，全て

個別栄養相談として行いました。 

媒体等を使用し，参加者と一緒に

食生活を振り返り，何をどのくらい

食べれば良いかなど指導をしまし

た。また，特定保健指導初回面接の

際に管理栄養士が担当した対象者に

関しては，食材の選び方や間食につ

いてなど対象者に合わせて指導を行

いました。 

 

特定保健指導初回（個別）222 人 

個別栄養講座        ３人 

 

 

特に生活習慣の見直しの必要な積

極的支援の方を対象に個別栄養指導

を実施しました。事前に対象者に

合った栄養量を算定し食事の摂り方

について指導をしました。また，思

い出し法により，前日の行動記録を

作成し，それを基に生活や食事の習

慣の見直し，バランスや分量，食べ

方などの改善について考えてもらい

ました。食品の量をイメージできる

ようフードモデル等の媒体を使用

し，食事指導を行いました。 

 

特定保健指導初回個別：302 人 

うち管理栄養士実施：156 人 

生活習慣病健診保健指導初回個別:16 人 

うち管理栄養士実施：７人 

個別栄養指導：９人 

積極的支援者や動機づけ支援者で

も希望者については，個別栄養相談

を実施します。媒体等を使用し，参

加者と一緒に食生活を振り返り，何

をどのくらい食べれば良いかなど理

解できるよう支援していきます。 
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②適切な量と質の食事をするための取り組み 

平成３０年度 

活動実績及び成果 

（平成３１年３月末現在） 

令和元年度 

活動実績及び成果 

（令和２年３月末現在） 

令和２年度 

活動実績及び成果 

（令和３年３月末現在） 

令和３年度 

活動実績及び成果 

（令和４年３月末現在） 

令和４年度 

取り組み内容と今後の方向性 

（令和４年４月から 

令和５年３月まで） 

６・食生活改善推進員の料理講習会でバランスのとれた食事の作り方指導                                【健康増進課】 

食生活改善推進員による主食・主

菜・副菜のそろったメニューの料理

講習会を開催しました。 

伝達講習会では，「フライパン 1

つで料理ができる」ところが好評で

した。 

簡単にでき，バランスの良い食事

を紹介することができました。 

伝達講習会    5 回：42 人 

親子料理教室   2 回：26 人 

茨城食文化伝承事業 3 回：32 人 

男性の料理教室  2 回：16 人 

生涯骨太クッキング 4 回：34 人 

生活習慣病予防のための減塩推進ス

キルアップ事業  １回：85 人 

骨粗しょう症予防教室 2 回 85 人 

特定保健指導料理講座 3 回 29 人 

商業施設等での食育活動 3 回 160 人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 食生活改善推進員による主食・主

菜・副菜のそろったメニューの料理

講習会を開催しました。 

男性の料理教室では，ポリ袋で簡単

に一品作れると好評でした。 

伝達講習会   ４回：３７人 

親子の料理教室 ４回：６１人 

男性の料理教室 ２回：１３人 

茨城食文化伝承 ４回：３６人 

骨粗しょう症予防教室１回：２３人 

特定保健指導栄養教室２回：２２人

（1 回は平成 30 年度対象者 10 人含

む） 

親子料理教室４回，茨城食文化伝

承事業４回，生涯骨太クッキング４

回，伝達講習会４回，骨粗しょう症

予防教室１回，特定保健指導栄養教

室７回を予定していましたが，調理

実習は新型コロナウイルス感染症の

感染リスクが高いため，中止としま

した。 

そのため，今年度はシルバーリハ

ビリ体操指導士会テキストを配付し

ました。食文化伝承事業は茨城の伝

承レシピを配付しました。生活習慣

病予防のための減塩推進スキルアッ

プ事業に関しては，テキストを配付

しました。体を鍛えること食生活は

共通することがあるため教室に使用

していただくことになりました。 

 

茨城食文化伝承事業配付資料：90 部 

生活習慣病予防のための減塩推進ス

キルアップ事業配付資料：80 部 

 

 

令和３年度より休会しています

が，今後の活動に向けて話し合いを

実施した結果，令和３年度をもって

龍ケ崎市食生活改善推進協議会は全

国及び茨城県食生活改善推進員協議

会を退会しました。 
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平成３０年度 

活動実績及び成果 

（平成３１年３月末現在） 

令和元年度 

活動実績及び成果 

（令和２年３月末現在） 

令和２年度 

活動実績及び成果 

（令和３年３月末現在） 

令和３年度 

活動実績及び成果 

（令和４年３月末現在） 

令和４年度 

取り組み内容と今後の方向性 

（令和４年４月から 

令和５年３月まで） 

７・特定保健指導時に野菜の摂取量や食塩についての説明，個人にあった食事量の情報提供                        【健康増進課】 

特定保健指導栄養教室で食事のバ

ランス・塩分のとり方・食物繊維・

主食の量について指導しました。 

 基本編では，血管内皮とバランス

の良い食事について保健師より講話

を実施しました。対象者の食事には

個人差があるため，管理栄養士より

個別の食事指導を行っています。 

 応用編ではグループワークを行

い，お互いの生活改善できたとこ

ろ，できなかったところを話し合

い，メタボ改善に向けてグループ間

で意識づけを行っています。 

 また，管理栄養士による講話や試

食も提供し，食生活に関する正しい

知識を学ぶ場とともに，血圧，血

糖，脂質等の検査値を改善するため

の具体的な栄養指導を実施しまし

た。 

特定保健指導初回(個別) 295 人 

栄養教室基本編（8 回）  42 人 

栄養教室応用編（3 回）  29 人 

 

 特定保健指導栄養教室で食事につ

いての指導を行いました。 

 血糖改善コースでは HｂA1c5.6％

以上の方を対象に糖尿病についての

説明と食事についてのアドバイスを

行いました。 

 血圧改善コースでは血圧について

の説明，食事での減塩のポイントに

ついて説明をしました。 

 体験コースでは 1 食分の食事を提

供し，カロリーダウンのポイント

や，食物繊維の増やし方など説明を

行いました。 

 

特定保健指導初回（個別）・218 人 

血糖改善コース（2 回〉・・9 人 

血圧改善コース（2 回）・・14 人 

体験コース  （2 回）・・22 人 

（1 回は平成 30 年度対象者 10 人

含む） 

新型コロナウイルス感染拡大防止

のため，集団栄養教室でなく，全て

個別栄養相談として行いました。 

媒体等を使用し，参加者と一緒に

食生活を振り返り，何をどのくらい

食べれば良いかなど指導をしまし

た。また，特定保健指導初回面接の

際に管理栄養士が担当した対象者に

関しては，食材の選び方や間食につ

いてなど対象者に合わせて指導を行

いました。 

 

特定保健指導初回（個別）222 人 

個別栄養講座      ３人 

 

 

特定保健指導初回時に，対象者の

健診データに紐づけながら，野菜を

食べてほしい理由や目安量について

話をしました。個別栄養相談時で

は，一緒に日々の生活を振り返り，

何をどのくらい食べれば良いか，個

人に合った量の情報提供を行いまし

た。 

 

特定保健指導初回個別：302 人 

うち管理栄養士実施：156 人 

生活習慣病健診保健指導初回個別:16 人 

うち管理栄養士実施：７人 

個別栄養指導：９人 

 

 

個別栄養相談の際に，一緒に日々

の生活を振り返り，何をどのくらい

食べれば良いか，個人に合った量に

ついて指導をおこないます。また，

健診当日に媒体を使用した減塩の啓

発やチラシの配布を行います。 

８・１日に必要な野菜 350g の普及啓発                                               【健康増進課】 

特定保健指導や健康相談時・糖尿

病の講演会に 1 日に必要な野菜の量

について指導を行いました。 

糖尿病の講演会後に，管理栄養士

による個別の食事指導を実施しまし

た。フードモデルを用いて食事のイ

メージがつくようにしました。 

 

 

特定保健指導や糖尿病講演会，ヘ

ルス講演会，健康相談時に 1 日に必

要な野菜の量のフードモデルを提示

しました。 

特定保健指導・健康相談等を利用

して１日に必要な野菜の量について

フードモデルや手ばかり法などを利

用してわかりやすく情報提供をしま

した。 

 

 

 

 

特定保健指導・健康相談等を利用

して１日に必要な野菜の量について

資料やフードモデルなどを利用し，

情報提供しました。また，生野菜だ

けでは野菜は食べにくいため，調理

方法なども踏まえて話しをしまし

た。 

特定保健指導・健康相談等を利用

して１日に必要な野菜の量について

フードモデルなどを利用しイメージ

しやすいように目標量を啓発してい

きます。 
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平成３０年度 

活動実績及び成果 

（平成３１年３月末現在） 

令和元年度 

活動実績及び成果 

（令和２年３月末現在） 

令和２年度 

活動実績及び成果 

（令和３年３月末現在） 

令和３年度 

活動実績及び成果 

（令和４年３月末現在） 

令和４年度 

取り組み内容と今後の方向性 

（令和４年４月から 

令和５年３月まで） 

９・食生活改善推進員による「適塩」メニュー料理講習会の開催                                    【健康増進課】 

食生活改善推進員の調理講習会で

は１食あたり塩分 2.5g～3.0ｇのメ

ニューで料理講習会を実施しまし

た。 
伝達講習会    5 回：42 人 

親子料理教室   2 回：26 人 

茨城食文化伝承事業 3 回：32 人 

男性の料理教室  2 回：16 人 

生涯骨太クッキング 4 回：34 人 

生活習慣病予防のための減塩推進ス

キルアップ事業 １回：85 人 

骨粗しょう症予防教室 2 回：85 人 

特定保健指導料理講座 3 回：29 人 

商業施設等での食育活動 3 回：160

人 

 今年度も食生活改善推進員による

講習会として 

伝達講習会    ４回：37 人 

親子料理教室   ４回：61 人 

茨城食文化伝承事業４回：36 人 

男性の料理教室  2 回：13 人 

骨粗しょう症予防教室１回：23 人 

特定保健指導料理講座２回：22 人 

実施しました。 

引き続き１食あたり塩分３ｇ以下

のメニューで「適塩」を周知し適正

な塩分周知をしていきます。 

親子料理教室４回，茨城食文化伝

承事業４回，生涯骨太クッキング４

回，伝達講習会４回，骨粗しょう症

予防教室１回，特定保健指導料理講

座７回を予定していましたが，調理

実習は感染リスクが高いため，中止

としました。 

 

 

令和３年度より休会しています

が，今後の活動について話し合い実

施した結果，令和３年度をもって龍

ケ崎市食生活改善推進協議会は全国

及び茨城県食生活改善推進員協議会

を退会しました。 
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③規則正しい食習慣をおくるための取り組み 

平成３０年度 

活動実績及び成果 

（平成３１年３月末現在） 

令和元年度 

活動実績及び成果 

（令和２年３月末現在） 

令和２年度 

活動実績及び成果 

（令和３年３月末現在） 

令和３年度 

活動実績及び成果 

（令和４年３月末現在） 

令和４年度 

取り組み内容と今後の方向性 

（令和４年４月から 

令和５年３月まで） 

１０・乳幼児健康診査において生活習慣に関する保健指導                                       【健康増進課】 

各乳幼児健診時（3～4 か月，１歳

６か月，３歳５か月）に，問診票に

基づいて，管理栄養士による食事指

導を実施しました。 

また，「塩分チェックシート」を

保護者に記入してもらうことと併せ

て，健診会場では，血圧測定を実施

しました。 

それをふまえ家庭での減塩の動機

づけを行いました。 

塩分量が多い保護者に対しては，

管理栄養士から個別指導を実施しま

した。 

 

健診受診者保護者の塩分摂取 

平均：11.2g（全国平均 9.9g） 
＜全国平均参考文献：平成 29 年国民健

康・栄養調査結果の概要より＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 各乳幼児健診時（3～4 か月，１歳

６か月，３歳５か月）に，問診票に

基づいて，管理栄養士による食事指

導を実施しました。 

 2 歳 6 か月児健診，4 歳眼の健診

では，状況に応じて管理栄養士の個

別指導を実施しました。 

 また，「塩分チェックシート」を

保護者に記入してもらうことと併せ

て，健診会場では，血圧測定を実施

しました。 

 「塩分チェックシート」を記入す

ることで食生活習慣を振り返ること

ができ，家庭での減塩の動機づけを

行うことができました。 

 塩分量が多い保護者に対しては，

管理栄養士から具体的な個別指導を

実施することができました。 

 

健診受診者保護者の塩分摂取 

平均：11.0g（全国平均 9.9g） 

＜全国平均参考文献：平成 29 年国民

健康・栄養調査結果の概要より＞ 

 

新型コロナ感染対策として，健診

時間の短縮を図るため，問診により

栄養指導が必要と判断した保護者に

対して，各乳幼児健診において，管

理栄養士が栄養指導を行いました。 

また，健診日に指導が受けられな

い方については，こどもの健康相談

を利用して，栄養指導を行いまし

た。 

１歳６か月児は，離乳食完了とな

る時期で，食習慣の基本となる時期

であることから，食事に関するチラ

シを作成し配布しました。 

また，併せて，保護者記載の塩分

チェック表を基に，保護者への塩分

摂取について保健指導を行いまし

た。 

 

健診受診者保護者の塩分摂取 

平均：10.9g（全国平均 9.9g） 

＜全国平均参考文献：平成 29 年国民

健康・栄養調査結果の概要より＞ 

 

１歳６か月児健診，３歳５か月児

健診時，すべてのお子さんに対し

て，歯科衛生士がおやつや甘い飲み

物等についての保健指導を行いまし

た。 

乳幼児への食事指導だけでなく，

妊娠中及び出産後の母親の尿検査や

血圧の値等も確認し，個々にあった

保健指導を実施しました。 

 

 

 

 

新型コロナ感染対策として，健診

時間の短縮を図るため，健診対象児

全員ではなく保健師・管理栄養士が

問診票の結果から必要と判断した保

護者に管理栄養士が栄養指導を実施

しました。 

また，健診日に指導が受けられな

い方については，こどもの健康相談

を利用して，管理栄養士による栄養

指導を行いました。離乳期の児およ

び保護者には，離乳食の内容や進め

方，食事環境の整え方，母乳やミル

クについて指導しました。幼児期の

児および保護者には生活習慣，摂食

や咀嚼の問題点を抽出し，改善のた

めの指導を実施しました。 

実施者数：幼児 10 人 乳児３人 

小児期からの生活習慣が将来の生

活習慣病に繋がっていくことから，

バランスのよい食事，望ましい間食

（飲み物を含む）の取り方，生活リ

ズムの整え方等を伝えて参りまし

た。 

保護者の平均塩分摂取量が全国平

均に近づきましたが，まだ高値であ

るため，各乳幼児健診時（３～４か

月，１歳６か月，３歳５か月）に，

保護者に「塩分チェックシート」へ

の記入をお願いし，家庭での減塩の

動機づけを行いました。結果，塩分

摂取量が多い保護者に対しては，保

健師および管理栄養士から個別指導

を実施しました。 

健診受診者保護者の塩分摂取 

平均：10．4g（全国平均 10.1g） 

昨年と同様に新型コロナ感染対策

として健診時間の短縮を図るため，

健診対象児全員ではなく保健師・管

理栄養士が問診票の結果から必要と

判断した保護者に管理栄養士より栄

養指導を実施していきます。 
また，健診日に指導が受けられな

い方についてはこどもの健康相談を

利用して管理栄養士による栄養指導

を実施していきます。 

小児期からの生活習慣病が将来の

生活習慣病に繋がっていくことか

ら，生活リズムや食事環境の整え

方，摂食，咀嚼の問題点の抽出と対

策，栄養バランス，食事量，望まし

い間食など（飲み物を含む）につい

て指導を実施していきます。 

保護者の平均塩分摂取量が全国平

均と比較して高値であるため，各乳

幼児健診時（３～４か月，１歳６か

月，３歳５か月）に，保護者に「塩

分チェックシート」への記入をお願

いし，家庭での減塩の動機づけを

行っていきます。結果，塩分摂取量

が多い保護者に対しては，保健師お

よび管理栄養士から個別指導を実施

していきます。 
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平成３０年度 

活動実績及び成果 

（平成３１年３月末現在） 

令和元年度 

活動実績及び成果 

（令和２年３月末現在） 

令和２年度 

活動実績及び成果 

（令和３年３月末現在） 

令和３年度 

活動実績及び成果 

（令和４年３月末現在） 

令和４年度 

取り組み内容と今後の方向性 

（令和４年４月から 

令和５年３月まで） 

＜全国平均参考文献：令和元年国民

健康・栄養調査結果の概要より＞ 

 

１１・「 給食だより」「食育だより」による朝食の重要性の啓発                                 【学校給食センター】 

毎月発行している給食だよりに，

機会を捉えて朝食についての内容を

掲載しました。（５回掲載） 

特に５月発行分には，朝食を食べ

た時と食べなかった時の体の変化

や，どんな朝食を食べると良いかの

献立例を掲載し，朝食の重要性を啓

発しました。 

また，栄養教諭の所属する学校に

おいては，学校の実態を踏まえた食

育だよりを発行し，朝食におすすめ

のレシピの紹介なども行いました。

（食育だよりによる啓発３回） 

毎月発行している給食だよりに，

規則正しい食生活を送ることの大切

さを掲載しました。学習や運動と関

連付けた内容を盛り込むことで，児

童生徒及び保護者の関心を高めるよ

うにしました。（通年） 

とくに長期休業前に発行する給食

だよりには，朝食の重要性について

のコーナーを作り，啓発を行いまし

た。  

 また，栄養教諭の所属する学校で

は，学校の実態を踏まえた食育だよ

りを発行し，簡単に作れる朝食メ

ニューの紹介をしました。 

 

毎月発行している給食だよりに，

夏休み前後など機会を捉えて朝食に

ついての内容を掲載しました。（通

年） 

また，栄養教諭の所属する学校で

は，学校の実態を踏まえた食育だよ

りを発行し，朝食の重要性や望まし

い食生活の啓発を行いました。 

 

○給食だよりの内容で朝食について

触れた回数 

・小学校：４回 

・中学校：６回 

毎月発行している給食だよりに，

朝食に関する内容を掲載していま

す。特に５月号では，朝食の重要性

について特集しました。 

また，栄養教諭の所属する学校で

は食育だよりにおいても朝食に関す

る内容を掲載しました。 

 

○給食だよりの内容で朝食について

触れた回数 

・小学校：２回 

・中学校：４回 

毎月献立表とともに発行している

給食だよりに，朝食に関する内容を

掲載していきます。特に５月号で

は，朝食の重要性について特集しま

す。 

 また，栄養教諭の作成する食育だ

よりを通じて朝食に関する内容を発

信します。 

１２・ 高校生へ食事指導パンフレット送付                                              【健康増進課】 

日本脳炎予防接種の積極的勧奨対

象者（高校３年生）668 人に対し

て，予診票送付時に，生活習慣病予

防（糖尿病）についての資料を作成

し同封しました。また，外食や中食

における食事のポイントについての

資料を同封し，生活習慣が見直せる

ようにしました。 

 

 県立竜ケ崎南高等学校 3 年生 85

人を対象に，「生活習慣病予防につ

いて」の講話及び「コンビニエンス

ストアを利用してのバランスのとれ

た食事」について試食を交えながら

健康教育を行いました。 

日本脳炎予防接種の積極的勧奨対

象者（高校３年生）798 人に対し

て，予診票送付時に，朝食の必要性

についての資料を作成し同封しまし

た。 

また，外食や中食における食事の

ポイントについての資料を同封し，

生活習慣が見直せるようにしまし

た。 

日本脳炎予防接種の積極的勧奨対

象者（高校３年生）674 人に対し，

予診票送付時に，食生活に関する資

料を同封し，生活習慣が見直せるよ

うに情報提供しました。 

 

 

日本脳炎予防接種の積極的勧奨対

象者（高校３年生）204 人に対し，

予診票送付時に，食生活に関する資

料を同封し，生活習慣が見直せるよ

うに情報提供しました。 

 

日本脳炎予防接種の積極的勧奨対

象者（高校３年生）に対し，予診票

送付時に，食生活に関する資料を同

封し，生活習慣が見直せるように情

報提供します。 
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平成３０年度 

活動実績及び成果 

（平成３１年３月末現在） 

令和元年度 

活動実績及び成果 

（令和２年３月末現在） 

令和２年度 

活動実績及び成果 

（令和３年３月末現在） 

令和３年度 

活動実績及び成果 

（令和４年３月末現在） 

令和４年度 

取り組み内容と今後の方向性 

（令和４年４月から 

令和５年３月まで） 

１３・特定保健指導における食事指導                                                【健康増進課】 

 特定保健指の栄養教室で食事につ

いて指導を行いました。 

 基本編では，血管内皮と食事につ

いて保健師より講話があり，管理栄

養士より個別の食事指導を行いまし

た。 

 応用編ではグループワークを行

い，お互いの生活改善できたとこ

ろ，できなかったところを話し合

い，メタボ改善に向けてグループ間

で意識づけを行いました。 

 また，管理栄養士による講話や試

食も提供し，食生活に関する正しい

知識を学ぶ場となっています。 

 

特定保健指導初回（個別）295 人 

栄養教室基本編（8 回）  42 人 

栄養教室応用編（3 回）  29 人 

 特定保健指導栄養教室で食事につ

いての指導を行いました。 

 血糖改善コースでは HｂA1c5.6％

以上の方を対象に糖尿病についての

説明と食事についてのアドバイスを

行いました。 

 血圧改善コースでは血圧について

の説明，食事での減塩のポイントに

ついて説明しました。 

 体験コースでは 1 食分の食事を提

供し，カロリーダウンのポイント

や，食物繊維の増やし方など説明を

行いました。 

特定保健指導初回（個別）218 人 

血糖改善コース（2 回〉・・9 人 

血圧改善コース（2 回）・・14 人 

体験コース  （2 回）・・22 人 

（1 回は平成 30 年度対象者 10 人

含む） 

新型コロナウイルス感染拡大防止

のため，集団栄養教室でなく，全て

個別栄養相談として行いました。 

媒体等を使用し，参加者と一緒に

食生活を振り返り，何をどのくらい

食べれば良いかなど指導をしまし

た。また，特定保健指導初回面接の

際に管理栄養士が担当した対象者に

関しては，食材の選び方や間食につ

いてなど対象者に合わせて指導を行

いました。 

 

特定保健指導初回（個別）222 人 

個別栄養講座      ３人 

 

 

特に生活習慣の見直しが必要な積

極的支援の方々を対象に個別栄養指

導を実施しました。事前に対象者に

合った栄養量を算定し食事の摂り方

について指導をしました。また，思

い出し法により，前日の行動記録を

作成し，それをもとに生活や食事の

習慣の見直し，バランスや分量，食

べ方などの改善について考えてもら

いました。食品の量をイメージでき

るようフードモデル等の媒体を使用

し，食事指導を行いました。 

 

特定保健指導初回個別：302 人 

うち管理栄養士実施：156 人 

生活習慣病健診保健指導初回個別:16 人 

うち管理栄養士実施：7 人 

個別栄養指導：9 人 

個別栄養相談を行う予定です。

日々の生活を振り返り，食事の取り

方や間食についてなど対象者に合わ

せて指導情報提供を行っていきま

す。 
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④妊娠期から離乳期における食育の推進のための取り組み 

平成３０年度 

活動実績及び成果 

（平成３１年３月末現在） 

令和元年度 

活動実績及び成果 

（令和２年３月末現在） 

令和２年度 

活動実績及び成果 

（令和３年３月末現在） 

令和３年度 

活動実績及び成果 

（令和４年３月末現在） 

令和４年度 

取り組み内容と今後の方向性 

（令和４年４月から 

令和５年３月まで） 

１４・母子健康手帳交付時の面接やプレ・ママ教室での講義，妊娠中の電話等による貧血・妊娠糖尿・妊娠高血圧予防についての栄養指導   【健康増進課】 

個々に合わせた日常生活（特に食

生活）においての保健指導を行いま

した。 

また，糖尿病の家族歴がある方に

ついては，糖尿病についての保健指

導を行い，生活習慣病の発症予防に

努めました。 

①全出生数中の低体重児の割合

（2,500g 未満）：9.4％ 

⑬26 週頃の妊婦健康診査のヘモグロ

ビン 11ｇ/dl 未満の割合（貧血の早

期発見）  40.2％ 

⑭26 週頃の妊婦健康診査の血糖値

100 ㎎/dl 以上の割合（妊婦糖尿病の

早期発見）（再掲） 42.4％ 

 個々に合わせた日常生活（特に食

生活）においての保健指導を行いま

した。 

 また，糖尿病の家族歴がある方に

ついては，糖尿病が体に及ぼす影響

についての保健指導を行い，生活習

慣病の発症予防に努めました。 

①全出生数中の低体重児の割合

（2,500g 未満）：7.6％ 

⑬26 週頃の妊婦健康診査のヘモグロ

ビン 11ｇ/dl 未満の割合（貧血の早

期発見）41.5％ 

⑭26 週頃の妊婦健康診査の血糖値

100 ㎎/dl 以上の割合（妊婦糖尿病の

早期発見）（再掲）45.8％ 

集団ではプレ・ママ教室で，保健

師が妊娠中に起こりうる病気につい

て説明した後に，管理栄養士が妊娠

期に適した食事について講話を行っ

た。 

また，母子健康手帳交付時に，や

せや肥満，糖尿病の家族歴，妊糖尿

病歴，妊娠高血圧歴がある方につい

ては，お食事手帳を配付し，管理栄

養士が電話や面談して個別の栄養相

談を実施しました。 

お食事手帳配布数：177 人 

 栄養指導者数：延べ 141 人 

 

①全出生数中の低体重児の割合 

（2,500g 未満）：8.1％ 

⑬26 週頃の妊婦健康診査のヘモグロ

ビン 11ｇ/dl 未満の割合（貧血の早期

発見）34.4％ 

⑭26 週頃の妊婦健康診査の血糖値

100 ㎎/dl 以上の割合（妊婦糖尿病の

早期発見）39.9％ 

 

母子健康手帳交付時に，やせや肥

満，糖尿病の家族歴，妊娠糖尿病既

往歴，妊娠高血圧症群既往歴のある

方については，お食事手帳を配布

し，可能な限り管理栄養士が栄養指

導を行いました。交付当日に栄養指

導ができなかった方については，後

日電話や面談等で栄養指導を行い，

妊娠糖尿病や妊娠高血圧症候群，低

出生体重児の出生の予防に努めまし

た。 

お食事手帳配布数：177 人 

栄養指導者数：159 人 

①全出生数中の低体重児の割合

（2,500g 未満）：5.9％ 

⑬26 週頃の妊婦健康診査のヘモグロ

ビン 11ｇ/dl 未満の割合（貧血の早期

発見）35.0％ 

⑭26 週頃の妊婦健康診査の血糖値

100 ㎎/dl 以上の割合（妊婦糖尿病の

早期発見）41.7％ 

集団では，プレ・ママ教室で妊娠

中の生活やトラブルの予防等につい

て保健師が説明し，管理栄養士から

妊娠期の食事の注意点等について講

話を実施しました。 

プレ・ママ教室第１講座参加者

数：24 人 

 

 

 

 

 

 

 

母子健康手帳交付時当日に，妊娠

中のリスクが高い方（BMI が 25.0 以

上又は 18.5 未満の方，糖尿病の家族

歴のある方，妊娠糖尿病既往歴のあ

る方，妊娠高血圧症候群既往歴があ

る方）については，お食事手帳を配

付し，管理栄養士が栄養指導を行い

ます。当日に栄養指導ができなかっ

た方については，後日電話や面談等

で栄養指導を行います。妊娠糖尿病

や妊娠高血圧症候群の発症予防や低

出生体重児の予防に努めます。 
集団では，プレ・ママ教室で妊娠

中の生活やトラブルの予防等につい

て保健師が説明し，第１講座では管

理栄養士が妊娠期の食事について講

話を実施します。 
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平成３０年度 

活動実績及び成果 

（平成３１年３月末現在） 

令和元年度 

活動実績及び成果 

（令和２年３月末現在） 

令和２年度 

活動実績及び成果 

（令和３年３月末現在） 

令和３年度 

活動実績及び成果 

（令和４年３月末現在） 

令和４年度 

取り組み内容と今後の方向性 

（令和４年４月から 

令和５年３月まで） 

１５・乳児家庭全戸訪問時に母親の栄養指導                                             【健康増進課】 

妊娠糖尿病や，貧血を指摘された

方については，日常生活（特に食生

活）においての保健指導・栄養指導

を行い，生活習慣病の発症予防に努

めました。 

 

 

 妊娠糖尿病や，貧血を指摘された

方，蛋白尿が出ていた方について

は，日常生活（特に食生活）におい

ての保健指導・栄養指導を行い，生

活習慣病の発症予防に努めました。 

 

妊娠期において，妊娠糖尿病や，

貧血を指摘されていた産婦には，日

常生活（特に食生活）においての保

健指導を行いました。また，妊娠糖

尿病歴のある産婦には，経過観察の

ために受診勧奨を行い，生活習慣病

の発症予防に努めました。 

妊娠期において，妊娠糖尿病や貧

血を指摘されていた産婦には，１日

３食バランスの良い食生活を心がけ

るよう保健指導を行いました。 

また，妊娠糖尿病歴のある産婦に

は，経過観察のために受診勧奨を行

い，糖尿病の発症予防に努めまし

た。 

訪問時に母子健康手帳の内容を確

認し，妊娠糖尿病や貧血に関する受

診の経過と今後の診療予約状況を確

認しました。３～４か月児健診時に

結果を確認し，未受診の場合は受診

勧奨を行いました。 

 

 

妊娠期において，妊娠糖尿病や貧

血を指摘されていた産婦には，食生

活の保健指導を行います。 

また，妊娠糖尿病歴のある産婦に

は，経過観察のために受診勧奨を行

い，糖尿病の発症予防に努めます。 

訪問時に母子健康手帳の内容を確

認し，妊娠糖尿病や貧血に関する受

診の経過と今後の診療予約状況を確

認していきます。 

 

１６・離乳食教室において適塩の大切さの普及                                            【健康増進課】 

離乳食期の栄養が，成人になって

からの肥満，2 型糖尿病，高血圧等

と関連があることが，最近多く報告

されています。乳幼児期に培われた

味覚や食事の嗜好は，その後の食習

慣にも影響を与えることから，児の

味覚発達のため，素材そのものの味

を覚えさせることの大切さを話しま

した。 

 

 離乳食期の栄養が，成人になって

からの肥満，2 型糖尿病，高血圧等

と関連があることが，最近多く報告

されています。 

 乳幼児期に培われた味覚や食事の

嗜好は，その後の食習慣にも影響を

与えることから，児の味覚発達のた

め，素材そのものの味を覚えさせる

ことの大切さを話しました。 

 

離乳期の栄養が，味覚や食事の基

礎になること，また，その後の食習

慣に影響を与えることから，児の味

覚の発達のため，素材そのものの味

を覚えさせることの大切さを伝えま

した。 

４月・５月の離乳食委教室は，新

型コロナウイルスの感染拡大防止の

ため集団指導は中止となったため，

予約者にリーフレットを郵送し，個

別相談も実施しました。 

対象者（６～７か月児）：401 人 

離乳食教室参加者数：117 人

（29.2％) 

 

 

離乳期の食事が，味覚や今後の食

生活の基礎になること，また，その

後の食習慣に影響を与えることか

ら，児の味覚の発達のため，素材そ

のものの味を覚えさせることの大切

さを伝えました。 

また，食材の選び方や調味料の使

い方，ベビーフードを使用する際の

注意点や親の食事から取り分けをス

ムーズにする方法などについても伝

えました。簡単な天然出汁のとり方

のデモンストレーションを実施しま

した。 

８月は新型コロナウイルス感染症

緊急事態宣言発令のため，教室を中

止し，資料の郵送（５人）と個別指

導（１人）で対応しました。 

離乳期の食事が，児の味覚の形成

や食生活の基礎になることから，児

の味覚の発達や将来の生活習慣病予

防をふまえ，離乳期からの適塩の大

切さを伝えていきます。 
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平成３０年度 

活動実績及び成果 

（平成３１年３月末現在） 

令和元年度 

活動実績及び成果 

（令和２年３月末現在） 

令和２年度 

活動実績及び成果 

（令和３年３月末現在） 

令和３年度 

活動実績及び成果 

（令和４年３月末現在） 

令和４年度 

取り組み内容と今後の方向性 

（令和４年４月から 

令和５年３月まで） 

離乳食教室参加者数：84 人 

 

 

 

 

⑤集団給食の充実のための取り組み 

平成３０年度 

活動実績及び成果 

（平成３１年３月末現在） 

令和元年度 

活動実績及び成果 

（令和２年３月末現在） 

令和２年度 

活動実績及び成果 

（令和３年３月末現在） 

令和３年度 

活動実績及び成果 

（令和４年３月末現在） 

令和４年度 

取り組み内容と今後の方向性 

（令和４年４月から 

令和５年３月まで） 

１７・保育園・幼稚園・認定こども園での野菜などを植付け（栽培）・収穫・調理の体験型食育                     【こども家庭課】 

敷地内の畑にさつま芋の苗を植

え，水やりなどの世話をしました。 

秋に収穫した後は，ホットプレート

で焼いて食べました。また給食の汁

物に使い，保育所みんなで収穫の喜

びを味わうことができました 

 秋には近隣ハウスのぶどう狩り体

験をしてたわわに実ったぶどうを喜

んで食べました。 

 

４月の年長児が参加したいちご狩

りでは，収穫したいちごで「いちご

みるく」を作って食べました。７月

には年長児がかき氷を作って食べた

り，メグミルク工場を社会科見学し

ました。8 月には３,４,５歳児が自分

たちで育てた野菜（トマト，ピーマ

ン，ナス）を給食に入れて食べまし

た。年長児は育てたゴーヤでサラダ

を作って食べました。９月にはマク

ドナルド食育講座を保育所の全児で

受けました。 

年長児は，その日の献立の材料を

自分たちが交替で３色食品群に分類

して表示することで，食品への関心

が高まりました。 

敷地内にさつま芋（年長児）とト

マトの苗（年中児・年少児）を植

え，水やりなどの世話をしました。 

夏から秋に自分たちで収穫をし，

トマトはそのまま食べてみたり，さ

つまいもは給食で，味噌汁や蒸しパ

ンに加えてもらいました。 

自分たちで苗を植え，収穫等体験

することで食に対する興味・関心を

高めました。 

 12 月に，年長児が食べ物の働き

やバランスの良い食事の大切さ等に

ついて，出前カスミ５ADAY 食育体

験学習を受けました。その後，給食

献立表を見てホワイトボード上で，

３大栄養素に食品を分けて表示する

作業をクラスの当番を中心として毎

日行い食品への関心を高めていきま

した。 

 

 

 

今年度については，茨城県の食育

農業体験推進事業を活用し，農業指

導者の協力を得ながらさつま芋の苗

を植え，四角豆のグリーンカーテン

やミニトマトの苗等の水やりをし，

ミニトマトについては生のまま，さ

つま芋や四角豆については収穫した

ものを給食の味噌汁に加えてもらい

ました。 

自分たちで苗を植え，水やりをし

収穫体験することで食に対する興

味・関心を高めました。 

 

今年度も年長・年中の児童を中心

として，①「さつまいも」の苗植

え・収穫，②「ミニトマト」の苗植

え，水やり，収穫，③「ゴーヤによ

るグリーンカーテン」づくり，収穫

に取り組む予定です。 

また，民間事業者の協力を得なが

ら，秋頃に「食育講座」を計画して

います。 

これらの取組を通して，子ども達

に食に関する関心を高め，さらに生

産者に対する感謝の気持ちを持って

もらえるよう指導に努めていきま

す。 
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平成３０年度 

活動実績及び成果 

（平成３１年３月末現在） 

令和元年度 

活動実績及び成果 

（令和２年３月末現在） 

令和２年度 

活動実績及び成果 

（令和３年３月末現在） 

令和３年度 

活動実績及び成果 

（令和４年３月末現在） 

令和４年度 

取り組み内容と今後の方向性 

（令和４年４月から 

令和５年３月まで） 

１８・ 食物アレルギー対応，ノロウイルス等による感染症対策                                  【学校給食センター】 

食物アレルギーによる誤食防止の

ため，市養護教諭との連携を図り，

食物アレルギー児童生徒の管理デー

タを作成し学校・給食センター・市

教育委員会で正確な情報の共有化を

行いました。 

また，８月の給食主任会では，食

物アレルギー対応の取組状況の研修

会を開催し，養護教諭にも参加して

もらい，各学校の取組と課題につい

て協議し，情報を共有しました。 

 ノロウイルス等による感染症対策

として，12 月の給食主任会で「学校

給食における感染症マニュアル（龍

ケ崎市教育委員会発行）」を活用し

た研修を行い，給食センターと学校

で共通理解を図りながら安全な給食

提供に努めました。 

食物アレルギーによる誤食防止の

ため，市養護教諭との連携を図り，

食物アレルギー児童生徒の管理デー

タを作成し，学校・給食センター・

市教育委員会で正確な情報の共有化

を行いました。 

また，６月の養護教諭部会と８月

の給食主任会において，食物アレル

ギー（コンタミネーション）につい

ての情報共有の場を設け，正しい知

識と理解を深めることができまし

た。 

 

食物アレルギーによる誤食防止の

ため，市養護教諭との連携を図り，

食物アレルギー児童生徒の管理デー

タを作成し，学校・給食センター・

市教育委員会で正確な情報の共有化

を行いました。 

また，ノロウイルス等による感染

症対策として「学校給食における食

中毒予防対策マニュアル」において

「給食当番の衛生管理点検票」及び

「嘔吐物の処理方法」について改正

し，11 月の給食主任会で変更点につ

いて各学校と共通理解を図りまし

た。12 月の給食主任会では嘔吐物処

理や配膳時の注意点について確認し

ました。 

 ２月の給食主任会では次年度に向

けて食物アレルギー対応に必要な書

類の提出について確認しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

食物アレルギーによる誤食防止の

ため，市養護教諭との連携を図り，

食物アレルギー児童生徒の管理デー

タを作成し，学校・給食センター・

市教育委員会で正確な情報の共有化

をしました。 

10 月の給食主任会は中止となった

ため，ノロウイルス等による感染症

対策については書面で協力を依頼し

ました。 

1 月 14 日の養護教諭部会ではアレ

ルギー面談の際の注意点について確

認しました。またアレルギー資料

（配合表）の取り扱いが印刷配付か

ら HP 閲覧へ変更となる旨を伝え，関

係保護者への周知をお願いしまし

た。 

食物アレルギーによる誤食防止の

ため，市養護教諭との連携を図り，

食物アレルギー児童生徒の管理デー

タを作成し，学校・給食センター・

市教育委員会で正確な情報の共有化

をしていきます。 

養護教諭部会では研修を行い，学

校給食における食物アレルギー対応

について共通理解を図ります。 
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平成３０年度 

活動実績及び成果 

（平成３１年３月末現在） 

令和元年度 

活動実績及び成果 

（令和２年３月末現在） 

令和２年度 

活動実績及び成果 

（令和３年３月末現在） 

令和３年度 

活動実績及び成果 

（令和４年３月末現在） 

令和４年度 

取り組み内容と今後の方向性 

（令和４年４月から 

令和５年３月まで） 

１９・給食訪問時の栄養指導の充実（適塩・残さず食べることの指導等）                             【学校給食センター】 

栄養教諭・学校栄養職員・調理員

が給食の時間に各小中学校を訪問

し，給食指導を行いました。 

小学校では給食ができるまでの紙

芝居や調理道具の紹介を行い，給食

センターの調理状況の様子を伝えま

した。希望があった学校では調理員

との交流給食も実施しました。 

中学校では，カルシウムについて

の栄養指導を行い，そのなかで成長

期にカルシウムをきちんととって骨

量を増やすことの大切さを，給食に

毎日出る牛乳のカルシウム量と比較

して話しました。 

対象：小学２年生全学級，中学１年

生全学級 

〇児童生徒 1 人当たりの給食食べ残

し量 児童：30.7g，生徒：42.1g 

〇学校給食での塩提供量 

 小学校：2.6g  中学校：3.0ｇ 

 

 

栄養教諭・学校栄養職員・調理員

が給食の時間に各小中学校を訪問

し，給食指導を行いました。 

小学校では給食ができるまでの紙

芝居や調理道具の紹介を行い，給食

センターの調理状況の様子を伝えま

した。希望があった学校では調理員

との交流給食も実施しました。 

中学校では，カルシウムについて

の栄養指導を行い，成長期にカルシ

ウムをきちんととって骨量を増やす

ことの大切さを，給食に毎日出る牛

乳のカルシウム量と比較して話しま

した。 

対象：小学２年生全学級，中学１

年生全学級 

新型コロナウイルス感染症感染拡

大防止のため，栄養教諭および調理

員の給食訪問は中止しました。 

 

給食時間ではなく，授業時間に栄

養教諭が各学校を訪問し食に関する

指導を行いました。 

○授業を行ったクラス数：20 クラス 

新型コロナウイルス感染症感染拡

大防止のため，栄養教諭および調理

員の給食訪問は中止しました。 

栄養教諭による食に関する指導を

授業時間の中で行い，好き嫌いせず

食べることや健康によい食事の摂り

方について指導しました。 

○授業を行ったクラス数：42 クラス 

 

新型コロナウイルス感染症感染拡

大防止のため，栄養教諭および調理

員の給食訪問は実施を見合わせま

す。 

栄養教諭により食に関する指導を

授業時間の中で行い，バランスの良

い食事の重要性について指導してい

きます。 

２０・かみかみ給食メニューの提供                                              【学校給食センター】 

６月４日の「虫歯予防デー」や 11

月８日の「いい歯の日」に「かみか

みメニュー」を提供した他，平成 26

年度の「かみかみメニュー」をテー

マに募集した「親子でつくる給食献

立」の入賞作品を提供しました。 

〇親子でつくる給食献立「かみかみ

メニュー」提供回数（４～３月） 

小学校：９回，中学校：７回 

６月４日から始まる「歯と口の健

康週間」や 11 月８日の「いい歯の

日」を中心に，親子でつくる給食献

立の「かみかみメニュー」や噛み応

えのある食材を使った給食メニュー

を提供しました。 

親子でつくる給食献立「かみかみ

メニュー」提供回数（４～３月） 

小学校：４回，中学校：３回 

６月４日から始まる「歯と口の健

康週間」や 11 月８日の「いい歯の

日」を中心に，親子でつくる給食献

立の「かみかみメニュー」や噛み応

えのある食材を使った給食メニュー

を提供しました。 

○かみかみメニュー提供回数 

・小学校：８回，中学校：８回 

 

 

６月４日から始まる「歯と口の健

康週間」や 11 月８日の「いい歯の

日」を中心に，親子でつくる給食献

立の「かみかみメニュー」や噛み応

えのある食材を使った給食メニュー

を提供しました。 

○かみかみメニュー提供回数 

・小学校５回，中学校 12 回 

 

６月４日から始まる「歯と口の健

康週間」や 11 月８日の「いい歯の

日」を中心に，噛み応えのある食材

を使った給食メニューを提供しま

す。 

 



67 
 

平成３０年度 

活動実績及び成果 

（平成３１年３月末現在） 

令和元年度 

活動実績及び成果 

（令和２年３月末現在） 

令和２年度 

活動実績及び成果 

（令和３年３月末現在） 

令和３年度 

活動実績及び成果 

（令和４年３月末現在） 

令和４年度 

取り組み内容と今後の方向性 

（令和４年４月から 

令和５年３月まで） 

２１・子育てふれあいセミナーでの食育指導                                          【学校給食センター】 

子育てふれあいセミナーでは，小

学１年生の保護者を対象に給食セン

ターの見学会を実施し，給食ができ

るまでの調理工程や衛生管理，地場

産物を活用した給食献立の取り組み

などを紹介しました。 

 また，「成長期における食育」を

テーマに小学生のうちに身に付けて

ほしい食習慣や食事のマナーについ

ても説明し，保護者から「参加して

よかった」「子どもにも伝えたい」

などの感想が寄せられました。 

子育てふれあいセミナーでは，小

学校１年生の保護者を対象に給食セ

ンターの見学とともに，スライドを

用いて給食ができるまでの調理工程

や衛生管理，地産地消の取り組み，

アレルギー対応について紹介しまし

た。 

また，「適塩・減塩」をテーマに

減塩の必要性や給食における減塩の

工夫，家庭でできる減塩・適塩方法

について説明しました。保護者から

は「汁ものから味の濃さを，気を付

けていきたい」「子どもにも伝えた

い」などの感想が寄せられました。 

新型コロナウイルス感染症感染拡

大防止のため，給食センターの見学

会を伴う子育てふれあいセミナーは

中止しました。 

 

 

 子育てふれあいセミナーでは，小

学校１年生の保護者を対象に，給食

ができるまでの調理工程や衛生管

理，地場産物の活用，食物アレル

ギー対応など龍ケ崎市学校給食にお

ける取組を紹介しました。 

 また，栄養教諭より「減塩・適

塩」について講話を行いました。 

○参加人数：市内小学校低学年保護

者 40 人 

 子育てふれあいセミナーでは，小

学校１年生の保護者を対象に，給食

ができるまでの調理工程や衛生管

理，地場産物の活用，食物アレル

ギー対応など龍ケ崎市学校給食にお

ける取組を紹介します。 

 また，栄養教諭より学校給食摂取

基準に基づいた「小学生に必要な栄

養」について講話を行います。 

 

２２・ 親子で作る給食献立の募集及び提供，レシピを市公式ホームページで公開                          【学校給食センター】 

本年度の龍ケ崎市教育の日推進事

業『親子でつくる給食献立』におい

て，「まごわやさしい」健康に良い

食材を使ったメニューを募集し，応

募総数 933 件の中から入賞作品（10

作品）を選出し，学校給食のメ

ニューに取り入れました。 

〇提供月（２月・３月） 

本年度の龍ケ崎市教育の日推進事

業『親子でつくる給食献立』におい

て，「いばらきの旬を味わうメ

ニュー」として茨城県の食材を生か

したメニューを募集し，応募総数

901 件の中から入賞作品（８作品）

を選出しました。 

新型コロナウイルス感染症感染拡

大防止に伴い，『親子でつくる給食

献立』の募集を中止いたしました。 

昨年度の「いばらきの旬を味わう

メニュー」における入賞作品やさら

に過去の入賞作品については，順次

学校給食に取り入れました。 

〇提供回数 

・親子でつくる給食献立総数 

小学校：26 回，中学校：22 回 

・いばらきの旬を味わうメニュー 

小学校：12 回，中学校：９回 

  

 

 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症感染拡

大防止に伴い，今年度も『親子でつ

くる給食献立』を中止しました。 

過去の入賞作品については，順次

学校給食に取り入れるとともに給食

献立表に明記しました。 

○提供回数 

 小学校 23 回，中学校 30 回 

 平成 23 年度から令和元年度に実施

した，『親子でつくる給食献立』の

入賞作品を市公式ホームページで公

開します。 

 今年度も，過去の受賞作品を献立

に取り入れていきます。 
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平成３０年度 

活動実績及び成果 

（平成３１年３月末現在） 

令和元年度 

活動実績及び成果 

（令和２年３月末現在） 

令和２年度 

活動実績及び成果 

（令和３年３月末現在） 

令和３年度 

活動実績及び成果 

（令和４年３月末現在） 

令和４年度 

取り組み内容と今後の方向性 

（令和４年４月から 

令和５年３月まで） 

２３・バランスのとれたおいしい給食の提供                                          【学校給食センター】 

栄養バランスのとれた給食を提供

するため，家庭で不足しがちなカル

シウムや鉄・食物繊維がとれるよう

に献立を工夫し作成しました。 

 また，リクエスト献立・行事食・

世界の料理・日本の郷土料理，親子

でつくる給食献立の入賞作品を給食

メニューに取り入れるなど，児童生

徒が興味をもって食べてもらえるよ

うに献立を工夫しました。 

〇児童生徒 1 人当の給食食べ残し量 

 児童：30.7g，生徒：42.1g 

栄養バランスのとれた給食を提供

するため，家庭で不足しがちなカル

シウムや鉄，食物繊維がとれるよう

に献立作成をしました。 

中学校では，給食訪問時に残さい

の多いおかずや嗜好調査を実施し，

献立作成に反映しました。 

リクエスト献立や行事食，世界の

料理，日本の郷土料理，親子でつく

る給食献立の入賞作品等，児童生徒

が興味をもって食べてもらえるよう

に工夫しました。 

〇児童生徒 1 人当の給食食べ残し量 

 児童：30.5g，生徒：43.5g 

 

 

 

栄養バランスのとれた給食を提供

するため，家庭で不足しがちなカル

シウムや鉄，食物繊維がとれるよう

に献立作成をしました。 

リクエスト献立や行事食，世界の

料理，日本の郷土料理，親子でつく

る給食献立の入賞作品等，児童生徒

が興味をもって食べてもらえるよう

に工夫しました。 

 

栄養バランスのとれた給食を提供

するため，家庭で不足しがちなカル

シウムや鉄，食物繊維がとれるよう

に献立作成をしました。 

リクエスト献立や行事食，世界の

料理，日本の郷土料理，親子でつく

る給食献立の入賞作品等，児童生徒

が興味をもって食べてもらえるよう

な工夫をしました。 

 

栄養バランスのとれた給食を提供

するため，家庭で不足しがちなカル

シウムや鉄，食物繊維がとれるよう

に献立作成をします。 

リクエスト献立や行事食，世界の

料理，日本の郷土料理，児童生徒が

興味をもって食べてもらえるような

工夫をしていきます。 
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⑥地産地消を推進するための取り組み 

平成３０年度 

活動実績及び成果 

（平成３１年３月末現在） 

令和元年度 

活動実績及び成果 

（令和２年３月末現在） 

令和２年度 

活動実績及び成果 

（令和３年３月末現在） 

令和３年度 

活動実績及び成果 

（令和４年３月末現在） 

令和４年度 

取り組み内容と今後の方向性 

（令和４年４月から 

令和５年３月まで） 

２４・地元農産物の消費拡大，PR                                                  【農業政策課】 

現行の事業を継続しながら，平成

30 年 4 月 8 日から運用開始したたつ

のこ産直市場において，地元の新鮮

野菜を販売し,地産地消の推進に努め

ました。 

 また，たつのこマルシェや秋の収

穫祭においても，農産物の PR に努め

ました。 

 

 

 

 

 たつのこ産直市場におけるイベン

ト（移動販売含む）や店頭で販売し

ている地元生産者の新鮮野菜につい

て，市のメール配信や市の公式

Facebook・Twitter・インスタグラム

等を活用し，周知 PR を行い，地産地

消の推進を図りました。 

 また，毎月第３日曜日に開催して

いる「日曜朝市やさい村」について

も市のメール配信や市公式 SNS 等で

周知 PR し，消費拡大を図りました。 

たつのこ産直市場における店頭で

のＰＲや時季に応じたフェア開催等

による地元農産物の消費拡大を図る

ほか，市役所正面玄関での農産物販

売，市広報紙や市公式ＳＮＳ

（Facebook・Twitter・インスタグラ

ム等）の活用，地元農産物をメイン

食材としたレシピ集の配布などによ

り，地元農産物をＰＲし，地産地消

を推進しました。 

 

たつのこ産直市場の運営及び出張

販売，時季に応じたフェアの開催の

ほか，食と農のアンバサダーを活か

し，更なるレシピ考案を図り，イン

フルエンサー協力のもとレシピの周

知を図りました。市広報紙や市公式

ＳＮＳ等の活用により，地元農産物

のＰＲと消費促進に取り組みまし

た。 

令和３年度は，当市ブランド米の

種類と特徴についてまとめたパンフ

レットを作成・配布し，地産地消を

推進しました。 

たつのこ産直市場の運営及び出張

販売，時季に応じたフェアの開催の

ほか，食と農のアンバサダーを活か

し，更なるレシピ考案を図り，イン

フルエンサー協力のもとレシピの周

知を図りました。市広報紙や市公式

ＳＮＳ等の活用により，地元農産物

のＰＲと消費促進に取り組みます。 

令和４年度は，プロモーションビ

デオの作成を予定しています。 

２５・学校給食における地場産物の計画的な活用                                        【学校給食センター】 

JA 竜ケ崎市や龍ケ崎市商工会と連

携し，毎月第３日曜の翌週の「茨城

をたべよう Week」や，11 月の地産

地消強化月間を中心に，学校給食に

地場産物を積極的に取り入れまし

た。 

また，給食献立表や給食カレン

ダーを家庭に配布し，地場産物を紹

介しました。 

〇11 月の地場産物（茨城県産・龍ケ

崎市産）の活用率：74％ 

〇龍ケ崎トマトの提供： 

小学校 11 回，中学校 14 回 

JA 水郷つくばとの連携を図り，毎

月第３日曜の翌週の「茨城をたべよ

う Week」や 11 月の地産地消強化月

間を中心に，学校給食に地場産物を

積極的に取り入れました。 

 また，給食献立表には年間を通

して当月使用予定の地場産物を明記

し，紹介しました。 

〇11 月の地場産物（茨城県産・龍ケ

崎市産）の活用率：61％ 

〇12 月の地場産物（茨城県産・龍ケ

崎市産）の活用率：70％ 

〇龍ケ崎トマトの提供回数： 

小学校２回，中学校６回 

JA 水郷つくばとの連携を図り，毎

月第３日曜の翌週の「茨城をたべよ

う Week」や 11 月の地産地消強化月

間を中心に，学校給食に地場産物を

積極的に取り入れました。 

また，給食献立表には年間を通し

て当月使用予定の地場産物（龍ケ崎

市産及び茨城県産）を明記し，紹介

しました。 

〇11 月の地場産物（茨城県産・龍ケ

崎市産）の活用率：67.2％ 

〇12 月の地場産物（茨城県産・龍ケ

崎市産）の活用率：43.4％ 

〇龍ケ崎トマトの提供回数：小学校

１回 

〇「茨城たべよう Week」には月平均

14.2 品目の地場産物を使用しまし

た。 

JA 水郷つくばとの連携を図り，毎

月第３日曜の翌週の「茨城をたべよ

う Week」や 11 月の地産地消強化月

間を中心に，学校給食に地場産物を

積極的に取り入れました。 

また，給食献立表には年間を通し

て当月使用予定の地場産物（龍ケ崎

市産及び茨城県産）を明記し，紹介

しました。 

〇11 月の地場産物（茨城県産・龍ケ

崎市産）の活用率：67.4％ 

〇龍ケ崎トマトの提供回数：小学校

３回，中学校３回 

〇毎月の「茨城をたべよう Week」に

平均 13.7 品目の地場産物を使用しま

した。 

 

 

JA 水郷つくばとの連携を図り，毎

月第３日曜の翌週の「茨城をたべよ

う Week」や 11 月の地産地消強化月

間を中心に，学校給食に地場産物を

積極的に取り入れていきます。 

また，給食献立表には年間を通し

て当月使用予定の地場産物（龍ケ崎

市産及び茨城県産）を明記し，紹介

していきます。 
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平成３０年度 

活動実績及び成果 

（平成３１年３月末現在） 

令和元年度 

活動実績及び成果 

（令和２年３月末現在） 

令和２年度 

活動実績及び成果 

（令和３年３月末現在） 

令和３年度 

活動実績及び成果 

（令和４年３月末現在） 

令和４年度 

取り組み内容と今後の方向性 

（令和４年４月から 

令和５年３月まで） 

２６・『茨城を食べようメニュー』の募集・提供                                        【学校給食センター】 

毎月第３日曜日の翌週の「茨城を

たべよう Week」を中心に「茨城をた

べようメニュー」を提供しました。

また，平成２９年度の親子でつくる

給食献立「豚肉・トマトを使ったメ

ニュー」での入賞作品を給食で提供

しました。 

〇豚肉・トマトを使った親子でつく

る給食献立の提供回数 

小学校：17 回，中学校：15 回 

 

 

 

 

 

毎月第３日曜日の翌週の「茨城を

たべよう Week」を中心に「茨城をた

べようメニュー」を提供しました。

また，平成２９年度の親子でつくる

給食献立「豚肉・トマトを使ったメ

ニュー」での入賞作品を給食で提供

しました。 

〇豚肉・トマトを使った親子でつ

くる給食献立の提供回数 

小学校：5 回，中学校：7 回 

 今年度の親子でつくる給食献立に

おいては「いばらきの旬を味わうメ

ニュー」として 901 件のメニューが

集まりました。 

 

 

 

毎月第３日曜日の翌週の「茨城を

たべよう Week」を中心に地場産物を

積極的に活用したメニューを提供し

ました。 

昨年度の親子でつくる給食献立

「いばらきの旬を味わうメニュー」

の茨城の食材を生かした入賞作品を

給食で提供しました。 

〇いばらきの旬を味わうメニューの

提供回数 

・小学校：12 回，中学校：９回 

 

 

 

毎月第３日曜日の翌週の「茨城を

たべよう Week」や地産地消強化月間

である 11 月を中心に，茨城県産の食

材を積極的に活用したメニューを提

供しました。 

〇11 月茨城をたべよう Week におけ

る地場産物（茨城県産・龍ケ崎市

産）の活用率：67.4％ 

毎月第３日曜日の翌週の「茨城を

たべよう Week」や地産地消強化月間

である 11 月を中心に，茨城県産の食

材を積極的に活用したメニューを提

供します。 

 また，龍ケ崎市および茨城県産の

食材を特に重点的に活用した特別献

立を実施します。 

２７・小学生を対象に農作物の定植・収穫体験の実施                                         【農業政策課】 

八原小学校２年生 146 人が，大根

の収穫体験に参加し，農産物の生育

について学び，食に対する関心・地

産地消意識の促進を図りました。 

実施日：播種 9 月 12 日 

収穫 11 月 14 日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 市民協働事業「ひまわり迷路＆ひ

まわり油づくり事業」の中で，馴馬

台小学校児童 45 人が栽培体験に参加

し，農作物の生育を学び，食への関

心や地産地消の意識を高めました。 

【ひまわり栽培体験】 

・種まき体験：5 月 20 日 

・種収穫体験：9 月 10 日 

・栽培行程課外授業：12 月 11 日 

 

新型コロナウイルス感染拡大の影

響を受け，農業体験の実施に至りま

せんでした。 

 

 

 

 

 

 

新型コロナウイルス感染拡大の影

響を受け，農業体験の実施に至りま

せんでした。 

 

新型コロナウイルスの状況を鑑み

て，実施の可否またその内容につい

てを考えたいと思います。 
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平成３０年度 

活動実績及び成果 

（平成３１年３月末現在） 

令和元年度 

活動実績及び成果 

（令和２年３月末現在） 

令和２年度 

活動実績及び成果 

（令和３年３月末現在） 

令和３年度 

活動実績及び成果 

（令和４年３月末現在） 

令和４年度 

取り組み内容と今後の方向性 

（令和４年４月から 

令和５年３月まで） 

２８・公益財団法人龍ケ崎市まちづくり・文化財団による農作物収穫体験の実施                             【農業政策課】 

 市内生産者の協力のもと，農産物

収穫体験を実施し，農作業や生産者

との交流を通じて食と農への関心・

地産地消意識の促進を図りました。 

【落花生の収穫体験] 

日時：10 月８日／場所：泉町／内

容：落花生の説明，収穫体験，茹で

落花生試食／実績：7 組 16 人参加 

[レンコン掘り体験] 

日時：10 月 20 日／場所：大徳町

／内容：レンコンの説明，収穫体

験，レンコン御飯やレンコンサラダ

試食／実績：8 組 24 人参加 

[大根抜き体験] 

日時：11 月 11 日／場所：農業公

園豊作村／内容：大根の収穫体験／

実績：51 袋（3 本/袋） 

 

 

 継続して，市内農産物の収穫体験

等を実施し，市民の地産地消意識の

促進を図りました。 

【落花生の収穫体験] 

日時：10 月 6 日／場所：泉町／内

容：落花生の説明，収穫体験，茹で

落花生試食／実績：9 組 19 人参加 

[レンコン掘り体験] 

日時：10 月 20 日／場所：大徳町

／内容：レンコンの説明，収穫体

験，レンコン御飯やレンコンサラダ

試食／実績：7 組 12 人参加 

市内生産者の協力や財団主催のも

と，継続して農産物収穫体験を実施

し，農作業や生産者との交流を通じ

て食と農への関心・地産地消意識の

促進を図りました。 

[落花生の収穫体験] 

日付：10 月４日／場所：泉町／内

容：落花生の説明，収穫体験，ボッ

チ作り体験／実績：15 組 32 人参加 

[レンコン掘り体験] 

雨天等により中止 

[大根抜き体験] 

日付：11 月１日／場所：農業公園豊

作村／内容：大根の収穫体験／実

績：108 人参加 

[稲ワラ拾い体験] 

日付：11 月 1 日／場所：塗戸町／内

容：稲ワラ収集体験／実績：40 人参

加 

[長ネギの収穫体験] 

日付：11 月 29 日／場所：川原代

町／内容：長ネギの収穫体験／実

績：13 組 32 人参加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市内生産者の協力や財団主催のも

と，継続して農産物収穫体験を実施

し，収穫の喜びや生産者との交流を

通じて食と農への関心・地産地消意

識の促進を図りました。 

[じゃがいも収穫体験] 

日付：6 月 26 日／場所：板橋町／実

績：15 組 21 人参加 

[落花生・サツマイモ収穫体験] 

日付：10 月 10 日／場所：板橋町／

実績：38 組 98 人参加 

[レンコン掘り体験] 

日付：10 月 17 日荒天（雨天）中止 

[サツマイモ収穫体験] 

日付：10 月 30 日／場所：豊作村／

／実績：26 組 58 人参加 

[大根抜き体験] 

日付：11 月 3 日／場所：豊作村／実

績：66 組 195 人参加 

[サツマイモ収穫体験] 

日付：11 月 3 日／場所：板橋町／実

績：35 組 90 人参加 

[稲ワラ拾い体験] 

日付：11 月 13 日／場所：塗戸町／

実績：35 人参加 

[人参収穫体験] 

日付：11 月 12 日／場所：板橋町／

実績：30 組 73 人参加 73 人 

[長ネギ収穫体験] 

日付：12 月／場所：川原代町／実

績：15 組 40 人参加 

市内生産者の協力や財団主催のも

と，継続して農産物収穫体験を実施

し，収穫の喜びや生産者との交流を

通じて食と農への関心・地産地消意

識の促進を図ります。 



72 
 

平成３０年度 

活動実績及び成果 

（平成３１年３月末現在） 

令和元年度 

活動実績及び成果 

（令和２年３月末現在） 

令和２年度 

活動実績及び成果 

（令和３年３月末現在） 

令和３年度 

活動実績及び成果 

（令和４年３月末現在） 

令和４年度 

取り組み内容と今後の方向性 

（令和４年４月から 

令和５年３月まで） 

２９・「日曜朝市やさい村」の周知拡充                                               【農業政策課】 

平成 30 年度以降も毎月第３日曜日

に上町商店街通りに面したにぎわい

広場にて「日曜朝市やさい村」を開

催し，毎月旬の新鮮野菜を生産農家

自ら販売し,地産地消の推進に努めま

した。 

開催回数：12 回 

毎月第３日曜日に上町商店街通り

に面したにぎわい広場にて「日曜朝

市やさい村」を開催しました。地元

生産者が丹精込めて育てた新鮮野菜

などの販売やたつのこ産直市場の出

張販売も実施し，新鮮卵などの販売

を行いました。 

開催回数：11 回 

 

毎月第３日曜日に上町商店街通り

に面したにぎわい広場にて「日曜朝

市やさい村」を開催しました。 

生産者が丹精込めて育てた新鮮野菜

などの販売やたつのこ産直市場の出

張販売を推進しました。 

また，新型コロナウイルス感染症

対策等の影響により，開催回数は８

回となりました。 

 開催回数：８回 

 

毎月第３日曜日に上町商店街通り

に面したにぎわい広場にて「日曜朝

市やさい村」を開催しました。 

生産者が丹精込めて育てた新鮮野菜

などの販売やたつのこ産直市場の出

張販売を推進しました。 

事業実施に当たっては,新型コロナウ

イルス感染拡大の状況を見ながら，

開催可否を判断し，６回の実施とな

りました。（コロナ中止：５回，雨

天中止：1 回） 

毎月第３日曜日に上町商店街通り

に面したにぎわい広場にて「日曜朝

市やさい村」を開催します。 

 たつのこ産直市場の出張販売を実

施することで，,地元生産者が丹精込

めて育てた新鮮野菜などを販売し地

産地消に努めます。開催にあたって

は，新型コロナウイルスなどの感染

症拡大の状況を判断しながら実施し

ます。 

３０・給食指導や食育指導において地産地消の考え方と大切さを指導（食育を窓口として地産地消の考え方や大切さを指導）           【指導課】 

学校においては，保健主事，給食

主任，養護教諭等が中心となって，

関係職員との連携を図りながら，給

食指導および食に関する指導の全体

計画のもと校内の推進体制を整えて

います。食に関する全体計画は全校

確実に作成されておりました。 

地産地消の大切さについても，国

や県，市の方針に基づいて，給食委

員会の児童生徒を中心に，給食セン

ターから出される献立表を活用しな

がら地産地消に興味をもたせる活動

に取り組みました。 

学校においては，保健主事，給食

主任，養護教諭等が中心となって，

関係職員との連携を図りながら，給

食指導および食に関する指導の全体

計画のもと校内の推進体制を整えて

います。食に関する全体計画は全校

確実に作成されておりました。 

地産地消については，社会科や家

庭科の学習で大切さを学び，国や

県，市の方針に基づいて，給食委員

会の児童生徒を中心に，給食セン

ターから出される献立表を活用しな

がら地産地消に興味をもたせる活動

に取り組みました。   

各学校においては，栄養教諭，給

食主任が中心となり，関係職員と連

携を図りながら「食に関する指導の

全体計画」を作成しました。特に，

児童生徒の発達段階に応じた効果的

な指導及び「食に関する指導の年間

指導計画」に基づき，各教職員の専

門性を活かした指導を行いました。   

地産地消については，社会科や家庭

科の学習で大切さを学びました。国

や県，市の方針に基づいて，給食委

員会の児童生徒を中心に，給食セン

ターから出される献立表を活用しな

がら地産地消に興味をもたせる活動

に取り組みました。 

各学校においては，栄養教諭，給

食主任が中心となり，関係職員と連

携を図りながら「食に関する指導の

全体計画」を作成するよう指導しま

し，全学校で作成できました。特

に，児童生徒の発達段階に応じた効

果的な指導及び「食に関する指導の

年間指導計画」に基づき，各教職員

の専門性を活かした指導を行うよう

指導しました。 

地産地消については，社会科や家

庭科の学習で，国や県，市の方針に

基づいて，給食委員会の児童生徒を

中心に，給食センターから出される

献立表を活用しながら地産地消に興

味をもたせる活動に取り組むよう指

導しました。 

 

 

 

 

各学校においては，栄養教諭，給

食主任が中心となり，関係職員と連

携を図りながら「食に関する指導の

全体計画」を見直すよう指導しま

す。特に，児童生徒の発達段階に応

じた効果的な指導及び「食に関する

指導の年間指導計画」に基づき，各

教職員の専門性を活かした指導を行

えるようにしていきます。 

地産地消については，社会科や家

庭科の学習で，国や県，市の方針に

基づいて，給食委員会の児童生徒を

中心に，給食センターから出される

献立表を活用しながら地産地消に興

味をもたせる活動に取り組むよう指

導します。 
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平成３０年度 

活動実績及び成果 

（平成３１年３月末現在） 

令和元年度 

活動実績及び成果 

（令和２年３月末現在） 

令和２年度 

活動実績及び成果 

（令和３年３月末現在） 

令和３年度 

活動実績及び成果 

（令和４年３月末現在） 

令和４年度 

取り組み内容と今後の方向性 

（令和４年４月から 

令和５年３月まで） 

３１・茨城の食材を使用した料理講習会の開催                                            【健康増進課】 

 茨城食文化伝承事業として 10 月に

4 回実施しました。 

・白菜とレンコン入りひき肉の重ね

蒸煮 

・長ネギの和風マリネ 

・サツマイモとりんごのきんとん 

 

 龍ケ崎・西・久保台コミセン，保

健センターで実施し，延べ 40 人が参

加しました。 

 

 茨城食文化伝承事業として料理講

習会を１０～１１月に４回実施しま

した。 

・刻みレンコンの棒餃子 

・茄子とかぼちゃのサラダ 

・小松菜とにんじんのヨーグルト

味噌和え 

保健センター，城ノ内・大宮・北

文間コミセンで実施し，延べ３６人

が参加しました。 

茨城食文化伝承事業として 10 月に

３回実施する予定でしたが，調理実

習は新型コロナウイルス感染症のリ

スクが高いたため中止としました。

代わりに茨城の郷土料理のレシピの

配付をおこないました。 

レシピを配布部数：80 部 

 

 

新型コロナウイルス感染症拡大防

止のため，料理講習会を実施しませ

んでした。また，令和３年度より龍

ケ崎市食生活改善推進員協議会は休

会中です。 

 

 

新型コロナウイルス感染症拡大防

止のため，料理講習会の開催の予定

はありません。 
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取り組み分野 （２）身体活動・運動 

重点目標 ・日常生活の中で，意識的にからだを動かす人を増やす 

成果指標 

 目標値（令和 3 年度）（2021 年度） 

             実績         （％） 

平成 30 

(2018 年) 

令和元 

（2019 年） 

令和 2 

（2020 年） 

令和 3 

（2021 年） 

令和 4 

（2022 年） 

① 学校の授業以外にスポーツや趣味などで 60 分以上体を動かす（週 2 回以

上）の割合  小学 6 年生 70.0％ 中学 3 年生 60.0％ 
－ － 

－ 小学 6 年生:60.2% 

中学３年生:56.1% 

 

② 体力テスト結果において県平均を上回った種目数 

児童 2 種目 生徒 4 種目 

児童 0 種目 

生徒 1 種目 

児童 0 種目 

生徒 0 種目  
児童 0 種目 

生徒 0 種目 
 

③ 体力測定で総合評価 A または B の児童生徒の割合  

児童 男：60.0％以上 女 60.0％以上 生徒 男 60.0％以上 女 60.0％以上 

児童  

男：49.4％

女：54.7％ 

生徒  

男：49.5％ 

女：74.8％ 

児童  

男：44.0％

女：51.2％ 

生徒  

男：43.7％ 

女：71.9％ 

 児童  

男：40.2％

女：47.0％ 

生徒  

男：42.9％ 

女：63.8％ 

 

④ 運動部活動に参加していると答えた生徒の割合 モニタリング ー － － －  

⑤ 日常生活における歩数の増加（7,000 歩以上）     10 ポイント増 

－ － － 

20～64 歳 

男性：35.8％

女性：28.8％ 

65 歳以上 

男性：30.9％ 

女性：26.8％ 

 

⑥ 運動習慣者の割合の増加 

（1 回 30 分以上の運動を週 2 日以上，1 年以上継続している者）10 ポイント

増 － － － 

20～64 歳 

男性：21.3％

女性：18.1％ 

65 歳以上 

男性：41.5％ 

女性：34.5％ 

 

⑦ スポーツイベント（市民スポーツフェスティバル等）の延べ参加者数

8,800 人 
8,285 人 8,756 人 2.297 人 2,835 人  

⑧ スポーツイベント教室の述べ利用者数（指定管理者） 51,000 人  47,895 人 42,541 人 27.456 人 29,070 人  

⑨ 総合型地域スポーツクラブ会員数         800 人 423 人 456 人 400 人 278 人  

⑩ スポーツクラブ等に加入している市民の割合     20％ － － － 11.3%  

新型コロナ

ウイルスの

為実施なし 

新型コロナ

ウイルスの

為実施なし 
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⑪ ニュースポーツ教室・大会の述べ参加者数    1,200 人 
1,137 人 1,339 人 34 人 

  

⑫ いきいきヘルス（シルバーリハビリ）体操教室述べ参加者数 25,000 人 19,492 人 18,745 人 5.841 人 6,425 人  

⑬ 元気アップ体操延べ参加者数                7,000 人 7,121 人 6,292 人 3.106 人 4,629 人  

⑭ てくてくロードを歩いた延べ人数             2,300 人 1,176 人 974 人 1063 人 649 人  

新型コロナ

ウイルスの

為実施なし 
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具体的取り組み 
①体力づくりの推進 

平成３０年度 

活動実績及び成果 

（平成３１年３月末現在） 

令和元年度 

活動実績及び成果 

（令和２年３月末現在） 

令和２年度 

活動実績及び成果 

（令和３年３月末現在） 

令和３年度 

活動実績及び成果 

（令和４年３月末現在） 

令和４年度 

取り組み内容と今後の方向性 

（令和４年４月から 

令和５年３月まで） 

１・体力テストや陸上記録会の実施                                                    【指導課】 

体力テストについては，市内全小

中学校で５月に実施しました。各校

とも前年度の結果に基づいた「体力

アップ推進プラン」「体力アップ１

校１プラン」を作成し，課題となる

種目や調査内容の改善に向けた取組

を推進しています。 

平成 30 年度における「体力テスト

総合評価 A+B の割合」は小学校で男

子 49.4％，女子 54.7％，中学校で男

子 49.5％，女子 74.8％でした。 

陸上記録会は小学校が５月 16 日

（水），中学校が４月 25 日（水）に

実施されました。 

 

 体力テストについては，市内全小

中学校で５月に実施しました。各校

とも前年度の結果に基づいた「体力

アップ推進プラン」「体力アップ１

校１プラン」を作成し，課題となる

種目や調査内容の改善に向けた取組

を推進しました。 

 令和元年度における「体力テスト

総合評価 A+B の割合」は小学校で男

子 44.0％，女子 51.2％，中学校で男

子 43.7％，女子 71.9％でした。 

陸上記録会は小学校が５月 15 日

（水），中学校が４月 26 日（金）に

実施されました。 

 

本年度新型コロナウイルス感染拡

大防止のため体力テスト及び陸上記

録会は中止といたしました。 

各校で体力テストと同じ種目を体

育の時間に実施し，来年度への意欲

付けとしました。 

 

 

体力テストについては，感染防止

策を十分に講じながら実施しまし

た。令和３年度における「体力テス

ト総合評価 A＋B の割合」は小学校

で男子 40.2％，女子 47.0％，中学校

で男子 42.9％，女子 63.8％でした。 

各小中学校における体力向上施策

については，体力テストの結果を受

け，「体力アップ推進プラン」およ

び「体力アップ１校１プラン」の作

成を依頼し，学校教育活動全体を通

じた体力づくりが行われています。 

陸上記録会は実施しておりませ

ん。 

５月に実施される体力テストにつ

いては，感染防止策及び熱中症対策

を十分に講じながら実施いたしま

す。 

各小中学校における体力向上施策

については，体力テストの結果を受

け，「体力アップ推進プラン」およ

び「体力アップ１校１プラン」の作

成を依頼し，学校教育活動全体を通

じた体力づくりが行われるようにし

ます。 

その結果として「体力テスト総合

評価Ａ＋Ｂの割合」が全児童生徒の

60％以上になるよう努めます。 
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②部活動の活性化 

平成３０年度 

活動実績及び成果 

（平成３１年３月末現在） 

令和元年度 

活動実績及び成果 

（令和２年３月末現在） 

令和２年度 

活動実績及び成果 

（令和３年３月末現在） 

令和３年度 

活動実績及び成果 

（令和４年３月末現在） 

令和４年度 

取り組み内容と今後の方向性 

（令和４年４月から 

令和５年３月まで） 

２・運動部の顧問教員の知識及び技術の向上 

・外部指導者の積極的な活用                                            【指導課・スポーツ都市推進課】 

顧問の指導に係る知識や技術の向

上については，県教育委員会が主催

する運動部活動指導者講習会に全中

学校から職員が積極的に参加しまし

た。 

中学校部活動スポーツ指導者派遣

事業で，外部指導者の活用を図りま

した。派遣者数は次のとおりです。 

※外部指導者派遣数 13 人  

（平成 31 年 3 月末現在） 

【内訳】 

愛宕中学校  

・サッカー部・バスケットボール

部 各１人 

城南中学校  

剣道部・ソフトテニス部  

各 1 人 

城西中学校 

  卓球部・バスケットボール部 

  各 1 人 

長山中学校  

卓球部 １人 

中根台中学校  

陸上部・柔道部・ソフトテニス

部 各１人 

城ノ内中学校  

弓道部・卓球部・ソフトテニス

部 各１人 

 

 顧問の指導に係る知識や技術の向

上については，県教育委員会が主催

する運動部活動指導者講習会に全中

学校から職員が積極的に参加し，実

技研修会にも１人参加がありまし

た。 

 龍ケ崎市体育協会ではスポーツ指

導者派遣事業として中学校部活動へ

外部指導者を派遣し，生徒の技術力

の向上を図りました。 

 

外部指導者派遣数 ９人 

（令和２年３月末現在） 

【内訳】 

愛宕中学校 

・バスケットボール部 1 人 

城南中学校 

・剣道部 1 人 

城西中学校 

・卓球部 ・バスケットボール部 

各 1 人 

中根台中学校 

・柔道部 ・陸上部 各 1 人 

城ノ内中学校 

・卓球部 ・弓道部 

・ソフトテニス部  各 1 人 

 

「NPO 法人クラブ・ドラゴンズ」に

よるコンディショニングレクチャー

事業として中学校部活動へ専門的な

トレーナーを派遣し顧問の指導力の

向上及び生徒の競技力の向上を図り

ました。 

（令和２年３月末現在） 

 現在派遣している指導者について

は継続的に派遣を行い，新たな派遣

要望については体育協会等との連携

により，外部指導者の活用を促進し

ました。 

 

外部指導者派遣数 10 人 

【内訳】 

城南中学校 

・剣道部 1 人 

長山中学校 

・ソフトテニス部 1 人 

城西中学校 

・卓球部・バスケットボール部・ 

野球部 各 1 人 

中根台中学校 

・柔道部・陸上部・サッカー部 

 各 1 人 

城ノ内中学校 

・卓球部・弓道部 各 1 人 

 

昨年度より，「NPO 法人クラブ・ド

ラゴンズ」によるコンディショニン

グレクチャー事業として中学校部活

動へ専門的なトレーナーを派遣し顧

問の指導力の向上及び生徒の競技力

の向上を図る事業を展開しています

が，今年度はコロナウイルス感染症

の影響により実施を見送りました。 

 

現在派遣している指導者について

は継続的に派遣を行い，新たな派遣

要望についてはスポーツ協会等との

連携により，外部指導者の活用を促

進しました。 

 

外部指導者派遣数 ８人 

【内訳】 

長山中学校 

・ソフトテニス部・卓球部 各１人 

城西中学校 

・卓球部・剣道部・野球部 各１人 

中根台中学校 

・サッカー部 各１人 

城ノ内中学校 

・卓球部・弓道部 各１人 

 
「NPO 法人クラブ・ドラゴンズ」

と連携し，「中学校部活動コンディ

ショニングレクチャー事業」として

中学校部活動に専門的なアスレ

ティックトレーナの派遣を実施する

予定でしたが，昨年度に引き続き新

型コロナウイルス感染症の影響によ

り実施を見送りました。 

 

現在派遣している指導者について

は継続的に派遣を行い，新たな派遣

要望についてはスポーツ協会等との

連携により，外部指導者の活用を促

進していきます。 
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【内訳】 

愛宕中学校：バスケットボール部 

中根台中学校：陸上競技部 

城西中学校：テニス部・バレー部・   

 卓球部 剣道部 

 バスケットボール部 

城ノ内中学校：弓道部 剣道部 

陸上競技部 

計 ４中学校 11 回 
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③スポーツ・運動を通じた健康づくりの推進 

平成３０年度 

活動実績及び成果 

（平成３１年３月末現在） 

令和元年度 

活動実績及び成果 

（令和２年３月末現在） 

令和２年度 

活動実績及び成果 

（令和３年３月末現在） 

令和３年度 

活動実績及び成果 

（令和４年３月末現在） 

令和４年度 

取り組み内容と今後の方向性 

（令和４年４月から 

令和５年３月まで） 

３・スポーツ教室・イベントの開催                                             【スポーツ都市推進課】 

平成 31 年 3 月末現在の主なス

ポーツ教室・イベントの参加者数は

次のとおりです。 

 

スポーツ教室（指定管理者）の延べ

利用者数  47,895 人 

市民スポーツレクリエーションまつ

り参加者数 約 2,500 人 

市民スポーツフェスティバル参加者

数 3,245 人 

市民ウォークラリー大会参加者数         

297 人 

ランニングクリニック          

106 人 

フィットネスウォーキング 

延べ 600 人 

上記の教室・イベントほか 

1,537 人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 令和２年３月末現在の主なスポー

ツ教室・イベントの参加者数は次の

とおりです。 

 

 スポーツ教室（指定管理者）の延

べ利用者数        42,541 人 

 

市民スポーツ・レクリエーションま

つり               約 2,500 人 

市民スポーツフェスティバル参加者

数           2,910 人 

市民ウォークラリー大会  276 人         

ランニングクリニック      118 人           

ウォーキング教室     延 557 人 

上記の教室 イベントほか 2,541 人    

令和３年３月末現在の主なスポー

ツ教室・イベントの参加者数は次の

とおりです。 

 

スポーツ教室（指定管理者）の延べ

利用者数        延 27,456 人 

市民スポーツ・レクリエーションま

つり                  中止 

市民スポーツフェスティバル参加者

数           1,740 人 

市民ウォークラリー大会   中止         

ランニングクリニック   延 202 人           

ウォーキング教室      延 321 人

上記の教室イベントほか   34 人 

 

令和４年３月末の主なスポーツ教

室・イベントの参加者数は次のとお

りです。 

 

スポーツ教室（指定管理者）の延べ

利用者数      延 29,070 人 

市民スポーツ・レクリエーションま

つり           中止 

市民スポーツフェスティバル参加者

数                      1,844 人 

ランニングクリニック 延 170 人 

ウォーキング講座   延 226 人 

HOGU ストレッチ講座  延 379 人 

ロードバイク教室   延 28 人 

障がい者スポーツ教室 延 165 人グ

ループオンライン 

トレーニング 延 23 人 

         

 

新型コロナウイルス感染症を注視

しながら，スポーツの各種大会やイ

ベントを定期的に開催することによ

り，市民のスポーツ参加への機会を

提供し，スポーツ人口の拡大を図り

ます。また，指定管理者によるス

ポーツ教室は，子どもから高齢者ま

で幅広い年齢層にあった教室を展開

していますが，今年度よりスポーツ

サロン北文間館も開設したため，新

たな施設での教室の開催も検討して

いきます。 
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平成３０年度 

活動実績及び成果 

（平成３１年３月末現在） 

令和元年度 

活動実績及び成果 

（令和２年３月末現在） 

令和２年度 

活動実績及び成果 

（令和３年３月末現在） 

令和３年度 

活動実績及び成果 

（令和４年３月末現在） 

令和４年度 

取り組み内容と今後の方向性 

（令和４年４月から 

令和５年３月まで） 

４・スポーツ少年団・総合型地域スポーツクラブの支援                                    【スポーツ都市推進課】 

市広報誌，市公式ホームページな

どに団員募集記事や各教室の記事を

掲載し，スポーツ少年団や総合型地

域スポーツクラブを広く周知しまし

た。 

【団数・団員数】平成 31 年３月末現

在 

龍ケ崎市スポーツ少年団加盟 30 団体 

約 700 人 

総合型地域スポーツクラブ会員数 

423 人 

 

（スポーツ少年団の支援） 

【民間バスの借上げ支援】 

大会出場時に年１回を限度として民

間バスの借上げを支援しました。 

12 件 

【指導者養成講習会】 

日時：平成 31 年３月 16 日（土） 

内容：ジュニアサッカーの実践練習

法とコーチング法 

参加者数：12 人 

【活動拠点の支援】 

体育施設の減免措置及び大会会場の

優先予約を実施しました。 

 

（総合型地域スポーツクラブの支

援） 

【活動拠点の支援】 

体育施設を優先的に貸出しました。 

【交付金事業の支援】 

市の交付金事業として２事業を実

施しました。 

・ランニングクリニック（11/3）参

加者数 ･･106 人    

・フィットネスウォーキング講座･･･

通年開催 延べ 600 人 

市広報誌，市公式ホームページな

どに団員募集記事や各教室の記事を

掲載し，スポーツ少年団や総合型地

域スポーツクラブを広く周知しまし

た。 

【団数・団員数・会員数】 

令和２年３月末現在 

龍ケ崎市スポーツ少年団加盟 

31 団体 約 700 人 

総合地域スポーツクラブ会員数 

456 人 

 

（スポーツ少年団の支援） 

【民間バスの借上げ支援】 

大会出場時に年１回を限度として

民間バスの借上げを支援しました。 

12 件 

【団員を対象とした講習会】 

日時：令和元年 11 月９日（土） 

内容：コンディショニングレク

チャー 

参加者数：３団体 41 人 

 

（総合型地域スポーツクラブの支

援） 

【活動拠点の支援】 

体育施設を優先的に貸出していま

す。 

【交付金事業の支援】 

市の交付金事業として 4 事業を実

施しました。令和 2 年 3 月現在の参

加者数及び実施回数は次のとおりで

す。 

・ランニングクリニック   118 人    

・ウォーキング教室   延 557 人                 

・コンディショニングレクチャー   

        4 中学校 11 回       

少子化の進行に伴い，活動を縮小

する少年団も見受けられますが，今

後も継続して団員募集や活動拠点の

確保を支援します。 

 

【団数・団員数・会員数】 

令和３年３月末現在 

龍ケ崎市スポーツ少年団加盟 

31 団体 約 700 人 

総合型地域スポーツクラブ会員数 

            400 人 

 

（スポーツ少年団の支援） 

【民間バスの借上げ支援】 

大会出場時に年１回を限度として

民間バスの借上げを支援しました。 

 ５件 

 

（総合型地域スポーツクラブの支

援） 

【活動拠点の支援】 

体育施設を優先的に貸出しまし

た。 

【交付金事業の支援】 

市の交付金事業として２事業を実

施しました。令和３年３月現在の参

加者数及び実施回数は次のとおりで

す。 

・ランニングクリニック延 202 人    

・ウォーキング教室    延 321 人                 

・コンディショニングレクチャー   

コロナウイルス感染症の影

響により中止       

・小学生市陸直前合同練習会 

    コロナウイルス感染症の影

響により中止  

今年度より龍ケ崎市総合体育館外

コロナ禍の影響による少年団活動

の制限や，少子化の進行に伴い，活

動を縮小する少年団も見受けられま

すが，今後も継続して団員募集や活

動拠点の確保を支援します。 

 

【団数・団員数・会員数】 

令和４年３月末現在 

龍ケ崎市スポーツ少年団加盟 

31 団体 約 700 人 

総合型地域スポーツクラブ会員数 

           278 人 

 

（スポーツ少年団の支援） 

【民間バスの借上げ支援】 

大会出場時に年１回を限度として

民間バスの借上げを支援しました。 

                   ３件 

 

（総合型地域スポーツクラブの支

援） 

【活動拠点の支援】 

たつのこまちづくりパートナーズ

の構成員となったことにより，たつ

のこフィールド・北文間体育館等で

安定した活動ができるようになりま

した。 

【交付金事業の支援】 

市の交付金事業として６事業を実

施しました。令和４年３月現在の参

加者数及び実施回数は次のとおりで

す。 

・ランニングクリニック延 170 人    

・ウォーキング教室    延 226 人 

・HOGU ストレッチ教室 延 379 人  

・サイクリング教室  延 28 人 

・グループオンライントレーニン 

少子化の進行に伴い，活動を縮小

する少年団も見受けられますが，今

後も継続して団員募集や活動拠点の

確保を支援していきます。 

また，総合型地域スポーツクラブ

との連携強化を図るとともに，運営

支援や活動支援の確保により自立的

運営と質的充実を促進していきま

す。 
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平成３０年度 

活動実績及び成果 

（平成３１年３月末現在） 

令和元年度 

活動実績及び成果 

（令和２年３月末現在） 

令和２年度 

活動実績及び成果 

（令和３年３月末現在） 

令和３年度 

活動実績及び成果 

（令和４年３月末現在） 

令和４年度 

取り組み内容と今後の方向性 

（令和４年４月から 

令和５年３月まで） 

・小学生市陸直前合同練習会  

 （50m/100m/800m/ボールス

ロー/走幅跳/走高跳）5 日間 194 人 

 

13 施設の指定管理者であるたつのこ

まちづくりパートナーズの構成員と

なったことにより，たつのこアリー

ナでの事業も増え，さらなる連携強

化が図れました。 

 

 グ          延 23 人 

・障がい者スポーツ支援事業 

延 165 人 

・コンディショニングレクチャー   

・小学生市陸直前合同練習会 

   ※新型コロナウイルス感染

症の影響により中止 

 

５・ニュースポーツの推進                                                 【スポーツ都市推進課】 

ニュースポーツの研究として，ス

ポーツ推進委員協議会内に，龍ケ崎

市内で新たに普及させるニュース

ポーツを検討するワーキンググルー

プを設置しました。 

 

平成 31 年 3 月末現在の主な

ニュースポーツ大会等の参加者数は

次のとおりです。 

・市民ウォークラリー大会 297 人 

・ニュースポーツ体験教室 57 人 

・レクリエーション協会バウンドテ

ニス大会他 4 事業 725 人 

・市民ユニカール大会 58 人 

その他 

・市民スポーツフェスティバル 

               3,245 人 

・市民スポーツ･レクリエーションま

つり         2,500 人 

 

 

 

 

ニュースポーツの研究として，ス

ポーツ推進委員協議会内のワーキン

グループにて，龍ケ崎オリジナルの

ニュースポーツを考案し，市内イベ

ントで試験的に体験会を実施する

等，誰もが気軽に楽しめる新しいス

ポーツの普及に向けた取組を行いま

した。 

令和 2 年 3 月末日現在のニュース

ポーツ大会等の参加者は次のとおり

です。 

・市民ウォークラリー大会 276 人 

・ニュースポーツ体験教室 106 人 

・レクリエーション協会バウンドテ

ニス大会他４事業    856 人 

・ヘルシーボール大会     101 人 

・市民スポーツフェスティバル 

            2,910 人 

・市民スポーツ・レクリエーション

まつり                  2,500 人 

 

スポーツ推進委員が発案し研究を

行っている龍ケ崎市発のニュース

ポーツについて，ワーキンググルー

プにて検討を重ね，検討結果をス

ポーツ推進委員協議会で報告し，実

技研修を実施しました。 

また，ニュースポーツの普及を図

るため，各地区のコミュニティセン

ターを担当するスポーツ推進委員を

決めました。 

 

令和３年３月末日現在のニュース

ポーツ大会等については，新型コロ

ナウイルス感染症の影響により，多

くの大会が中止となりました。 

・市民ウォークラリー大会  中止 

・ヘルシーボール大会      中止 

・市民スポーツ・レクリエーション

まつり              中止 

・市民スポーツフェスティバル参加

者数         1,740 人        

・レクリエーション協会インディア

カ大会         34 人 

 

 

 

 

龍ケ崎オリジナルのニュースポー

ツ「まいりゅうコロコロ」の普及に

向け，推進委員の実技研修を行いな

がらルールの改善を行いました。 

 

令和４年３月末日現在のニュース

ポーツ大会等については，次のとお

りです。新型コロナウイルス感染症

の影響により，多くの大会が中止と

なりました。 

・ヘルシーボール大会      中止 

・ニュースポーツ体験教室  中止 

・市民スポーツ・レクリエーション

まつり              中止 

・市民スポーツフェスティバル 

参加者数    1,844 人        

・レクリエーション協会 

加盟団体各種大会  中止 

 

新型コロナウイルス感染症を注視

しながら，スポーツ推進委員協議会

やレクリエーション協会等による

様々なニュースポーツ大会や教室を

開催していきます。 

また，市民に身近な場所であるコ

ミュニティセンターでスポーツ推進

委員が考案した「まいりゅうコロコ

ロ」を中心としたニュースポーツ体

験教室を実施し，ニュースポーツに

親しめる機会を提供し，市民への普

及を図っていきます。 
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平成３０年度 

活動実績及び成果 

（平成３１年３月末現在） 

令和元年度 

活動実績及び成果 

（令和２年３月末現在） 

令和２年度 

活動実績及び成果 

（令和３年３月末現在） 

令和３年度 

活動実績及び成果 

（令和４年３月末現在） 

令和４年度 

取り組み内容と今後の方向性 

（令和４年４月から 

令和５年３月まで） 

６・ロコモティブシンドロームについての講演会の開催                                        【健康増進課】 

10 月と３月にロコモティブシンド

ローム・骨粗しょう症予防教室を開

催しました。 

整形外科医による講演や保健師の

予防運動，管理栄養士による講話・

試食を実施しました。 

参加者 40 人（10 月 40 人，３月 45

人） 

 

 

10 月９日（水）にロコモティブシ

ンドローム・骨粗しょう症予防教室

を開催しました。 

整形外科医による講演や保健師の

予防運動，管理栄養士による講話・

試食を実施しました。 

参加者数：23 人 

３月にも同様に開催しました。 

３月３日（水）にロコモティブシ

ンドローム・骨粗しょう症予防教室

は新型コロナウイルス感染症感染防

止のため中止となりました。 

 

 

３月 16 日（水）にロコモティブシ

ンドローム・骨粗しょう症予防教室

は新型コロナウイルス感染症感染防

止のため中止となりました。 

 

３月８日（水）にロコモティブシ

ンドローム・骨粗しょう症予防教室

を開催します。 
整形外科医による講演や保健師の予

防のための運動指導，管理栄養士に

よる講話などを行います。 

７・てくてくロードの紹介                                                     【健幸長寿課】 

各コミュニティセンターなどで健

幸ウォーキングマップの配布 市公

式ホームページや市広報誌への掲載

など，様々な機会を利用して，てく

てくロードの紹介を行いました。13

コースを完歩した方には完歩賞とし

て賞状・缶バッチ・湯ったり館優待

券を交付しました。 

完歩賞交付者数：48 人（延べ人数） 

各コミュニティセンターなどで健

幸ウォーキングマップの配布 市公

式ホームページや市広報誌への掲載

など，様々な機会を利用して，てく

てくロードの紹介を行いました。13

コースを完歩した方には完歩賞とし

て賞状・缶バッチ・湯ったり館優待

券などを交付しました。 

完歩賞交付者数：52 人（延べ人

数） 

各コミュニティセンターなどで健

幸ウォーキングマップの配布や市公

式ホームページや市広報紙への掲載

など，様々な機会を利用して，てく

てくロードの紹介を行いました。13

コースを完歩した方には完歩賞とし

て賞状・缶バッチ・湯ったリ館優待

券を，また先着 30 人にはタッポ君水

筒を交付しました。 

 完歩賞交付者数：50 人（延べ人

数） 

 

各コミュニティセンターなどで健

幸ウォーキングマップの配布や市広

報紙への掲載など，様々な機会を利

用して，てくてくロードの紹介を行

いした。 

健幸ウォーキングマップ配布のほ

か，「健幸ウォーキング講座」など

で，てくてくロードの紹介を行いま

した。 

また，13 コースを完歩した方には

完歩賞として賞状・缶バッチ・湯っ

たり館優待券のほか，サコッシュを

交付しました。 

完歩賞交付者数：延べ 35 人 

 その他，次年度の健幸ウォーキン

グマップの改訂及びてくてくロード

案内板の改修に向けた準備をしまし

た。 

 

 

 

 

各コミュニティセンターなどで健

幸ウォーキングマップの配布や市広

報紙への掲載など，様々な機会を利

用して，てくてくロードの紹介を行

います。 

また，13 コースを完歩した方には

完歩賞として賞状・缶バッチ・湯っ

たリ館優待券などを交付します。 

その他，健幸ウォーキングマップの

増刷及び老朽化したてくてくロード

コース案内板の立て替えを行いま

す。 
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平成３０年度 

活動実績及び成果 

（平成３１年３月末現在） 

令和元年度 

活動実績及び成果 

（令和２年３月末現在） 

令和２年度 

活動実績及び成果 

（令和３年３月末現在） 

令和３年度 

活動実績及び成果 

（令和４年３月末現在） 

令和４年度 

取り組み内容と今後の方向性 

（令和４年４月から 

令和５年３月まで） 

８・元気アップ体操の紹介                                                     【健幸長寿課】 

 市広報紙で元気アップ体操の紹介

を行い，新たな参加者の募集を行い

ました。また，Facebook や出前講座

で元気アップ体操の紹介を行いまし

た。 

・特別養護老人ホーム ときわぎ

（出前講座） 

 市広報紙等で元気アップ体操の紹

介を行い，新たな参加者の募集を行

うなど普及啓発を図りました。 

また，まいん「健幸」サポートセ

ンターにおいて体験会を開催しまし

た。 

市広報紙で元気アップ体操の紹介

を行い，普及啓発を図りました。 

当初予定していたまいん「健幸」

サポートセンターにおける体験会は

新型コロナウイルス感染症感染拡大

防止のため中止としました。 

 

今年度は，新型コロナウイルス感

染拡大防止のため，体操教室も休止

等が多かったことから，市広報紙等

への掲載は見送りました。 

次年度に向け，各会場のリーダー

の方々に，参加状況や市広報紙への

掲載希望の有無を確認しました。 

 

市広報紙で元気アップ体操の紹介

を行い，普及啓発を図ります。その

他，体操教室参加人数の少ない会場

の参加募集を行い，参加者の増加を

図ります。 

 

９・いきいきヘルス体操（シルバーリハビリ体操）の紹介                                       【健幸長寿課】 

 出前講座やイベント等を通じて，

いきいきヘルス体操の紹介を行いま

した。また，市広報紙にて，シル

バーリハビリ体操に関する紹介を行

いました。 

・川原代ふれあい協議会 

・長寿大学 

・ふれ愛広場 

市広報紙等によるシルバーリハビ

リ体操指導士会ならびに体操に関す

る紹介を行いました（市広報紙令和

2 年 3 月号）。 

出前講座やイベント時，相談を受

けた際に，いきいきヘルス体操の紹

介を行い，普及啓発を図りました。 

・ウォーキングイベントでは，体操

体験ブースを設置し，多くの方に体

操を体験してもらい，普及啓発を図

りました。 

 

市広報紙等によるシルバーリハビ

リ体操指導士会ならびに体操に関す

る紹介を行いました（市広報紙令和

３年１月掲載）。 

また，10 月にサプラスクエアと協

働でイベントを行い，普及啓発を図

りました。 

イベント人：北竜台公園でいきいき

ヘルス体操＆サプラスクエアウォー

キング 

参加者数：30 人 

 

 サプラスクエア会場における体操

は，１階フェスタコートが会場と

なっていることから，買い物客等が

足を止め，体操を見学する等の姿が

見受けられました。 

 多くの人が訪れる場所で活動を

し，体操の普及啓発を図りました。 

 その他，まいん「健幸」サポート

センターにおいても，年間を通して

体操活動を行い，普及啓発を図りま

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市広報紙等において，シルバーリ

ハビリ体操指導士会ならびに体操に

関する紹介を行い，体操の普及啓発

を図ります。 
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平成３０年度 

活動実績及び成果 

（平成３１年３月末現在） 

令和元年度 

活動実績及び成果 

（令和２年３月末現在） 

令和２年度 

活動実績及び成果 

（令和３年３月末現在） 

令和３年度 

活動実績及び成果 

（令和４年３月末現在） 

令和４年度 

取り組み内容と今後の方向性 

（令和４年４月から 

令和５年３月まで） 

１０・特定保健指導における運動指導                                                【健康増進課】 

 有酸素編，筋トレ編，有酸素運動

と筋トレを組み合わせた上級編の 3

つの内容に分け教室を実施しまし

た。 

・有酸素編   

開催回数 7 回 参加者 57 人 

・筋トレ編  

開催回数 6 回 参加者 56 人 

・上級編  

開催回数 6 回 参加者 29 人 

入門コース，有酸素コース，筋ト

レコースの 3 つの講座を開催しまし

た。運動習慣のない方から，継続し

て運動をしている方まで，講話と実

技を組み合わせた内容を実施しまし

た。 

・入門コース  

開催回数：2 回 参加者数：22 人 

・有酸素コース 

開催回数：1 回 参加者数：6 人 

・筋トレコース 

開催回数：1 回 参加者数：15 人 

 

ストレッチ編，シェイプアップ編

の２つのコースを用意し，運動習慣

のない方から，やせようという気持

ちをお持ちの方までが，参加できる

内容を実施しました。 

コロナ禍での実施のため，定員を

10 人としました。 

 

・ストレッチ編 

開催回数：10 回 参加者数 50 人 

・シェイプアップ編 

開催回数：９回 参加者数 38 人 

 

 

新型コロナウイルス感染拡大防止

のため，定員を 10 人と減らし，室内

ウォーク編と椅子 de エクササイズ編

２つのコースを実施しました。運動

習慣のない方や足腰が悪く運動がで

きない方，やせようという方が参加

しました。 

・室内ウォーク編 

開催回数 7 回 参加者数 28 人

（延べ人数） 

・イス de エクササイズ 

開催回数 7 回 参加者数 21 人 

(延べ人数) 

新型コロナウイルス感染拡大防止

のため，定員を 10 人とします。内容

は，運動習慣があまりない方向けの

初級コースと内臓脂肪を減らし，ダ

イエットをしたい方向けの中級コー

スの２コースを実施します。 
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取り組み分野 （３）飲酒 

重点目標 ・適正な飲酒量などの知識を普及する 

成果指標 

 目標値（令和 3 年度）（2021 年度） 

             実績              （％） 

平成 30 

(2018 年) 

令和元 

（2019 年） 

令和 2 

（2020 年） 

令和 3 

（2021 年） 

令和４ 

（2022 年） 

① 妊娠中に飲酒している人の割合 0％  0.4 0 0.8 0.3  

② 飲酒の害を知っている児童生徒の割合 

 

急性アルコール中毒 

小学 6 年生 85.0％ 

中学 3 年生 95.0％ 

－ － － 小学 6 年生

79.8% 

中学 3 年生

97.3% 

 

アルコール依存症 

小学 6 年生 80.0％ 

中学 3 年生 95.0％ 

－ － － 小学 6 年生

83.5% 

中学 3 年生

97.8% 

生活習慣病 

小学 6 年生 70.0％ 

中学 3 年生 90.0％ 

－ － － 小学 6 年生

70.7% 

中学 3 年生

90.7% 

② 酒の適量を知っている市民の割合    50.0％以上 － － － 34.3%  

① 週 3 日以上かつ 1 日 3 合以上飲酒している人の割合 

  2.5％（男性 6.6％，女性 1.8％） 

－ － － 男性：5.7% 

女性：4.2% 
 

① γｰ GTP 要指導・要医療者の割合 

  要指導者 8.0％  要医療者 2.0％ 

要指導者 10.5％ 

要医療者 3.8％ 
要指導者 9.2％ 

要医療者 3.8％ 
要指導者 9.7％ 

要医療者 4.5％ 

要指導者 9.7% 

要医療者 4.6% 
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具体的取り組み 
①未成年の飲酒をなくす取り組み 

平成３０年度 

活動実績及び成果 

（平成３１年３月末現在） 

令和元年度 

活動実績及び成果 

（令和２年３月末現在） 

令和２年度 

活動実績及び成果 

（令和３年３月末現在） 

令和３年度 

活動実績及び成果 

（令和４年３月末現在） 

令和４年度 

取り組み内容と今後の方向性 

（令和４年４月から 

令和５年３月まで） 

１・学習指導要領に基づく学習指導 

・飲酒の害に関する講演会の実施                                                   【指導課】 

飲酒の害については小学校第６学

年と中学校第３学年で保健体育の保

健分野で授業を行いました。 

茨城県警職員や保健センター，少

年サポートセンター，ライオンズク

ラブなどの人材を活用しての専門性

を生かした工夫のある授業や学習を

展開しました。 

また，薬物乱用防止教室について

も，茨城県警職員や少年サポートセ

ンター，ライオンズクラブなどの人

材を講師として招聘し，小学校９

校，中学校６校で実施されました。 

 飲酒の害については小学校第６学

年と中学校第３学年で保健体育の保

健分野で授業を行いました。 

 また，全ての小中学校で薬物乱用

防止教室を，茨城県警職員や少年サ

ポートセンター，ライオンズクラブ

などの人材を講師として招聘して行

われました。 

 その中で，飲酒の危険性などにつ

いても触れていただきました。 

飲酒・喫煙を含めた薬物乱用防止

に係る指導は，全小中学校において

実施しました。 

学校訪問を通して，専門性の高い

外部講師による学習会の開催を求

め，指導の実施状況を確認して，学

習指導要領に基づく学習の機会が提

供されるよう依頼しました。 

新型コロナウイルス感染症の予防

を講じながら，全ての学校で実施で

きました。  

 

飲酒・喫煙を含めた薬物乱用防止

に係る指導は，全小中学校において

実施するよう指導しました。本年度

は専門性の高い外部講師を招き，15

校が対面での学習，２校がオンライ

ンでの学習を実施しました。 

また，指導の実施状況を確認し

て，教科領域の指導と関連付けて実

施するよう指導しました。 

飲酒・喫煙を含めた薬物乱用防止

に係る指導は，全小中学校において

実施していきます。 

学校訪問を通して，専門性の高い

外部講師による学習会の開催につい

ては感染状況を適切に判断し，オン

ラインでの開催を含めた開催方法の

工夫を求めていきます。また，指導

の実施状況を確認して，学習指導要

領に基づく学習の機会が提供される

よう依頼していきます。 
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②妊娠中の飲酒をなくす取り組み 

平成３０年度 

活動実績及び成果 

（平成３１年３月末現在） 

令和元年度 

活動実績及び成果 

（令和２年３月末現在） 

令和２年度 

活動実績及び成果 

（令和３年３月末現在） 

令和３年度 

活動実績及び成果 

（令和４年３月末現在） 

令和４年度 

取り組み内容と今後の方向性 

（令和４年４月から 

令和５年３月まで） 

２・母子健康手帳交付時，プレ・ママ教室時の保健指導                                        【健康増進課】 

母子健康手帳交付時にパンフレッ

トを配布し，胎児への影響について

指導しました。 

また，プレママ教室において，妊

娠中の飲酒の影響について説明しま

した。 

妊娠届数：461 人 

妊娠中飲酒している人：2 人 

（0.4％） 

3～4 カ月健診時アンケートで妊娠中

飲酒していたと答えた人：3 人                   

（0.7％）                                           

プレママ教室（第 1 講座）参加者

数：36 人 

プレパパ教室参加者数：39 人 

 母子健康手帳交付時にパンフレッ

トを配布し，胎児への影響について

指導しました。 

 また，プレママ教室において，妊

娠中の飲酒の影響について説明しま

した。 

妊娠届数：451 人 

妊娠中飲酒している人：0 人（0％） 

3～4 か月児健診時アンケートで妊娠

中飲酒していたと答えた人：4 人                   

（1.1％）                                           

プレママ教室（第 1 講座）参加者

数：35 人 

プレパパ教室参加者数：31 人 

妊娠中における飲酒の胎児への影

響について，母子健康手帳交付時や

プレママ教室時に指導しました。ま

た，妊娠中の飲酒者に対する個別指

導を実施しました。 

 

妊娠届数：368 人 (転入者含む) 

妊娠中飲酒している人：３人

（0.8％） 

３～４か月児健診時アンケートで妊

娠中飲酒していたと答えた人：１人                   

（0.2％）                                           

プレママ教室（第 1 講座）参加者

数：20 人 

プレパパ教室参加組数：29 組 

 

 

妊娠中における飲酒の胎児への影

響について，母子健康手帳交付時や

プレ・ママ教室及びプレ・パパ教室

時に指導をしました。 

 

妊娠届数：394 人(転入者含む) 

妊娠中飲酒している人：0 人 

3～4 か月児健診時アンケートで妊娠

中飲酒していたと答えた人：1 人

(0.3％) 

プレ・ママ教室（第 1 講座）参加者

数：24 人 

プレ・パパ教室参加組数：28 組 

 

妊娠中における飲酒の胎児への影

響について，母子健康手帳交付時や

プレ・ママ教室及びプレ・パパ教室

時に指導します。妊娠中の飲酒者に

対しては個別指導を実施します。 

 

 



88 
 

③身体に負担をかけない飲み方の普及啓発 

平成３０年度 

活動実績及び成果 

（平成３１年３月末現在） 

令和元年度 

活動実績及び成果 

（令和２年３月末現在） 

令和２年度 

活動実績及び成果 

（令和３年３月末現在） 

令和３年度 

活動実績及び成果 

（令和４年３月末現在） 

令和４年度 

取り組み内容と今後の方向性 

（令和４年４月から 

令和５年３月まで） 

３・ 健康教室の実施 

・ 市広報紙やチラシ，ポスターの配布                                               【健康増進課】 

 糖尿病講演会で医師よりアルコー

ルの適量について講話がありまし

た。 

実施回数：2 回 

参加者数：138 人  

 特定保健指導や健康相談で多量飲

酒者やγ-GT の高い方には適切な飲

酒量の指導をしました。 

 特定保健指導初回面接・血糖改善

コース・血圧改善コースでアルコー

ルの 1 日の適量について講話をしま

した。 

特定保健指導初回面接や個別栄養

相談，健康相談等でアルコールの適

量について情報提供しました。 

 

 

 特定保健指導初回面接や栄養相

談，健康相談等でアルコールの適量

について情報提供しました。 

特定保健指導初回面接や栄養相

談，健康相談等でアルコールの適量

について指導していきます。 

④多量飲酒者の割合を軽減する取り組み 

平成３０年度 

活動実績及び成果 

（平成３１年３月末現在） 

令和元年度 

活動実績及び成果 

（令和２年３月末現在） 

令和２年度 

活動実績及び成果 

（令和３年３月末現在） 

令和３年度 

活動実績及び成果 

（令和４年３月末現在） 

令和４年度 

取り組み内容と今後の方向性 

（令和４年４月から 

令和５年３月まで） 

４・健康教室の実施  ・市広報紙やチラシ，ポスターの配布  ・要医療者への受診勧奨，健康相談の実施 

・地元企業への周知 ・特定保健指導における１日の適量の説明                                    【健康増進課】 

 特定保健指導初回面接や健康相

談，栄養教室の保健指導において，

多量飲酒者やγ‐GT の高い方につい

ては，飲酒量や休肝日の重要性につ

いて個別指導を実施しました。 

  

 特定保健指導初回面接や血糖改善

コース・血圧改善コースや健康相談

等で 1 日のアルコールの適量につい

て説明しました。 

特定保健指導初回面接や健康相談

を行うとともに，栄養の個別指導時

に，多量飲酒者やγ‐GT 高値等の血

液検査値により指導の必要な方に，

飲酒量を減らすことや休肝日の重要

性について指導を実施しました。 

 

 

特定保健指導初回面接や健康相談

時等の際に，多量飲酒者やγ‐GT 高

値等の血液検査値により指導の必要

な方に，飲酒量や休肝日の重要性に

ついて指導を実施しました。 

 

特定保健指導初回面接や健康相談

時等の際に，多量飲酒者やγ‐GT 高

値等の血液検査値により指導の必要

な方に，飲酒量や休肝日の重要性に

ついて指導を実施します。 
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取り組み分野 （４）喫煙 

重点目標 ・受動喫煙を減らす 

・たばこが健康に及ぼす影響についての知識を普及する 

成果指標 

 目標値（令和 3 年度）（2021 年度） 

             実績               （％） 

平成 30 

(2018 年) 

令和元 

（2019 年） 

令和 2 

（2020 年） 

令和 3 

（2021 年） 

令和 4 

（2022 年） 

① 妊娠中にたばこを吸っていた人の割合 4.6％ 2.4 1.1 1.9 3.2  

② 乳児のいる家庭で，父母がたばこを吸っている割合  

父：30.0  母：2.0％ 

父：36.3％ 

母： 4.5％ 

父：40.9％ 

母： 4.4％ 

 

父：40.0％ 

母： 8.1％ 

 

父：37.1％ 

母： 8.6％ 

 

 

③ たばこの害について知っている

児童生徒の割合（がん，心疾患，

歯周病） 

  

 

がん   

小学 6 年生 現状維持  

中学 3 年生 現状維持   

― ―  ― 小学 6 年生

91.3% 

中学 3 年生

99.3% 

 

心疾患  

小学 6 年生 80.0％  

中学 3 年生 90.0％ 

― ―  ― 小学 6 年生

71.7% 

中学 3 年生

88.9% 

歯周病  

小学 6 年生 60.0％  

中学 3 年生 85.0％ 

― ―  ― 小学 6 年生

56.7% 

中学 3 年生

83.2% 

副流煙  

小学 6 年生 90.0％  

中学 3 年生 現状維持 

― ―  ― 小学 6 年生

87.2% 

中学 3 年生

98.1% 

赤ちゃんへの影響  

小学 6 年生 現状維持  

中学 3 年生 現状維持 

― ―  ― 小学 6 年生

94.3% 

中学 3 年生

99.1% 

④ 禁煙施設の認証数（建物内）    103 127     

⑤ 喫煙率   男性：23.0％ 女性：5.0％ ― ― ― 男性：19.3％ 

女性： 7.4％ 

 

 

改正健康増進法の成立により廃止 
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具体的取り組み 
①喫煙，受動喫煙の害についての知識の普及 

平成３０年度 

活動実績及び成果 

（平成３１年３月末現在） 

令和元年度 

活動実績及び成果 

（令和２年３月末現在） 

令和２年度 

活動実績及び成果 

（令和３年３月末現在） 

令和３年度 

活動実績及び成果 

（令和４年３月末現在） 

令和４年度 

取り組み内容と今後の方向性 

（令和４年４月から 

令和５年３月まで） 

１・喫煙習慣がある妊婦に対し保健指導を実施                                            【健康増進課】 

母子健康手帳交付時に妊婦の喫煙

歴を確認し，喫煙習慣がある妊婦に

対して，胎児や乳児への影響及び受

動喫煙について指導しました。 

妊娠届出数：505 人 

母子手帳交付時喫煙者数（妊婦）：

12 人（2.4％） 

3～4 か月児健診時アンケートで妊

娠中喫煙していたと答えた人： 

13 人（3.1％） 

 母子健康手帳交付時に妊婦の喫煙

歴を確認し，喫煙習慣がある妊婦に

対して，胎児や乳児への影響及び受

動喫煙について指導しました。 

妊娠届数：451 人 

母子手帳交付時喫煙者数（妊婦）： 

5 人（1.1％） 

3～4 か月児健診時アンケートで妊娠

中喫煙していたと答えた人： 

8 人（2.1％） 

喫煙習慣がある妊婦に対して，母

子健康手帳交付時後も電話や面談で

の個別指導を実施しました。 

 また，必要に応じて禁煙外来の紹

介をしました。 

妊娠届数：368 人 (転入者含む) 

母子手帳交付時喫煙者数（妊婦）： 

７人（1.9％） 

３～４か月児健診時アンケートで妊

娠中喫煙していたと答えた人： 

８人（2.0％） 

 

 

今年度より母子健康手帳交付時に

使用するチラシの改定を行いまし

た。近年，周囲への影響を考え，紙

巻タバコから加熱式タバコへの移行

を考えられる方が見られることを踏

まえ，加熱式タバコの害に関する情

報や，受動喫煙のリスク，産後再喫

煙防止について内容を加え情報提供

しました。妊娠が禁煙の好機となる

よう，妊婦のみならず，家族みんな

の禁煙の重要性について説明しまし

た。母子健康手帳交付事後も電話や

面談での個別指導を実施しました。 

 また，必要に応じて禁煙外来の紹

介を行いました。 

妊娠届数：394 人 (転入者含む) 

母子手帳交付時喫煙者数（妊婦）： 

7 人（1.8％） 

３～４か月児健診時アンケートで妊

娠中喫煙していたと答えた人：10 人

（3.2％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

母子健康手帳交付時に妊婦の喫煙

歴を確認し，喫煙習慣がある妊婦に

対して，胎児や乳児への影響及び受

動喫煙について指導します。近年の

動向を踏まえ，昨年度から加熱式タ

バコについても触れ，必要に応じて

指導ができるようにしています。受

動喫煙のリスク，産後再喫煙防止に

ついても情報提供します。 
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平成３０年度 

活動実績及び成果 

（平成３１年３月末現在） 

令和元年度 

活動実績及び成果 

（令和２年３月末現在） 

令和２年度 

活動実績及び成果 

（令和３年３月末現在） 

令和３年度 

活動実績及び成果 

（令和４年３月末現在） 

令和４年度 

取り組み内容と今後の方向性 

（令和４年４月から 

令和５年３月まで） 

２・プレ・ママ教室，プレ・パパ教室等で喫煙・受動喫煙について周知                                 【健康増進課】 

プレ・ママ教室，プレ・パパ教室

において，妊娠中の喫煙による胎児

への影響についての保健指導をしま

した。また，加熱式タバコについて

の影響についての情報も取り入れま

した。 

 

プレママ教室（第１講座）参加者

数：36 人 

プレパパ教室参加者数：39 人 

 
 

プレ・ママ教室，プレ・パパ教室

において，妊娠中の喫煙による胎児

への影響についての保健指導をして

います。また，加熱式タバコについ

ての影響についての情報も取り入れ

ました。 

 

プレママ教室（第１講座）参加者

数：35 人 

プレパパ教室参加者数：31 人 

 

教室での講話だけでなく，平成 31

年度から開始された，禁煙外来治療

費助成の周知を勧め，妊婦と同居す

る家族に対する禁煙指導を強化しま

した。 

 

プレママ教室（第１講座）参加者

数：20 人 

プレパパ教室参加組数：29 組 

 

 

教室において，妊娠中の喫煙によ

る胎児への影響についての保健指導

をしました。また，加熱式タバコに

ついてや受動喫煙の影響について情

報提供を行いました。出産後，徐々

に再喫煙に繋がるケースが多いた

め，再喫煙防止についても説明しま

した。 

禁煙外来治療費助成について，妊

婦と同居する家族に対する禁煙の

きっかけとなるよう周知しました。 

プレママ教室（第１講座）参加者

数：24 人 

プレパパ教室参加組数：28 組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教室において，妊娠中の喫煙によ

る胎児への影響についての保健指導

をします。また，加熱式タバコにつ

いてや受動喫煙の影響についても指

導します。出産後，徐々に再喫煙に

繋がるケースが多いため，再喫煙防

止についても引き続き啓発していき

ます。 

喫煙者がいる家庭には禁煙外来治

療費助成の周知を勧め，妊婦と同居

する家族に対する禁煙指導を強化し

ます。 

 

３・家族に喫煙者がいる場合には，乳児家庭全戸訪問や乳幼児健康診査時に保健指導を実施                        【健康増進課】 
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平成３０年度 

活動実績及び成果 

（平成３１年３月末現在） 

令和元年度 

活動実績及び成果 

（令和２年３月末現在） 

令和２年度 

活動実績及び成果 

（令和３年３月末現在） 

令和３年度 

活動実績及び成果 

（令和４年３月末現在） 

令和４年度 

取り組み内容と今後の方向性 

（令和４年４月から 

令和５年３月まで） 

乳児家庭訪問や乳幼児健診時質問

票により，家族に喫煙者がいた場

合，乳幼児へのたばこの影響につい

て説明しました。 

 乳児家庭訪問数：426 件 

 

    乳幼児健診喫煙率  
 母親 

喫煙率 

(％) 

父親 

喫煙率 

(％) 
 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 36.3 

1

歳

6

カ

月

健

診 

7.2 42.5 

3

歳

5

カ

月

児

健

診 

9.6 41.9 

合

計 
7.3 40.3 

乳児家庭訪問や乳幼児健診時質問

票により，家族に喫煙者がいた場

合，乳幼児へのたばこの影響につい

て説明しました。 

 乳児家庭訪問数：408 件 

 

    乳幼児健診喫煙率 

 

 

 母親 

喫煙率 

(％) 

父親 

喫煙率 

(％) 

３
～
４
か
月
児
健
診 

4.4 40.9 

１
歳
６
か
月
児
健
診 

8.9 38.1 

３
歳
５
か
月
児
健
診 

9.2 40.2 

合

計 
7.7 40.1 

乳児家庭訪問や乳幼児健診時質問

票により，家族に喫煙者がいた場

合，乳幼児へのたばこの影響につい

て説明しました。 

 乳児家庭訪問件数：290 件 

   (内，電話訪問 58 件) 

 ※緊急事態宣言時は，家庭訪問せ

ず電話応対実施。 

 

    乳幼児健診喫煙率 
 

 母親 

喫煙率 

(％) 

父親 

喫煙率 

(％) 

３
～
４
か
月
児
健
診 

4.2 35.2 

１
歳
６
か
月
児
健
診 

8.4 42.1 

３
歳
５
か
月
児
健
診 

10.8 42.3 

合

計 
8.1 40.0 

乳児家庭訪問や乳幼児健診時質問

票により，家族に喫煙者がいた場

合，乳幼児へのたばこの影響につい

て説明しました。 

また，過去に喫煙歴のある産婦に

ついては，今年度より乳児家庭訪問

において「再喫煙防止用」のチラシ

を配付し，出産後も継続して禁煙し

続けることができるよう説明をしま

した。 

乳児家庭訪問件数：318 件 

 

乳幼児健診喫煙率 
 

 母親 

喫煙率 

(％) 

父親 

喫煙率 

(％) 

３
～
４
か
月
児
健
診 

7.1 39.3 

１
歳
６
か
月
児
健
診 

8.4 39.0 

３
歳
５
か
月
児
健
診 

9.9 33.8 

合

計 
8.6 37.1 

乳児家庭訪問や乳幼児健診時質問

票により，家族に喫煙者がいた場

合，乳幼児へのたばこの影響につい

て説明します。 
また，過去に喫煙歴のある産婦に

ついては，乳児家庭訪問において

「再喫煙防止用」のチラシを使用

し，出産後の再喫煙防止に努めま

す。 

３
～
４
カ
月
健
診 
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平成３０年度 

活動実績及び成果 

（平成３１年３月末現在） 

令和元年度 

活動実績及び成果 

（令和２年３月末現在） 

令和２年度 

活動実績及び成果 

（令和３年３月末現在） 

令和３年度 

活動実績及び成果 

（令和４年３月末現在） 

令和４年度 

取り組み内容と今後の方向性 

（令和４年４月から 

令和５年３月まで） 

４・学習指導要領に基づく学習指導 

 ・たばこの害に関する講演会の実施                                                  【指導課】 

喫煙の害については，小学校第６

学年と中学校第３学年で保健体育の

保健分野で実施しています。 

養護教諭と担任とのティーム・

ティーチングや茨城県警職員，少年

サポートセンターなどの人材を活用

しての専門性を生かした工夫のある

授業や学習を展開しています。 

また，長期休業前には生活指導と

して再度確認しています。 

喫煙の害については，小学校第６

学年と中学校第３学年で保健体育の

保健分野で実施しました。 

養護教諭と担任とのティーム・

ティーチングや茨城県警職員，少年

サポートセンターなどの人材を活用

しての専門性を生かした工夫のある

授業や学習を展開しました。また，

薬物乱用防止教室の際にもたばこの

害について触れていただきました。 

また，長期休業前には生活指導と

して再度確認しました。 

飲酒・喫煙を含めた薬物乱用防止

に係る指導は，全小中学校において

実施しました。 

学校訪問を通して，専門性の高い

外部講師による学習会の開催を求め

たり，指導の実施状況を確認したり

して，学習指導要領に基づく学習の

機会が提供されるよう依頼しまし

た。   

新型コロナウイルス感染症の予防

を講じながら，全ての学校で実施で

きました。  

 

飲酒・喫煙を含めた薬物乱用防止

に係る指導は，全小中学校において

実施するよう指導しました。今年度

は専門性の高い外部講師を招き，15

校が対面での学習，2 校がオンライ

ンでの学習を実施しました。 

また，指導の実施状況を確認し

て，教科領域の指導と関連付けて実

施するよう指導しました。 

飲酒・喫煙を含めた薬物乱用防止

に係る指導は，全小中学校において

実施していきます。 

学校訪問を通して，専門性の高い

外部講師による学習会の開催につい

ては感染状況を適切に判断し，オン

ラインでの開催を含めた開催方法の

工夫を求めていきます。また，指導

の実施状況を確認して，学習指導要

領に基づく学習の機会が提供される

よう依頼していきます。 

５・歩きたばこ・ポイ捨て等防止指導員による喫煙禁止区域のパトロールを実施                             【環境対策課】 

 市公式ホームページや広報紙等を

活用し，公共の場所における歩行喫

煙や喫煙禁止区域（佐貫駅前及び

竜ヶ崎駅前）での喫煙等の禁止を周

知するとともに，歩きたばこ・ポイ

捨て等防止指導員２人による喫煙禁

止区域等のパトロールを，概ね週６

日（日曜・祝日・年末年始を除く）

実施しました。 

 

【喫煙禁止区域での喫煙による過料

処分】 

 ３人（H30.４.１～H31.３.31） 

 

 

 

 

 

 

市ホームページや広報紙等を活用

し，公共の場所における歩行喫煙や

喫煙禁止区域（龍ケ崎市駅前及び

竜ヶ崎駅前）での喫煙等の禁止を周

知するとともに，歩きたばこ・ポイ

捨て等防止指導員２人による喫煙禁

止区域等のパトロールを，概ね週６

日（日曜・祝日・年末年始を除く）

実施しました。 

【喫煙禁止区域での喫煙による過

料処分】 

 ４人（H31.４.１～R２.３.31） 

市公式ホームページや広報紙等を

活用し，公共の場所における歩行喫

煙や喫煙禁止区域（龍ケ崎市駅前及

び竜ヶ崎駅前）での喫煙等の禁止を

周知するとともに，歩きたばこ・ポ

イ捨て等防止指導員２人による喫煙

禁止区域等のパトロールを，概ね週

３日（日曜・祝日・年末年始を除

く）実施しました。 

【喫煙禁止区域での喫煙による過

料処分】 

 ３人（R２.４.１～Ｒ３.３.31）  

市公式ホームページや広報紙等を

活用し，公共の場所における歩行喫

煙や喫煙禁止区域（龍ケ崎市駅前及

び竜ヶ崎駅前）での喫煙等の禁止を

周知するとともに，歩きたばこ・ポ

イ捨て等防止指導員２人による喫煙

禁止区域等のパトロールを，概ね週

３日（日曜・祝日・年末年始を除

く）実施しました。 

【喫煙禁止区域での喫煙による過

料処分】  

 10 人（R3.4.1～R4.3.31） 

市公式ホームページや広報紙等を

活用し，公共の場所における歩行喫

煙や喫煙禁止区域（龍ケ崎市駅前及

び竜ヶ崎駅前）での喫煙等の禁止を

周知するとともに，歩きたばこ・ポ

イ捨て等防止指導員２人による喫煙

禁止区域等のパトロールを，概ね週

３日（日曜・祝日・年末年始を除

く）実施します。 
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平成３０年度 

活動実績及び成果 

（平成３１年３月末現在） 

令和元年度 

活動実績及び成果 

（令和２年３月末現在） 

令和２年度 

活動実績及び成果 

（令和３年３月末現在） 

令和３年度 

活動実績及び成果 

（令和４年３月末現在） 

令和４年度 

取り組み内容と今後の方向性 

（令和４年４月から 

令和５年３月まで） 

６・禁煙認証施設についての周知・禁煙に関する健康相談の実施 

・健康診査結果説明会や市広報紙等での周知・地域，市民へのチラシやポスターの配布                         【健康増進課】 

公共施設や市歯科医師会等に対し

て，禁煙認証施設について周知し，

申請を勧めました。昨年度末より４

か所増の 127 か所となりました。 

未登録の学校より禁煙認証施設の

申請があり，市内の全小中高の学校

が禁煙施設となりました。 

禁煙に関する健康相談に随時対応し

ました。 

 市役所庁舎内喫煙所には，喫煙が

健康に及ぼす害についてのポスター

やチラシを掲示しました。 

健康相談において禁煙相談に応じ

ました。 

市役所掲示板や敷地内喫煙所に，

喫煙が健康に及ぼす害についてのポ

スターやチラシを掲示しました。 

改正健康増進法施行に関連して市

内コミュニティセンター喫煙所状況

を調査しました。今後市の施設の対

応等を検討していきます。 

改正健康増進法施行に伴い，公共

施設の多くが原則敷地内禁煙となっ

たため，茨城県禁煙認証制度は廃止

となりましたが，引き続き，喫煙が

健康に及ぼす害について周知してい

ます。 

市役所敷地内に設置されている特

定屋外喫煙場所には，喫煙が健康に

及ぼす害についてのポスターやチラ

シを掲示しました。 

健康相談において禁煙相談に応じ

ています。 

 

 

健康相談のほか，健診当日での禁

煙相談を実施しました。 

保健センターや市役所敷地内に設

置されている特定屋外喫煙場所にポ

スターを掲示しました。 

禁煙外来助成ポスターをショッピ

ングセンターやコミュニティセン

ター，禁煙外来実施医療機関に掲示

を依頼しました。 

チラシについては小中学校，市内

保育所等でも配布していただきまし

た。 

 

健康相談のほか，健診当日での禁

煙相談にて応じていきます。 
喫煙が健康に及ぼす害について周

知していきます。 

保健センターや市役所敷地内に設

置されている特定屋外喫煙場所にポ

スターを掲示します。 

禁煙外来費用助成についてはポス

ターやチラシ等で市民への周知を行

います。 
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②たばこをやめたい人及びその家族への支援 

平成３０年度 

活動実績及び成果 

（平成３１年３月末現在） 

令和元年度 

活動実績及び成果 

（令和２年３月末現在） 

令和２年度 

活動実績及び成果 

（令和３年３月末現在） 

令和３年度 

活動実績及び成果 

（令和４年３月末現在） 

令和４年度 

取り組み内容と今後の方向性 

（令和４年４月から 

令和５年３月まで） 

７・健康相談の実施・禁煙に関する受療のための禁煙外来の周知                                    【健康増進課】 

月１～2 回健康相談を実施してい

ます。希望者には禁煙外来の周知を

しました。 

健康相談：21 回  

移動健康相談：2 回 

健康相談実施者数：140 人 

 

 健診当日，禁煙希望者には禁煙指

導をしました。 

 健康相談や健診当日の禁煙希望者

に対し，禁煙指導を実施するととも

に，対象者には禁煙外来を紹介しま

した。 

健康相談・移動健康相談実施者数：

51 人 

健診当日の禁煙指導：36 人 

健康相談は健診開始後の６月から

実施しています。健康相談実施日以

外にも相談があった場合には随時対

応しています。希望者には禁煙外来

を周知します 

健康相談・移動健康相談実施者

数：120 人 

健診当日，禁煙希望者には禁煙指

導をします。 

健診当日の禁煙指導実施者数：27

人 

 

 

 健康相談や健診当日の禁煙希望者

に対し，禁煙指導を実施するととも

に，対象者には禁煙外来を紹介しま

した。今年度は，新型コロナウイル

ス感染症の拡大防止のため，各コ

ミュニティセンターでの移動健康相

談は実施していません。 

 

健康相談：74 人 

健診当日の禁煙指導実施者数：  

24 人 

 

 健康相談や健診当日の禁煙希望者

に対し，禁煙指導を実施するととも

に，対象者には禁煙外来を紹介しま

す。 
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③COPD（慢性閉寒性肺疾患）の知識の普及 

平成３０年度 

活動実績及び成果 

（平成３１年３月末現在） 

令和元年度 

活動実績及び成果 

（令和２年３月末現在） 

令和２年度 

活動実績及び成果 

（令和３年３月末現在） 

令和３年度 

活動実績及び成果 

（令和４年３月末現在） 

令和４年度 

取り組み内容と今後の方向性 

（令和４年４月から 

令和５年３月まで） 

８・地域・職域等へのチラシやポスターの配布・健康相談の実施                                    【健康増進課】 

・禁煙に関するポスターを各コミュ

ニティセンターや市役所に掲示し，

チラシの配布をしました。 

・中学生を対象とした加熱式たばこ

を含むたばこの害や COPD について

の防煙教室マニュアルを作成し，市

内中学校に周知をしました。 

 城西中学校及び愛宕中学校の 1 年

生を対象に上記マニュアルに基づき

防煙教室を実施しました。 

 3 月 26 日に「COPD について」の

ヘルス講演会を開催しました。 

講師：龍ケ崎済生会病院呼吸器内科

宮﨑邦彦先生 

参加者：49 人 
 

6 月 5 日に「喫煙の害と禁煙につ

いて」のヘルス講演会を開催しまし

た。 

講師：龍ケ崎済生会病院呼吸器内科

児玉孝秀先生 

参加者：24 人 

 愛宕中学校の 1 年生及び長山中学

校 1～3 年生を対象に防煙教室を実施

しました。 

 市役所掲示板や敷地内喫煙所に，

喫煙が健康に及ぼす害についてのポ

スターやチラシを掲示しました。 

市ホームページに掲載されている

COPD についての記事を更新しまし

た。 

 

たばこの害や COPD についてのチ

ラシやポスターを保健センターや市

役所庁舎へ掲示しています。 

健康相談において，希望者に禁煙

指導を実施します。また，健診当

日，禁煙希望者には禁煙指導をして

います。 

健診当日の禁煙指導実施者数：27 人 

 

 

たばこの害や COPD，禁煙外来に

ついてのポスターの掲示を行うほ

か，健診当日に禁煙希望者へ保健指

導を行いました。 

健診当日の禁煙指導実施者数：24 人 

 また健診後は，禁煙指導をした方

には，地区担当の保健師・管理栄養

士が禁煙状況を確認しました。 

たばこの害や COPD，禁煙外来に

ついてのポスターの掲示を行うほ

か，健診当日に禁煙希望者へ保健指

導を行います。 

また健診後は，禁煙指導をした方

には，地区担当の保健師・管理栄養

士が禁煙状況を確認します。 
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取り組み分野 （５）休養 

重点目標 活動と休養のバランスがとれた生活を送ることができる人を増やす 

成果指標 

 目標値（令和 3 年度）（2021 年度） 

             実績               （％） 

平成 30 

(2018 年) 

令和元 

（2019 年） 

令和 2 

（2020 年） 

令和 3 

（2021 年） 

令和 4 

（2022 年） 

① よく眠れている児童生徒の割合   

小学 6 年生：80.0％ 中学 3 年生：80.0％ 

－ － － 小学 6 年生

84.4% 

中学 3 年生

76.8% 

 

② １日あたり１時間以上ゲームをすると答えた児童生徒の割合 

児童：53.0％ 生徒：58.0％ 

              

③ １日あたり携帯電話やスマートフォンで１時間以上通話や

メール，インターネットをすると答えた児童生徒の割合 

児童：15.0％ 生徒：50.0％ 

              

④ 現在の睡眠に満足している人の割合     30％ － － － 24.9％  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目変更のため評価できず 
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具体的取り組み 
①睡眠による休養を十分とれていない者の減少のための取り組み 

平成３０年度 

活動実績及び成果 

（平成３１年３月末現在） 

令和元年度 

活動実績及び成果 

（令和２年３月末現在） 

令和２年度 

活動実績及び成果 

（令和３年３月末現在） 

令和３年度 

活動実績及び成果 

（令和４年３月末現在） 

令和４年度 

取り組み内容と今後の方向性 

（令和４年４月から 

令和５年３月まで） 

１・チラシや市公式ホームページ等を活用し休養の重要性に関する普及啓発（各小中学校等）                         【指導課】 

学校教育指導方針では，「早寝，

早起き，朝ごはん」の習慣づくりを

推進しています。 

しかし，全国学力・学習状況調査

の児童・生徒質問紙における望まし

い生活習慣に関する設問「毎日同じ

ぐらいの時間に寝ている・起きてい

る」では中学校が全国平均値を下ま

わる結果になりました。 

 養護教諭等を中心とした学校での

継続的な保健指導が行われていま

す。 

また，５中学校区においてのノー

メディアデー・ノーメディアウィー

ク等を実施し，ＳＮＳ等の原因によ

る睡眠不足の解消に努めました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 全国学力・学習状況調査の児童・

生徒質問紙における設問「毎日同じ

ぐらいの時間に寝ている・起きてい

る」では中学校が全国平均を上回っ

ており改善傾向にありますが，小学

校が全国平均値を下まわる結果にな

りました。 

 ノーメディアデーについては中学

校のテスト期間に合わせて小学校で

も同時に行われました。 

 睡眠不足が心配される児童生徒に

は養護教諭等を中心とした学校での

継続的な保健指導が行われました。 

各学校において「早寝，早起き，

朝ごはん」の習慣づくりに係る教育

を推進します。睡眠や休養について

は，３中学校区でノーメディア

デー・ノーメディアウイーク等の家

庭への啓発を通して，健康的な睡眠

時間について考える機会を提供しま

した。 

睡眠不足が心配される児童生徒に

は，養護教諭との連携により，個別

の保健指導を行っています。 

 

 

各学校において「早寝，早起き，

朝ごはん」の習慣づくりに係る教育

を推進しました。睡眠や休養につい

ては，保健だより等で健康的な睡眠

時間について考える機会を提供しま

した。ノーメディアデー・ノーメ

ディアウイーク等については 1 中学

校・２小学校で実施しました。 

各種アンケート調査の結果から睡

眠不足が心配される児童生徒には，

養護教諭との連携により，個別の保

健指導を行いました。 

 

 

 

各学校において「早寝，早起き，

朝ごはん」の習慣づくりに係る教育

を推進していきます。睡眠や休養に

ついては，ノーメディアデー・ノー

メディアウイーク等の家庭への啓発

を通して，健康的な睡眠時間につい

て考える機会を提供していきます。 

各種アンケート調査の結果から睡

眠不足が心配される児童生徒には，

養護教諭との連携により，個別の保

健指導を行います。 
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平成３０年度 

活動実績及び成果 

（平成３１年３月末現在） 

令和元年度 

活動実績及び成果 

（令和２年３月末現在） 

令和２年度 

活動実績及び成果 

（令和３年３月末現在） 

令和３年度 

活動実績及び成果 

（令和４年３月末現在） 

令和４年度 

取り組み内容と今後の方向性 

（令和４年４月から 

令和５年３月まで） 

２・睡眠に関する健康教室の実施  地域，職域からの依頼による健康教育の実施  専門家による講演会の実施             【健幸長寿課】 

 専門家による睡眠に関する講演会

を開催しました。 

 

睡眠講演会「『健眠』のススメ～

「健やかな眠り」の極意が見つかる

講演会～」  

開催日：９月３日  

参加者数 60 人 

 

 当課職員による睡眠講座を２回開

催しました。 

 

 開催日：10 月 17 日 

 参加者数：10 人 

 

 開催日：平成 31 年３月 18 日 

 参加者数：15 人 

 

 市広報紙にて，年２回睡眠に関す

る記事を掲載し，正しい睡眠衛生の

普及を図りました。 

 また，平成 31 年３月に，市中央図

書館に睡眠に関する書籍のコーナー

を設営し，「春の睡眠の日」の周知

を行いました。 

専門家による睡眠講演会を開催し

ました。 

睡眠講演会 

「快眠のコツ～高齢者の質の高い

睡眠を得るために～」 

開催日：９月９日 

参加者：86 人 

また，昨年に引き続き，市中央図

書館に「睡眠の日」に合わせて，書

籍コーナーを設営する予定でした

が，新型コロナウイルス感染症拡大

防止のため，中止しました。 

専門家による睡眠講演会を開催す

る予定していましたが，新型コロナ

ウイルス感染症感染拡大防止のた

め，中止としました。 

 

 

コロナウイルス感染症の感染拡大

防止のため講演会を中止し，YouTube

チャンネルによる公開講座に切りか

えて実施しました。 

 

２２８回再生 

専門家による睡眠講演会を開催す

る予定です。 
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基本方針５ 歯科口腔の健康維持 

取り組み分野 （１）歯科疾患の予防 

重点目標 全ての世代において歯科疾患の有病者を減らす 

成果指標 
 目標値（令和 3 年度）（2021 年度） 

            実績               （％） 

平成 30 

(2018 年) 

令和元 

（2019 年） 

令和 2 

（2020 年） 

令和 3 

（2021 年） 

令和 4 

（2022 年） 

① 妊娠期に歯科健診を受けたことがある産婦の割合   
平成 28 年度実績より 10 ポイント増 

50.0 44.7 44.2 52.5  

② むし歯のない３歳児の割合         85.0％以上 85.9 90.5 88.5 90.5  

③ フッ素塗布を受けたことがある３歳児の割合    93.0％ 95.2 95.7 88.1 94.6  

④ 歯科検診においてむし歯のない児童生徒の割合   
 児童 73.0％（6 年生：85.0％）生徒：80.0％（3 年生：80.0％） 

児童 75.4％ 

(6 年生:84.7％） 

生徒：83.5％ 

(3 年生:83.2％） 

児童 75.6％ 

(6 年生:84.5％） 

生徒：84.8％ 

(3 年生:83.8％） 

児童：78.3％ 

（6 年生:83.8％） 

生徒：84.3％ 

（3 年生:82.8％） 

児童：81.0％ 

（6 年生:86.9％） 

生徒：86.2％ 

（3 年生:86.0％） 

 

⑤ 寝る前に歯をみがく児童生徒の割合         
小学 6 年生：95.0％   中学 3 年生：95.0％  

－ ― ― 
児童：90.8 

生徒：87.8 
 

⑥ 昼食後歯をみがく児童生徒の割合           
小学 6 年生：80.0％   中学 3 年生：30.0％   

－ ― ― 
児童：27.0 

生徒：35.2 
 

⑦ 定期的に歯科検診を受診した人の割合       現状維持 
－ ― ― 

20～39 歳：28.6 

40～64 歳：31.4 

65 歳以上：42.1 

 

⑧ 歯周疾患検診の受診率               
 30 歳 9.0％   60 歳 13.0％  
 40 歳  9.0％   70 歳 9.0％  
 50 歳 10.0％   平均 10.0％ 

30 歳 8.3 

40 歳 4.8 

50 歳 8.1 

60 歳 8.0 

70 歳 12.4 

30 歳 4.1 

40 歳 6.8 

50 歳 6.3 

60 歳 10.0 

70 歳 12.7 

30 歳 6.1 

40 歳 7.8 

50 歳 9.4 

60 歳 11.3 

70 歳 11.2 

30 歳 6.4 

40 歳 9.2 

50 歳 8.1 

60 歳 12.1 

70 歳 10.2 

 

⑨ 歯周病を有する者の割合                 37.0％ 85 .2  84.7 87.5 75.5  

⑩ ４０歳で損失歯のない者の割合（市の歯科検診より）83.0％ 80.4 82.4 86.1 89.6  

⑪ 毎日１回は１０分くらい歯磨きを行う人の割合    
 20～39 歳  23.5％  
 40～64 歳  29.4％ 
 65 歳以上  現状維持 

－ ― ― 
20～39 歳：28.3 

40～64 歳：32.2 

65 歳以上：47.0 
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⑫ デンタルフロスや歯間ブラシを使用している人の割合 
 （ほぼ実践している人の割合） 
 20～39 歳 17.1％ 40～64 歳 31.6％ 65 歳以上 現状維持 

－ ― ― 
20～39 歳：23.8 

40～64 歳：31.1 

65 歳以上：40.1 

 

具体的取り組み 
①妊娠期の歯科保健の推進 

平成３０年度 

活動実績及び成果 

（平成３１年３月末現在） 

令和元年度 

活動実績及び成果 

（令和２年３月末現在） 

令和２年度 

活動実績及び成果 

（令和３年３月末現在） 

令和３年度 

活動実績及び成果 

（令和４年３月末現在） 

令和４年度 

取り組み内容と今後の方向性 

（令和４年４月から 

令和５年３月まで） 

１・妊娠中の口腔内の変化や，歯周病の胎児への影響についての説明，歯科健康診査受診勧奨                       【健康増進課】 

母子健康手帳交付時に，すべての

妊婦に対し妊娠中はむし歯や歯周病

などの病気が悪化しやすいことや，

歯周病は早産等の原因となることが

あること等について説明し，歯科健

診を受けるよう勧奨しました。 

プレ・ママ教室でも同様に説明や

勧奨を実施しました。 

 

母子健康手帳交付者数：461 人 

プレ・ママ教室(第 1 講座)参加者：

36 人 

妊娠中に歯科検診を受診した割合：

50.0% 

出産後に歯科検診を受診した割合：

21.4% 

 母子健康手帳交付時に，歯科検診

を受けるよう勧奨しました。 

プレ・ママ教室では，歯科衛生士か

らの集団指導と希望者へは，口腔内

のチェックを個別で行いました。 

なお，産後は歯科受診率が急激に減

少してしまう傾向がみられていま

す。産後は受診に向けた環境づくり

（子どもの預け先の調整や外出支

援）が難しくなることも多いため，

妊娠中にできる限り受診し，治療が

終了できるように働きかけを行いま

した。また，３～４か月児健診時

に，母親への歯科指導を個別で実施

し，妊娠中に歯科健診を受けていな

い母親を中心に口腔内のチェック，

必要に応じて受診勧奨を実施しまし

た。 

母子健康手帳交付者数：407 人 

プレ・ママ教室(第 1 講座)参加者：

35 人 

妊娠中に歯科検診を受診した割合：

44.7% 

出産後に歯科検診を受診した割合：  

21.3% 

 

母子健康手帳交付時に渡す健診受

診勧奨チラシ作りを行いました。内

容については歯科医師のアドバイス

のもと作成し，また，出来上がった

チラシについては，産婦人科５か所

にも掲示してもらうよう依頼を行い

ました。 

プレ・ママ教室では，歯科衛生士

の集団指導を行うとともに，口腔内

のチェックを希望者に個別指導を行

いました。 

電子母子手帳や子育てきずなメー

ルを活用し，歯科保健についての情

報を発信しました。 

３～４か月児健診時に，母親への

歯科指導を個別で実施し，妊娠中に

歯科健診を受けていない母親には，

口腔内のチェックを実施しながら，

必要に応じて受診勧奨を実施しまし

た。 

母子健康手帳交付者数：335 人 

（＋転入者 33 人） 

プレ・ママ教室(第 1 講座)参加者：

22 人 

妊娠中に歯科検診を受診した割合：

44.2% 

出産後に歯科検診を受診した割合：  

25.2% 

母子健康手帳交付時に歯周疾患が

及ぼすリスクについてのチラシを配

付し，歯科健診受診勧奨を行いまし

た。また，産婦人科へもチラシの掲

示を依頼しました。 

プレ・ママ教室では集団指導を実

施し，希望者へは口腔内チェックを

含め個別指導を行いました。 

３～４か月健診では，保護者への

個別歯科指導を実施し，必要に応じ

て受診勧奨を行いました。 

母子健康手帳交付者数：353 人 

（＋転入者 41 人） 

プレ・ママ教室（第 1 講座）参加

者：24 人 

妊娠中に歯科検診を受診した割合：

52.5％ 

出産後に歯科検診を受診した割

合：24.8％ 

母子健康手帳交付時でのチラシ配

布。産婦人科へのチラシ掲示依頼。

プレ・ママ教室での集団指導，希望

者へは個別指導の実施。３～４か月

健診時の保護者への個別歯科指導を

引き続き実施していきます。また，

市広報紙等での歯科についての周知

を行う予定です。 
今年度の新たな取り組みとして，

歯周疾患検診の対象者に妊婦を新た

に追加しました。妊娠届出時に受診

券を配付し，受診勧奨を行っていき

ます。 
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②乳幼児，児童生徒のむし歯予防の推進 

平成３０年度 

活動実績及び成果 

（平成３１年３月末現在） 

令和元年度 

活動実績及び成果 

（令和２年３月末現在） 

令和２年度 

活動実績及び成果 

（令和３年３月末現在） 

令和３年度 

活動実績及び成果 

（令和４年３月末現在） 

令和４年度 

取り組み内容と今後の方向性 

（令和４年４月から 

令和５年３月まで） 

２・乳歯萌出前から口腔機能の発達と健康に関する知識の普及・啓発                                  【健康増進課】 

３～４か月児健康診査において，

乳歯萌出後はブラッシングを行う必

要性，むし歯予防の観点から糖質の

多い飲み物やお菓子を与えないよう

集団指導を実施しました。 

 こどもの健康相談において，歯科

衛生士による歯みがき指導やむし歯

予防法等について個別指導を実施し

ました。 

こどもの健康相談 

 歯みがき指導受診者数：13 人 

 ３～４か月児健康診査において，

乳歯萌出後のブラッシングの必要性

や，むし歯予防の観点から糖質の多

い飲み物やお菓子を与えないよう集

団指導を実施しました。 

 こどもの健康相談において，来所

者全員に歯科衛生士による歯みがき

指導，むし歯予防法等について個別

指導を実施しました。 

 離乳食教室では，歯科衛生士か

ら，歯ブラシの選び方や，口腔ケア

のコツについて講話を行いました。 

こどもの健康相談 

 歯みがき指導受診者数：15 人 

離乳食教室 

 参加者数（ママ）：148 人 

 

 

３～４か月児健康診査において，

乳歯萌出後のブラッシングの必要性

や，むし歯予防の観点から糖質の多

い飲み物やお菓子を与えないよう集

団指導を実施しました。 

 こどもの健康相談において，来所

者全員に歯科衛生士による歯みがき

指導，むし歯予防法等について個別

指導を実施しました。 

 離乳食教室では，歯科衛生士か

ら，歯ブラシの選び方や，口腔ケア

のコツについて講話を行いました。 

こどもの健康相談 

 歯みがき指導受診者数：９人 

離乳食教室 

 参加者数（ママ）：115 人 

※４，５月はコロナ感染拡大予防の

ため相談，教室共に中止していま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３～４か月児健康診査において，

乳歯萌出後のブラッシングの必要性

や，むし歯予防の観点から糖質の多

い飲み物やお菓子を与えないよう集

団指導を実施しました。 

 こどもの健康相談において，来所

者に歯科衛生士による歯みがき指

導，むし歯予防法等について個別指

導を実施しました。 

離乳食教室では，歯科衛生士か

ら，歯ブラシの選び方や，口腔ケア

のコツについて講話を行いました。 

こどもの健康相談 

 歯みがき指導受診者数：5 人 

離乳食教室 

参加者数（ママ）：84 人 

３～４か月児健康診査において，

乳歯萌出後のブラッシングの必要性

や，むし歯予防の観点から糖質の多

い飲み物やお菓子を与えないよう集

団指導を実施します。 
 こどもの健康相談において，来所

者全員に歯科衛生士による歯みがき

指導，むし歯予防法等について個別

指導を実施します。 

離乳食教室では，歯科衛生士か

ら，歯ブラシの選び方や，口腔ケア

のコツについて講話を行います。 
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平成３０年度 

活動実績及び成果 

（平成３１年３月末現在） 

令和元年度 

活動実績及び成果 

（令和２年３月末現在） 

令和２年度 

活動実績及び成果 

（令和３年３月末現在） 

令和３年度 

活動実績及び成果 

（令和４年３月末現在） 

令和４年度 

取り組み内容と今後の方向性 

（令和４年４月から 

令和５年３月まで） 

３・幼児健康診査時に歯みがき指導とフッ化物塗布を実施                                       【健康増進課】 

１歳６か月児・２歳６か月児・３

歳５か月児健康診査において，歯科

衛生士が個別に歯みがき指導を実施

しました。 

以前は，歯みがき指導時，気にな

る方に渡していた“おやつのとり

方・食習慣に関する説明資料”を，

本年度から１歳６か月児健康診査に

おいて全員に配布しました。 

 また，２歳６か月児・３歳５か月

児健康診査においては，フッ化物塗

布を継続して実施しました。 

 今年度から，甘い飲み物の糖質含

有量を示した媒体を掲示し，むし歯

と糖質についての関係性を個別指導

の中で行いました。 

１歳６か月児健康診査受診者数： 

468 人（受診率 98.1％） 

２歳６か月児歯科健康診査受診者

数：475 人（受診率 92.2％） 

（フッ化物塗布者数：465 人） 

３歳５か月児健康診査受診者数： 

504 人（受診率 95.8％） 

（フッ化物塗布者数：480 人） 

１歳６か月児・２歳６か月児・３

歳５か月児健康診査において，歯科

衛生士が個別に歯みがき指導を実施

しました。 

 また，２歳６か月児・３歳５か月

児健康診査においては，フッ化物塗

布を実施しました。 

なお，今年度より 2 歳 6 か月児歯

科健診において，染め出しを行い，

磨き残しのチェックを保護者と一緒

に行い，歯磨き指導を行いました。 

１歳６か月児健康診査受診者数： 

428 人（受診率 97.9％） 

２歳６か月児歯科健康診査受診者

数：406 人（受診率 88.6％） 

（フッ化物塗布者数：391 人） 

３歳５か月児健康診査受診者数： 

440 人（受診率 93.6％） 

（フッ化物塗布者数：421 人） 

１歳６か月児・３歳５か月児健康

診査において，歯科衛生士が個別に

歯みがき指導を実施しました。ま

た，今年度より，１歳６か月児にお

いても希望者にはフッ化物塗布を実

施しました。 

２歳６か月児歯科健診は医療機関

健診として実施し，かかりつけ歯科

医の定着を促進しました。また，問

診票から食生活に問題のある児につ

いては，後日栄養士から個別に指導

を行いました。 

１歳６か月児健康診査受診者数： 

422 人（受診率 97.9％） 

（フッ化物塗布者数：417※人） 

２歳６か月児歯科健康診査受診者 

数：333 人（受診率 63.7％） 

（フッ化物塗布者数：276 人） 

３歳５か月児健康診査受診者数： 

504 人（受診率 95.8％） 

（フッ化物塗布者数：444※人） 

※６月の健診受診者については，

歯科衛生士による歯ブラシ指導を実

施していないため，フッ素塗布は

行っていません。 

２歳６か月児歯科健診について

は，医療機関健診にしたことで，受

診率が低下しています。受診率が向

上するように，１歳６か月児健診に

て声掛けを行いました。３つ全ての

健診を受診した児にはプレゼント

（フロスの予定）を令和４年度より

３歳５か月児健診にて配布していく

予定です。また，３歳５か月児歯科

健診にてアンケート調査を行い，２

歳６か月歯科健診の未受診理由の把

１歳６か月児・３歳５か月児健康

診査において，歯科衛生士が個別に

歯みがき指導，フッ素塗布を実施し

ました。 

２歳６か月児歯科健診は医療機関

健診として実施し，かかりつけ歯科

医の定着を促進しました。また，問

診票から食生活に問題のある児につ

いては，後日栄養士から個別に指導

を行いました。 

受診率が向上するように，３歳５

か月児健診にてアンケートを実施し

ました。 

１歳６か月児健康診査受診者数：

369 人（受診率 94.4％） 

（フッ化物塗布者数：357 人） 

２歳６か月児歯科健康診査受診者

数：341 人（受診率 77.0％） 

（フッ化物塗布者数：287 人） 

３歳５か月児健康診査受診者数：

423 人（受診率 91.8％） 

（フッ化物塗布者数：400 人） 

１歳６か月児・３歳５か月児健康

診査において，歯科衛生士が個別に

歯みがき指導，フッ素塗布を実施し

ます。 
２歳６か月児歯科健診は医療機関

健診として実施し，かかりつけ歯科

医の定着を促進します。また，問診

票から食生活に問題のある児につい

ては，後日栄養士から個別に指導を

行います。 

受診率が向上するように，１歳６

か月児健診にて声掛けを行い，３つ

全ての健診を受診した場合にはプレ

ゼント（フロスの予定）を３歳５か

月児健診にて配布していく予定で

す。また，３歳５か月児健診にてア

ンケートを実施していきます。 
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平成３０年度 

活動実績及び成果 

（平成３１年３月末現在） 

令和元年度 

活動実績及び成果 

（令和２年３月末現在） 

令和２年度 

活動実績及び成果 

（令和３年３月末現在） 

令和３年度 

活動実績及び成果 

（令和４年３月末現在） 

令和４年度 

取り組み内容と今後の方向性 

（令和４年４月から 

令和５年３月まで） 

握や受診しての感想などを調査しま

した。 

４・歯並びや顎の発達に影響する習癖に関する保健指導の実施                                     【健康増進課】 

１歳６か月児・２歳６か月児・３

歳５か月児健康診査において，指し

ゃぶりや爪かみ等歯並びや顎の発達

に影響する習癖があった児について

は，歯科衛生士・保健師等が保護者

に対して，対処方法について指導を

実施しました。 

１歳６か月児・２歳６か月児・３

歳５か月児健康診査において，指

しゃぶりや爪かみ等歯並びや顎の発

達に影響する習癖があった児につい

ては，歯科衛生士・保健師等が保護

者に対し，対処方法の指導を実施し

ました。 

栄養士より乳幼児健診時に，噛む

ことの大切さを伝え，食事の形状な

どについて個別で指導ました。 

１歳６か月児・３歳５か月児健康

診査において，指しゃぶりや爪かみ

等歯並びや顎の発達に影響する習癖

があった児については，歯科衛生

士・保健師等が保護者に対し，対処

方法の指導を実施していきました。

２歳６か月児歯科健診においては，

医療機関にて上記と同様の指導を依

頼しています。また，噛み合わせの

悪いお子さんに対しては，市独自で

作成したリーフレットを配布してい

きました。 

栄養士より乳幼児健診時に，噛む

ことの大切さを伝え，食事の形状な

どについて個別で指導しました。 

１歳６か月児・３歳５か月児健康

診査において，指しゃぶりや爪かみ

等歯並びや顎の発達に影響する習癖

があった児については，歯科衛生

士・保健師等が保護者に対し，対処

方法の指導を実施しました。２歳６

か月児歯科健診においては，医療機

関にて上記と同様の指導を依頼して

います。また，噛み合わせの悪いお

子さんに対しては，市独自で作成し

たリーフレットを配布しました。 

栄養士より乳幼児健診時に，噛む

ことの大切さを伝え，食事の形状な

どについて個別で指導しました。 

 

 

１歳６か月児・３歳５か月児健康

診査において，指しゃぶりや爪かみ

等歯並びや顎の発達に影響する習癖

があった児については，歯科衛生

士・保健師等が保護者に対し，対処

方法の指導を実施していきます。２

歳６か月児歯科健診においては，医

療機関にて上記と同様の指導を依頼

していきます。また，噛み合わせの

悪いお子さんに対しては，市独自で

作成したリーフレットを配布してい

きます。 
栄養士より乳幼児健診時に，噛む

ことの大切さを伝え，食事の形状な

どについて個別で指導します。 

 

５・健康に関する情報提供やむし歯の予防を推進                                             【指導課】 

市内各校では保健だよりの発行を

通して，児童生徒の実態を知らせた

り，予防に係る各種情報を提供した

りしています。また，校内では児童

生徒による保健委員会の活動を通じ

た啓発活動に取り組んだり，給食後

の歯磨きの励行を推進しました。 

毎年度歯科検診を実施し,検査結果

に基づいた治療勧告を保護者宛てに

通知し対応にあたってもらうように

していますが，受診完了率は５割を

切っております。 

各校では保健だよりの発行を通し

て，児童生徒の実態を知らせたり，

予防に係る各種情報を提供したりし

ました。また，校内では児童生徒に

よる保健委員会の活動を通じた啓発

活動に取り組んだり，給食後の歯磨

きの励行を推進したりしましたが，

大規模校の場合には給食後の歯磨き

は困難なようです。 

毎年度歯科検診を実施し,検査結果

に基づいた治療勧告を保護者宛てに

通知し対応にあたってもらうように

していますが，受診完了率は５割を

切っております。 

今年度は給食後の歯磨きについて

は，密集防止とうがい時の飛沫防止

の観点から，新しい生活習慣に慣れ

るまで中止としていました。学校の

実態や感染拡大の状況を見ながら，

歯磨きは再開しております。 

養護教諭をゲストティーチャーと

して活用する歯磨き指導，保健委員

会の児童生徒による歯磨き普及活

動，保健だよりによる家庭への啓発

などの取組を通して，むし歯予防を

推進しました。 

学校訪問の際に，歯科検診等の結

果を受けて，状況を見ながら受診す

むし歯予防の推進のため，養護教

諭をゲストティーチャーとして活用

する歯磨き指導，保健委員会の児童

生徒による歯磨き普及活動，保健だ

よりによる家庭への啓発などに取り

組みました。 

学校における歯磨きについては，

学校医等の専門家の意見や最新の知

見に基づき，新型コロナウイルス感

染防止策を講じて，学校の実態に応

じて実施しています。 

学校訪問の際に，歯科健診結果に

基づく受診勧告と受診完了報告の進

捗状況を確認し，受診率が高まるよ

養護教諭をゲストティーチャーと

して活用する歯磨き指導，保健委員

会の児童生徒による歯磨き普及活

動，保健だよりによる家庭への啓発

などの取組を通して，むし歯予防の

推進を図ります。 

学校における歯磨きについては，

学校医等の専門家の意見や最新の知

見に基づき，新型コロナウイルス感

染防止策を講じて，できる範囲で実

施するとともに，個別にも対応して

いきます。 

学校訪問の際に，歯科健診結果に

基づく受診勧告と受診完了報告の進
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平成３０年度 

活動実績及び成果 

（平成３１年３月末現在） 

令和元年度 

活動実績及び成果 

（令和２年３月末現在） 

令和２年度 

活動実績及び成果 

（令和３年３月末現在） 

令和３年度 

活動実績及び成果 

（令和４年３月末現在） 

令和４年度 

取り組み内容と今後の方向性 

（令和４年４月から 

令和５年３月まで） 

るように依頼しましたが，受診完了

率は５割を下回っております。 

う各学校に改善を求めました。 

 

捗状況を確認し，受診率が高まるよ

う各学校に改善を求めていきます 
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③歯周疾患検診及び事後指導の推進 

平成３０年度 

活動実績及び成果 

（平成３１年３月末現在） 

令和元年度 

活動実績及び成果 

（令和２年３月末現在） 

令和２年度 

活動実績及び成果 

（令和３年３月末現在） 

令和３年度 

活動実績及び成果 

（令和４年３月末現在） 

令和４年度 

取り組み内容と今後の方向性 

（令和４年４月から 

令和５年３月まで） 

６ ・歯周疾患検診の案内を実施 

・未受診者への年度途中の受診勧奨通知及び未受診者へのアンケート調査の実施                           【健康増進課】 

 歯周疾患検診（医療機関検診）を

龍ヶ崎市歯科医師会の委託し，下記

対象者に個人通知の上，健診を実施

しました。 

対象者：平成 31 年３月 31 日現在

で，30 歳，40 歳，50 歳，60 歳，

70 歳に到達する方 

実施期間：平成 30 年６月１日～平成

31 年３月 31 日 

 

 11 月には検診未受診者の方にはが

きで受診勧奨をしました。往復はが

きによるアンケート調査は実施して

おりません。 

平成 30 年度実績 

【対象者】 5,232 人 

【受診者】  418 人 

【受診率】   7.9％ 

歯周疾患検診（医療機関検診）を

龍ヶ崎市歯科医師会の委託し，下記

対象者に個人通知の上，健診を実施

しました。 

対象者：令和２年３月 31 日現在で，

30 歳，40 歳，50 歳，60 歳，70 歳

に到達する方 

実施期間：令和元年６月１日～令和

２年３月 31 日 

令和元年度実績 

【対象者】 5,091 人 

【受診者】 432 人 

【受診率】 8.5％ 

 

歯周疾患検診（医療機関検診）

は，例年６月から開始していました

が，新型コロナウイルスの感染拡大

防止のため，実施期間は令和２年７

月１日～令和３年３月 31 日としま

す。 

対象者：令和３月年３月 31 日現在

で，30 歳，40 歳，50 歳，60 歳，

70 歳に到達する方 

未受診理由を知るために，受診券に

受診しない方へのアンケートを同封

します。 

【対象者】 5,054 人 

【受診者】 481 人 

【受診率】 9.5％ 

 

 

歯周疾患検診（医療機関検診）

は，新型コロナウイルスの感染拡大

防止のため，実施期間は令和３年８

月１日～令和４年３月 31 日としまし

た。 

対象者：令和４月年３月 31 日現在

で，30 歳，40 歳，50 歳，60 歳，

70 歳に到達する方 

未受診理由を知るために，受診券に

受診しない方へのアンケートを同封

しました。 

７月末に対象者に受診券等の個別通

知をしました。 

【対象者】 5,016 人 

【受診者】 469 人 

【受診率】 9.4％ 

歯周疾患検診（医療機関検診）を

龍ヶ崎市歯科医師会の委託し，下記

対象者に個人通知の上，健診を実施

します。 

 年代別の受診率をみると，若い世

代の受診率が低いため，今年度から

対象者に妊婦を加えました。また，

通知方法を見直し，対象者に案内は

がきを送り（5 月末），希望者に受

診券を送る方法に変更しました。 

 

対象者： 

令和 4 年 4 月 1 日以降に妊娠度届を

提出された方もしくは，令和５年３

月 31 日現在で，30 歳，40 歳，50

歳，60 歳，70 歳に到達する方 
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④歯周疾患検診等の予防に関する知識の普及・啓発 

平成３０年度 

活動実績及び成果 

（平成３１年３月末現在） 

令和元年度 

活動実績及び成果 

（令和２年３月末現在） 

令和２年度 

活動実績及び成果 

（令和３年３月末現在） 

令和３年度 

活動実績及び成果 

（令和４年３月末現在） 

令和４年度 

取り組み内容と今後の方向性 

（令和４年４月から 

令和５年３月まで） 

７・市広報紙・市公式ホームページなどによる歯周病予防の啓発                                    【健康増進課】 

 市広報紙６月号にて,歯周疾患検診

や歯周病について掲載しました。 

 市広報紙に 6 月 4 日虫歯予防デー

に合わせて歯周疾患検診の案内を掲

載しました。 

今年度は，市公式ホームページに

歯周疾患検診について掲載しまし

た。 

 

 

市広報紙６月号にて,歯周病につい

て掲載しました。 
市公式ホームページ，市広報誌に

歯周疾患検診について掲載しまし

た。 

８・歯科講演会の開催                                                       【健康増進課】 

歯科講演会の日程を調整し，平成

31 年２月 14 日に開催しました。 

講師：けやき歯科クリニック 

参加者：40 人 

 

歯周病と生活習慣についての内容

で歯科講演会を令和 2 年 2 月 13 日

に開催しました。 

 

講師：けやき歯科クリニック 

参加者： 44 人 

 

「幼児期から噛む力をつけるため

に」をテーマに講演会を行いまし

た。 

実施日：令和３年２月 25 日。 

感染拡大予防のためリモートによる

実施。 

講師：けやき歯科クリニック 

リモートのシステムの都合上，最大

で 20 人までとなった。 

「全身をむしばむ歯周病ヘロヘロ

コロリよりピンピンコロリ～歯周病

と糖尿病などの関係について～」 

実施日予定日：令和４年２月 10 日。 

講師：けやき歯科クリニック 

講演会は新型コロナウイルス感染

症感染拡大防止のため中止しまし

た。 

令和４年度歯科講演会は，日程調

整や内容について打ち合わせを講師

と行います。 

９・地元企業へのチラシの配布                                                   【健康増進課】 

５月 11 日，つくばの里工業団地運

営協議会にて，検診等についてのチ

ラシを配布し，受診勧奨をしまし

た。 

 

5 月 17 日つくばの里工業団地に

て，禁煙外来助成制度や市のがん検

診に周知しました。また，ポスター

掲示を依頼し，受診勧奨しました。 

新型コロナウイルスの感染拡大防

止のため，実施せず。歯周疾患検診

は個人通知しました。 

 

 

地元企業へのチラシの配布はせ

ず，歯科健診協力医療機関にポス

ターの掲示を依頼しました。対象者

には通知のほか，市公式ホームペー

ジでも周知しました。 

歯科健診協力医療機関にポスター

の掲示を依頼しました。対象者には

通知のほか，市公式ホームページで

も周知しました。 
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取り組み分野 （２）口腔機能の維持の促進 

重点目標 生涯にわたって自分の歯でおいしく食べられる人を増やす 

（６４２４・８０２０運動の推進） 

成果指標 

 目標値（令和 3 年度）（2021 年度） 

           実績               （％） 

平成 30 

(2018 年) 

令和元 

（2019 年） 

令和 2 

（2020 年） 

令和 3 

（2021 年） 

令和 4 

（2022 年） 

① ６０～６４歳で２４本以上自分の歯を持つ人の割合 60.0％ － － － 55.4  

具体的取り組み 
①口腔機能の維持に関する知識の普及・啓発 

平成３０年度 

活動実績及び成果 

（平成３１年３月末現在） 

令和元年度 

活動実績及び成果 

（令和２年３月末現在） 

令和２年度 

活動実績及び成果 

（令和３年３月末現在） 

令和３年度 

活動実績及び成果 

（令和４年３月末現在） 

令和４年度 

取り組み内容と今後の方向性 

（令和４年４月から 

令和５年３月まで） 

１・市広報紙・市公式ホームページを活用し，歯の大切さの啓発，6424 運動*及び8020 運動* の推進                   【健康増進課】 

 市広報紙６月号にて，歯周疾患検

診や歯周病について掲載しました。 

 市広報紙に 6 月 4 日虫歯予防デー

に合わせて歯周疾患検診の案内を掲

載しました。 

今年度は，がん検診とともに市公

式ホームページに掲載しました。 

 

 

がん検診とともに市公式ホーム

ページに掲載しました。市広報紙６

月号にて，歯周病について掲載しま

した。 

市公式ホームページ，市広報誌に

歯周疾患検診について掲載しまし

た。 

２・歯科講演会の開催                                                       【健康増進課】 

 歯科講演会の日程を調整し，平成

31 年２月 14 日に開催しました。 
歯科講演会を令和 2 年 2 月 13 日

実施しました。 

講師：けやき歯科クリニック 

参加者： 44 人 

 

 「幼児期から噛む力をつけるため

に」をテーマに講演会を行いまし

た。 

実施日：令和３年２月 25 日。 

感染拡大予防のためリモートによる

実施。 

講師：けやき歯科クリニック 

リモートのシステムの都合上，最大

で 20 人までとなった。 

「全身をむしばむ歯周病ヘロヘロ

コロリよりピンピンコロリ～歯周病

と糖尿病などの関係について～」 

実施日予定日：令和４年２月 10 日。 

講師：けやき歯科クリニック 

講演会は新型コロナウイルス感染症

感染拡大防止のため中止しました。 

令和４年度歯科講演会は，日程調

整や内容について打ち合わせを講師

と行います。 

３・口腔ケアに関する講演会等（出前講座，複合型介護予防事業）の開催（平成 29 年度より実施予定事業）                【健幸長寿課】 
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平成３０年度 

活動実績及び成果 

（平成３１年３月末現在） 

令和元年度 

活動実績及び成果 

（令和２年３月末現在） 

令和２年度 

活動実績及び成果 

（令和３年３月末現在） 

令和３年度 

活動実績及び成果 

（令和４年３月末現在） 

令和４年度 

取り組み内容と今後の方向性 

（令和４年４月から 

令和５年３月まで） 

 出前講座や介護予防事業の講座

（複合型介護予防講座等）におい

て，口腔機能や口腔ケアに関する講

話を行いました。 

［出前講座］ 

 実施回数２回：参加者数 25 人 

［介護予防講座］ 

 実施回数４回：参加者数 82 人 

出前講座や介護予防講座（複合型

介護予防講座・上手な年の重ね方講

座等）において，口腔機能や嚥下機

能，口腔ケアに関する講話を行い，    

口腔ケア等に関する正しい知識の

普及を図りました。 

［出前講座］6 月 8 月 12 月に実

施。 

実施回数３回 参加者数 53 人 

［介護予防講座］ 

実施回数：3 回 

参加者数：106 人 

［健口教室］ 

実施回数：2 回 

参加者数：23 人 

 

出前講座や介護予防講座（複合型

介護予防講座・上手な年の重ね方講

座等）において，口腔機能や嚥下機

能，口腔ケアに関する講座を行い，

口腔ケア等に関する正しい知識の普

及を図りました。 

［介護予防講座］ 

実施回数：５回 

参加者数：65 人 

また，今年度の健口教室は，新型

コロナウイルス感染症感染拡大防止

のため，中止としました。 

 

出前講座や介護予防講座（一体化

介護予防講座［複合型介護予防事業

含む］・上手な年の重ね方講座等）

において，口腔機能や嚥下機能，口

腔ケアに関する講座を行い，口腔ケ

ア等に関する正しい知識の普及を図

りました。 

 

［出前講座］ 

 1 回 17 人 

［一体化（介護予防）］ 

 13 回 人 

［上手な年の重ね方講座］ 

  2 回 18 人 

 

出前講座や介護予防講座（一体化

介護予防講座・上手な年の重ね方講

座等）において，口腔機能や嚥下機

能，口腔ケアに関する講座を行い，

口腔ケア等に関する正しい知識の普

及を図ります。 
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基本 

方針 

取り組み

の 

分野 

指標 指標の性質 データの対象 ベース値 目標値 評価 

年度 ベース値（出典） 
各年度の実績 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

生
活
習
慣
病
の
発
症
予
防
と
重
症
化
予
防 

健
康
管
理 

乳児家庭全戸訪問  4か月未満児 99.4％ 98.0%以上 毎年 

市母子保健統計 

茨城県母子保健事業実施 

状況 96.8％（平成 27年） 
98.3％ A 97.7％ C 96.0％ C 91.3％ C 89.4 C 

３～４か月児健康診査受診率 
 

6か月未満児 97.4％ 98.0%以上 毎年  97.0％ C 98.1％ A 97.2％ C 96.4％ C 96.6 C 

１歳６か月児健康診査受診率 
 

2歳未満児 96.7％ 98.0%以上 毎年 
茨城県母子保健事業実施 

状況 95.6％（平成 27年） 
97.5％ B 98.1％ A 97.9％ B 97.9％ B 94.4 C 

３歳５か月児健康診査 

受診率  
4歳未満児 93.4％ 95.0％以上 毎年 

茨城県母子保健事業実施 

状況 94.2％（平成 27年） 
95.6％ A 96.4％ A 93.6％ B 95.8％ A 91.8 C 

特定健康診査受診率 
 

特定健康診査 

実施率 
30.5％ 48.0％ 毎年 国民健康保険連合会 28.6％ C 33.3％ B 32.3％ B 24.2％ C 

29.5％ 

（速報値） 
C 

特定保健指導実施率 
 

特定保健指導 

実施率 
47.6％ 60.0％ 毎年 国民健康保険連合会 59.6％ B 50.9％ B 61.0％ A 52.4％ B 

37.1％ 

（速報値） 
C 

循
環
器
疾
患 

しょっぱいものを食べ過ぎると血圧が高くなりやす

いことについて知っている児童生徒の割合  

小学６年生 74.4％ 80.0％ 平成 

33年 

市

市民意識調査 

―  ―  ―  ―  74.9％ B 

中学３年生 87.6％ 90.0％ ―  ―  ―  ―  91.1％ A 

カップめんのスープを半分以上飲む児童生徒の

割合  

小学６年生 66.2％ 60.0％ 平成 

33年 

市

市民意識調査 

―  ―  ―  ―  60.3％ B 

中学３年生 59.9％ 55.0％ ―  ―  ―  ―  54.1％ A 

特定健康診査の受診率（再掲） 
 

特定健康診査 

実施率 
30.5％ 48.0％ 毎年 国民健康保険連合会 28.6％ C 33.3％ B 32.3％ B 24.2％ C 

29.5％ 

（速報値） 
C 

特定保健指導の実施率（再掲） 
 

特定保健指導 

実施率 
47.6％ 60.0％ 毎年 国民健康保険連合会 59.6％ B 50.9％ B 61.0％ A 52.4％ B 

37.1％ 

（速報値） 
C 

メタボリックシンドローム予備群・該当者の割合 

 
予備群 9.2％ 

 

8.5％ 

 

毎年 国民健康保険連合会 

8.9％ B 8.5％ A 8.8％ B 10.4％ C 9.8％ C 

 
該当者 13.8％ 12.0％ 14.9％ C 16.8％ C 16.5％ C 17.9％ C 18.5％ C 

Ⅰ度高血圧以上（140/90mmHｇ）の人の割合 
 

特定健康診査 

受診者 
20.4％ 18.0％ 毎年 国民健康保険連合会 17.8％ A 22.9％ C 23.5％ C 28.4％ C 27.6％ C 

糖
尿
病 

26 週頃の妊婦健康診査の血糖値 100mg/dl以

上の割合（妊娠糖尿病の早期発見）  
妊婦 35.6％ 33.0％ 毎年 市母子保健統計 

茨城県母子保健事業実施 

状況 35.8％ 

（平成 27年） 

40.2％ C 42.4％ C 45.6％ C 39.9％ C 41.7％ C 

特定健康診査の受診率（再掲） 
 

特定健康診査 

受診率 
30.5％ 48.0％ 毎年 国民健康保険連合会 28.6％ C 33.3％ B 32.3％ B 24.2％ C 

29.5％ 

（速報値） 
C 

特定保健指導の実施率（再掲） 
 

特定保健指導 

実施率 
47.6％ 60.0％ 毎年 国民健康保険連合会 59.6％ B 50.9％ B 61％ A 52.4％ B 

37.1％ 

（速報値） 
C 

糖尿病腎症により新規に透析を導入される人数 
 

新規透析者数 8人 6人 毎年 市社会福祉課調査 12人 C 12人 C 19人 C 8人 B 10人 C 

糖 尿 病 有 病 者 の 増 加 の 抑 制 

（40-74歳）  

特定健康診査 

受診者 
19.4％ 18.0％ 毎年 国民健康保険連合会 20％ C 19.7％ C 19.3％ B 19.2％ B 20.0％ C 

 龍ケ崎市第２次健康増進・食育計画 目標値一覧 

 

 指標の性質 記号 

上げたほうが良い指標 ↑ 

下げたほうが良い指標 ↓ 

現状維持するほうが良い指標 → 

                  

※記号の太さは重点度合を示します。 

 

                             

評価区分 

Ａ 目標値に達した 

Ｂ 目標値に達していないが、ベース値と比べて改善傾向にある 

Ｃ 目標値に達しておらず、ベース値と比べて悪化している 

☆ 評価不能（事業の消滅／アンケート調査項目の変更等による） 

 

令和４年度第１回龍ケ崎市健康づくり推進協議会 

資料２ 
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基本 

方針 

取り組み

の 

分野 

指標 指標の性質 データの対象 ベース値 目標値 評価 

年度 ベース値（出典） 
各年度の実績 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

 

 メタボリックシンドローム予備群・該当者の割合（再

掲） 

 
予備群 9.2％ 8.5％ 

毎年 国民健康保険連合会 

8.9％ B 8.5％ A 8.8％ B 10.4％ C 9.7％ C 

 
該当者 13.8％ 12.0％ 14.9％ C 16.8％ C 16.5％ C 17.9％ C 18.2％ C 

が
ん 

胃がん受診率 

 
40～64歳 

男性 13.4％  16.4％ 

毎年 市がん検診統計 

13.6％ B 12.0％ C 9.3％ C 6.3％ C 6.2％ C 

女性 9.2％ 12.2％ 10.5％ B 9.8％ B 7.6％ C 4.4％ C 6.2％ C 

65～74歳 
 男性 15.6％  18.6％ 11.9％ C 11.6％ C 9.8％ C 7.2％ C 9.2％ C 

女性 11.1％  14.1％ 8.2％ C 7.8％ C 6.3％ C 4.5％ C 6.0％ C 

肺がん受診率 
 

40～64歳 
男性 20.0％   23.0％ 

毎年 市がん検診統計 

20.2％ B 21.4％ B 18.6％ C 11.3％ C 13.1％ C 

女性 17.3％ 20.3％ 17.9％ B 18.2％ B 15.6％ C 10.5％ C 15.1％ C 

65～74歳 
男性 34.4％  37.4％ 24.0％ C 27.0％ C 24.5％ C 16.7％ C 21.4％ C 

女性 33.6％ 36.6％ 24.6％ C 26.7％ C 25.3％ C 15.1％ C 20.7％ C 

大腸がん受診率 
 

40～64歳 
男性 24.0％  27.0％ 

毎年 市がん検診統計 

21.0％ C 19.3％ C 16.7％ C 12.4％ C 9.2％ C 

女性 17.3％ 20.3％ 20.7％ A 19.4％ B 16.4％ C 11.7％ C 13.8％ C 

65～74歳 
男性 25.4％ 28.4％ 19.3％ C 19.6％ C 17.4％ C 13.7％ C 16.9％ C 

女性 23.8％ 26.8％ 19.7％ C 19.2％ C 18.7％ C 12.9％ C 16.9％ C 

乳がん受診率 
 

40～64歳        32.1％     35.1％ 
毎年 市がん検診統計 

42.0％ A 42.0％ A 37.4％ A 35.9％ A 42.6％ A 

65～74歳    10.7％ 13.7％ 10.3％ C 10.3％ C 12.2％ B 6.7％ C 7.8％ C 

子宮頸がん受診率 
 

20歳代   16.5％ 19.5％ 

毎年 市がん検診統計 

13.3％ C 12.3％ C 7.0％ C 9.1％ C 10.6％ C 

30歳代 32.3％ 35.3％ 37.9％ A 36.6％ A 26.9％ C 22.7％ C 27.0％ C 

40～64歳   26.8％ 29.8％ 36.0％ A 35.4％ A 31.8％ A 32.0％ A 36.9％ A 

65～74歳 14.1％ 17.1％ 14.2％ B 12.9％ C 13.6％ C 11.9％ C 13.0％ C 

要精密検査受診率 

（平成 28年度がん検診受診者）  

胃がん   85.3％          88.3％        

毎年 県がん検診実施状況 

89.2％ A 91.7％ A 92.4％ A 84.1％ C 85.5％ A 

肺がん 81.3％ 84.3％ 87.1％ A 92.6％ A 88.3％ A 93.1％ A 83.3％ A 

大腸がん 74.9％ 77.9％ 78.8％ A 84.5％ A 77.9％ A 84.4％ A 83.6％ A 

乳がん 88.5％ 91.5％ 87.3％ C 88.4％ C 93.3％ A 84.2％ C 90.0％ A 

子宮がん 78.2％ 81.2％ 78.6％ B 97.6％ A 86.2％ A 83.0％ A 83.3％ A 
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基本 

方針 

取り組み

の 

分野 

指標 指標の性質 データの対象 ベース値 目標値 評価 

年度 ベース値（出典） 
各年度の実績 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

 

 「標準化死亡比」 

（悪性新生物）  

男性 
0.98 

（2007～2011） 
現状維持 毎年 

平成 26年 

茨城県市町村別健康指標 

0.95 A 0.95 A 0.97 A 0.97 A 0.98 A 

女性 
0.98 

（2007～2011） 
1.03 B 1.01 B 0.99 A 1.00 A 1.01 C 

社
会
生
活
を
営
む
た
め
に
必
要
な
機
能
の
維
持
・向
上 

こ
こ
ろ
の
健
康 

産後アンケート調査で９点以上だった人の割合 
 

乳児家庭全戸 

訪問対象者 
11.0％ 10.0％ 毎年 市母子保健統計 

茨城県母子保健事業実施状

況 13.7％（H27年） 
8.5％ A 5.7％ A 6.1％ A 4.5％ A 3.2％ A 

困った時に相談できる人がいない児童生徒の割

合  

小学６年生 6.6％ 4.0％ 平成 

33年 
市民意識調査 

―  ―  ―  ―  6.5％ B 

中学３年生 6.6％ 4.0％ ―  ―  ―  ―  6.3％ B 

最近 1 か月の間に，ストレスやイライラを感じたこ

とがある者の 

割合 
 

市民意識調査 68.0％ 60.0％ 
平成 

33年 
市民意識調査 ―  ―  ―  ―  66.0％ B 

自殺者数 
 

自殺者数 9人 0人 毎年 市社会福祉課調査 7人 B 11人 C 7人 B 16人 C 14人 C 

高
齢
者
の
健
康 

元気アップ体操指導員の人数 
 

元気アップ体操 

指導者数 
41人 45人 毎年 市健康増進課調査 46人 A 39人 C 45人 A 41人 B 41人 B 

シルバーリハビリ体操指導士数 
 

シルバーリハビリ 

体操指導士数 
71人 80人 毎年 市高齢福祉課調査 74人 B 76人 B 81人 A 78人 B 78人 B 

傾聴ボランティア数＊ 
 

傾聴ボランティア数 30人 40人 2年毎 市高齢福祉課調査 36人 B 35人 B 37人 B 34人 B 33人 B 

元気アップ体操延べ参加者数 
 

元気アップ体操 

参加者数 
6,285人 7,000人 毎年 市健康増進課調査 6,858人 B 7,121人 A 6,292人 B 3,106人 C 4,629人 C 

いきいきヘルス体操（シルバーリハビリ）教室延べ

参加者数  

いきいきヘルス体操（シ

ルバーリハビリ）教室参加

者数 

21,596人 25,000人 毎年 市高齢福祉課調査 21，982人 B 19,492人 C 18,745人 C 5,841人 C 6,425人 C 

健
康
を
支

え
守
る
た

め
の
社
会

環
境
の
整

備 

健
康
づ
く

り
支
援 

食生活改善推進員数 
 

食生活改善 

推進員数 
32人 38人 毎年 市健康増進課調査 39人 A 39人 A 35人 B 15人 C 15人 C 
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基本 

方針 

取り組み

の 

分野 

指標 指標の性質 データの対象 ベース値 目標値 評価 

年度 ベース値（出典） 
各年度の実績 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

  がん予防推進員数 
 

がん予防 

推進員数 
41人 50人 毎年 市健康増進課調査 56人 A 50人 A 50人 A 48人 B 48人 B 

生
活
習
慣
及
び
社
会
環
境
の
改
善 

栄
養
・食
生
活 

全出生数中の低体重児の割合（2,500g未満） 
 

出生 2,500g 

未満児 
10.1% 9.0％ 毎年 

市母子保健統計 

 10.2％ C 10.5％ C 8.2％ A 8.1％ A 5.9％ A 

１歳６か月児健康診査のカウプ指数 18.6 以上の

割合  

１歳６か月児健康診査の

カウプ指数 18.6以上児 
4.8％ 3.0％ 毎年 

茨城県母子保健事業実施状

況 0.7％（H27年） 
3.0％ A 1.7％ A 3.0％ A 0.9％ A 2.4％ A 

身体測定結果において肥満で 

ある児童生徒の割合 

 
児童 

7.6％ 

（６年生:9.3％） 

6.0％ 

（６年生:7.0％） 

毎年 市教育総務課調査 

7.5％ 

（6年生： 

8.6％） 

B 

7.9％ 

（6年生： 

10.0％） 

C 8.3％ C 11.0％ C 10.5％ C 

 

生徒 
10.4％ 

（３年生:8.4％） 

9.0％ 

（３年生:7.0％） 

10.2％ 

（3年生：

10.6％） 

B 

10.0％ 

（3年生： 

8.4％） 

B 11.3％ C 13.0％ C 12.5％ C 

20歳～60歳代男性の肥満の割合 
 

20歳～60歳代の肥満

男性 
28.8％ 28.0％ 

平成 

33年 
市民意識調査 ―  ―  ―  ―  37.2％ C 

40歳～60歳代女性の肥満の割合 
 

40歳～60歳代女性の

肥満の割合 
23.0％ 19.0％ 

平成 

33年 
市民意識調査 ―  ―  ―  ―  20.7％ B 

20歳代女性のやせの割合 

（BMI 18.5未満）  

20歳代女性の 

割合 
11.1％ 11.0％ 

平成 

33年 
市民意識調査 ―  ―  ―  ―  14.8％ C 

65歳～74歳のBMI≦20の 

割合  
特定健診受診者 17.0％ 15.0％以下 

平成 

33年 
市集団健康診査 18.7％ C 14.0％ A 18.2％ C 16.6％ B 19.1％ C 

主食・主菜・副菜を組み合わせた食事を１日２回

以上している人の割合  
市民意識調査 75.8％ 81.0％ 

平成 

33年 
市民意識調査 ―  ―  ―  ―  73.4％ C 

乳製品を毎日食べている人の 

割合  
市民意識調査 46.2％ 51.0％ 

平成 

33年 
市民意識調査 ―  ―  ―  ―  51.9％ A 

毎日朝食を食べていると答えた児童生徒の割合 
 

児童 95.7％ 

95.0％以上 毎年 
全国学力・学習状況

調査 

平成 28年度【速報値】 

県：96.0% 国：95.5% 

95.6％ A 95.4％ A 94.0％ C  ☆ 95.3％ A 

 
生徒 94.0％ 91.9％ C 92.5％ C 90.4％ C  ☆ 93.0％ C 

朝食を欠食する人の割合 

（20歳代）  

男性 24.2％ 20％ 平成 

33年 

市民意識 

調査 
食育推進基本計画第３次 

平成 27年度現状値 24.7% 

平成 32年度目標値 

15%以下 

―  ―  ―  ―  41.7％ C 

女性 29.6％ 25％ ―  ―  ―  ―  39.3％ C 

朝食を欠食する人の割合 

（30歳代）  

男性 42.9％ 40％ 平成 

33年 

市民意識 

調査 

―  ―  ―  ―  25.0％ A 

女性 18.8％ 15％ ―  ―  ―  ―  17.8％ B 

26 週頃の妊婦健康診査のヘモグロビン 11g/dl

未満の割合（貧血の早期発見）  
妊婦 39.6％ 35.0％ 毎年 市母子保健統計 

茨城県母子保健事業実施状

況 42.4％ 

（平成 27年） 

39.8％ C 40.2％ C 41.9％ C 34.4％ A 35.0％ A 

新型コロナ

ウイルスの

為実施なし 
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基本 

方針 

取り組み

の 

分野 

指標 指標の性質 データの対象 ベース値 目標値 評価 

年度 ベース値（出典） 
各年度の実績 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

 

 

26 週頃の妊婦健康診査の血糖値 100mg/dl以

上の割合（妊娠糖尿病の早期発見） 
 

妊婦 35.6％ 33.0％ 毎年 市母子保健統計 
茨城県母子保健事業実施状

況 35.8％（平成 27年） 
40.2％ C 42.4% C 45.6％ C 39.9％ C 41.7％ C 

離乳食教室（５～６か月）の 

参加率  

生後 5～6か月児保護

者 
35.9％ 40.9％ 毎年 市母子保健統計 37.5％ B 35.0％ C 38.2％ B 29.2％ C 28.2％ C 

野菜などを植付け（栽培）・収穫・調理の体験型

食育を行った保育園・幼稚園・認定こども園数  
市民意識調査 14施設 18施設 毎年 市こども課調査 18施設 A 18施設 A 18施設 A 18施設 A 21施設 A 

児童生徒 1人当たりの給食食べ残し量 
 

児童 36.9ｇ 35.0ｇ 

毎年 市教育総務課調査 

26.2ｇ A 21.8ｇ A 30.5ｇ A 26.6ｇ A 32.5ｇ A 

 
生徒 42.6ｇ 40.0ｇ 41.5ｇ B 40.8ｇ B 43.5ｇ C 36.6ｇ A 40.6ｇ B 

学校給食での塩分摂取量 
 

小学校 2.7g 2.5g 

毎年 市給食センター調査 

学校給食実施基準 

小学校：2.5ｇ 

中学校：3.0ｇ 

2.8ｇ C 2.7ｇ B 2.4ｇ A 2.1ｇ A 2.4ｇ A 

 
中学校 3.4g 3.0g 3.1ｇ B 3.1ｇ B 2.9ｇ A 2.9ｇ A 2.8ｇ A 

「地産地消」を知っていると回答した割合 
 

小学６年生 61.9％ 66.5％ 
平成 

33年 
市民意識調査 

―  ―  ―  ―  78.7％ A 

 
中学３年生 72.7％ 76.5％ ―  ―  ―  ―  91.6％ A 

学校給食における地場産品を使用する割合 
 

－ 47.0％ 50.0％ 毎年 市給食センター調査 

茨城県食育推進計画第３次 

現状値平成 26年：44.5％ 

目標値平成 32年：50.0％    

50.0％ A 74.3％ A 69.8％ A 55.2％ A 68.7％ A 

身
体
活
動
・運
動 

学校の授業以外にスポーツや趣味などで 60 分

以上体を動かす（週２回以上）割合 

 
小学６年生 67.5％ 70.0％以上 

平成 

33年 
市民意識調査 

―  ―  ―  ―  60.2％ C 

 
中学３年生 54.0％ 60.0％以上 ―  ―  ―  ―  56.1％ B 

体力テスト結果において県平均を上回った種目

数 

 
児童 １種目 ２種目 

毎年 独自集計 

4種目 A ０種目 C 0種目 C 
 ☆ 0種目 C 

 
生徒 ２種目 ４種目 2種目 B １種目 C 0種目 C  ☆ 0種目 C 

体力テストで総合評価ＡまたはＢの児童生徒の割

合 

 
児童 

男 46.49％  60.0％以上 

毎年 市教育総務課調査 

いばらき教育プラン 

現状値：平成 26年 55.6％ 

目標値：平成 32年 60.0％ 

47.8％ B 49.4％ B 44.0％ C  ☆ 40.2％ C 

女 49.16％ 60.0％以上 49.8％ B 54.7％ B 51.2％ B  ☆ 47.0％ C 

 
生徒 

男 49.36％  60.0％以上 46.7％ C 49.5％ B 43.7％ C  ☆ 42.9％ C 

女 69.06％ 60.0％以上 68.0％ A 74.8％ A 71.9％ A  ☆ 63.8％ C 

日常生活における歩数の増加 （7,000歩以上） 
 

20～64歳 
男性 43.5％ 

10ポイント増 
平成 

33年 
市民意識調査 

―  ―  ―  ―  35 .8％ C 

女性 30.0％ ―  ―  ―  ―  28.8％ C 

 
65歳以上 

男性 34.4％ ―  ―  ―  ―  30.9％ C 

女性 32.4％ ―  ―  ―  ―  26.8％ C 

運動習慣者の割合の増加  

 （１回 30 分以上の運動を週２日以上，１年以上

継続している者）   

 
20～64歳 

男性 23.6％ 

10ポイント増 
平成 

33年 
市民意識調査 

―  ―  ―  ―  21.3％ C 

女性 12.7％ ―  ―  ―  ―  18.1％ B 

 
65歳以上 

男性 42.9％ ―  ―  ―  ―  41.5％ C 

女性 33.5％ ―  ―  ―  ―  34.5％ B 

新型コロナ

ウイルスの

為実施なし 

新型コロナ

ウイルスの

為実施なし 
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― 

 

基本 

方針 

取り組み

の 

分野 

指標 指標の性質 データの対象 ベース値 目標値 評価 

年度 ベース値（出典） 
各年度の実績 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

 

 

スポーツイベント（市民スポーツフェスティバル等）

の延べ参加者数  
－ 7,378人 8,800人 毎年 市スポーツ推進課調査 6,844人 C 8,285人 B 8,756人 B 2,297人 C 2,835人 C 

スポーツ教室＊の延べ利用者数（指定管理者） 
 

－ 42,613人 51,000人 毎年 市スポーツ推進課調査 56,959人 A 47,895人 B 42,541人 C 27,456人 C 29,070人 C 

総合型地域スポーツクラブ＊ 

会員数  
－ 436人 800人 毎年 市スポーツ推進課調査 429人 C 423人 C 456人 B 400人 C 278人 C 

スポーツクラブ等に加入している市民の割合 
 

－ 18.5％ 20％ 
平成 

33年 
市スポーツ推進課調査 ―  ―  ―  ―  11.3％ C 

ニュースポーツ教室＊・大会の 

延べ参加者数  
－ 1,035人 1,200人 毎年 市スポーツ推進課調査 898人 C 1,137人 B 1,339人 A 34人 

C 

 ☆ 

いきいきヘルス体操（シルバーリハビリ）教室延べ

参加者数  
－ 21,596人 25,000人 毎年 市高齢福祉課調査 21,982人 B 19,492人 C 18,745人 C 5,841人 C 6,425人 C 

元気アップ体操延べ参加者数 
 

－ 6,285人 7,000人 毎年 市健康増進課調査 6，858人 B 7,121人 A 6,292人 B 3,106人 C 4,629人 C 

てくてくロードを歩いた延べ人数 
 

－ 1,528人 2,300人 毎年 市健康増進課調査 1，911人 B 1,176人 C 974人 C 1,063人 C 649人 C 

飲
酒 

妊娠中に飲酒しているの人の 

割合  

3～4か月児 

健診時保護者 
1.9％ 0％ 毎年 健やか親子２１アンケート 1.0％ B 0.4％ B 0％ A 0.8％ B 0.3％ B 

飲酒の害を知っている人の 

割合 

 急性アルコール 

中毒について 

小学 

６年生 
83.0％ 85.0％ 

平成 

33年 
市民意識調査 

―  ―  ―  ―  7 9 . 8％ C 

 

中学 

３年生 
95.3％ 95.0％ ―  ―  ―  ―  97.3％ A 

 アルコール依存症につい

て 

小学 

６年生 
76.5％ 80.0％ 

平成 

33年 
市民意識調査 

―  ―  ―  ―  83 . 5％ A 

 

中学 

３年生 
94.1％ 95.0％ ―  ―  ―  ―  97.8％ A 

 生活習慣病に 

ついて 

小学 

６年生 
67.3％ 70.0％ 

平成 

33年 
市民意識調査 

―  ―  ―  ―  7 0 . 7％  A 

 

中学 

３年生 
88.6％ 90.0％ ―  ―  ―  ―  90.7％ A 

飲酒の適量を知っている市民の割合 
 

－ － 50.0％以上 
平成 

33年 
市民意識調査 ―  ―  ―  ―  34.3％ C 

週３日以上かつ１日３合以上 

飲酒している人の割合 

 
全体 3.5％ 2.5％ 

平成 

33年 

国民健康保険連合会 ―  ―  ―  ―  ― ☆ 

 
男性 7.6％ 6.6％ 

市民意識調査 

―  ―  ―  ―  5.7％ A 

 
女性  2.8％  1.8％ ―  ―  ―  ―  4.2％ C 

γｰGTP要指導･要医療者の 

割合 

 
要指導者 10.3％ 8.0％ 

毎年 国民健康保険連合会 

13.2％ C 10.5％ C 9.2％ B 9.7％ B 9.7％ B 

 
要医療者 3.8％ 2.0％ 4.9％ C 3.8％ B 3.8％ B 4.5％ C 4.6％ C 

新型コロナ

ウイルスの

為実施なし 
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基本 

方針 

取り組み

の 

分野 

指標 指標の性質 データの対象 ベース値 目標値 評価 

年度 ベース値（出典） 
各年度の実績 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

 

喫
煙 

妊娠中にたばこを吸っていた人の割合 
 

3～4か月児 

健診時保護者 
4.6％ 0％ 毎年 

健やか親子 21アンケート 

ベースライン平成 25年度 3.8％ 

中間評価平成 31年度 0％ 

最終評価平成 35年度 0％ 

3.7％ B 2.4％ B 1.1％ B 1.9％ B 3.2％ B 

乳児のいる家庭で，父母が 

たばこを吸っている割合 

 
父 43.5％   30.0％  

毎年 

健やか親子 21アンケート 

ベースライン平成 25年度父親 41.5％ 

                 母親 8.1％ 

中間評価平成 31年度  父親 30.0％ 

                 母親  6.0％ 

最終評価平成 35年度   父親 20.0％ 

                 母親  4.0％ 

42.5％ B 36.3％ B 40.9％ B 40.0％ B 37.1％ B 

 
母  3.4％ 2.0％ 6.1％ C 4.5％ C 4.4％ C 8.1％ C 8.6％ C 

たばこの害について知っ

ている児童生徒の割合

（がん，心疾患，歯周

病） 

 

小６    

 がん 96.7％   現状維持 

平成 

33年 
市民意識調査 

―  ―  ―  ―  91.3％ C 

 
心疾患 66.4％ 80.0％ ―  ―  ―  ―  71.7％ B 

 
歯周病  43.3％ 60.0％ ―  ―  ―  ―  56.7％ B 

 
副流煙 89.3％  90.0％ ―  ―  ―  ―  87.2％ C 

 
赤ちゃんへの 

影響 
93.5％ 現状維持 ―  ―  ―  ―  94.3％ A 

中３ 

 がん  97.4％   現状維持 ―  ―  ―  ―  99.3％ A 

 
心疾患 80.6％ 90.0％ ―  ―  ―  ―  88.9％ B 

 
歯周病 77.0％ 85.0％ ―  ―  ―  ―  83.2％ B 

 副流煙 97.7％ 現状維持 ―  ―  ―  ―  98.1％ A 

 
赤ちゃんへの 

影響 
97.3％ 現状維持 ―  ―  ―  ―  99.1％ A 

禁煙施設の認証数 

（建物内）  
― 81 103 毎年 県ホームページ 123 A 127 A 

 

    ☆ 

喫煙率 
 

男性 26.2％ 23.0％ 
平成 

33年 
市民意識調査 

―  ―  ―  ―  19.3％ A 

 
女性 7.0％ 5.0％ ―  ―  ―  ―  7.4％ C 

休
養 

よく眠れている児童生徒の割合 
 

小学６年生 78.0％ 80.0％ 
平成 

33年 
市民意識調査 

―  ―  ―  ―  84.4％ A 

 
中学３年生 78.3％ 80.0％ ―  ―  ―  ―  76.8％ C 

１日あたり１時間以上ゲームをすると答えた児童

生徒の割合 

 
小学６年生 57.5％ 53.0％ 

毎年 
全国学力・ 

学習状況調査 

平成 28年度【速報値】 

県：57.6% 国：55.0% 

57.3％ B        ☆ 

 
中学３年生 62.5％ 58.0％ 63.9％ C        ☆ 

項目変更のため評価できず 

改正健康増進法の成立により廃止 



8 

 

 

 

基本 

方針 

取り組み

の 

分野 

指標 指標の性質 データの対象 ベース値 目標値 評価 

年度 ベース値（出典） 
各年度の実績 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

  

１日あたり携帯電話やスマートフォンで１時間以上

通話やメール，インターネットをすると答えた児童

生徒の割合 

 
小学６年生 19.8％ 15.0％ 

毎年 
全国学力・ 

学習状況調査 

平成 28年度【速報値】 

県：18.5% 国：18.5% 

22.4％ C        ☆ 

 
中学３年生 55.0％ 50.0％ 71.1％ C        ☆ 

現在の睡眠に満足している人の割合 
 

市民意識調査 25.9％ 30.0％ 
平成 

33年 
市民意識調査 ―  ―  ―  ―  24.9％ C 

歯
科
口
腔
の
健
康
維
持 

歯
科
疾
患
の
予
防 

妊娠期に歯科健診を受けたことがある産婦の割

合  

3～4か月児 

健診時保護者 
― 

平成 29年度 

実績より 10ポ

イント増 

毎年 母子保健統計 43％ C 50％ B 44.7％ C 44.2％ C 52.5％ A 

むし歯のない３歳児の割合 
 

3歳 5か月児 

健診受診児 
81.2％ 85.0％以上 毎年 母子保健統計 85.3％ A 85.9％ A 90.5％ A 88.5％ A 90.5％ A 

フッ素塗布を受けたことがある 

３歳児の割合  

3歳 5か月児 

健診受診児 
91.0％ 93.0％ 毎年 母子保健統計 97.7％ A 95.2％ A 95.7％ A 88.1％ C 94.6％ A 

歯科検診においてむし歯のない児童生徒の割合 

 
児童 

68.8％ 

（６年生:79.9％） 

73.0％ 

（６年:85.0％） 
平成 

33年 
市教育総務課調査 

74.5％ 

（6年生：

83.5％） 

A 

75.4％ 

（6年生：

84.7％） 

A 

75.6％ 

(6年生： 

84.5％) 

A 

78.3％ 

(6年生： 

83.8％) 

A 

81.0％ 

(6年生： 

86.9％) 

A 

 
生徒 

78.2％ 

（３年生:77.2％） 

80.0％ 

（３年:88.0％） 

84.0％ 

（3年生：

84.0％） 

A 

83.5％ 

（3年生：

83.2％） 

A 

84.8％ 

(3年生： 

83.8％) 

A 

84.3％ 

(3年生： 

82.8％) 

A 

86.2％ 

(3年生： 

86.0％) 

A 

寝る前に歯をみがく児童生徒の割合 
 

小学６年生  88.8％ 95.0％ 
平成 

33年 
市民意識調査 

―  ―  ―  ―  90.8％ B 

 
中学３年生  85.9％ 95.0％ ―  ―  ―  ―  87.8％ B 

昼食後歯をみがく児童生徒の 

割合 

 
小学６年生 71.8％ 80.0％ 

平成 

33年 
市民意識調査 

―  ―  ―  ―  27.0％ C 

 
中学３年生 17.5％ 30.0％ ―  ―  ―  ―  35.2％ A 

定期的に歯科検診を受診した人の割合 

 20～39歳  40.9％ 

現状維持 
平成 

33年 
市民意識調査 

―  ―  ―  ―  28.6％ C 

 40～64歳 37.1％ ―  ―  ―  ―  31.4％ C 

 65歳以上  46.8％ ―  ―  ―  ―  42.1.％ C 

歯周疾患検診の受診率 

 
30歳  8.1％   9.0％ 

毎年 市歯周疾患検診統計 

7.2％ C 8.3％ B 4.1％ C 6.1％ C 6.4％ C 

 
40歳 8.3％ 9.0％ 7.6％ C 4.8％ C 6.8％ C 7.8％ C 9.2％ A 

 
50歳 9.0％ 10.0％ 8.4％ C 8.1％ C 6.3％ C 9.4％ B 8.1％ C 

 
60歳 11.9％ 13.0％ 15.1％ A 8.0％ C 10.0％ C 11.3％ C 12.1％ B 

 70歳 
8.1％ 

平均 9.2％ 

9.0％ 

平均 10.0％ 
12.4％ A 12.4％ A 12.7％ A 11.2％ A 10.2％ A 

歯周病を有する者の割合 

 

 

歯周疾患検診 

受診者 
40.0％ 37.0％ 毎年 市歯周疾患検診統計 70.3％ C 85.2％ C 84.7％ C 87.5％ C 75.5％ C 

項目変更のため評価できず 
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基本 

方針 

取り組み

の 

分野 

指標 指標の性質 データの対象 ベース値 目標値 評価 

年度 ベース値（出典） 
各年度の実績 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

 

 

40歳で損失歯のない者の割合  
歯周疾患検診 

受診者 
80.0％ 83.0％ 毎年 市歯周疾患検診統計 83.8％ A 80.4％ B 82.4％ B 86.1％ A 89.6％ A 

毎日１回は 10 分くらい歯磨きを行う人の割合 

（ほぼ実践している人の割合） 

 
20～39歳  21.4％   23.5％ 

平成 

33年 
市民意識調査 

―  ―  ―  ―  28.3％ A 

 
40～64歳 26.7％ 29.4％ ―  ―  ―  ―  32.2％ A 

 
65歳以上  51.8％  現状維持 ―  ―  ―  ―  47.0％ C 

デンタルフロスや歯間ブラシを使用している人の割

合（ほぼ実践している人の割合） 

 
20～39歳 15.5％   17.1％  

平成 

33年 
市民意識調査 

―  ―  ―  ―  23.8％ A 

 
40～64歳 28.7％ 31.6％ ―  ―  ―  ―  31.1％ B 

 65歳以上 41.6％ 現状維持 ―  ―  ―  ―  40.1％ C 

口
腔
機
能
の

維
持
の
促
進 

６０～６４歳で２４本以上自分の歯を持つ人の割

合 

 

市民意識調査 50.0％ 60.0％ 
平成 

33年 
市民意識調査 ―  ―  ―  ―  55.4％ B 



 

 

（案） 

 

龍ケ崎市第３次健康増進・食育計画 

～ 未来に続く健康づくり ～ 
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第１章 計画の策定にあたって 

１ 策定の趣旨 

～ 国・県における健康増進への取り組み～  

 我が国では、急速な高齢化の進展と共にがん・心臓病・脳卒中・糖尿病などの生活習慣病を患う人が増加し、

医療費の高騰や要介護認定者の増加などにも繋がっており、社会機能を維持していくうえでの大きな課題とな

ってきました。 

 そこで、国は平成 12（2000）年 3 月から“21 世紀における国民健康づくり運動（＝「健康日本 21」）”を展

開し、病気の発症を予防する「一次予防」を推進してきました。 

 さらに 2 年後の平成 14（2002）年 8 月には「健康増進法」が制定され、「自らの健康状態を自覚し、健康増

進に努めること」を国民の責務とするなど、健康増進に関する基本的事項が法制化されました。 

 また、健康的・文化的な国民生活と豊かで活力ある社会の実現を目指し、食に関する適切な判断力を養うと

ともに健全な食生活の実現を図るため、平成 17（2005）年 6 月には「食育基本法」が制定され、翌平成 18（2006）

年 3 月には、食育の推進を図るうえでの基本方針となる「食育推進基本計画（第 1 次）」が策定されました（→

R3（2021）年度～R7（2025）年度は「第 4 次」計画期間中となっています）。 

 その後、平成 24（2012）年 7 月には「健康日本 21（第 2 次）」が提示され、従来からの病気の「一次予防」

に加え、重症化予防や合併症の発症予防も重視した取り組みを推進しています。 

 一方、茨城県においては、「健康日本 21」の地方計画として、平成 13（2001）年 3 月に「健康いばらき 21 プ

ラン（第 1 次）」を策定し、本県の健康増進施策の基本方針を示しており、平成 30（2018）年度からの「第 3

次プラン」では、食育の分野も組み込んだ内容に改訂され、計画を推進しています。 

 

～ 当市における計画策定の経緯 ～ 

 当市においては、国の「健康日本 21」や県の「健康いばらき 21 プラン」の内容等を基に、平成 18（2006）

年 7 月に「龍ケ崎市健康増進計画」を策定し、市の健康増進事業を推進するうえでの基本方針としました。 

 「健康増進計画」の計画期間満了を迎えた平成 23（2011）年 12 月には、国の「食育推進基本計画」を踏ま

え、密接な関係にある“健康づくり”と“食”に関する取り組みとを一体化した「龍ケ崎市健康増進・食育計

画」として計画をリニューアルしました。 

 その後、平成 29（2017）年 3 月に改訂を行った「龍ケ崎市第 2 次健康増進・食育計画 健康りゅうがさき

21」では、“自らつくる健康・みんなでめざす豊かな健幸”をスローガンとし、「健康寿命の延伸と健康格差の

縮小」を目標に掲げた様々な取り組みを展開してきたところです。 

 このたび策定した「龍ケ崎市第 3 次健康増進・食育計画（＝本計画）」は、前計画の推進状況などを踏まえ

たうえで改訂を行ったものであり、いつまでも元気に活き活きと生活していけるよう、市民の皆さんの健康づ

くりをサポートしていくための様々な取り組みについて、基本的な方針を示したものです。 
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２ 計画の位置づけ 

 本計画は、「健康増進法（平成 14 年 8 月 2 日 法律第 103 号）」第 8 条第 2 項に規定される「市町村健康増

進計画」、ならびに、「食育基本法（平成 17 年 6 月 17 日 法律第 63 号）」第 18 条第 1 項に規定される「市町

村食育推進計画」に位置づけられるものです。 

 また、本計画は、国民の健康づくりに関する基本方針を定めた「健康日本 21（第 2 次）」や、国民の食育の

推進に関する基本方針「食育推進基本計画（第 4 次）」、それらの都道府県計画として策定されている「健康い

ばらき 21 プラン（第 3 次）」を踏まえた内容となっています。 

 さらに、市の最上位計画である「（仮称）龍ケ崎市●●●計画」をはじめとして、健康増進・食育推進事業に

関連性の高い市の各種計画とも整合性を図ったうえで策定しており、これらに基づいて実施される事業と連携

しながら本計画を推進していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜参考＞ 

【健康増進法（第 8 条第 2 項 抜粋）】 

市町村は、基本方針及び都道府県健康増進計画を勘案して、当該市町村の住民の健康の増進の推進に関
する施策についての計画（以下「市町村健康増進計画」という。）を定めるよう努めるものとする。 

【食育基本法（第 18 条第 1 項 抜粋）】 

  市町村は、食育推進基本計画（都道府県食育推進計画が作成されているときは、食育推進基本計画及び都
道府県食育推進計画）を基本として、当該市町村の区域内における食育の推進に関する施策についての計画
（以下「市町村食育推進計画」という。）を作成するよう努めなければならない。 
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３ 計画の期間 

 本計画の期間は、令和 5（2023）年度から令和 8（2026）年度までの 4 年間とします。 

 

（年度） 

 平成 30 

（2018） 

令和元 

（2019） 

令和 2 

（2020） 

令和 3 

（2021） 

令和 4 

（2022） 

令和 5 

（2023） 

令和 6 

（2024） 

令和 7 

（2025） 

令和 8 

（2026） 

龍ケ崎市 

         

         

国 

         

         

茨城県 

         

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

健康日本 21（第 2 次）：H25（2013）～R5（2023） 

食育推進基本計画（第 4 次）：R3（2021）～R7（2025） 

本計画：R5（2023）～R8（2026） 

健康いばらき 21 プラン（第 3次）：H30（2018）～R5（2023） 

市最上位計画：R5（2023）1月～R12（2030） 
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第 2章 龍ケ崎市の健康をとりまく現状と課題  

１ 概況 

（1）人口構成 

第一次ベビーブーム（昭和 22～24 年）、第二次ベビーブーム（昭和 46～49 年）を経て、その後出生数 

の減少により、2 つのふくらみをもつ「ひょうたん型」となっています。 

   

    図表 1 人口ピラミッド（龍ケ崎市 男 38,100 人 女 38,405 人 合計 76,505 人） 

  

                     （住民基本台帳 令和 3 年 4 月 1 日現在） 

 

（2）年齢 3区分別人口の推移と将来推計 

市の人口は、日本の高度経済成長などに支えられつつ昭和 50（1975）年頃から増加し、ピークは平成 22

（2010）年の 80,334 人（国勢調査）となっています。ピーク後は、少子高齢化の進行や東京一極集中な

どの影響で減少が続き、社人研（※）による 2045 年の推計人口は、55,597 人となっています。 

年齢区分別に見ると、典型的な少子高齢化傾向が見られ、令和 27（2045）年の社人研の推計人口では、 

「生産年齢人口（15～64 歳）」と「老年人口（65 歳以上）」がほぼ１対１になるとされています。また、

「生産年齢人口」および「年少人口（14 歳以下）」は、いずれも令和 2（2020）年から令和 27 年までの

25 年の間で、ほぼ 2 分の 1 になると予測されています。 

※「社人研」は、「国立社会保障・人口問題研究所」の略称で、厚生労働省に所属する国立の研究機関 
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図表 2 年齢区分別人口推移 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（3）出生・死亡・転入・転出の推移 

出生数は減少傾向、死亡数は増加傾向にあり、平成 22（2010）年以降、死亡数が出生数を上回る状況が

続いています。令和 2（2020）年では、出生数に対して、死亡数はおよそ 2 倍となっています。 

転入数と転出数は、1990 年代には大幅な「転入超過」が続いていましたが、平成 22（2010）年頃から、

「転出超過」の状況が見られています。 

 

 図表 3 出生、死亡数、転入、転出の推移 
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（4）出生数と出生率・低出生体重児出生数と低出生体重児出生率 

   本市の出生率は、全国および茨城県の平均値よりも低くなっています。 

 

        図表 4 出生率および低出生体重児出生率の状況（令和元（2019）年度） 

 龍ケ崎市 茨城県 全国 

出生数 405人 18,004人 865,239 人 

出生率（人口千対） 5.4 6.4 7.0 

低出生体重児出生数 16人 1,714人 81,462 人 

低出生体重児出生率 

（出生百対） 
4.0 9.5 9.4 

                           （厚生労働省「人口動態統計」）  

 

   本市の低出生体重児（2,500ｇ未満）の出生率は，令和元（2019）年度に出生数とともに減少しました。 

 

図表 5 出生数と低出生体重児出生率の年次推移 

 

      

                            （茨城県保健福祉統計年報） 
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2.6 

２ 平均寿命と平均自立期間 

（1）平均寿命 

本市の平均寿命は、県との比較では同程度、国との比較では女性で 0.7 歳短くなっています。 

 

          図表 6 男女別平均寿命の状況（令和元（2019）年度） 

  

 

 

 

 

  

 

                       （国保データベースシステム） 

 

（2）平均自立期間 

平成 28（2016）年度と令和元（2019）年度を比較すると、平均自立期間は男性で 1.2 年、女性で 1.7 年 

延びています。不健康な期間は、男性で 0.1 年短くなっています。一方、女性では、平均自立期間の延び

よりも平均余命の延びの方が大きいため、結果として不健康な期間が 0.3 年延びています。 

本市の不健康な期間は、国や県と比較すると男女とも 0.1～0.4 年程度短くなっています。 

 

＜「平均自立期間」の定義について＞ 

国保データベースシステムにおいて、日常生活が自立している期間（＝介護受給者台帳における「要介 

護 2 以上」を「不健康」と定義し、平均余命から「不健康」な期間を除いたもの）の平均値。 

 

図表 7 男女別平均自立期間と平均余命の変化 

（国保データベースシステム） 
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平成 28 
（2016）年度） 78.6 79.9 1.3 82.1 84.7 2.6 
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1.3 

1.2 2.9 

不健康な期間 0.3 年延長 
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図表 8 男女別平均自立期間と平均余命の比較（令和元（2019）年度） 

  
男性 女性 

平均自立期間 平均余命 不健康な期間 平均自立期間 平均余命 不健康な期間 

龍ケ崎市 79.8 81 1.2 83.8 86.7 2.9 

茨城県 79.1 80.4 1.3 83.6 86.7 3.1 

国 79.6 81.1 1.5 84 87.3 3.3 

（国保データベースシステム） 
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３ 疾病による死亡の状況 

（1）死因別死亡率 

令和元（2019）年の本市の死因別死亡率を見ると、第 1 位が「悪性新生物」、第 2 位が「心疾患」、第 3 

位が「脳血管疾患」となっています。国においては、第 1 位「悪性新生物」、第 2 位「心疾患」、第 3 

位「老衰」の順であり、比較すると本市は「脳血管疾患」の割合が高くなっています。 

 

図表 9 死因別死亡率（龍ケ崎市） 
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悪性新生物

26.4%

心疾患

14.7%

脳血管疾患 8.8%肺炎 8.6%

老衰 6.1%

その他

35.4%



 

 

10 

（2）死亡者数及び標準化死亡比 

標準化死亡比は、男女とも「急性心筋梗塞」が高くなっています。 

 

※標準化死亡比 

年齢構成の異なる集団の死亡傾向を比較するものとして用いられる。標準化死亡比が基準値（1.0）より大

きい場合は、その地域の死亡率は基準となる集団より高いということを意味し、基準より小さい場合は、基

準となる集団より低いということを意味する。 

図表 10 死亡数および標準化死亡比（2012～2016） 
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（3）がんの部位別死亡者数及び死亡率の推移 

本市のがんによる部位別死亡順位は、第 1 位「気管、気管支及び肺」、第 2 位「胃」、第 3 位「大腸」の 

順になっています。 

   「気管、気管支及び肺」は平成 27（2016）年度から 1 位となっており、また、増加傾向にあります。 

 

図表 11 部位別がん死亡者数および死亡率の推移 

 

（茨城県人口動態統計年報） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

12 

４ 介護認定者の状況等 

本市の介護認定者の認定率は、国・県より低い状況ですが、1 件当たりの平均介護給付費については、「要介

護 2」と「要介護 3」を除き、全て県平均より高くなっています。 

 

図表 12 介護保険認定率および 1 件当たり平均介護給付費などの状況（令和元（2019）年度） 

区分  龍ケ崎市 茨城県 国 

1号認定率（65歳以上）  14.1% 16.9% 19.6% 

2号認定率（40～64歳）  0.3% 0.4% 0.4% 

 1 件当たり給付費（円）     

要支援１  11,339  10,315  9,825  

要支援２  15,203  13,968  13,241  

要介護１  39,657  39,404  37,931  

要介護２  49,881  49,992  47,085  

要介護３  80,329  90,223  79,808  

要介護４  132,212  122,300  106,950  

要介護５  150,748  138,870  119,410  

                         （国保データベースシステム） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

13 

1件当たり費用額
（円）

県内順位
（順位総数46）

脳血管疾患 749,112 8
腎不全 705,985 24
心疾患 702,065 22
悪性新生物 674,732 28
高血圧 666,130 11
脂質異常症 636,518 22
糖尿病 577,400 40
精神疾患 437,135 35

腎不全 124,356 34
悪性新生物 59,528 35
心疾患 46,612 25
糖尿病 38,898 9
脳血管疾患 33,793 27
高血圧 29,826 20
精神疾患 29,723 21
脂質異常症 27,978 19

入
院

外
来

実数 割合 実数 割合 実数 割合

8,381 45.4% 298,746 43.0% 12,136,757 40.6%

5,556 30.1% 222,322 32.0% 9,745,278 32.6%

4,523 24.5% 173,689 25.0% 8,011,456 26.8%

3 0.2 176 0.3 8,411 0.3

44 2.4 1,728 2.5 101,457 3.4

553 30 31,594 45.5 1,554,824 52

102 5.5 5,513 7.9 319,466 10.7

23,255 県内37位
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５ 国民健康保険被保険者の状況 

（1）年齢内訳と医療費の状況等 

本市の国民健康保険加入者の年齢内訳を見ると、「65～74 歳」の高齢層の方が占める割合が国・県と比 

較すると高くなっていますが、一人当たりの医療費は低く、県内順位も 46 保険者中 37 位です。 

 

図表 13 年齢内訳と医療状況（令和元（2019）年度） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（国保データベースシステム） 

 

（2）疾病別医療費の状況 

疾病別医療費において、1 件当たりの入院医療費の県内順位が高いのは、「脳血管疾患（8 位）」および 

「高血圧（11 位）」であり、金額が最も高い疾病は「脳血管疾患（749,112 円）」です。 

また、1 件当たりの外来医療費の県内順位が高いのは、「糖尿病（9 位）」であり、金額が最も高い疾病 

  は「腎不全（124,356 円）」です。 

 

図表 14 疾病別医療費分析（令和元（2019）年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（国保データベースシステム） 
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６ 健康診査の受診状況等 

 （1）3～4か月児健康診査 

   小児科医・保健師・管理栄養士・読み聞かせ専門のボランティアが、生後 3～4 か月児を対象とした健

康診査（内科診察／身体計測／保健指導／離乳食指導／絵本の読み聞かせ）を実施しています。 

   この時期に健康診査をすることで、児の栄養状態の確認や疾病の早期発見が可能になるとともに、保護

者の不安の軽減を図り、精神的な面での支援を強化することができます。 

   過去 5 年間の受診率をみると、いずれも 95％以上の高い割合で推移しています。 

 

               図表 15 3～4 か月健診受診率の推移 

                                        （市母子保健統計） 

喫煙については、3～4か月児健康診査時のアンケート調査において，父親が喫煙している割合は「40.9％」

母親が喫煙している割合は「4.4％」であり、国と比較すると父母ともに喫煙率が高い状況でした。 

心身が発達の途中にある子どもは、受動喫煙によって大人とは異なる深刻な影響を受ける可能性が高く 

なります。 

 

図表 16 育児期間中（3～4 か月児）の父親・母親の喫煙率（令和元（2019）年度） 

 市 国 

育児期間中の父親の喫煙率 40.9 ％ 34.1％ 

育児期間中の母親の喫煙率 4.4 ％  3.6％ 

                                                 （健やか親子 21） 

（2）1歳 6か月児健康診査 

   小児科医・歯科医・保健師・管理栄養士・歯科衛生士が、1 歳 6 か月児を対象とした健康診査（内科診

察／歯科診察／身体計測／栄養指導／歯みがき相談／保健指導）を実施しています。 

   この時期に健康診査をすることで、「歩行ができているか」等の運動機能の確認や、「有意語が出ている

か」等のことば・情緒面の発達の確認を行うことができます。 

   過去 5 年間の受診率の推移をみると、平成 29（2017）年度以降は 97％以上となっており、県と比較し

ても高い受診率となっています。 

   令和元（2019）年度の精密検査対象者は 2 人で，その内訳は，「低身長」が 1 名，「皮膚疾患疑い」が 1

名です。 
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              図表 17 1 歳 6 か月児健康診査受診率の推移 

 

                                       （市母子保健統計） 

（3）3歳 5か月児健康診査 

   小児科医・歯科医・保健師・管理栄養士・歯科衛生士・視能訓練士等が、3 歳 5 か月児を対象とした健

康診査（内科診察／歯科診察／視覚検査／聴覚検査／身体計測／保健指導／栄養指導／フッ素塗布／歯

みがき相談）を実施しています。 

   3 歳 5か月児健康診査は、身体発育や精神面での発達のうえで最も重要な時期に行われる健康診査です。

なお、令和元（2019）年度からは屈折検査機器を使った「屈折検査」や、視能訓練士による「眼位検査」

等が新たに導入されました。 

   過去 5 年間の受診率の推移をみると、平成 28（2016）年度に低下がみられましたが、平成 29（2017）

年度からは県とほぼ同等の受診率となっています。 

   令和元（2019）年度の精密検査対象者は 73 人で、その内訳は「心疾患疑い」が 11 人（15％）、「眼疾患

疑い」が 62 人（85％）です。「眼疾患疑い」の対象者が多くなっている要因としては、上記のとおり、視

能訓練士による眼に関する健診項目が新たに追加になったことが考えられます。 

 

              図表 18 3 歳 5 か月児健康診査受診率の推移 

 

2.3 1.1 1.2 0.6 0.5

96.7

94.4

97.5
98.1 97.9

95.6

96.8

96.3 96.8
96

0

1

2

3

80

90

100

Ｈ27(2015)

（526人）

Ｈ28(2016)

（524人）

Ｈ29(2017)

（505人）

Ｈ30(2018)

（468人）

R元(2019)

（428人）

％

要
精
密
者
率

受
診
率

１歳６か月児健康診査受診率の推移

精密検査

龍ケ崎市

茨城県

（受診者数）

年度

5.2 2.9 7.2 5.1 16.6

93.4

90.7

95.6
96.4

93.6

94.2

95.5 95.6
96.8

94.7

0

5

10

15

20

80

90

100

Ｈ27(2015)

（537人）

Ｈ28(2016)

（506人）

Ｈ29(2017)

（525人）

Ｈ30(2018)

（507人）

R元(2019)

（440人）

％

要
精
密
者
率

受
診
率

精密検査

龍ケ崎市

茨城県

（受診者数）
年度

（市母子保健統計） 



 

 

16 

25.4% 27.0%
24.0%
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（4）歯科健康診査 

  ①妊婦の歯科健康診査 

妊娠中の歯科健康診査の受診率は 40％以上となっています。受診者の有病率を見ると、およそ 25％以 

上になっています。妊娠中は、つわりやホルモンの影響で、むし歯や歯周病が進行しやすく、歯周病は早 

産等のリスクが高まります。 

 

図表 19 妊婦歯科健康診査受診率と有所見率 

   

 

 

 

 

 

 

 

  ※統計が H29(2017)年度からのため、H27(2015)～H28(2016)年度は記載されていません。（市母子保健統計） 

 

  ②幼児のむし歯の状況 

   1 歳 6 か月児・2 歳 6 か月児・3 歳 5 か月児の各健康診査で、歯科診察やブラッシング指導、フッ化物

塗布等を実施しています。むし歯のない児の割合は 1 歳 6 か月児・3 歳児ともに県に比べると高く、増加

傾向にあります。1 歳 6 か月児の時点では殆どむし歯がない状態でも、年齢が経つにつれ、むし歯のある

児の割合が高くなっています。 

   なお、2 歳 6 か月児歯科健診の受診率は、平成 30（2018）年度は 92.2％、令和元（2019）年度は 88.6％

となっています。 

 

               図表 20 むし歯のない児の割合の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                         （市母子保健統計） 
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  ③歯周疾患検診 

   歯周病予防や早期発見を目的として、30 歳・40 歳・50 歳・60 歳・70 歳の方を対象に歯周疾患検診を

実施しています。令和元（2019）年度の受診率は全体で 8.6％であり、年代別に受診率をみると、70 歳

（12.7％）が一番高く、30 歳（4.1％）が一番低くなっています。 

   歯周疾患検診を受けた方の歯周病有病率は、令和元（2019）年度で 84.7％と高い状況となっています。 

 

図表 21 歯周疾患検診受診率と有病率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        （市成人保健統計） 

 

（5）特定健康診査の受診状況 

特定健康診査受診率については、毎年、国・県の平均を下回っている状況です。 

   地区別受診率をみると、長山地区・松葉地区が高く、龍ケ崎地区・龍ケ崎西地区が低い状況です。 

   年代別受診状況をみると、60 歳代・70 歳代では男女とも受診率が高く、40 歳代・50 歳代男性の受診率 

が低い状況です。 

 

図表 22 特定健康診査受診状況 

 龍ケ崎市 茨城県 国 

平成 28（2016）年度  30.5% 36.4% 36.6% 

平成 29（2017）年度 28.6% 36.9% 37.2% 

平成 30（2018）年度 33.3% 38.0% 37.9% 

令和元（2019）年度 32.3% 38.6% 38.0% 

（法定報告） 
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図表 23 地区別特定健康診査受診率（令和元（2019）年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（国保データベースシステム） 

 

 

（6）特定健康診査有所見者状況 

男女共に、「LDL コレステロール」の割合が国・県と比較して高い状況です。 

また、女性では、「HbA1c」「尿酸」「拡張期血圧」の割合が国・県と比較して高い状況です。 

 

図表 24 令和元（2019）年度特定健診受診状況（健診対象者及び健診受診者のピラミッド） 
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15.6%
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17.9%

25.2%
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女
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メタボ
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メタボ
予備群

メタボ
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メタボ
予備群

メタボ
該当者

平成28（2016）年度 9.5 14.7 10 16.9 10.7 17.3
平成29（2017）年度 8.9 14.9 10.1 17.6 10.9 17.9
平成30（2018）年度 8.6 16.8 9.9 18.6 11.1 18.4
令和元（2019）年度 8.9 16.7 10.1 19 11.1 19

茨城県 国龍ケ崎市

（％）

BMI 腹囲 中性脂肪 GPT HDL-C 空腹時血糖 HbA1c 尿酸 収縮期血圧 拡張期血圧 LDL-C クレアチニン

25以上 85以上 150以上 31以上 40未満 100以上5.6以上 7.0以上130以上 85以上 120以上1.3以上

32.8 53.4 28.1 21.1 7.6 30.5 57.6 12.8 48.7 24.8 48.3 2.2

33.2 51.7 30.1 20.3 7.6 16.9 65.8 5.2 47.3 24.7 50.6 2.2

合計 27.2 45.6 24.2 18.6 6 19.4 64.9 8.7 45.3 23.9 52.3 2.1

40-64 32.0 46.7 30.8 26.0 6.7 12.4 56.1 12.6 35.2 26.7 58.9 0.7

65-74 25.7 45.2 22.2 16.4 5.8 21.6 71.6 7.4 48.5 23.0 50.3 2.5

BMI 腹囲 中性脂肪 GPT HDL-C 空腹時血糖 HbA1c 尿酸 収縮期血圧 拡張期血圧 LDL-C クレアチニン

25以上 90以上 150以上31以上 40未満 100以上5.6以上 7.0以上 130以上85以上 120以上1.3以上

21.6 18.6 16 8.9 1.4 18.7 56.9 1.7 42.8 15.1 57.6 0.2

27.4 32.4 23.8 13.7 4.2 13 66.7 2.6 44.5 19 56 1.1

合計 21.8 29.1 19 12.5 3.2 15.1 70.1 4.5 42.5 19.1 58.1 0.9

40-64 15.5 12.9 14.0 9.1 0.3 9.7 59.5 1.37 27.8 15.6 61.3 0.0

65-74 18.4 17.1 15.2 7.0 1.2 12.4 76.9 0.98 45.2 15.1 63.1 0.1
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図表 25 特定健康診査有所見者状況（令和元（2019）年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（国保データベースシステム） 

 

（7）メタボリックシンドローム予備群・該当者の割合の推移 

国や県と比較すると割合は低いですが、メタボリックシンドローム該当者は増加傾向にあります。 

 男女別・年代別でのメタボリックシンドローム該当者では、男性の 60 歳代の割合が高い状況です。 

 

図表 26 メタボリックシンドローム予備群・該当者の割合の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 （国保データベースシステム） 

 

図表 27 男女別・年代別メタボリックシンドローム予備群と該当者の割合（令和元（2019）年度） 
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（8）高血圧の割合の推移 

Ⅰ度高血圧以上該当者の割合が年々増加しています。 

 

図表 28 Ⅰ度高血圧以上該当者の割合の推移 

                                          （％） 

  Ⅰ度高血圧以上 
内訳 

Ⅰ度高血圧 Ⅱ度高血圧 Ⅲ度高血圧 

平成 28（2016）年度 20.4 17.3 2.5 0.6 

平成 29（2017）年度 21.3 17.8 3.0 0.5 

平成 30（2018）年度 22.9 19.0 3.4 0.5 

令和元 (2019)年度 23.5 19.3 3.7 0.5 

                            （ヘルスサポートラボツール） 

 

 

 

 

 

 

 

（9）がん検診受診率 

「子宮頸がん検診」の受診率は県よりも上回っていますが、それ以外は低い状況です。 

 

図表 29 国民健康保険被保険者のがん検診受診率 

                                           （％） 

  

  

肺がん 胃がん 大腸がん 乳がん 子宮頸がん

胸部Ｘ線 胃部Ｘ線及び内視鏡 便潜血検査 マンモグラフィ 細胞診

40～69歳 50～69歳 40～69歳 40～69歳 20～69歳

龍ケ崎市 17.9 11.4 13.1 17 18.9

茨城県 22.7 11.9 15.4 17.6 15.9

龍ケ崎市 17 10.7 11.7 16.4 17.4

茨城県 22.7 11.3 15.6 17.5 15.1

種類

対象年齢

平成30（2019）年度

令和元（2020）年度

＜参考＞ 血圧分類（㎜ Hg) 

分類 収縮期   拡張期 

Ⅰ度高血圧 140～159 

または 

90～99 

Ⅱ度高血圧 160～179 100～109 

Ⅲ度高血圧 ≧180 ≧110 
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７ 前計画の評価について 

（１）評価方法 

前計画の達成状況把握のため、市民の健康意識や生活習慣に関する実態について、小学 6 年生と中学 3 

年生、及び 20 歳以上を対象とした「市民意識調査」を実施しました（調査の概要は下記参照）。 

   この調査の結果および各課の事業実績報告等を基にした「実績値」と、前計画策定時の「ベース値」や

「目標値」とを比較し、下記の判定基準により評価を行い、取り組み分野ごとに進捗状況評価シート（Ｐ 

～Ｐ ）にまとめました。 

   なお、評価にあたっては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大後（令和 2（2020）年度～令和 3（2021）

年度）の実績値を比較対象とすると、新型コロナの影響を受けた「外れ値」が出てしまい、正確に評価で

きない恐れがあるため、「市民意識調査」の結果以外の実績値については、基本的に令和元（2019）年度の

実績データを用いることとしました。 

 

◆評価区分 

Ａ 目標値に達した 

Ｂ 目標値には達していないが、ベース値と比べて改善傾向にある 

Ｃ 目標値に達しておらず、ベース値と比べて悪化している 

★ 評価不能（事業の消滅／アンケート調査項目の変更等による） 

 

◆市民意識調査概要 

地 域 龍ケ崎市全域 

対 象 一般市民アンケート調査 満 20 歳以上の市民から「10 歳刻みの年代別」「旧長戸小

学校区を含む 13地区の人口割合別」に無作為抽出 

小中学生アンケート調査 小学 6年生、中学 3年生 

調査件数 
一般市民アンケート調査 2,000人 

小中学生アンケート調査 1,325人 

調査方法 

一般市民アンケート調査 郵送による調査票の配布／回収 

小中学生アンケート調査 市立校：学校を通じて調査票の配布／回収 

私立校・支援学校：郵送による調査票の配布／回収 

調査期間 

一般市民アンケート調査 令和 3年 7月 6日～令和 3年 7月 30日 

小中学生アンケート調査 令和 3年 7月 1日～令和 3年 7月 16日 

 市外通学者 令和 3年 7月 6日～令和 3年 7月 30日 

 

◆回収結果 

一般市民アンケート調査 回収数    943件 

回収率    47.2％ 

小中学生アンケート調査 回収数   1,206件 

回収率    91.0％ 

注）市民意識調査結果の集計において、「無効」「無回答」の回答については、数値に反映していません。 
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達成状況区分 

基本方針 No.／分野 

（2）指標の達成状況（総括） 

目標指標の達成状況は、全 173 項目の指標のうち、「Ａ（達成）」が 52 項目で全体の 30.1％、「Ｂ（改 

善）」が 40 項目で 23.1％であり、「Ａ」「Ｂ」を合計すると 53.2％の指標において一定の改善がみられま 

した。 

一方で、「Ｃ（悪化）」は 75 項目で 43.3％を占めており、これらの指標については今後特に注視する必

要があります。 

分野別では、「飲酒」「喫煙」で改善率が高かった一方、「がん」「身体活動・運動」では低く、その他の

部門では項目によって評価が分かれる状況でした。 

 

（項目数） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ａ 

達成 

Ｂ 

改善 

Ｃ 

悪化 

★ 

評価不能 
合計 

１ 健康管理  １  ３  ２  ０   ６ 

循環器疾患  ３  ４  ２  ０   ９ 

糖尿病  １  ３  ３  ０   ７ 

がん  ９  １ １５  ０  ２５ 

２ こころの健康  １  ３  ０  ０   ４ 

高齢者の健康  ２  ２  １  ０   ５ 

３ 健康づくり支援  １  １  ０  ０   ２ 

４ 栄養・食生活 １１  ３ １３  ０  ２７ 

身体活動・運動  ２  ７ １６  ０  ２５ 

飲酒  ７  １  ４  １  １３ 

喫煙  ５  ６  ４  １  １６ 

休養  １  ０  ２  ４   ７ 

５ 歯科疾患の予防  ８  ５ １３  ０  ２６ 

口腔機能の維持の促進  ０  １  ０  ０   １ 

合  計 

（割 合） 

５２ 

（30.1％） 

４０ 

（23.1％） 

７５ 

（43.3％） 

 ６ 

（3.5％） 

１７３ 

（100％） 
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（3）分野別基本方針と取り組み評価 

【基本方針1】生活習慣病の発症予防と重症化予防 

①健康管理 

重点目標 ●各種健康診査受診率・保健指導率の向上 

健康診査を 
受けやすい 
環境の取り
組み 

指標 ベース値 

（H27/2015） 

目標値 実績値 

（年度） 

達成状況 

乳児家庭全戸訪問 99.4％ 98.0％以上 

96.0％ 

Ｃ 

（R 元/2019） 

3～4 か月児健康診査受診率 97.4％ 98.0％以上 

97.2％ 

Ｃ 

（R 元/2019） 

① 1 歳 6 か月児健康診査受診率 96.7％ 98.0％以上 

97.9％ 

Ｂ 
（R 元/2019） 

② 3 歳 5 か月児健康診査受診率 93.4％ 95.0％以上 
93.6％ 

Ｂ 
（R 元/2019） 

③ 特定健康診査受診率  ※１ 30.5％ 48.0％    

32.3％ 

Ｂ 
（R 元/2019）    

④ 特定保健指導実施率  ※２ 47.6％ 60.0％ 
61％ 

Ａ 
（R 元/2019） 

※１ 医療保険者が40 歳から74 歳の加入者を対象として、毎年度、計画的に実施する、メタボリック

シンドロームに着目した検査項目での健康診査をいう。 

※２ 医療保険者が、特定健康診査の結果により健康の保持に努める必要がある者に対し、毎年度、計

画的に実施する、動機づけ支援・積極的支援を、「特定保健指導」という。 

 

目標達成度 

●計画策定時のベース値と比較すると、「乳児家庭全戸訪問」「3～4 か月児健康診査受診率」は低下し、目標

達成とはなりませんでした。 

●「1 歳 6 か月児健康診査受診率」「3 歳 5 か月児健康診査受診率」はベース値と比較すると向上しました

が、目標達成とはなりませんでした。 

●「特定健康診査受診率」はベース値より高くなったものの、目標達成とはなりませんでした。一方、「特

定保健指導実施率」は向上し、目標達成となりました。 

これまでの主な取り組み 

●乳幼児健診未受診者については、電話や訪問等で勧奨を行い、必要に応じてこども家庭課とも連携しなが

ら受診勧奨を実施しました。また、別日を設け個別支援も行いました。〔平成 29（2017）年度～〕 

●特定健康診査の受診率向上のため、土日などの休日に健診を実施したほか、保健センター以外の健診会

場として、たつのこアリーナ・総合福祉センターを設定するなど、健診環境の改善に努めました。 



 

 

24 

〔たつのこアリーナ会場：平成 27（2015）年度～／総合福祉センター会場：令和 2（2020）年度～〕 

●集団健康診査に「心電図」「眼底検査」「貧血検査」の 3 項目を追加し、集団健診と医療機関検診の負担

金を統一しました。〔令和 2（2020）年度～〕 

●「運動教室」「栄養教室」の開催のほか、個別支援を充実させ、一人ひとりに担当保健師・管理栄養士が 

ついて、生活習慣の見直しなど指導の充実を図りました。〔令和 2（2020）年度～〕 

●健診受診者に積極的に生活習慣の見直しを図ってもらうため、健診当日に特定保健指導の「分割面接（目 

標設定など）」を実施し、その場で次回の面接日を設定するようにしました。〔平成 31（2019）年度～〕 

現状と課題 

 ●医師会との連携を図りながら健診を受けやすい環境づくりを進めるなど、受診率の低い年代や地域の受診

率向上に向けた取り組みが必要です。 

 

②循環器疾患 

重点目標 ●メタボリックシンドローム予備群・該当者を減らす 

●循環器疾患の有病率を減らす 

生活習慣病
に関する知
識の普及 

指標 
ベース値 

（H27/2015） 
目標値 

実績値 
（年度） 

達成状況 

しょっぱいものを食べ過ぎる
と血圧が高くなりやすいこと
について知っている児童生徒
の割合  

小学 6 年生：
74.4％ 

小学 6 年生：
80.0％ 

小学 6 年生：
79.4％ 

 
Ｂ 

（R3/2021） 

中学 3 年生：
87.6％ 

中学 3 年生：
90.0％ 

中学 3 年生：
91.9％ 

 
Ａ 

（R3/2021） 

カップめんのスープを半分以
上飲む児童生徒の割合  

小学 6 年生：
66.2％ 

小学 6 年生：
60.0％ 

小学 6 年生：
60.3％  

 
Ｂ 
 

（R3/2021） 

中学 3 年生：
59.9％ 

中学 3 年生：
55.0％ 

中学 3 年生：
54.1％ 

 
Ａ 

（R3/2021） 

特定健康診査受診率 ※１      30.5％ 48.0% 
32.3％ 

Ｂ 
（R 元/2019） 

特定保健指導実施率 ※２      47.6％ 60.0% 
61.0％ 

Ａ 
（R 元/2019） 

メタボリックシンドローム予
備軍・該当者の割合 
※３ 

予備軍： 
9.2％ 

予備軍： 
8.5％ 

予備軍：8.8％ 
Ｂ 

（R 元/2019） 

該当者： 
13.8％ 

 該当者：
12.0％ 

該当者：16.5％ 
Ｃ 

（R 元/2019） 

Ⅰ度高血圧（140/90mg）以上
の人の割合（40-74 歳） 

20.4％  18.0％ 
23.5％ 

Ｃ 
（R 元/2019） 

※１ 医療保険者が40 歳から74 歳の加入者を対象として、毎年度、計画的に実施する、メタボリック

シンドロームに着目した検査項目での健康診査をいう。 
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※２ 医療保険者が、特定健康診査の結果により健康の保持に努める必要がある者に対し、毎年度、計

画的に実施する、動機づけ支援・積極的支援を、「特定保健指導」という。 

※３ 内臓脂肪症候群ともいう。脳血管疾患や虚血性心疾患の発症及び進行の危険因子とされる。内臓

脂肪の蓄積（腹囲）に加え脂質異常、高血圧、高血糖のうち2つ以上があてはまる場合に診断される。 

目標達成度 

●児童生徒の塩分についての知識の向上が見られました。 

●「メタボリックシンドローム予備群の割合」はベース値を下回りましたが、目標達成とはなりませんでし

た。「メタボリックシンドローム該当者の割合」はベース値と比較して高くなり、目標達成とはなりませ

んでした。 

 ●「Ⅰ度高血圧（140/90mg）以上の人の割合（40-74 歳）」は、ベース値と比較して高くなり、目標達成と

はなりませんでした。 

これまでの主な取り組み 

●集団健診当日に、腹囲または BMI が基準値を越えた方に対し、生活を振り返り、減量のための目標を立

てる保健指導を行いました。〔平成 30 年（2019）年度～〕 

●早期取り組みとして、18 歳～39 歳の方に対して、40 歳以上の方と同じ判定基準を用いて保健指導を行 

いました。〔平成 29（2017）年度～〕 

●特定健康診査受診者以外でも、血圧が高い方に対して保健指導を行いました。 

〔平成 29（2017）年度～〕 

●プレ・ママ教室参加者のうち血圧が高い方に対して、減塩のポイントや体重管理を含めた個別栄養指導

および保健指導を行いました。〔平成 30（2018）年度～〕 

●乳幼児健診に来所された保護者全員に血圧測定と塩分チェックシートを実施し、大人とこどもの適正な

塩分摂取量を伝えることで、家族で減塩に取り組めるよう支援しました。〔平成 30（2018）年度～〕 

現状と課題 

 ●将来的に合併症を引き起こしやすいメタボリックシンドローム該当者や高血圧・糖尿病の有病者を減ら

すためにも、関係機関と連携を図りながら乳幼児期・学童期も含めた若い年代からの生活習慣の改善を促

す必要があります。併せて、基礎疾患のある方に対する重症化予防への取り組みが必要です。 

 

③糖尿病 

重点目標 ●糖尿病の有病率を減らす 

 指標 
ベース値 

（H27/2015） 
目標値 

実績値 
（年度） 

達成状況 

妊娠糖尿病予

防への取組 

26 週頃の妊婦健康診査の血糖値
100mg/dl 以上の割合 

35.6％ 33.0％ 
45.6％ 

Ｃ 
（R 元/2019） 

健康診査の必

要性の周知 
① 特定健康診査の受診率（再掲）             30.5％  48.0％ 

32.3％ 
Ｂ 

（R 元/2019）    

健康診査のフ

ォローの実施 
② 特定保健指導の実施率（再掲）              47.6％ 60.0％ 

61％ 
Ａ 

（R 元/2019） 

生活習慣病、

メタボリック 

シンドローム

予防に関する 

知識の普及 

③ 糖尿病腎症により新規に透析を
導入される人数  

8 人 6 人    
19 人 

Ｃ 
（R 元/2019） 

④ 糖尿病有病者の割合（40-74 歳）      19.4％ 18.0％ 
19.3％ 

Ｂ 
（R 元/2019） 
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⑤ メタボリックシンドローム予備
群・該当者の割合（再掲） 

予備群： 
9.2％ 

予備群： 
8.5％ 

予備群：8.8％ 
Ｂ 

（R 元/2019） 

該当者： 
13.8％ 

該当者： 
12.0％ 

該当者：16.5％ 
Ｃ 

（R 元/2019） 

 

目標達成度 

●「26 週頃の妊婦健康診査の血糖値 100mg/dl 以上の割合」がベース値と比較して高くなり、目標達成と

はなりませんでした。 

●「糖尿病腎症により新規に透析を導入される人数」は、ベース値と比較して 11 人増加し、目標達成とは

なりませんでした。 

これまでの主な取り組み 

●母子健康手帳交付時に、糖尿病の家族歴がある方・肥満の方等を対象に資料を配布し、管理栄養士が面

接を行いました。〔平成 29（2017）年度～〕 

●妊娠届出の際、対象となった妊婦（肥満・やせ・妊娠糖尿病の既往・血縁に糖尿病）の方に「お食事手

帳」を活用した指導を行うとともに、産科医療機関や糖尿病専門医と連携し、妊娠糖尿病予防のための

支援体制づくりを推進しました。〔令和 2（2020）年度～〕 

●糖尿病を早期発見するために、赤ちゃん訪問や乳児健診の際に健康診査の必要性を説明し、受診勧奨を

行いました。〔平成 29（2017）年度～〕 

●「糖尿病連携手帳」の利用状況調査を市内医療機関・歯科医院・調剤薬局に対して実施しました。ま

た、連携手帳普及のためのリーフレットを作成・配付し、糖尿病重症化予防に努めました。 

〔平成 30（2018）年度～〕 

現状と課題 

 ●メタボリックシンドローム該当者は目標値を上回っており、バランスのとれた食事や野菜の摂取、定期  

  的な運動習慣など、生活習慣の改善支援への取り組みが必要です。 

 

④がん 

重点目標 ●がんの死亡者を減らす 

 
指標 

ベース値 
（H27/2015） 

目標値 
実績値 
（年度） 

達成状況 

がん検診受
診率の向上
及び要精密
検査受診率
向上の推進 

胃がん検診受診率 

40～64歳 男性： 
13.4％ 

16.4％ 
9.3％ 

Ｃ 
（R 元/2019） 

40～64歳 女性： 
9.2％ 

12.2％ 
7.6％ 

Ｃ 
（R 元/2019） 

65～74歳 男性： 
15.6％ 

18.6％ 
9.8％ 

Ｃ 
（R 元/2019） 

65～74歳 女性： 
11.1％ 

14.1％ 
6.3％ 

Ｃ 
（R 元/2019） 

肺がん検診受診率 

40～64歳 男性： 
20.0％ 

23.0％ 
18.6％ 

Ｃ 
（R 元/2019） 

40～64歳 女性： 
17.3％ 

20.3％ 
15.6％ 

Ｃ 
（R 元/2019） 
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65～74歳 男性： 
34.4％ 

37.4％ 
24.5％ 

Ｃ 
（R 元/2019） 

65～74歳 女性： 
33.6％ 

36.6％ 
25.3％ 

Ｃ 
（R 元/2019） 

大腸がん検診受診率 

40～64歳 男性： 
24.0％ 

27.0％ 
16.7％ 

Ｃ 
（R 元/2019） 

40～64歳 女性： 
17.3％ 

20.3％ 
16.4％ 

Ｃ 
（R 元/2019） 

65～74歳 男性： 
25.4％ 

28.4％ 
17.4％ 

Ｃ 
（R 元/2019） 

65～74歳 女性： 
23.8％ 

26.8％ 
18.7％ 

Ｃ 
（R 元/2019） 

乳がん検診受診率 

40～64歳： 
32.1％ 

35.1％  
37.4％ 

Ａ 
（R 元/2019） 

65～74歳： 
10.7％ 

13.7％ 
12.2％ 

Ｂ 
（R 元/2019） 

子宮頸がん検診受診

率 

20歳代： 
16.5％ 

19.5％ 
7.0％ 

Ｃ 
（R 元/2019） 

30歳代： 
32.3％ 

35.3％ 
26.9％ 

Ｃ 
（R 元/2019） 

40～64歳： 
26.8％ 

29.8％ 
31.8％ 

Ａ 
（R 元/2019） 

65～74歳： 
14.1％ 

17.1％ 
13.6％ 

Ｃ 
（R 元/2019） 

要精密検査受診率

※１ 

胃がん： 
85.3％ 

88.3％ 
92.4％ 

Ａ 
（R 元/2019） 

肺がん： 
81.3％ 

84.3％ 
88.3％ 

Ａ 
（R 元/2019） 

大腸がん： 
74.9％ 

77.9％ 
77.9％ 

Ａ 
（R 元/2019） 

乳がん： 
88.5％ 

91.5％ 
93.3％ 

Ａ 
（R 元/2019） 

子宮頸がん： 
78.2％ 

81.2％ 
86.2％ 

Ａ 
（R 元/2019） 

標準化死亡比   

2007～2011 男性： 
0.98   

現状維持 

0.97 
Ａ 

（R 元/2019） 

2007～2011 女性： 
0.98 

0.99 
Ａ 

（R 元/2019） 



 

 

28 

 ※１ 「ベース値」は H26（2014）年度のがん検診受診者の内，、要精密検査受診率を用いています。 

  

目標達成度 

●各「がん検診受診率」が計画策定時のベース値と比較して、低下しています。一方、「要精密検査受診率」

は、ベース値と比較して向上しており、目標達成となりました。 

●「標準化死亡比」は現状維持ができており、目標達成となりました。 

これまでの主な取り組み 

●要精密検査未受診者には電話勧奨を行い、精密検査の受診方法等を案内しました。〔平成 29（2017）年

度～〕 

●40 歳女性に「乳がん検診」、20 歳女性に「子宮頸がん検診」の無料クーポン券を発行し、未受診者勧奨

をはがき等で行いました。〔平成 29（2017）年度～〕 

●がんに関する講演会を実施し、がん予防啓発を行いました。〔平成 29（2017）年度～〕 

●土日の集団健診実施や、未受診者勧奨の通知発送を行うなど、がん検診の受診率向上に努めました。

〔平成 29（2017）年度～〕 

現状と課題 

 ●がんの早期発見・早期治療を促すため、引き続きがん検診の受診を推進していく必要があります。がん検

診受診率向上のために、今後も個別通知・電話など効果的な受診勧奨や休日検診の実施等、検診環境の改

善に努めていくことが必要です。 
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基本方針 2 社会生活を営むために必要な機能の維持・向上 

①こころの健康 

重点目標 ●自殺による死亡者をなくす 

 
指標 

ベース値 
（H27/2015） 

目標値 
実績値 

（年度） 
達成状況 

こころとから
だの悩みがあ
る人の相談体
制の充実 

産後アンケート調査※で
9点以上だった人の割合    

11.0％ 10.0％ 
6.1％ 

Ａ 
（R 元/2019） 

困った時に相談できる
人がいない児童生徒の
割合  

小学 6 年生：6.6％ 
中学 3 年生：6.6％ 

小学 6 年生：4.0％   
中学 3 年生：4.0％ 

小学 6 年生：6.5％   

Ｂ 
（R3/2022） 

中学 3 年生：6.3％ 

（R3/2022） 

最近 1 か月の間に、スト
レスやイライラを感じ
たことがある者の割合  

68.0％ 60.0％ 
66.0％ 

Ｂ 
（R3/2022） 

自殺者数  9 名 0 名 
7 名 

Ｂ 
（R 元/2019） 

 ※産後アンケート調査：産後うつを早期発見する目的で、「産後 2 週間健診」「1 か月健診」「新生児訪問」の

際にそれぞれ実施。「9 点以上」はストレスが多いと判断されます。 

 

目標達成度 

●産後アンケート調査における 9 点以上の人の割合は低下しており、目標を達成しています。 

●「困った時に相談できる人がいない児童生徒の割合」はやや低下していますが、改善までには至っていま

せん。 

●「最近１か月の間にストレスやイライラを感じたことがある者の割合」は全体的には低下が見られている

ものの、アンケート調査では 20～50 歳代の約 8 割の人が「ストレスを感じている」と回答しています。 

●「自殺者数」はベース値より減少しているものの、目標達成とはなりませんでした。 

これまでの主な取り組み 

●子育て世代包括支援センターの母子保健コーディネーターを中心に、妊娠中から産後にかけ、電話や訪問

によりメンタルヘルスの支援を実施しました。〔平成 29 年（2017）年度～〕 

●プレパパ教室の中で、「産後うつ・マタニティブルーへの家族でできる予防方法や早期発見方法」につい

て講話を行いました。〔令和元（2019）年度～〕 

●産婦の訴えに応じて「産後ケア」の利用を勧め、心身共に休息が取れるよう事業の展開を図りました。 

  〔令和元（2019）年度～〕 

●不安や悩みをもつ児童生徒が前向きに登校できるよう、学校・保護者と連携を図りながら、教育相談員が 

専門性を活かし相談活動を展開しました。〔平成 29 年（2017）年度～〕 

●市民へのメンタルヘルス相談会を行い、悩みへの対応を行いました。 

〔令和元（2019）年度～〕 

●市民や見守りネットワーク協力者に対し、自殺対策の講演会を開催しました。 

〔平成 30（2018）年度～〕 

現状と課題 

  ●こころの健康を保つためには、休養や十分な睡眠が大切であり、ストレスを抱え込まないよう、生活リズ

ムを整えることの重要性の啓発や相談窓口等の情報提供、学校や医療機関等の関係機関との連携を図り、
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こころの健康づくりに関するサポート体制を充実していく取り組みが必要です。 

 ●新型コロナウイルス感染症の感染拡大により労働環境も大きく変化し、自殺者数の増加が懸念されていま

す。自殺予防のために、精神保健的な視点だけでなく、社会・経済的な視点を含む包括的な取り組みが必

要です。 

 

②高齢者の健康 

重点目標 
●社会貢献活動等に参加するなどして、外出の機会を増やす取り組みを行う 

●高齢者自らが、自主的、かつ継続的に介護予防に取り組める体制づくり 

 指標 
ベース値 

（H27/2015） 
目標値 

実績値 
（年度） 

達成状況 

社会貢献活動
への参加 

元気アップ体操指導員の人
数         

41 名 45 名 
45 名 

Ａ 
（R 元/2019） 

シルバーリハビリ体操指導
士数         71 名 80 名 

81 名 
Ａ 

（R 元/2019） 

傾聴ボランティア数              
30 名 40 名 

37 名 
Ｂ 

（R 元/2019） 

自主的、かつ
継続的に介護
予防に取り組
む体制づくり 

元気アップ体操延べ参加者
数       6,285 名 7,000 名 

6,292 名 
Ｂ 

（R 元/2019） 

いきいきヘルス体操教室延
べ参加者数   21,596 名 25,000 名 

18,745 名 
Ｃ 

（R 元/2019） 

 

目標達成度 

●「社会貢献活動への参加」では、「元気アップ体操指導員数」「シルバーリハビリ体操指導士数」において

目標値に達しています。また、「傾聴ボランティア数」は、増加傾向にあるものの、目標達成となりませ

んでした。 

●「自主的、かつ継続的に介護予防に取り組む体制づくり」において、各教室の参加者数をみると、横ばい 

や減少傾向となっております。 

これまでの主な取り組み 

●「元気アップ体操指導士」や「シルバーリハビリ体操指導士」の養成講座を 1～2 年に 1 回開催し、指導

員数の増員に向けた取り組みを行いました。〔平成 29 年（2017）年度～〕 

●指導員に対して定期的に研修会を行い、健康運動指導士などからの運動に関する詳細な指導を実施し、指

導員のスキルアップに取り組みました。〔平成 29 年（2017）年度～〕 

●流通経済大学と連携して、市民向けの「健康ウォーキング講座」を開催しました。講座の中では、「てく

てくロード」や「健幸マイレージ事業」の紹介を行い、継続した運動習慣に向けて意識付けを行いました。 

 〔平成 29 年（2017）年度～〕 

●傾聴ボランティアが中心となり、「思い出を語ろうかい」「脳トレ講座」を年に数回開催しました。また、

傾聴ボランティアの方には「リーダー会」を開催し、ボランティア活動支援を行いました。 

  〔平成 29 年（2017）年度～〕 

現状と課題 

 ●地域のニーズ・実情に応じた自主的な健康づくり活動を広げていくための支援を行っていくとともに、介

護予防教室の新規参加者増加を図るため、会場設定の見直し等により参加機会を拡大することや、目的に合
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わせた回数の設定・魅力ある講座内容の設定などの取り組みが必要です。 
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基本方針３ 健康を支え守るための社会環境の整備 

①健康づくり支援 

重点目標 ●食生活改善推進員の数を増やす 

●ボランティアの育成・地域活動の推進 

ボランティア
の育成、地域
活動の推進 

指標 
ベース値 

（H27/2015） 
目標値 

実績値 
（年度） 

達成状況 

食生活改善推進員数  32 人 38 人 
35 人 

Ｂ 
（R 元/2019） 

がん予防推進員数   41 人 50 人 
50 人 

Ａ 
（R 元/2019） 

 

目標達成度 

●「がん予防推進員数」に関しては、目標達成となりました。一方、「食生活改善推進員数」については、養

成講座を開講するなど登録者数の増加に努めましたが、目標達成となりませんでした。 

 

これまでの主な取り組み 

 ●食生活改善推進員協議会では、推進員の養成講座を開催しました。また、会員向けの研修も毎年行 

い、会員のスキルアップを図ったほか、テーマを決めて、市民への普及啓発に取り組みました。〔平成 

29（2017）年度～〕 

●がん予防推進員については、市広報紙で参加者を募集し、県主催の養成講座へ参加するなど会員数の増加 

に努めました。また、推進員向けの中央研修会を開催し、検診やがん予防に関する知識を深めるととも 

に、チラシの配布等を通して市民へのがん検診受診勧奨を行いました。〔平成 29（2017）年度～〕 

現状と課題 

●健康づくりを支援していく推進員の活動内容を、食育・運動・がん予防など多面的に活動できる形に変更

し、幅広い活躍の機会を創出しながら登録者数の増員を図っていくことが必要です。 
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基本方針４ 生活習慣及び社会環境の改善 

①栄養・食生活 

重点目標 ●生活習慣病の予防及び改善につながる食育の推進 

●食育等を通じた子どもの健康づくり 

●20 歳代・30 歳代を中心とした若い世代への食育の推進 

 
指標 

ベース値 
（H27/2015） 

目標値 
実績値 

（年度） 
達成状況 

適正体重を
維持してい
る者の増加 

全出生数中の低体重児の
割合（2,500g 未満）     

10.1％ 9.0％ 
8.2％ 

Ａ 
（R 元/2019） 

1 歳 6 か月児健康診査の
カウプ指数 18.6 以上の
割合   

4.8％ 3.0％ 
3.0％ 

Ａ 
（R 元/2019） 

身体測定結果において肥
満である児童生徒の割合   

児童：7.6％ 

（6 年生：9.3％） 
6.0％ 

（7.0％） 

8.3％ 
（6 年生のデータなし） Ｃ 

（R 元/2019） 

生徒：10.4％ 

（3 年生：8.4％） 
9.0％ 

（7.0％） 

11.3％ 
（3 年生のデータなし） Ｃ 

（R 元/2019） 

20 歳～60 歳代男性の肥
満の割合 

28.8％ 
28.0％ 

（国：H34 28.0％） 

37.2％ 
Ｃ 

（R3/2021） 

40 歳～60 歳代女性の肥
満の割合 

23.0％ 19.0％ 
（国：H34 19.0％） 

20.7％ 
Ｂ 

（R3/2021） 

20 歳代女性のやせの割合
（BM18.5 未満） 

11.1％ 
11.0％ 

（国：H34  20.0％） 

14.8％ 
Ｃ 

（R3/2021） 

65 歳～74 歳の BMI≦20
の割合 

17.0％ 15.0％以下 
18.2％ 

Ｃ 
（R 元/2019） 

適切な量と
質の食事を
とる者の増
加 

主食・主菜・副菜を組み
合わせた食事を１日２回
以上している人の割合 

75.8％ 81.0％ 
73.4％ 

Ｃ 
（R3/2021） 

乳製品を毎日食べている
人の割合 

46.2％ 51.0％ 
51.9％ 

Ａ 
（R3/2021） 

規則正しい
食習慣の人
の増加 

毎日朝食を食べていると
答えた児童生徒の割合    

児童：95.7％ 95.0％以上 
94.0％ 

Ｃ 
（R 元/2019） 

生徒：94.0％ 95.0％以上 
90.4％ 

Ｃ 
（R 元/2019） 

朝食を欠食する人の割合
（20 歳代） 

男性：24.2％ 20.0％ 
41.7％ 

Ｃ 
（R3/2021） 

女性：29.6％ 25.0％ 
39.3％ 

Ｃ 
（R3/2021） 
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朝食を欠食する人の割合
（30 歳代） 

男性：42.9％ 40.0％ 
25.0％ 

Ａ 
（R3/2021） 

女性：18.8％ 15.0％ 
17.8％ 

Ｂ 
（R3/2021） 

妊娠期～離
乳期におけ
る食育の推
進 

26 週頃の妊婦健康診査の
ヘモグロビン 11ｇ/dl 未
満の割合（貧血の早期発
見） 

39.6％ 35.0％ 
41.9％ 

Ｃ 

（R 元/2019） 

26 週頃の妊婦健康診査の
血糖値 100 ㎎/dl 以上の
割合（妊婦糖尿病の早期
発見）（再掲）        

35.6％ 33.0％ 

45.6％ 

Ｃ 

（R 元/2019） 

離乳食教室（5～6 か月）
の参加率 

35.9％ 40.9％ 
38.2％ 

Ｂ 
（R 元/2019） 

集団給食の
充実 

野菜などを植付け（栽
培）・収穫・調理の体験
型食育を行った保育園・
幼稚園・認定こども園数   

18 施設中 
14 施設 

18 施設 

18 施設 

Ａ 

（R 元/2019） 

児童生徒１人当たりの給
食食べ残し量 

児童：36.9g 35.0ｇ 
30.5ｇ 

Ａ 
（R 元/2019） 

生徒：42.6g 40.0ｇ 
43.5ｇ 

Ｃ 
（R 元/2019） 

学校給食での塩分摂取量         

小学校：2.7g 2.5ｇ 
2.4ｇ 

Ａ 
（R 元/2019） 

中学校：3.4g 3.0ｇ 
2.9ｇ 

Ａ 
（R 元/2019） 

地産地消の
推進 

「地産地消」を知ってい
ると回答した割合 

小学 6 年生： 
61.9％ 

66.5％ 
78.7％ 

Ａ 
（R3/2021） 

中学 3 年生： 
72.7％ 

76.5％ 
91.6％ 

Ａ 
（R3/2021） 

学校給食における地場産
品を使用する割合 

47.0％ 50.0％ 
69.8％ 

Ａ 
（R 元/2019） 

 

目標達成度 

●「全出生数中の低体重児の割合（2,500g 未満）」が目標達成となりました。 

●「1 歳 6 か月児健康診査のカウプ指数 18.6 以上の割合」が低下しました。 

●「肥満である児童生徒の割合」が高くなっています。 

●「20～60 歳代男性の肥満の割合」、「20 歳代女性のやせの割合」が高くなっています。 

●「65 歳～74 歳の BMI≦20.0 の割合」が高くなっています。 

●「主食・主菜・副菜を組み合わせた食事を 1 日 2 回以上している人」の割合はベース値よりも低下して    

 います。 

●「乳製品を毎日食べている人の割合」が向上しています。 

●「毎日朝食を食べていると答えた児童生徒の割合」は目標達成となりませんでした。 
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●「朝食を欠食する人の割合」が 20 歳代でベース値よりも低下しています。 

●「26 週頃の妊婦健康診査のヘモグロビン 11g/dl 未満の割合」が高くなっています。 

●「26 週頃の妊婦健康診査の血糖値 100 ㎎/dl 以上の割合」が高くなっています。 

●「学校給食での塩分摂取量」は目標達成となりました。 

これまでの主な取り組み 

●乳幼児健診時には生活リズム・朝食の摂取・間食や加糖飲料の考え方などの基本的な食習慣について保護

者に指導しました。また、1.6 歳児健診時にはリーフレットを配布しました。〔令和 2（2020）年度～〕 

●学童期・成人期への将来的な肥満を予防するため、1.6 歳児健診時と 3.5 か月児健診時のカウプ指数を比

較し、上昇していた場合、栄養相談を実施しました。〔令和元（2019）年度～〕 

●小中学校の内科健診、身体測定の結果により、「肥満（肥満度＋30％以上）」および「やせ(肥満度－20％

以下)」の児童生徒に栄養相談の通知を配布し、希望する親子（親のみ／子のみの場合もあり）に対し、

面談または電話にて栄養相談を実施しました。〔令和 2（2020）年度～〕 

●母子健康手帳交付の際に対象全員に貧血予防のリーフレットを配布しました。 

〔平成 29（2017）年度～〕 

●高リスク（BMI18.5 未満、BMI25.0 以上、糖尿病家族歴、妊娠糖尿病既往、妊娠高血圧症候群既往）の妊

婦に「お食事手帳」を配布し、管理栄養士が面談又は電話にて栄養指導を実施しました。 

〔令和 2（2020）年度～〕 

●3～4 か月児健診時の集団講話・離乳食教室において、菓子や砂糖の入った飲料の考え方について保護者

に指導しました。〔平成 29（2017）年度～〕 

現状と課題 

 ●肥満は将来の生活習慣病のリスクを高めます。学校や医療機関等と連携を図りながら、望ましい食習慣の

普及啓発を行うことが必要です。 

 ●高齢者のやせはフレイルに繋がり、要介護状態になるなど自立した生活を継続していくことの妨げになり

ます。年齢に応じた望ましい食習慣を身につけるための情報を発信していくことが必要です。 

 ●20 歳代女性のやせの割合が増えていることから、適正体重の維持や適正な食習慣の大切さを伝えていく

取り組みが必要です。 

 ●主食・主菜・副菜の揃った栄養バランスの良い食事の普及啓発に取り組むことが必要です。 

 ●妊娠中に必要な栄養をきちんと摂ることは、妊婦自身のみならず、生まれてくる子どもの将来の生活習慣

病予防にも繋がります。妊娠初期から望ましい栄養摂取ができるようにするための支援が必要です。 

 ●食塩の過剰摂取が将来の生活習慣病に影響するため、乳幼児期から各年代に適塩の必要性を伝えていくこ

とが必要です。 

 

②身体活動・運動 

重点目標 ●日常生活の中で，意識的にからだを動かす人を増やす 

 
指標 

ベース値 
（H27/2015） 

目標値 
実績値 
（年度） 

達成状況 

体力づくり
の推進 

学校の授業以外にスポー
ツや趣味などで 60 分以上
体を動かす（週 2 回以
上）の割合 

小学 6 年生： 
67.5％ 

70.0％ 
60.2％ 

Ｃ 
（R3/2021） 

中学 3 年生： 
54.0％ 

60.0％ 
56.1％ 

Ｂ 
（R3/2021） 
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体力テスト結果において
県平均を上回った種目数 

児童：1 種目 2 種目 
0 種目 

Ｃ 
（R 元/2019） 

生徒：2 種目 4 種目 
0 種目 

Ｃ 
（R 元/2019） 

体力測定で総合評価 A ま
たは B の児童生徒の割合  

児童 

 男：46.69％ 60.0％以上  
 44.0％ 

Ｃ 
（R 元/2019） 

女：49.16％ 60.0％以上  
51.2％ 

Ｂ 
（R 元/2019） 

生徒 

 男：49.36％ 60.0％以上  
 43.7％ 

Ｃ 
（R 元/2019） 

女：69.06％ 60.0％以上 
71.9％ 

Ａ 
（R 元/2019） 

部活動の活
性化 

運動部活動に参加してい
ると答えた生徒の割合 

69.8％（※） モニタリング 
67.9％ 

Ｃ 
（R3/2021） 

スポーツ・
運動を通じ
た健康づく
りの推進 

日常生活における歩数の
増加（7,000 歩以上）      

20～64 歳 

男性：43.5％ 10 ポイント増 
35.8％ 

Ｃ 
（R3/2021） 

女性：30.0％ 10 ポイント増 
28.8％ 

Ｃ 
（R3/2021） 

65 歳以上 

男性：34.4％ 10 ポイント増 
30.9％ 

Ｃ 
（R3/2021） 

女性：32.4％ 10 ポイント増 
26.8％ 

Ｃ 
（R3/2021） 

運動習慣者の割合の増加 
（1 回 30 分以上の運動を
週 2 日以上，1 年以上継
続している者） 

20～64 歳 

男性：23.6％ 10 ポイント増 
21.3％ 

Ｃ 
（R3/2021） 

女性：12.7％ 10 ポイント増 
18.1％ 

Ｂ 
（R3/2021） 

65 歳以上 

男性：42.9％ 10 ポイント増 
41.5％ 

Ｃ 
（R3/2021） 

女性：33.5％ 10 ポイント増 
34.5％ 

Ｂ 
（R3/2021） 

スポーツイベント（市民
スポーツフェスティバル
等）の延べ参加者数 

7,378 人 8,800 人 
8,756 名 

Ｂ 
（R 元/2019） 

スポーツイベント教室の
述べ利用者数（指定管理
者） 

42,613 人 51,000 人 
42,541 人 

Ｃ 
（R 元/2019） 

総合型地域スポーツクラ
ブ会員数 

436 人 800 人 
456 人 

Ｂ 
（R 元/2019） 

スポーツクラブ等に加入 18.5％ 20.0％ 11.3％ Ｃ 
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している市民の割合 （R 元/2019） 

ニュースポーツ教室・大
会の述べ参加者数 

1,035 人 1,200 人 
1,339 人 

Ａ 
（R 元/2019） 

いきいきヘルス（シルバ
ーリハビリ）体操教室述
べ参加者数 

21,596 人 25,000 人 
18,745 人 

Ｃ 
（R 元/2019） 

元気アップ体操延べ参加
者数 

6,285 人 7,000 人 
6,292 人 

Ｂ 
（R 元/2019） 

てくてくロードを歩いた
延べ人数 

1,528 人 2,300 人 
974 人 

Ｃ 
（R 元/2019） 

※運動部活動に参加していると答えた生徒の割合「ベース値」は H28（2016）年度実績値を用いています。 

 

目標達成度 

●「学校の授業以外にスポーツや趣味などで 60 分以上体を動かす（週 2 回以上）児童の割合」が低下して

います。また、「体力テストの結果において県の平均を上回った種目数」が児童生徒共 1 種目もありませ

んでした。 

●「体力テストで総合評価ＡまたはＢの児童生徒の割合」が男児において低下しています。 

●「日常生活における歩数、7,000 歩以上歩いている者の割合」が低下しています。 

●成人男性の「運動習慣者の割合」が低下していますが、成人女性の割合は向上しました。 

これまでの取り組み 

●体力テストについては、各校ともに前年度の結果に基づいた「体力アップ推進プラン」「体力アップ 1 校

1 プラン」を作成し、課題となる種目や調査内容の改善に向けた取り組みを推進しました。〔平成 29（2017）

年度～〕 

●「ＮＰＯ法人クラブ・ドラゴンズ」によるコンディショニングレクチャー事業として、中学校部活動へ専

門的なトレーナーを派遣し、顧問の指導力や生徒の競技力の向上を図りました。〔令和 2（2020）年度～〕 

●市広報紙等で「シルバーリハビリ体操」の指導士会ならびに体操の紹介を行いました。〔平成 30（2018）

年度～〕また、サプラスクエアと協働でイベントを行い、体操の普及啓発を図りました。 

〔令和 2（2020）年度～〕 

●市広報紙で「元気アップ体操」の紹介を行い、新たな参加者の募集を行いました。〔平成 30（2018）年度

～〕また、まいん「健幸」サポートセンターにおいて、体験会を開催しました。〔令和元（2019）年度～〕 

●各コミュニティセンター等での「健幸ウォーキングマップ」の配布や、市公式ホームページ・広報紙への 

掲載など様々な機会を利用して、「てくてくロード」の周知を図りました。〔平成 29（2017）年度～〕 

現状と課題 

●児童・生徒については、学校と連携を図りながら運動する機会を増やし、体力向上に向けた取り組みを 

行っていくことが必要です。 

●成人、特に男性において運動習慣者の割合が減少していることから、市民が運動しやすい環境を整備する

とともに、日頃の生活の中で身体活動を増やすための工夫等について、普及啓発に努めていくことが必要

です。 

 

③飲酒 

重点目標 ●適正な飲酒量などの知識を普及する 
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 指標 
ベース値 

（H27/2015） 
目標値 

実績値 
（年度） 

達成状況 

妊娠中の飲
酒をなくす
取り組み 

妊娠中に飲酒している人の割
合 

1.9％ 0％  
0% 

Ａ 
（R 元/2019） 

未成年の飲
酒をなくす
取り組み 

飲酒の
害を知
ってい
る児童
生徒の
割合 

急性アルコール中毒
について 

小学 6 年生： 
83.0％ 

85.0％ 
79.8％ 

Ｃ 
（R3/2021） 

中学 3 年生： 
95.3％ 

95.0％ 
97.3％ 

Ａ 
（R3/2021） 

アルコール依存症に
ついて 

小学 6 年生： 
76.5％ 

80.0％ 
83.5％ 

Ａ 
（R3/2021） 

中学 3 年生： 
94.1％ 

95.0％ 
97.8％ 

Ａ 
（R3/2021） 

生活習慣病について 

小学 6 年生： 
67.3％ 

70.0％ 
70.7％ 

Ａ 
（R3/2021） 

中学 3 年生： 
88.6％ 

90.0％ 
90.7％ 

Ａ 
（R3/2021） 

身体に負担
をかけない
飲み方の普
及啓発 

酒の適量を知っている市民の
割合 

― 50.0％以上 

34.3％ 

Ｃ 

（R3/2021） 

多量飲酒者
の割合を軽
減する取り
組み 

週 3 日以上かつ 1 日 3 合以上
飲酒している人の割合 

3.5％ 2.5％ 
― 

★ 
 

男性：7.6％ 6.6％ 
5.7％ 

Ａ 
（R3/2021） 

女性：2.8％ 1.8％ 
4.2％ 

Ｃ 
（R3/2021） 

γｰ GTP 要指導・要医療者の割
合 

要指導者： 
10.3％ 

8.0％ 
9.2％ 

Ｂ 
（R 元/2019） 

要医療者： 
3.8％ 

2.0％ 
3.8％ 

Ｃ 
（R 元/2019） 

 

目標達成度 

●「妊娠中に飲酒している人の割合」は目標達成となり、改善傾向がみられます。 

●「飲酒の害を知っている児童生徒の割合」は概ね向上しました。 

●「酒の適量を知っている市民の割合」は、約 3 割でした。「週に 3 日以上かつ 1 日 3 合以上飲酒している  

 人の割合」は、男性では低下していますが、女性では高くなっています。 

これまでの主な取り組み 

●妊娠中における飲酒の胎児への影響について、母子健康手帳交付時やプレママ教室時に知識の普及啓発を 

行いました。〔平成 29（2017）年度～〕 

●小学校 6 年生、中学校 3 年生の保健体育で、飲酒の害について授業を行いました。また、学校訪問を通し
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て、専門性の高い外部講師による学習を展開しました。〔平成 29（2017）年度～〕 

●過度な飲酒は様々な健康被害を引き起こすため、健診時の保健指導などにおいて、酒類の適量や休肝日 

などについて知識の普及啓発を行いました。〔平成 29（2017）年度～〕 

現状と課題 

●過度な飲酒は適正な食生活に影響を及ぼす恐れがあり、様々な健康被害を引き起こす要因となるため、適

量や休肝日の設定の必要性など、飲酒に対する正しい知識の普及啓発を行うことが必要です。 

 

④喫煙 

重点目標 
●受動喫煙を減らす 

●たばこが健康に及ぼす影響についての知識を普及する 

 指標 
ベース値 

（H27/2015） 
目標値 

実績値 
（年度） 

達成状況 

喫煙、受動
喫煙の害に
ついての知
識の普及 

妊娠中にたばこを吸って
いた人の割合 

4.6％ 0％ 
1.1% 

Ｂ 
（R 元/2019） 

乳児のいる家庭で、父母
がたばこを吸っている割
合 

父：43.5％ 30.0％ 
40.9％ 

Ｂ 
（R 元/2019） 

母：3.4％ 2.0％ 
4.4％ 

Ｃ 
（R 元/2019） 

たばこの害について知っ
ている児童生徒の割合 

がん 

小学 6 年生： 
96.7％ 

現状維持 
91.3％ 

Ｃ 
（R3/2021） 

中学 3 年生： 
97.4％ 

現状維持 

99.3％ 

Ａ 
（R3/2021） 

心疾患 

小学 6 年生： 
66.4％ 

80.0％ 
71.7％ 

Ｂ 
（R3/2021） 

中学 3 年生： 
80.6％ 

90.0％ 
88.9％ 

Ｂ 
（R3/2021） 

歯周病 
 

小学 6 年生： 
43.3％ 

60.0％ 
56.7％ 

Ｂ 
（R3/2021） 

中学 3 年生： 
77.0％ 

85.0％ 
83.2％ 

Ｂ 
（R3/2021） 

副流煙 

小学 6 年生： 
89.3％ 

 90.0％ 
87.2％ 

Ｃ 
（R3/2021） 

中学 3 年生： 
97.7％ 

現状維持 
98.1％ 

Ａ 
（R3/2021） 

赤ちゃん
への影響 

小学 6 年生： 
93.5％ 

現状維持 
94.3％ 

Ａ 
（R3/2021） 

中学 3 年生： 
97.3％ 

現状維持 
99.1％ 

Ａ 
（R3/2021） 
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禁煙施設の認証数（建物
内） 

81 103 ―  ★ 

たばこをや
めたい人及
びその家族
への支援 

喫煙率 

男性：26.2％ 23.0％ 
19.3％ 

Ａ 
（R3/2021） 

女性：7.0％ 5.0％ 
7.4％ 

Ｃ 
（R3/2021） 

 

目標達成度 

●「妊娠中にたばこを吸っていた人の割合」は低下しているものの、「乳児のいる家庭で母親がたばこを 

吸っている割合」が高くなっています。 

●子育て中の父母の「喫煙率」が高い状況です。子の成長に伴い、保護者の喫煙率が高くなっています。 

●「たばこの害について知っている児童・生徒の割合」は、概ね高くなっています。 

●国や県と比較すると「喫煙率」は低下しています。男女別では、男性は低下し、目標を達成しましたが、 

女性では高くなっています。 

これまでの取り組み 

●母子手帳交付時やプレママ教室等において、禁煙の講話ならびに禁煙外来治療費助成の周知を行い、妊婦

および同居する家族に対する禁煙指導を行いました。〔令和 2（2020）年度～〕 

●乳児家庭訪問や乳幼児健診時の質問票において家族に喫煙者がいた場合、乳幼児へのたばこの影響につい

て説明しました。また、過去に喫煙歴のある産婦については、乳児家庭訪問において「再喫煙防止」のチ

ラシを配付し、出産後も継続して禁煙できるよう指導しました。〔令和 3（2021）年度～〕 

●喫煙等についての指導を全小中学校において実施しました。養護教諭・担任以外にも、茨城県警職員や保

健所職員などの人材を活用し、専門性を活かした授業や学習を行いました。〔平成 29（2017）年度～〕 

●市公式ホームページや広報紙等を活用し、公共の場所における歩行喫煙や喫煙禁止区域（龍ケ崎市駅前

および竜ヶ崎駅前）での喫煙等の禁止を周知するとともに、歩きたばこ・ポイ捨て等防止指導員 2 名に

よる喫煙禁止区域等のパトロールを概ね週 3 日（日曜・祝日・年末年始を除く）実施しました。 

〔平成 30（2018）年度～〕 

●市役所敷地内に設置されている特定屋外喫煙場所に、喫煙が健康に及ぼす害についてのポスターやチラ 

シを掲示しました。〔平成 29（2017）年度～〕 

現状と課題 

●喫煙はがんや生活習慣病を引き起こす危険因子ですが、禁煙により予防することができます。喫煙が身体

に及ぼす影響等の知識の普及啓発を図るとともに、禁煙したいと考えている方に対し「禁煙外来助成制度」

を周知しつつ支援を行っていくことが必要です。 

 

 

 

⑤休養 

重点目標 ●活動と休養のバランスがとれた生活を送ることができる人を増やす 

 
指標 

ベース値 
（H27/2015） 

目標値 
実績値 

（年度） 
達成状況 

睡眠による
休養を十分
とれていな
い者の減少 

よく眠れている児童生
徒の割合 

小学 6 年生： 
78.0％ 

80.0％ 
84.4％ 

Ａ 
（R3/2021） 

中学 3 年生： 80.0％ 76.8％ Ｃ 
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78.3％ （R3/2021） 

1 日あたり 1 時間以上ゲ
ームをすると答えた児
童生徒の割合 

児童：57.5％ 53.0％ ―  ★ 

生徒：62.5％ 58.0％ ―  ★ 

1 日あたり携帯電話やス
マートフォンで 1 時間
以上通話やメール、イ
ンターネットをすると
答えた児童生徒の割合 

児童：19.8％ 15.0％ ―  ★ 

生徒：55.0％ 50.0％ ―  ★ 

現在の睡眠に満足して
いる人の割合 

25.9％ 30.0％ 
24.9％ 

Ｃ 
（R3/2021） 

 

目標達成度 

●小学 6 年生の「よく眠れている児童の割合」は向上しましたが、中学 3 年生の「よく眠れている生徒の割

合」は低下しています。 

●「全国学力学習調査」の質問項目から削除されたため評価はできませんでしたが、市民意識調査の結果か

ら、小学生の約 70％、中学生の約 80％以上が 1 日に 1 時間以上スマートフォンやタブレット等で SNS や

動画の視聴、ゲームをしていることがわかりました。 

●「現在の睡眠に満足している人の割合」は低下しています。特に 50 歳代以下と、女性で低下しています。 

これまでの取り組み 

●各学校において「早寝早起き朝ご飯」の習慣づくりに向けた健康教育を推進しました。 

●睡眠不足が心配される児童生徒には、養護教諭との連携により、個別の保健指導を行いました。 

〔令和 2（2020）年度～〕 

●市広報紙にて、睡眠に関する記事を掲載し、普及啓発を図りました。〔平成 30（2018）年度～〕 

●睡眠講演会を実施しました。〔平成 29（2017）年度～〕 

●市中央図書館に「睡眠の日」に合わせて書籍コーナーを設営しました。〔平成 30（2018）年度〕 

現状と課題 

●睡眠による休養を十分に取り入れることにより生活の質の向上にも繋がるため、学校と連携を図りながら、

休養の必要性や、休養と電子機器の使い方の関係について、知識の普及啓発に努めていくことが必要です。 
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基本方針 5 歯科口腔の健康維持 

①歯科疾患の予防 

重点目標 ●全ての世代において歯科疾患の有病者を減らす 

 指標 
ベース値 

（H27/2015） 
目標値 

実績値 
（年度） 

達成状況 

妊娠期の歯科
保健の推進 

妊娠期に歯科健診を受けた
ことがある産婦の割合 

48.0％（※） 10 ポイント増 
44.7％ 

Ｃ 
（R 元/2019） 

乳幼児、児童
生徒のむし歯
予防推進 

むし歯のない 3 歳児の割合          81.2％ 85.0％以上 
90.5％ 

Ａ 
（R 元/2019） 

フッ素塗布を受けたことが
ある 3 歳児の割合 

91.0％ 93.0％ 
95.7％ 

Ａ 
（R 元/2019） 

歯科検診においてむし歯の
ない児童生徒の割合 

児童：68.8％ 
（小学6年生：

79.9％） 

73.0％ 
（85.0％） 

75.6％ 
（84.5％） Ａ 

（R 元/2019） 

生徒：78.2％ 
（中学3年生：

77.2％） 

80.0％ 
（80.0％） 

84.8％ 
（83.8％） Ａ 

（R 元/2019） 

寝る前に歯をみがく児童生
徒の割合 

小学6年生：
88.8％ 

95.0％       
90.8％ 

Ｂ 
（R3/2021） 

中学3年生：
85.9％ 

95.0％ 
87.8％ 

Ｂ 
（R3/2021） 

昼食後歯をみがく児童生徒
の割合 

小学6年生：
71.8％ 

80.0％      
27.0％      

Ｃ 
（R3/2021） 

中学 3 年生：
17.5％ 

30.0％ 
35.2％ 

Ｂ 
（R3/2021） 

歯周病検診及
び事後指導の
推進 

定期的に歯科検診を受診し
た人の割合 

20～39歳： 
40.9％ 

現状維持 
28.6％ 

Ｃ 
（R3/2021） 

40～64歳： 
37.1％ 

現状維持 
31.4％ 

Ｃ 
（R3/2021） 

65歳以上： 
46.8％ 

現状維持 
42.1％ 

Ｃ 
（R3/2021） 

歯周疾患検診の受診率               

30歳：8.1％ 9.0％ 
4.1％ 

Ｃ 
（R 元/2019） 

40歳：8.3％ 9.0％ 
6.8％ 

Ｃ 
（R 元/2019） 

50歳：9.0％ 10.0％ 
6.3％ 

Ｃ 
（R 元/2019） 

60歳：11.9％ 13.0％ 
10.0％ 

Ｃ 
（R 元/2019） 
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70歳：8.1％ 9.0％ 
12.7％ 

Ａ 
（R 元/2019） 

平均：9.2％ 10.0％ 
8.0％ 

Ｃ 
（R 元/2019） 

歯周病等の予
防に関する知
識の普及・啓
発 

歯周病を有する者の割合                 40.0％ 37.0％ 
84.7％ 

Ｃ 
（R 元/2019） 

40 歳で損失歯のない者の割
合（市の歯科検診より） 

80.0％ 83.0％ 
82.4％ 

Ｂ 
（R 元/2019） 

毎日 1回は 10分くらい歯磨
きを行う人の割合 

20～39歳： 
21.4％ 

23.5％ 
28.3％ 

Ａ 
（R3/2021） 

40～64歳： 
26.7％ 

29.4％ 
32.2％ 

Ａ 
（R3/2021） 

65歳以上： 
51.8％ 

現状維持 
47.0％ 

Ｃ 
（R3/2021） 

デンタルフロスや歯間ブラ
シを使用している人の割合 
（ほぼ実践している人の割
合） 

20～39歳： 
15.5％ 

17.1％ 
23.8％ 

Ａ 
（R3/2021） 

40～64歳： 
28.7％ 

31.6％ 
31.1％ 

Ｂ 
（R3/2021） 

65歳以上： 
41.6％ 

現状維持 
40.1％ 

Ｃ 
（R3/2021） 

 ※妊娠期に歯科健診を受けたことがある産婦の割合「ベース値」は H28（2016）年度実績値を用いています。 

 

②口腔機能の維持の促進 

重点目標 ●生涯にわたって自分の歯でおいしく食べられる人を増やす（6424・8020運動の推進） 

 
指標 

ベース値 
（H27/2015） 

目標値 
実績値 
（年度） 

達成状況 

口腔機能の維
持に関する知
識の普及・啓
発 

60～64 歳で 24 本以上自分の歯
を持つ人の割合  

50.0％  60.0％ 

55.4％ 

Ｂ 

（R3/2021） 

 

目標達成度 

●むし歯のない子どもの割合が 3 歳児、児童・生徒共に向上しています。また、「毎日 1 回は 10 分くらい歯

磨きを行う人の割合」や「デンタルフロスや歯間ブラシを使用している人の割合」が若年層で向上してい

ます。 

●妊婦を含めた「歯科健診の受診率」や「定期的に歯科健診を受診した人の割合」がどの年齢層でも低下し

ています。 

●「歯周病を有する者の割合」がベース値の 2 倍にまで大幅に高くなっています。 

●「60～64 歳で 24 本以上自分の歯を持つ人の割合」は、ベース値よりも高くなっていますが、目標達成と
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はなりませんでした。また、全年齢でみた「24 本以上の現在歯数を持つ者の割合」は、国調査（令和元

（2019）年）と比較すると、9.0％低い結果となっています。 

これまでの主な取り組み 

●妊婦に対して口腔ケアの大切さを説明し、歯科検診受診の勧奨を行いました。 

●プレママ教室では希望者に対し、歯科衛生士による個別の口腔内チェック・指導を行いました。 

  〔令和 2（2020）年度～〕 

●1 歳 6 か月児健康診査・3 歳 5 か月児健康診査では、歯科衛生士による個別歯みがき指導・フッ素塗布を

実施しました。〔平成 29 年（2017）年度～〕 

●「保健だより」の発行を通して、市内小中学校において児童生徒の実態を周知するとともに、予防に係る

各種情報を提供しました。また、毎年度歯科検診を実施し、結果に基づいた治療勧告を保護者宛てに通知

しました。〔平成 29 年（2017）年度～〕 

●30・40・50・60・70 歳を対象に歯周疾患検診を実施しました。未受診者に対しては、受診勧奨のための個

別通知を送付しました。〔平成 29 年（2017）年度～〕 

●介護予防講座や出前講座を利用し、口腔機能や嚥下機能、口腔ケアに関する講話を行い、正しい知識の普

及を図りました。〔平成 29 年（2017）年度～〕 

●歯科医師による講演会を行い、むし歯予防や歯周病予防についての知識の普及を図りました。 

 〔平成 29 年（2017）年度～〕 

現状と課題 

 ●むし歯や歯周病を重症化させないためには、子どもの頃からの日々の歯科口腔ケアが大切です。適切な口

腔ケア普及への取り組みや、定期的な歯科健診の受診が重要であるため、健診を受けやすい環境づくりを進

めるとともに、健診の重要性について普及・啓発していくことが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

龍ケ崎市第３次健康増進・食育計画改定に向けた今後のスケジュールについて                 資料４ 

 

 

内容 

令和４年度 

７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 

 

 

健康づくり推進協議会 

 

●計画（案）諮問・審議【7月 15日（金）】 

 

     ●計画（案）審議【8月 19日（金）15:30～ 社会福祉協議会】 

             【9月予定】 

                                   ●答申（2月） 

 

パブリックコメント 

 

              ●広報紙等での周知（10月） 

                   ●パブコメ受付（11月） 

                         ●結果の公表（12月）→ 計画（案） 

 

 

計画（案）の修正/決裁 

                                   
 
                                   ●市長決裁（2月） 
                                    【計画策定】 

 

審議会の意見を基に修正  パブコメを基に修正 



 

1 

「龍ケ崎市第 3次健康増進・食育計画」の骨子（案）および現計画からの改正点             

【第 2次計画（現計画）】 【改正点】 【第 3次計画（新計画）】 

第１章 計画の策定にあたって 

 １ 策定の趣旨 

 ２ 本計画の特徴 

 ３ 計画の期間 

 

第２章 龍ケ崎市の健康をとりまく現状と課題 

 １ 概況 

  （１）人口構成 

  （２）人口の推移と将来推計 

  （３）年齢３区分別人口の推移 

  （４）出生・死亡・転入・転出の推移 

  （５）出生数と出生率・低出生体重児出生数と低出生体重児出 

生率 

  （６）平均寿命と健康寿命 

  （７）死亡  

 ２ 介護保険の状況 

 ３ 国民健康保険医療状況 

  （１）年齢内訳と医療状況 

  （２）疾病別医療費分析 

 ４ 健康診査の受診状況 

  （１）３～４か月児健康診査 

  （２）１歳６か月児健康診査 

  （３）２歳６か月児歯科健康診査 

  （４）３歳５か月児健康診査 

  （５）特定健康診査の受診状況 

  （６）特定健康診査有所見者状況 

  （７）メタボリックシンドローム予備群・該当者推移 

 ５ がん検診 

  （１）部位別がん死亡数及び死亡率の推移 

  （２）各がん検診受診状況 

 ６ 前計画の評価について 

   進捗状況評価シート 

    ・妊産婦期 

    ・乳幼児期 0歳～5歳 

    ・学童・思春期 6歳～19歳 

    ・青年期 20歳～39歳 

    ・壮年期 40歳～59歳 

    ・高齢移行期 60歳～64歳 

    ・高齢期 65歳以上  

７ 本市の現状と課題 

第１章  

 ２ 本計画の特徴 

    →他の市計画における表記に合わせ、「計 

画の位置づけ」に改める。 

 

第２章 

１ 概況 

 （２）人口の推移と将来推計 

 （３）年齢３区分別人口の推移 

   →上記を「（２）年齢３区分別人口の推移 

    と将来推計」として１つに再編。 

 （６）平均寿命と健康寿命 

   →「健康寿命」は市で算出できなくなった 

    ため「平均自立期間」に改めたうえで別 

    の項（＝「２ 平均寿命と平均自立期

間」）として記載。 

 （７）死亡 

   →「５ がん検診」の「（１）部位別がん 

     死亡数及び死亡率の推移」を含めたうえ 

     で別の項（＝「３ 疾病による死亡の状

況」）として記載。 

２ 介護保険の状況 

→「介護認定者の状況等」と名称変更のう

え「第４項」に。 

 ３ 国民健康保険医療状況 

    →「国民健康保険の状況」と名称変更のう

え「第５項」に。 

 ４ 健康診査の受診状況 

    →「歯科健康診査」「高血圧」「がん検

診」を加えたうえで「健康診査の受診状

況等」と名称変更し「第６項」に。 

５ がん検診 

    →上記のとおり再編のため、項は消滅。 

６ 前計画の評価について 

    →「第７項」としたうえで、評価シートを

「ライフステージ区分」による分類から

「基本方針（１～５）」による分類へと

再編。また、「指標の達成状況」とし

て、Ａ～Ｃ評価の項目数・割合などを総

括的に掲載。 

第１章 計画の策定にあたって 

 １ 策定の趣旨 

 ２ 計画の位置づけ 

 ３ 計画の期間 

 

第２章 龍ケ崎市の健康をとりまく現状と課題 

 １ 概況 

  （１）人口構成 

  （２）年齢３区分別人口の推移と将来推計 

  （３）出生・死亡・転入・転出の推移 

  （４）出生数と出生率・低出生体重児出生数と低出生体重児出 

生率 

 ２ 平均寿命と平均自立期間 

（１）平均寿命 

（２）平均自立期間 

 ３ 疾病による死亡の状況 

  （１）死因別死亡率 

  （２）死亡者数及び標準化死亡比 

  （３）がんの部位別死亡者数及び死亡率の推移 

 ４ 介護認定者の状況等 

 ５ 国民健康保険の状況 

  （１）年齢内訳と医療状況等 

  （２）疾病別医療費の状況 

 ６ 健康診査の受診状況等 

  （１）３～４か月児健康診査 

  （２）１歳６か月児健康診査 

  （３）３歳５か月児健康診査 

  （４）歯科健康診査 

  （５）特定健康診査の受診状況 

  （６）特定健康診査有所見者状況 

  （７）メタボリックシンドローム予備群・該当者推移 

  （８）高血圧 

  （９）がん検診 

 ７ 前計画の評価について 

  （１）評価方法 

  （２）指標の達成状況（総括） 

  （３）分野別基本方針と取り組み評価 

  ・基本方針１ 生活習慣病の発症予防と重症化予防 

    ①健康管理 ②循環器疾患 ③糖尿病 ④がん 

  ・基本方針２ 社会生活を営むために必要な機能の維持・向上 

資料５ 
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第３章 全体目標及び具体的取り組みの方向性 

 １ 計画の目標 

 ２ 計画のめざすべき方向性 

 ３ 計画の体系 

 ４ ライフステージ別の取り組み 

 

 

 

 

第４章 分野別基本方針と取り組み 

 基本方針１ 生活習慣病の発症予防と重症化予防 

  （１）健康管理 

  （２）循環器疾患 

  （３）糖尿病 

  （４）がん 

 基本方針２ 社会生活を営むために必要な機能の維持・向上 

  （１）こころの健康 

  （２）高齢者の健康   

 基本方針３ 健康を支え守るための社会環境の整備 

  （１）健康づくり支援 

  基本方針４ 生活習慣及び社会環境の改善 

  （１）栄養・食生活 

  （２）身体活動・運動 

  （３）飲酒 

  （４）喫煙 

  （５）休養 

 基本方針５ 歯科口腔の健康維持 

  （１）歯科疾患の予防 

  （２）口腔機能の維持の促進 

 

 

 

 

 ７ 本市の現状と課題 

    →独立した項目ではなく、前項「前計画の 

     評価について」の各基本方針の最後（＝ 

     「これまでの取り組み」の後ろ）にそれ 

     ぞれ記載するものとする。 

 

 

 

 

 

第３章 全体目標及び具体的取り組みの方向性 

    →「及び具体的」を「および」に改める。 

 ２ 計画のめざすべき方向性 

    →「めざすべき方向性」を「基本方針」に

改める。 

 ４ ライフステージ別の取り組み 

    →従来の表に替えて、「本計画におけるＳ 

ＤＧｓの取り組み」を掲載する。 

 

第４章 分野別基本方針と取り組み 

    →「基本方針と取り組み」を「重点目標と

取り組み」に改める。 

基本方針１ 

   →従来の「生活習慣病の発症予防と重症化

予防」は全体目標のひとつとして格上げ 

    することから、「定期的な健康チェック 

    の推進」を新たな基本方針１とする。 

    「循環器疾患」と「糖尿病」は別立てと 

    せず１つに取りまとめる。 

基本方針２ 

   →従来の要素に加え、心身の健康維持を図 

るうえで重要となる「身体活動・運動」 

「喫煙」「休養」に関する項目を１つに 

まとめて「元気な身体づくりと心のケア 

の推進」とする。 

 基本方針３ 

    →従来の基本方針４から「身体活動・運 

動」「喫煙」「休養」を除き、飲食に特 

化した項目のみに再編した「健康的な食 

生活の推進」を基本方針３とする。 

 基本方針４ 

    →従来の基本方針３を基本方針４とし、項 

目はより具体的に「健康づくりを目的と 

    ①こころの健康 ②高齢者の健康 

  ・基本方針３ 健康を支え守るための社会環境の整備 

    ①健康づくり支援 

  ・基本方針４ 生活習慣及び社会環境の改善 

    ①栄養・食生活 ②身体活動・運動 ③飲酒 ④喫煙 

    ⑤休養 

  ・基本方針５ 歯科口腔の健康維持 

    ①歯科疾患の予防 ②口腔機能の維持の促進 

 

 

第３章 全体目標および取り組みの方向性 

 １ 計画の目標 

 ２ 計画の基本方針 

 ３ 計画の体系 

 ４ 本計画におけるＳＤＧｓの取り組み 

 

 

 

 

第４章 分野別重点目標と取り組み 

 基本方針１ 定期的な健康チェックの推進 

  （１）健康管理 

  （２）循環器疾患・糖尿病 

  （３）がん 

 基本方針２ 元気な身体づくりと心のケアの推進 

（１）こころの健康 

（２）身体活動・運動 

（３）休養 

（４）喫煙  

 基本方針３ 健康的な食生活の推進 

（１）栄養・食生活 

（２）飲酒 

  基本方針４ 健康を支え守るための社会環境の整備 

  （１）健康づくりを目的としたネットワーク 

 基本方針５ 歯科口腔の健康維持 

  （１）歯科疾患 

  （２）口腔機能 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５章 計画の推進と評価 

 １ 推進体制 

 （１）推進体制の方法 

 （２）情報発信及び情報共有 

 （３）計画の点検・評価・見直し 

 ２ ＰＤＣＡサイクルに基づく進行管理 

 

 

 

 

 

 

資料 

 １ 用語解説 

 ・健康づくり推進協議会委員名簿 

したネットワーク」へと改める。 

 基本方針５ 

    →項目の名称に統一感を持たせるため、 

「歯科疾患の予防」を「歯科疾患」に、 

「口腔機能の維持の促進」を「口腔機 

能」に、それぞれ改める。 

 

第５章 

 １ 推進体制 

 （１）推進体制の方法 

    →項目の名称を「計画に基づく事業の推 

進」に改める。 

 （３）計画の点検・評価・見直し 

    →項目の名称を「計画の進捗管理・評価」 

に改める。 

 ２ ＰＤＣＡサイクルに基づく進行管理 

    →項目の名称を「計画の見直し・次期計画 

     の策定」に改める。 

 

資料 

１ 用語解説 

    →用語解説は資料「２」とし、その前に本

計画における目標値等を一括して確認で

きるように資料「１ 指標項目・目標値

一覧」を追加する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５章 計画の推進と評価 

 １ 推進体制 

 （１）計画に基づく事業の推進 

 （２）情報発信および情報共有 

 （３）計画の進捗管理・評価 

 ２ 計画の見直し・次期計画の策定 

 （１）計画期間中における指標・事業等の見直し 

 （２）計画の総括および次期計画の策定 

 

 

 

 

資料 

 １ 指標項目・目標値一覧 

 ２ 用語解説 

 ・健康づくり推進協議会委員名簿 

 



資料１　「令和３年度龍ケ崎市第２次健康増進・食育計画実施報告書」に関する質問・意見に関する回答 資料６

ページ 意見 回答 該当する課

P14 意見
８ 児童生徒への健康に関す
る知識の普及啓発

令和３年度活動実績及び成
果

コロナ禍の中、市内全校で実施され
るようになったのは嬉しい限りで
す。対象学年を明記した方がよいの
ではないか。

学校ごとの計画で実施しているため
対象学年は明記できません。小学校
は、高学年で実施している場合が多
いです。

指導課

P24 意見
９　児童生徒の健康に関する
知識の普及啓発

令和３年度活動実績及び成
果

栄養教諭に専門的知識を生かした食
に関する指導を行い、児童生徒の望
ましい食生活習慣の形成、生活習慣
病の予防に努めました。
＊専門的知識？→「専門性を生かし
た」ではないでしょうか。
＊実施学年　実施内容を明記した方
がよいかと思います。

「専門的知識」を「専門性を生かし
た」に修正します。
実施学年については、学校ごとの計
画で実施しているため対象学年は明
記できません。

指導課

該当箇所



ページ 意見 回答 該当する課該当箇所

P37 質問
３　こころと体の悩みや不登
校の相談体制の充実

令和３年度活動実績及び成
果

市内小中学校に在籍する児童生徒の
中に、「ヤングケアラー」等、日々
厳しい生活を送っている子は在籍し
ていますか。

ヤングケアラーに関わらず、心や身
体に悩みを抱えている児童生徒や保
護者、学校からの相談に、学校教育
相談員（１名）、教育相談員（９
名）、龍の子さわやか相談員（２１
名）が対応しました。相談内容は、
「不登校」や「特別支援教育」、
「集団不適応」、「子育て」、「学
校生活」、「友人関係（いじめも含
む）」など多岐に渡りました。
ヤングケアラーについては、５月に
県の実態調査が行われました（回答
は無記名、任意）。本市としては、
現在各小中学校において、全児童生
徒を対象として実態調査中です。児
童生徒へのアンケート調査の回答、
該当児童生徒との面談等を通して、
適切な支援を行っていきたいと考え
ます。
現在、SSWが関わっている人数は、
４２ケース（人）あります。そのう
ち、ヤングケアラーまたはヤングケ
アラーの疑いがあると考えられるも
のも、数件あります。学校と連携
し、関係機関とつないでいるところ
です。

教育センター

P37　 質問
３　こころと体の悩みや不登
校の相談体制の充実

令和３年度活動実績及び成
果

貧困の状況にある子供の食育、市内
にはフードバンクや子ども食堂のよ
うな体制は存在しますか。

フードバンクは龍ケ崎市社会福祉協
議会で行っており、「きずなBOX」と
して食品を提供していただく箱を市
役所、地域福祉会館、社会福祉協議
会中央支所、元気サロン松葉館に設
置しています。
子ども食堂は、おおむね18歳未満の
子どもを対象とし、週2回、無料で居
場所と食事の提供をしています。

社会福祉協議会
こども家庭課



ページ 意見 回答 該当する課該当箇所

P45 意見
１ 食生活改善推進員の育
成、研修会の開催

令和３年度活動実績及び成
果

女子栄養大学講師経験者に女子栄養
大学生涯学習講師と追記、削除を願
います。

「女子栄養大学生涯学習講師」に修
正します。

健康増進課

P52 意見
３ 児童生徒の健康に関する
知識の普及啓発

令和３年度活動実績及び成
果

学校保健委員か➔学校保健委員会
医療従事者からの➔学校医、学校歯
科医
＊学校保健員会に出席し助言できる
のは、学校医、学校歯科医、学校薬
剤師です。

学校保健委員会に修正します。 指導課

質問
栄養教諭の配置校は何校あります
か。学校名を教えてください。

龍ケ崎小学校および龍ケ崎西小学校
の2校です。

意見

栄養教諭の所属する学校では、食育
だよりにおいても、朝食に関する内
容を掲載されており、栄養教諭が配
置されていない学校との差を付ける
ことはよくないと思います。（公教
育として）

令和3年度活動実績及び成果の内容と
して錯誤がありました。令和3年度よ
り、栄養教諭が配置されている学校
のみに配布していた食育だよりを年4
回、市内小中学校に配布しておりま
す。

P60 意見
１１　「給食だより」「食育
だより」による朝食の重要性
の啓発

令和３年度活動実績及び成果

「朝食の重要性」書いた文字で終
わってないでしょうか。子どもたち
は重要性については理解していま
す。コロナ禍の中、喫食率があまり
変化しなかったことはよかったと思
います。しかし、内容は見えてこな
いので心配は残ります。
特に、何をどのように食べればよい
か。現実朝食を作って頂けない家庭
もあったと思われます。自分からど
のようにチョイスして食べればよい
か、提示してあげることが大切であ
ると考えます。（授業においては
フードモデル等を使ったり等）

令和4年度給食だより5月号には朝食
の重要性というよりは具体的な実践
例となるような内容を掲載しまし
た。また、栄養教諭が関わる授業で
は実際子どもが食べ物を例に献立
（朝ごはんの組み合わせ）を考える
など、実践に繋げることを目標とし
た授業を行っています。

給食センター

給食センター
１１　「給食だより」「食育
だより」による朝食の重要性
の啓発

令和３年度活動実績及び成
果P60



ページ 意見 回答 該当する課該当箇所

P65 意見
１８ 食物アレルギー対応、
ノロウイルス等による感染症
対策

令和４年度取り組み内容と
今後の方向性

食物アレルギーの子どもの管理指導
票の共有化は見えるが、各学校にお
いて個々の子どもや保護者の対応、
学級担任、養護教諭、学校長はどの
ような対応を図っているのか見えて
こない気がします。

職員室で献立表と食物アレルギーの
児童生徒の管理データを学校長、学
級担任等の複数の目で確認し、誤食
防止を図っています。

指導課

P66 意見
２０　かみかみ給食メニュー
の提供

令和４年度取り組み内容と
今後の方向性

歯科保健活動と関連させて実施され
ていることと、通年的に実施できる
給食献立を検討願いたい。（小魚や
大豆、ほし芋を付けること等はされ
ているのでしょうか。）

かみかみ献立はほぼ毎月実施してお
りますが、豆類、根菜、塊肉、い
か、たこを活用し、料理の範囲中で
かみかみメニューとなるよう工夫を
しています。

給食センター

P68 意見
２３　バランスの取れたおい
しい給食

令和４年度取り組み内容と
今後の方向性

リクエスト献立や行事食の前段に
「日本型食生活を大切にし」と入
れ、行事食、日本の郷土食、世界の
料理、リクエスト献立、親子で作る
給食献立の入賞作品等～としてはど
うでしょうか。

和食の献立は組み合わせを大切に
し、意識して取り入れております。
リクエスト献立や世界の料理、親子
でつくる給食献立は「日本型食生
活」とはまた目的が異なるため、今
後も献立のねらいを明確にしながら
それぞれ行っていきます。

指導課

P69 要望
２５ 学校給食における地場
産物の計画的な活用

令和４年度取り組み内容と
今後の方向性

学校給食において地場産物を使用す
る割合を増やしていただきたい。給
食費の問題もあるかと思います。
（市の方で補助することも？）

学校給食における地場産物の活用促
進を図るため、令和4年度新たな事業
として、主な食材全てを茨城県産と
した献立の日を2回実施することとし
ました。普段の学校給食で人気のあ
る献立や提供していないような献立
を、地元茨城県産の食材で提供する
ことにより、児童生徒が今まで以上
に地元茨城県産の食材に興味をもっ
てもらうことで、学校における食育
やシチズンシップ教育を深めていた
だければと考えています。

給食センター



ページ 意見 回答 該当する課該当箇所

P69 要望
２５ 学校給食における地場
産物の計画的な活用

令和４年度取り組み内容と
今後の方向性

栄養教諭による地場産物に係る食に
関する指導回数を増やしていただき
たい。
　まずは、既に行っていると思いま
すが、給食だより、食育だよりを通
して計画的に指導願いたい。

「学校給食計画」において、11月は
地産地消強化月間でもあるので給食
だよりは地場産物に関する内容とな
るよう計画しております。また、年4
回、市内全小中学校に配布している
食育だよりも令和4年度は地産地消
（県産献立）に関する内容を予定し
ており、併せて栄養教諭による給食
時間の指導も予定しております。

給食センター

P72 意見

３０　給食指導や食育指導に
おいて地産地消の考え方と大
切さを指導（食育を窓口とし
て地産地消の考え方や大切さ
を指導）

令和４年度取り組み内容と
今後の方向性

食育の中に給食指導が含まれます。
ですから、申し訳ありませんが、小
項目をカッコ内の表示に変更しては
いかがでしょうか。
（食育を窓口として地産地消の考え
方や大切さを指導）

項目に関しては、計画の途中で変更
することができないため、次期計画
作成で検討してきます。

健康増進課

P72 意見

３０　給食指導や食育指導に
おいて地産地消の考え方と大
切さを指導（食育を窓口とし
て地産地消の考え方や大切さ
を指導）

令和４年度取り組み内容と
今後の方向性

令和４年度の取り組みには、社会
科、家庭科、の次に「特別活動等の
学習や」と追記した方がよいと考え
ます。
この項目の内容の文末に、「フード
マイレージ、食品ロスの指導も加味
する。」と追記してはどうか。

「特別活動等の学習や」を追記しま
す。食品ロスの学習は追記し、フー
ドマイレージの学習については、今
後検討します。

指導課

意見
・小項目「学習指導要領に基づく学
習指導」とあるが、学習をとっても
よいのでは。

項目に関しては、計画の途中で変更
することができないため、次期計画
作成で検討してきます。

指導課

意見
令和４年度取り組み内容と
今後の方向性

実施対象学年を記載した方がよいと
考えます。

基本的には小学６年生及び中学３年
生で学習しますが、特に中学校では
指導計画を変更して中学２年生で実
施したり、全体で実施したりする
ケースもあるため対象学年は記載し
ていません。

指導課

P93

４ 学習指導要領に基づく学
習指導
たばこの害に関する講演会の
実施



ページ 意見 回答 該当する課該当箇所

P98 意見

１　チラシや市公式ホーム
ページ等を活用し休養の重要
性に関する普及啓発（小中学
校等）

令和4年度取り組み内容と
今後の方向性

養護教諭の前に「学級担任」を入れ
るべきである。子どもの学校での生
活の基本は学級であるため。

「学級担任」を追記します。 指導課

P104 意見
５　健康に関する情報提供や
むし歯の予防を推進

令和4年度取り組み内容と
今後の方向性

学校医ではなく学校歯科医 「学校歯科医」に修正します。 指導課

P104 意見
５　健康に関する情報提供や
むし歯の予防を推進

令和4年度取り組み内容と
今後の方向性

昼食後歯を磨く児童生徒の割合　か
なり低いと思います。学校給食の実
施回数約年間１８０日程度と考える
と、家庭での指導もお願いすべきで
はないでしょうか。学校での歯磨き
指導は、コロナ禍で苦慮されている
ことと思いますが。

中学校は、数値的には低いですが目
標を達成しています。小学校におい
てもコロナ禍以前はどの学校も歯磨
きタイムを設定しほぼ１００％でし
た。中学校も多くの学校で歯磨きタ
イムはあったので本来はもっと高い
数値です。引き続き保健だより糖で
周知していきます。

指導課



資料３　「龍ケ崎市第３次健康増進・食育計画（案）」に関する質問・意見に関する回答 資料６

ページ 意見 回答 該当する課

P26 意見 現状と課題

バランスとれた食事や野菜の摂
取　この後に「一汁三菜を基本
とする日本型食生活の実践」を
追記してはどうでしょうか。

現在、市ではバランスの良い食事
の考え方として、「主食・主菜・
副菜のそろった食事」の啓発を
行っています。
市民の食生活実態調査でも、主
食・主菜・副菜を揃えることが難
しい現状があること、市民の食習
慣も多様化していることなどか
ら、引き続き「主食・主菜・副菜
のそろった食事」を啓発してまい
ります。
また、高血圧のリスク者が増加し
ていることから、まずは家族ぐる
みの減塩指導を優先してまいりま
す。

健康増進課

P34～35 意見 地産地消の推進

「地産地消の推進」に関して、
目標達成度、これまでの取り組
み、現状と課題の項目に一つも
触れていないのです。第４次食
育推進基本計画の基本的な方針
の一つである「持続可能な食を
支える食育の推進」とあり、
SDG’ｓの考えを基本に、食品ロ
スやフードマイレージについて
記載してもよいのではないで
しょうか。

地産地消については「いばらき食
べようウイーク」に合わせて献立
の工夫をしておりトマトやネギ、
豚肉などの食材を取り入れていま
す。今年度は補正予算で学校給食
運営費を確保し、児童生徒への魅
力ある献立の提供に努めていると
ころです。新たな計画の中で記載
内容について検討していきます。

健康増進課

P35 意見 現状と課題

肥満は将来の生活習慣病のリス
クを高めます。～
この項目に、「学校現場におい
ては学校給食を窓口として食育
の充実を図っていくことが必要
です。」と追記してはどうで
しょうか。

「学校現場においても～」という
表記で追記してきます。

指導課

該当箇所



ページ 意見 回答 該当する課該当箇所

P35 意見 現状と課題

主食・主菜・副菜の揃った栄養
バランスの良い食事の後に、
「日本型食生活の実践」を追記
してはどうでしょうか。

P26の質問事項に対する回答と同
じです。

健康増進課

総体的に考えることとして、第
４次食育推進基本計画の基本的
な方針において、横断的な重点
事項として「新たな日常」「デ
ジタル化に対応した食育の推
進」とあります。市のHP等で実
施していることを明記してはど
うでしょうか。

現在、電子母子手帳アプリで食育
について掲載を行っており、引き
続き様々な媒体を活用し周知して
まいります。また、新たな計画に
おける各啓発に係る取り組みの中
で内容を検討していきます。

健康増進課



令和３年度実績報告「本市の現状と課題」 令和４年度第１回龍ケ崎市健康づくり推進協議会 

基本方針１ 生活習慣病の発症予防と重症化予防 

（１）健康管理 

◎乳幼児健診受診率を上げていく必要があります。 

・新型コロナウイルス感染症の流行は落ち着いてきているものの、感染が心配で集団健診の 

来所を控える保護者もおり、例年より受診率の低下がみられています。 

・乳児の集団健診を希望されない保護者には医療機関健診をご案内し、必要な時期に健診を

受けることが出来るよう努めました。また、３～４か月児健診を医療機関で受診した対象

者の中で、市の６～７か月健診を希望している方には、集団健診のご案内や個別相談日を

設け、母子ともに安心して生活できるよう支援しました。 

・健診未受診者については、こども家庭課とも連携をしながら受診勧奨を実施しています。 

特に外国人の保護者や特定妊婦であった方の未受診者には日付変更時だけでなく、受診日 

前に電話勧奨を行いました。また、平日、健診に来所出来ない方には、休日に健診日を設 

定し、受診を促しました。 

   ・引き続き、感染予防に努めながら、受診しやすい環境づくりを行っていきます。 

 

◎特定健康診査受診率を上げていく必要があります。 

・新型コロナウイルス感染症の流行により、令和 3 年度も、集団健診の 1 日あたりの定員

をもうけて、完全予約制で感染予防対策を行いながら実施しました。特定健診受診率は、

29.5％と令和 2 年度に比べ向上していますが、新型コロナウイルス感染症流行前の受診

率には戻っていない状況です。  

・受診率向上のため、通知や訪問、電話で受診勧奨を実施しました。特に受診率の低い龍ケ

崎西地区、及び総合福祉センター周辺地区住民に周知を図るため川原代地区への訪問によ

る受診勧奨を行いました。 

・今年度は、1 日あたりの定員を新型コロナウイルス感染症の流行前の人数まで戻し、受診

環境の整備に努めていきます。また、龍ケ崎地区への未受診者勧奨訪問を実施し、受診率

の向上に努めていきます。 

 

（２）循環器疾患 

◎高血圧予防の対策をしていく必要があります。 

・乳幼児健診を受診した保護者の平均塩分摂取量は 10.4ｇであり、昨年比で 0.5ｇ減少し、

全国平均 10.1ｇに近づくことができました。しかし、高血圧を予防するための食塩摂取量

の目標量は女性で 6.5ｇ未満であるため、今後も乳幼児健診に来所する保護者全員の血圧

測定の実施と、過剰摂取のリスク、ならびに減塩の重要性を伝え、家族で減塩に取り組め

るよう支援していく必要があります。 

・特定健診当日に、血圧Ⅱ度以上（160 以上/100 以上）の方には、保健師・管理栄養士より

血圧を下げるためのポイントや測定する際の注意点等について保健指導を実施しました。

また、市広報誌でも、10 月号に血圧測定の注意事項を搭載しました。 

・乳幼児健診や特定健診で血圧の高い方には、必要に応じて「血圧手帳」を配付し、医師の

診察を促しています。 

・今年度は、高血圧の講演会を実施し、また高血圧治療中断者や医療機関未受診者へ受診勧



奨通知を送付するなど、重症化予防に努めます。 

 

◎妊娠期を安全に過ごし安全な出産を迎えるため、妊娠期の健康管理への取り組みが必要 

です。 

・母子健康手帳交付時に BMI を算出し、BMI18.5 未満と 25.0 以上の方に対して保健指導を実

施しました。特に妊娠前において肥満の方については妊娠高血圧症の発症リスクが高いた

め、引き続き母子健康手帳交付時に栄養指導を実施する他、必要に応じて病院との連携を

図りながら支援していきます。 

 

（３）糖尿病 

◎糖尿病重症化予防の取り組みが必要です。 

・糖尿病を重症化させないための取り組みとして市広報紙に「糖尿病連携手帳活用について」

「糖尿病と歯周病の関連性について」の記事を掲載しました。 

・令和２年度健診の結果、糖尿病予備群の方や糖尿病が疑われる方を対象者に「糖尿病重症

化予防のためのリーフレット」を郵送しました。 

・令和２年度特定健診の結果、要治療となった方で未治療の方及び治療中断者に対し、重症

化を防ぐため、受診勧奨通知を送付しました。今後は、未受診の理由を聞き取りながら、

未受診者対策を検討していく必要性があります。 

・「糖尿病重症化予防連絡会議」を開催し、糖尿病専門医・眼科医・歯科医・薬剤師の立場

から糖尿病重症化予防の取り組みについて、ご意見を伺いました。 

・糖尿病連携手帳の普及のためのポスターやリーフレットを市内医療機関や薬局に設置し

ていただきました。今後も医師や薬剤師等と連携を図りながら、糖尿病重症化予防に取り

組んでいきます。 

 

◎妊娠 26 週頃の妊婦健康診査の血糖値 100 ㎎/dl 以上の人の割合が 1.8 ポイント増えまし 

た。 

・母子健康手帳交付時に糖尿病の家族歴・妊娠糖尿病歴がある方、肥満の方を対象に食事の

ポイントや妊娠糖尿病が及ぼす影響等を記載した「お食事手帳」を配付し、管理栄養士が

電話や面談にて個別の栄養相談を行いました。また、医療機関との連携を図るため、産院

に指導を行った妊婦について情報提供を行いました。 

・プレママ教室でも引き続き講義の中で妊娠糖尿病について触れ、妊婦健診の結果を確認し

ながら、望ましい食事や生活等の個別指導を実施します。 

 

◎産後も糖尿病に移行しないための継続支援が必要です。 

・妊娠糖尿病だった産婦には新生児訪問時や 3～4 か月児健診時に状況を確認し、今後も定

期的に健診を受けて健康管理を行うよう保健指導をしました。 

 

基本方針２ 社会生活を営むために必要な機能の維持・向上 

（１）こころの健康  

◎産後うつ病を予防するため、産後ケアの充実が求められています。 

 赤ちゃん訪問時の産後うつ質問票 9 点以上の人の割合が 1.3 ポイント低下しました。 

・子育て世代包括支援センターの母子保健コーディネーターを中心に、妊娠中からメンタ 



 ルヘルスの支援を電話や訪問により実施し、安心して出産・育児ができるよう支援しま 

した。プレパパ教室の中で産後うつ病やマタニティブルーの予防方法や早期発見方法に 

ついて伝えています。 

・赤ちゃん訪問や産後健診の際にエジンバラ・子育て質問票を用いて、心身の健康状態の

把握や必要に応じて受診勧奨を実施し、産婦の希望や産後うつ病予防のため、産後ケア

の利用を勧め、心身共に休息が取れるよう支援しました。 

・令和 3 年度から訪問型の産後ケアを導入し、産婦の支援の充実を図りました。 

 今年度も引き続き、産後うつ病を予防し、心身ともに健康な状態で育児ができるよう支

援していきます。 

 

基本方針４ 生活習慣及び社会環境の改善 

（１）栄養・食生活 

◎「身体測定結果において肥満である児童生徒の割合」が高くなっています。 

・学童期の肥満を予防するため、妊娠期からの適切な生活及び食習慣の確立のための知識を

周知・啓発していきます。令和３年度に引き続き、小中学生で肥満が見られた子には学校

と連携しながら、個別栄養相談を実施していきます。 

 

（４）喫煙 

◎妊娠期から禁煙の支援をしていきます。 

・健康意識が高まりやすい妊娠届出時のタイミングで、個別指導をより丁寧に行い、妊婦の

みならず家族の喫煙歴も確認しています。 

・妊娠を機に禁煙に対する意識は一時的に高まるものの、その意識は出産後維持することが

難しく、再喫煙防止の支援が引き続き課題として伺えます。家庭内で喫煙者がいる場合、

一方が禁煙し続けることは困難なため、妊娠というイベントをきっかけに家族を含めた禁

煙支援が有効であると考えます。引き続き、禁煙外来の周知をしていきます。 

 

◎市内コミュニティセンターでの、受動喫煙対策を検討していきます。 

   ・センター長会議にて、禁煙外来費用助成についてチラシを配布しました。今後の市内コ

ミュニティセンターにおける受動喫煙対策については引き続き、担当課と検討していき

ます。また、コニュニティーセンター以外でも、商業施設や禁煙外来実施医療機関等に

もチラシを配布し、広く市民の目に留まるようにします。 

 

基本方針５ 歯科口腔の健康維持 

（３）歯科疾患の予防 

◎妊娠期に歯科健康診査を受けたことがある産婦の割合が上昇しました。 

・令和２年度から、妊娠届の際にチラシを配布し、受診勧奨への声掛けを実施し、希望者に

対しては歯科衛生士の個別相談・口腔内チェックを実施しました。 

・令和４年度から、歯周疾患検診の対象者に妊婦を加えました。妊娠中は口腔内トラブルが

多い時期になりますので、引き続き、妊娠中の歯科健診の受診勧奨を実施し、さらに受診

率向上に繋げていく必要があります。 

 

◎歯周病を有する者の割合が減少しました。 



・40 歳で損失歯のない者の割合が、89.6％と伸びています。しかし、歯周疾患検診受診率

は低い状態となっており、特に 70 歳の受診率が低く、新型コロナ感染症予防のため、歯

科医院受診の控えが顕著に表れました。30 歳、40 歳の歯科健診受診率をさらに向上させ、

早期からの歯周病対策が実施できるよう取り組みを行っていく必要があります。 

 


